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こ
れ
か
ら
あ
な
た
が
通
わ
れ
た
学
校
や
、
経
験
し
て
き
た
お
仕
事
な
ど
あ
な
た
の
こ
れ
ま
で
の
経
歴
を
お
聞
き
し
ま
す
。

Ｑ
．
（
住
民
基
本
台
帳
に
よ
る
と
）
あ
な
た
が
生
ま
れ
た
年
は

チ
ェ
ッ
ク
欄

Ｑ
．
あ
な
た
が
中
学
を
卒
業
し
た
（
義
務
教
育
を
終
え
た
）
の
は
、

チ
ェ
ッ
ク
欄

Ｑ
．
で
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
進
路
を
進
ま
れ
ま
し
た
か
。
高
校
、
就
職
な
ど
と
お
答
え
く
だ
さ
い
。

ま
た
そ
れ
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
で
す
か
。
年
齢
、
西
暦
、
和
暦
な
ん
で
も
結
構
で
す
の
で
年
と
月
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。

で
は
、
そ
の
後
は
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
進
ま
れ
ま
し
た
か
。
（
以
下
、
現
在
ま
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
）
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備
考

学
校

に
通

っ
て

い
た

仕
事

を
し

て
い

た

仕
事

を
し

て
い

な
か

っ
た

求
職

活
動

を
し

て
い

た

備
考

学
校

に
通

っ
て

い
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／
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／
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／

／
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／
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備
考

記
入

上
の

注
意

1
-
3
が

ブ
ラ

ン
ク

の
年

月
が

な
い

現
在

お
勤

め
育

児
休

暇
等

を
取

得
し

て
企

業
に

在
籍

し
て

い
る

場
合

は
「
仕

事
を

し
て

い
る

」
と

し
て

く
だ

さ
い

。
（
C

 現
在

の
働

き
方

）

学
生

中
の

ア
ル

バ
イ

ト
は

含
み

ま
せ

ん
。

留
置

票
に

過
去

の
勤

務
先

の
過

去
勤

務
企

業
数

複
数

の
仕

事
を

同
時

に
し

て
い

る
場

合
は

、
収

入
の

多
い

方
を

主
な

仕
事

と
し

て
く

だ
さ

い
。

在
職

期
間

を
転

記
し

た
（
B

 過
去

の
働

き
方

）
社

※
１

．
「
1
学

校
に

通
っ

て
い

た
」
は

、
①

高
校

／
②

高
等

専
門

学
校

／
③

短
期

大
学

／
④

大
学

／
⑤

大
学

院
／

⑥
各

種
・
専

修
学

校
／

⑦
職

業
訓

練
校

／
⑧

そ
の

他
の

学
校

、
を

番
号

で
明

記
す

る
。

留
置

票
企

業
数

追
加

用
紙

企
業

数

※
２

．
「
2
仕

事
を

し
て

い
た

」
は

、
何

番
目

の
仕

事
か

が
わ

か
る

よ
う

に
「
①

」
「
②

」
「
③

」
と

い
っ

た
か

た
ち

で
、

番
号

を
明

記
す

る
。

B
　

過
去

の
働

き
方

の
不

要
ペ

ー
ジ

に
※

３
．

①
、

②
、

③
と

い
っ

た
番

号
は

、
必

ず
期

間
を

示
す

横
線

の
上

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

斜
線

を
引

い
た

社
社

※
４

社
ま

で

月

主
な

出
来

事
ア

テ
ネ

　
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
イ

ラ
ク

日
本

人
人

質
事

件
愛

知
万

博
開

催
ロ

ン
ド

ン
同

時
爆

破
事

件

月

年
度

（
あ

な
た

の
年

齢
）

2
0
0
8
(H

2
0
)年

度
3
0
歳

2
0
0
6
(H

1
8
)年

度
2
8
歳

2
0
0
7
(H

1
9
)年

度
2
9
歳

2
0
0
4
(H

1
6
)年

度
2
6
歳

8
歳

月

1
9
歳

2
0
0
1
(H

1
3
)年

度
2
2
歳

1
9
9
8
(H

1
0
)年

度
2
0
歳

1
9
9
7
(H

9
)年

度
1
9
9
4
(H

6
)年

度
1
6
歳

1
9
7
8
(昭
和
5
3
)年
5
月
で
す
ね
。

1
9
9
4
(平
成
6
)年
3
月
で
す
ね
。

1
5
歳

年
度

（
あ

な
た

の
年

齢
）

*1
00

61
3*

職
業
キ
ャ
リ
ア
と
働
き
方
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
面
接
票
：
A
職
業
キ
ャ
リ
ア
シ
ー
ト
）

6
歳

1
9
8
4
(S

5
9
)年

度
1
9
8
5
(S

6
0
)年

度
7
歳

主
な

出
来

事
グ

リ
コ

・
森

永
事

件
ロ

サ
ン

ゼ
ル

ス
　

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

1
9
8
7
(S

6
2
)年

度
1
9
8
6
(S

6
1
)年

度
9
歳

主
な

出
来

事
阪

神
大

震
災

　
9
5
.1

.1
7

地
下

鉄
サ

リ
ン

事
件

　
9
5
.3

.2
0

「
も

ん
じ

ゅ
」
の

ナ
ト
リ

ウ
ム

漏
洩

事
故

ア
ト
ラ

ン
タ

　
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
　

流
行

語
大

賞
　

 自
分

で
自

分
を

ほ
め

た
い

1
9
9
5
(H

7
)年

度
1
7
歳

1
9
9
6
(H

8
)年

度
年

度
（
あ

な
た

の
年

齢
）

1
8
歳

流
行

語
大

賞
　

（
宮

崎
を

）
ど

げ
ん

か
せ

ん
と

い
か

ん
北

京
　

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

リ
ー

マ
ン

・
シ

ョ
ッ

ク
政

権
交

代
流

行
語

　
ハ

ン
カ

チ
王

子
（
夏

の
甲

子
園

）

N
T

T
と

JT
発

足
日

航
機

墜
落

事
故

チ
ェ

ル
ノ

ブ
イ

リ
原

発
事

故
ソ

ウ
ル

　
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
ベ

ル
リ

ン
の

壁
崩

壊
　

8
9
.1

消
費

税
導

入

2
0
0
5
(H

1
7
)年

度
2
7
歳

流
行

語
大

賞
　

な
ん

で
だ

ろ
う

〜

2
0
0
0
(H

1
2
)年

度

ロ
ス

暴
動

バ
ル

セ
ロ

ナ
　

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

皇
太

子
・
雅

子
妃

ご
成

婚
E
U

発
足

2
5
歳

ア
メ

リ
カ

同
時

多
発

テ
ロ

9
.1

1

2
0
0
2
(H

1
4
)年

度
サ

ッ
カ

ー
Ｗ

杯
日

韓
共

催
流

行
語

大
賞

　
 タ

マ
ち

ゃ
ん

シ
ド

ニ
ー

　
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
 流

行
語

大
賞

　
最

高
で

金
 最

低
で

も
金

2
3
歳

1
9
9
3
(H

5
)年

度
1
0
歳

JR
発

足
大

韓
航

空
機

爆
破

事
件

2
0
0
3
(H

1
5
)年

度
2
4
歳

1
9
9
9
(H

1
1
)年

度
2
1
歳

1
9
8
8
(S

6
3
)年

度
1
1
歳

1
9
8
9
(H

1
)年

度

2
0
0
9
(H

2
1
)年

度

山
一

證
券

破
綻

長
野

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

開
催

　
9
8
.2

サ
ッ

カ
ー

Ｗ
杯

日
本

初
出

場
和

歌
山

毒
物

カ
レ

ー
事

件
東

海
村

JC
O

臨
界

事
故

1
9
9
2
(H

4
)年

度
1
4
歳

バ
ブ

ル
崩

壊
雲

仙
普

賢
岳

で
大

火
砕

流
発

生

1
3
歳

1
9
9
1
(H

3
)年

度

湾
岸

戦
争

１
．

あ
り

２
．

な
し

3
3
歳

2
0
1
2
(H

2
4
)年

度
3
4
歳

2
0
1
3
(H

2
5
)年

度
3
5
歳

ロ
ン

ド
ン

　
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
東

京
ス

カ
イ

ツ
リ

ー
開

業
な

で
し

こ
ジ

ャ
パ

ン
東

日
本

大
震

災
　

1
1
.3

.1
1

調
査

対
象

者
ID

2
0
1
0
(H

2
2
)年

度
3
2
歳

2
0
1
1
(H

2
3
)年

度

1
2
歳

お
示
し
し
た
年
齢
は
住
民
基
本
台
帳
を
閲
覧
し
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

住
民

基
本

台
帳

は
国

や
地

方
自

治
体

の
公

的
調

査
や

学
術

を
目

的
と

し
た

調
査

に
限

り
閲

覧
で

き
る

こ
と

が
、

住
民

基
本

台
帳

法
で

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
本

調
査

に
お

い
て

も
、

各
自

治
体

が
定

め
る

手
続

き
に

従
っ

て
申

請
、

許
可

を
受

け
て

閲
覧

さ
せ

て
い

た
だ

き
、

氏
名

、
住

所
、

生
年

月
日

の
情

報
を

取
得

い
た

し
ま

し
た

。
こ

の
情

報
は

、
あ

く
ま

で
も

調
査

の
た

め
だ

け
に

使
い

ま
す

。
詳

細
は

お
送

り
し

た
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
に

も
記

載
し

て
お

り
ま

す
の

で
、

ご
参

照
く

だ
さ

い
。

1
9
9
0
(H

2
)年

度

3
1
歳

面
接
終
了
時
チ
ェ
ッ
ク

実
査
で
は

 
Ａ
３
用
紙
に
印
刷
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職業キャリアと働き方に関するアンケート 
留置調査票 

 
 

面接調査票（別紙） →調査員があなたと面接しながら記入します。 

 （Ａ 職業キャリアシート） 

留置調査票 （この冊子） →あなたご自身に記入していただきます。 
  （Ｂ 過去の働き方） 面接の際に調査員が太枠内に必要事項を記入しますので、 

 

 過去に経験された勤務先     社分お答えください。 

  （Ｃ 現在の働き方）  □ 現在お仕事をしている方   →C-1 から順にお答えください。 
 □ 現在お仕事をしていない方  →C-1 の後 C-14 からお答えください。 

 
 

 
１）回答をお願いしたご本人がお答えください。 
２）ご記入には、黒または青のボールペン、鉛筆をご使用ください。 

３）回答は、あてはまる回答項目の番号（1、2、3・・・）を○で囲んでいただく形式と、 
      のなかに数字を記入していただく形式があります。 
４）○でお答えいただく回答では、（ひとつだけ）や（いくつでも）などと指定されていますので、その指示に

したがってお答えください。 
５）数字でお答えいただく際、ゼロの場合は、必ず「0」とご記入ください。 
６）質問によっては、一部の方だけにおたずねするものがあります。矢印（→）や各ページ上部に指示があり

ますので、その指示にしたがってお進みください。 
７）「その他」に○をつけられた方は、その内容を（    ）内に具体的にご記入ください。 
８）この調査にご回答いただいた結果は、すべて統計的に処理され研究目的にのみ利用されます。また、個人

の情報をそのまま公表したりすることはありませんので、ぜひご協力くださいますようお願いいたします。 

 
 

ご回答いただきました調査票は、 

   月   日   時頃に、 
調査員が回収にまいります。記入漏れがないことを 
ご確認いただき、面接調査票と留置調査票の両方を

調査員にお渡しください。 
薄謝（図書カード１０００円相当）を進呈します。  

回収日時の変更は、フリーダイヤルもしくは 

インターネットサイト（URL または QR コード）でご連絡ください。 
日経リサーチ担当より電話またはメールにてご連絡させていただきます。 

調査対象者 ID 調査員名 

http://top.nikkei-r.co.jp/2090/job/1/ 

【調査日時登録用 QR コード】 

 

担当：職業キャリアと働き方に関するアンケート事務局 

TEL：0120-513-386    

 （受付時間：平日 9:00～12:30  13: 30～18:00） 

調査 NO：13-406-0192 

 

【調査主体】 【調査実施機関】 

調査票について 

 

ご記入に際してのお願い 
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ご記入にあたって 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・特段のことわりがない限り、派遣先の状況についてお答えください。 

派遣会社の派遣社員として働いている（いた）方 

 
・「勤務先」には、企業や組織だけでなく、自営の事業なども含みます。 
 
・「働き方」とは、「正社員」や「パート」など、勤務先での呼び名を指します。 
適当な選択肢がない場合は、もっとも近いものを選んでください。 

 
・ただし、派遣会社の派遣社員である（だった）方は、必ず「派遣会社の派遣社員」とお答えください。 
 

「勤務先」「働き方」について 

 

 
○専門的・技術的な職種（専門・技術職）： 医師、看護師、福祉相談指導専門員、弁護士、公認会計士、教師、保育

士、栄養士、研究者、技術者、デザイナー、通訳、編集者、記者、経営コンサルタント、宗教家など、科学的知識や

高度な知識・技術を必要とするもの 
 
○管理的な職種（管理職）： 課長職以上の管理職、会社・団体の経営者・役員、議会議員など、経営にかかわるもの 
 
○事務的な職種（事務職）： 一般事務、会計事務、営業事務、販売事務、受付、秘書、集金人、現金出納係、調査員、

データ入力係員など、事務作業に従事するもの 
 
○営業の職種（営業職）： 食料品・医薬品・機械製品・金融・保険・不動産の営業など、商品の販売に関する取引上

の勧誘・交渉・受注・契約締結の仕事に従事するもの 
 
○販売の職種（販売職）： 小売・卸売店主、販売店員、不動産売買、保険代理・仲介人など、商品の販売にかかわる

もので、上記「営業職」以外のもの 
 
○運輸・通信の職種（運輸・通信的職種）： トラック・タクシー運転手、船員、郵便配達、通信士、電話交換手など、

人や物の運搬にかかわるもの 
 
○保安の職種（保安的職種）： 警察官、消防士、自衛官、警備員など、安全管理にかかわるもの 
 
○技能工・生産工程に関わる職種（技能・労務職）： 製品製造・組立、自動車整備、大工、建設作業、電気工事、農水

産物加工、商品の陳列、清掃、ゴミ処理など、現場作業にかかわるもの 
 
○農・林・漁業に関わる職種（農・林・漁業）： 農作物生産、家畜飼養、森林培養・伐採、水産物養殖・漁獲など 
 
○サービスの職種（資格要）（サービス職（資格要））： 理容師、美容師、調理師、介護士など、他人の身の回りの世

話をする仕事のうち、免許や資格を必要とするもの 
 
○サービスの職種（資格不要）（サービス職（資格不要））： ウェイター・ウェイトレス、接客、看護助手、ビル・駐

車場管理、家政婦（夫）など、サービス職のうち免許や資格を必要としないもの 

「職種」についての具体的説明 
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B-1 

Ｂ．過去の働き方        ※太枠内は調査員が西暦で記入 

番目の 
勤務先の 
在職期間 
１．入社・入職した時の経路（ひとつだけ） 

1. 家族・親戚の紹介 2. 友人・知人の紹介

3. 卒業した学校や先生の紹介（学校推薦含む） 4. 職業安定所（ハローワーク）の紹介

5. 民間の職業紹介機関・派遣会社による紹介 6. 求人広告・雑誌などを見て直接応募した

7. ウェブページを見て直接応募した 8. 自分で連絡先を調べて直接応募した

9. 家業を継いだ（家業に入った） 10. 自分ではじめた（起業した）

11. 勤務先から誘われた 12. その他

 
２．入社・入職した時の働き方（ひとつだけ） 

1. 正規の職員・従業員 2. パート・アルバイト 3. 契約社員・嘱託 4. 派遣会社の派遣社員

5. 会社役員・経営者 6. 自営業主・自由業 7. 家族従業者・内職 8. その他

 
３．勤務先の事業内容（ひとつだけ） 

1. 農・林・漁業 2. 鉱業・建設業 3. 製造業 4. 情報通信業

5. 運輸業 6. 金融・保険業 7. 小売業 8. 飲食サービス業

9. 医療・福祉 10. 教育・学習支援業 11. 公務 12. その他

 
４．勤務先の企業・組織全体の従業員数 ※パートなども含む。（ひとつだけ） 

1. 1,000人以上 2. 300～999人 3. 100～299人 4. 30～99人

5. 1～29人 6. なし 7. 官公庁

 
５．教育訓練・能力開発の状況（いくつでも） 

1. 職場で指導を受けた 2. 研修を受けた(会社の費用) 3. 自費で勉強をした 4. あてはまるものはない

 
６．勤務先での自分の職種（ひとつだけ） ※表紙裏面の「ご記入にあたって」を参照 

1. 専門・技術職 2. 管理職 3. 事務職 4. 営業職 5. 販売職 6. 運輸・通信・保安職

7. 技能・労務職 8. 農・林・漁業 9. サービス職(資格要) 10. サービス職(資格不要) 11.その他

 
７．勤務先では、年次有給休暇を年間何日ぐらい取得していましたか？（ひとつだけ） 

1. 10日以上 2. 5～9日程度 3. 1～4日程度 4. まったく取得せず
 
８．入社・入職時と比べた退社・退職時の収入（月収ベース）（ひとつだけ） 

1. 大きく増加 2. やや増加 3. ほぼ同じ 4. やや減少 5. 大きく減少

 
９．退社・退職時の状況について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも） 

1. 深夜に就業することがあった 2. 休日が週に 1日もないことがあった

3. 心身の病気やけがをした（仕事が原因） 4. 心身の病気やけがをした（仕事以外が原因）

5. 職場でいじめや嫌がらせを受けた 6. 勤め先の都合で解雇された／雇止めにあった

7. 1週間の労働時間が 60時間を超えていた 8. あてはまるものはない

 
10．退社・退職時の働き方（ひとつだけ） 

1. 入社・入職時と同じ 2. 正規の職員・従業員 3. パート・アルバイト 4. 契約社員・嘱託

5. 派遣会社の派遣社員 6. 会社役員・経営者 7. 自営業主・自由業 8. 家族従業者・内職 9. その他

 
以下は、女性のみお答えください。（それぞれひとつだけ） 

11．あなたに適用される産前産後休暇（産休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
    
12．あなたに適用される育児休業（育休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない

    

 

 年 月から 年 月まで 
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B-2 

Ｂ．過去の働き方        ※太枠内は調査員が西暦で記入 

番目の 
勤務先の 
在職期間 
１．入社・入職した時の経路（ひとつだけ） 

1. 家族・親戚の紹介 2. 友人・知人の紹介

3. 卒業した学校や先生の紹介（学校推薦含む） 4. 職業安定所（ハローワーク）の紹介

5. 民間の職業紹介機関・派遣会社による紹介 6. 求人広告・雑誌などを見て直接応募した

7. ウェブページを見て直接応募した 8. 自分で連絡先を調べて直接応募した

9. 家業を継いだ（家業に入った） 10. 自分ではじめた（起業した）

11. 勤務先から誘われた 12. その他

 
２．入社・入職した時の働き方（ひとつだけ） 

1. 正規の職員・従業員 2. パート・アルバイト 3. 契約社員・嘱託 4. 派遣会社の派遣社員

5. 会社役員・経営者 6. 自営業主・自由業 7. 家族従業者・内職 8. その他

 
３．勤務先の事業内容（ひとつだけ） 

1. 農・林・漁業 2. 鉱業・建設業 3. 製造業 4. 情報通信業

5. 運輸業 6. 金融・保険業 7. 小売業 8. 飲食サービス業

9. 医療・福祉 10. 教育・学習支援業 11. 公務 12. その他

 
４．勤務先の企業・組織全体の従業員数 ※パートなども含む。（ひとつだけ） 

1. 1,000人以上 2. 300～999人 3. 100～299人 4. 30～99人

5. 1～29人 6. なし 7. 官公庁

 
５．教育訓練・能力開発の状況（いくつでも） 

1. 職場で指導を受けた 2. 研修を受けた(会社の費用) 3. 自費で勉強をした 4. あてはまるものはない

 
６．勤務先での自分の職種（ひとつだけ） ※表紙裏面の「ご記入にあたって」を参照 

1. 専門・技術職 2. 管理職 3. 事務職 4. 営業職 5. 販売職 6. 運輸・通信・保安職

7. 技能・労務職 8. 農・林・漁業 9. サービス職(資格要) 10. サービス職(資格不要) 11.その他

 
７．勤務先では、年次有給休暇を年間何日ぐらい取得していましたか？（ひとつだけ） 

1. 10日以上 2. 5～9日程度 3. 1～4日程度 4. まったく取得せず
 
８．前職と比べた収入の変化（月収ベース）（ひとつだけ） 

1. 大きく増加 2. やや増加 3. ほぼ同じ 4. やや減少 5. 大きく減少

 
９．退社・退職時の状況について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも） 

1. 深夜に就業することがあった 2. 休日が週に 1日もないことがあった

3. 心身の病気やけがをした（仕事が原因） 4. 心身の病気やけがをした（仕事以外が原因）

5. 職場でいじめや嫌がらせを受けた 6. 勤め先の都合で解雇された／雇止めにあった

7. 1週間の労働時間が 60時間を超えていた 8. あてはまるものはない

 
10．退社・退職時の働き方（ひとつだけ） 

1. 入社・入職時と同じ 2. 正規の職員・従業員 3. パート・アルバイト 4. 契約社員・嘱託

5. 派遣会社の派遣社員 6. 会社役員・経営者 7. 自営業主・自由業 8. 家族従業者・内職 9. その他

 
以下は、女性のみお答えください。（それぞれひとつだけ） 

11．あなたに適用される産前産後休暇（産休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
    
12．あなたに適用される育児休業（育休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
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B-3 

Ｂ．過去の働き方        ※太枠内は調査員が西暦で記入 

番目の 
勤務先の 
在職期間 
１．入社・入職した時の経路（ひとつだけ） 

1. 家族・親戚の紹介 2. 友人・知人の紹介

3. 卒業した学校や先生の紹介（学校推薦含む） 4. 職業安定所（ハローワーク）の紹介

5. 民間の職業紹介機関・派遣会社による紹介 6. 求人広告・雑誌などを見て直接応募した

7. ウェブページを見て直接応募した 8. 自分で連絡先を調べて直接応募した

9. 家業を継いだ（家業に入った） 10. 自分ではじめた（起業した）

11. 勤務先から誘われた 12. その他

 
２．入社・入職した時の働き方（ひとつだけ） 

1. 正規の職員・従業員 2. パート・アルバイト 3. 契約社員・嘱託 4. 派遣会社の派遣社員

5. 会社役員・経営者 6. 自営業主・自由業 7. 家族従業者・内職 8. その他

 
３．勤務先の事業内容（ひとつだけ） 

1. 農・林・漁業 2. 鉱業・建設業 3. 製造業 4. 情報通信業

5. 運輸業 6. 金融・保険業 7. 小売業 8. 飲食サービス業

9. 医療・福祉 10. 教育・学習支援業 11. 公務 12. その他

 
４．勤務先の企業・組織全体の従業員数 ※パートなども含む。（ひとつだけ） 

1. 1,000人以上 2. 300～999人 3. 100～299人 4. 30～99人

5. 1～29人 6. なし 7. 官公庁

 
５．教育訓練・能力開発の状況（いくつでも） 

1. 職場で指導を受けた 2. 研修を受けた(会社の費用) 3. 自費で勉強をした 4. あてはまるものはない

 
６．勤務先での自分の職種（ひとつだけ） ※表紙裏面の「ご記入にあたって」を参照 

1. 専門・技術職 2. 管理職 3. 事務職 4. 営業職 5. 販売職 6. 運輸・通信・保安職

7. 技能・労務職 8. 農・林・漁業 9. サービス職(資格要) 10. サービス職(資格不要) 11.その他

 
７．勤務先では、年次有給休暇を年間何日ぐらい取得していましたか？（ひとつだけ） 

1. 10日以上 2. 5～9日程度 3. 1～4日程度 4. まったく取得せず
 
８．前職と比べた収入の変化（月収ベース）（ひとつだけ） 

1. 大きく増加 2. やや増加 3. ほぼ同じ 4. やや減少 5. 大きく減少

 
９．退社・退職時の状況について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも） 

1. 深夜に就業することがあった 2. 休日が週に 1日もないことがあった

3. 心身の病気やけがをした（仕事が原因） 4. 心身の病気やけがをした（仕事以外が原因）

5. 職場でいじめや嫌がらせを受けた 6. 勤め先の都合で解雇された／雇止めにあった

7. 1週間の労働時間が 60時間を超えていた 8. あてはまるものはない

 
10．退社・退職時の働き方（ひとつだけ） 

1. 入社・入職時と同じ 2. 正規の職員・従業員 3. パート・アルバイト 4. 契約社員・嘱託

5. 派遣会社の派遣社員 6. 会社役員・経営者 7. 自営業主・自由業 8. 家族従業者・内職 9. その他

 
以下は、女性のみお答えください。（それぞれひとつだけ） 

11．あなたに適用される産前産後休暇（産休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
    
12．あなたに適用される育児休業（育休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
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B-4 

Ｂ．過去の働き方        ※太枠内は調査員が西暦で記入 

番目の 
勤務先の 
在職期間 
１．入社・入職した時の経路（ひとつだけ） 

1. 家族・親戚の紹介 2. 友人・知人の紹介

3. 卒業した学校や先生の紹介（学校推薦含む） 4. 職業安定所（ハローワーク）の紹介

5. 民間の職業紹介機関・派遣会社による紹介 6. 求人広告・雑誌などを見て直接応募した

7. ウェブページを見て直接応募した 8. 自分で連絡先を調べて直接応募した

9. 家業を継いだ（家業に入った） 10. 自分ではじめた（起業した）

11. 勤務先から誘われた 12. その他

 
２．入社・入職した時の働き方（ひとつだけ） 

1. 正規の職員・従業員 2. パート・アルバイト 3. 契約社員・嘱託 4. 派遣会社の派遣社員

5. 会社役員・経営者 6. 自営業主・自由業 7. 家族従業者・内職 8. その他

 
３．勤務先の事業内容（ひとつだけ） 

1. 農・林・漁業 2. 鉱業・建設業 3. 製造業 4. 情報通信業

5. 運輸業 6. 金融・保険業 7. 小売業 8. 飲食サービス業

9. 医療・福祉 10. 教育・学習支援業 11. 公務 12. その他

 
４．勤務先の企業・組織全体の従業員数 ※パートなども含む。（ひとつだけ） 

1. 1,000人以上 2. 300～999人 3. 100～299人 4. 30～99人

5. 1～29人 6. なし 7. 官公庁

 
５．教育訓練・能力開発の状況（いくつでも） 

1. 職場で指導を受けた 2. 研修を受けた(会社の費用) 3. 自費で勉強をした 4. あてはまるものはない

 
６．勤務先での自分の職種（ひとつだけ） ※表紙裏面の「ご記入にあたって」を参照 

1. 専門・技術職 2. 管理職 3. 事務職 4. 営業職 5. 販売職 6. 運輸・通信・保安職

7. 技能・労務職 8. 農・林・漁業 9. サービス職(資格要) 10. サービス職(資格不要) 11.その他

 
７．勤務先では、年次有給休暇を年間何日ぐらい取得していましたか？（ひとつだけ） 

1. 10日以上 2. 5～9日程度 3. 1～4日程度 4. まったく取得せず
 
８．前職と比べた収入の変化（月収ベース）（ひとつだけ） 

1. 大きく増加 2. やや増加 3. ほぼ同じ 4. やや減少 5. 大きく減少

 
９．退社・退職時の状況について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも） 

1. 深夜に就業することがあった 2. 休日が週に 1日もないことがあった

3. 心身の病気やけがをした（仕事が原因） 4. 心身の病気やけがをした（仕事以外が原因）

5. 職場でいじめや嫌がらせを受けた 6. 勤め先の都合で解雇された／雇止めにあった

7. 1週間の労働時間が 60時間を超えていた 8. あてはまるものはない

 
10．退社・退職時の働き方（ひとつだけ） 

1. 入社・入職時と同じ 2. 正規の職員・従業員 3. パート・アルバイト 4. 契約社員・嘱託

5. 派遣会社の派遣社員 6. 会社役員・経営者 7. 自営業主・自由業 8. 家族従業者・内職 9. その他

 
以下は、女性のみお答えください。（それぞれひとつだけ） 

11．あなたに適用される産前産後休暇（産休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない
    
12．あなたに適用される育児休業（育休）制度はありましたか？ 1. はい 2. いいえ 3.わからない

 

 年 月から 年 月まで 
4 
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Ｃ．現在の働き方（必ず、ご回答をお願いしたご本人がお答えください） 

問１ あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 
 
1.男性                 2.女性

 

問２ あなたの生年月日をお答えください。（数字を記入） 

 
西暦             年        月 生まれ 

 

問３ あなたは現在、収入をともなう仕事をしていますか。（ひとつだけ） 
 
1．少しでも収入をともなう仕事をしている   2．収入をともなう仕事はまったくしていない

  
問３-1 あなたは、どのような働き方をしていますか。（ひとつだけ） 

※複数の勤務先で仕事をしている方は、最も収入の多い勤務先での仕事についてお答えください。 

（その他の勤務先での仕事（副業）については、問 32でお聞きします。）  

1.正規の職員・従業員（正社員）

2.パート

3.アルバイト

4.契約社員

5.嘱託

6.派遣会社の派遣社員

7.その他（         ）

                
 

本調査では、現在お仕事をされているかどうか、またどのような働き方をしているか、でお答えいただく設問が変わ

ります。各ページ上部に、そのページでご回答いただく方の条件とアイコン（図）を表示しておりますので、該当す

るページをお答えください。 

 

アイコン（図）は下のような形になっています。 

あなたの記号（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）が黒くなっているページをお答えください。 

 
Ⅰ 収入をともなう仕事はまったくしていない →C-14 問 42へ 

Ⅱ 正規の職員・従業員（正社員） →C-3 問 5へ Ⅳ 雇用以外の形で仕事をしている 
 →C- 4 問 6へ Ⅲ 正社員以外の雇用者 →次ページ 問 4へ 

 
例）     
 
          
 
 

 

 

  

正
社
員
以
外
の
雇
用
者

１９ 

 

雇用されている 

8.会社の経営者、役員

9.自営業主、自由業

10.家族従業者

11.内職

12.その他       

（ ）

雇用以外の形で仕事をしている 

正社員の方のみ 
お答えください 

 

少しでも収入を 
ともなう仕事を 
している方全員が 
お答えください 

 

全員が 
お答えください 

収入をともなう 
仕事はまったく 
していない方のみ 
お答えください 
 

正社員以外の 
雇用者の方のみ 
お答えください 

 

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

→あなたはⅠ 

→あなたはⅡ 

あなたはⅢ 

あなたはⅣ 

お答えいただく設問について 

雇用者の方全員が 
お答えください Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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１． あなたの働き方や仕事の内容についてお聞きします。                     

 

問４ あなたがそのような働き方を選んだ理由は何ですか。（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.専門的な資格・技能を活かせるから 2.より収入の多い仕事に従事したかったから

3.自分の都合のよい時間に働けるから 4.勤務時間や労働日数が少ないから

5.残業をしたくないから 6.簡単な仕事で責任も少ないから

7.就業調整（年収の調整や労働時間の調整）をしたいから 8.家計の補助、学費等を得たいから

9.自分で自由に使えるお金を得たいから 10.通勤時間が短いから

11.組織に縛られたくなかったから 12.正社員として働ける会社がなかったから

13.家庭の事情（家事・育児・介護等）や他の活動（趣味・学習等）と両立しやすいから

14.体力的に正社員として働けなかったから 15.その他（             ）

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

＜問３－１で「２～７ 正社員以外の雇用者」と回答の方へ＞  
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問５ あなたの雇用契約（口頭での約束を含む）は、半年や 1年など期間を定めたものですか。（ひとつだけ） 
 
1.期間を定めた雇用契約である

2.期間を定めていない雇用契約である（定年までの雇用、試用期間を含む）

3.わからない

 
 
 問５-1 1回の雇用契約の期間は何ヶ月ですか。（数字を記入）          ヶ月 

 
 
 問５-2 現在の勤務先で、これまで何回契約を更新していますか。（数字を記入）         回 

 
 
 
 問５-3 雇用契約の更新について、どのように定められていますか。（ひとつだけ） 
 
1.原則として更新される(回数・期間上限なし)  2.原則として更新される(回数・期間上限あり)

3.条件次第で更新される   4.原則として更新されない    5.わからない

 

  

問６へ 

（契約を更新したことがない場合は 0「ゼロ」を記入）

＜問３－１で「１～７ 雇用されている」と回答の方へ＞  
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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問６ あなたの 1週間あたりの ①所定労働時間、②平均的な残業時間をお答えください。 

所定労働時間が定められていない人は、③合計労働時間をお答えください。（数字を記入） 

 

①週所定 ②週平均 ③週合計

 労働時間 時間 残業時間 時間 労働時間 時間 

 
 

 例）１日の所定労働時間が７．５時間、１日当たりの平均残業時間が１時間、１週間の勤務日数が５日の場合 

①週所定 ②週平均

 労働時間 時間 残業時間 時間

 
 

問７ あなたの勤務先は、どのような事業をしていますか。（ひとつだけ） 
 
1. 農・林・漁業 2. 鉱業・建設業 3. 製造業 4. 情報通信業

5. 運輸業 6. 金融・保険業 7. 小売業 8. 飲食サービス業

9. 医療・福祉 10. 教育・学習支援業 11. 公務 12. その他（    ）

 

問８ 勤務先の企業・組織全体の従業員数はどのくらいですか。※パートなども含む。（ひとつだけ） 
 
1.1,000人以上   2.300～999人   3.100～299人   4.30～99人

5.1～29人       6.なし      7.官公庁

 
問９ あなたは、どのようにして現在の勤務先につきましたか。（ひとつだけ） 
 
1.家族・親戚の紹介            2.友人・知人の紹介

3.卒業した学校や先生の紹介（学校推薦含む） 4.職業安定所（ハローワーク）の紹介

5.民間の職業紹介機関の紹介        6.求人広告・雑誌などを見て直接応募した

7.ウェブ・ページを見て直接応募した    8.自分で連絡先を調べて直接応募した

9.家業を継いだ（家業に入った）      10.自分ではじめた（起業した）

11.現在の勤務先から誘われた        12.その他（                        ）

 
問 10 あなたは現在の勤務先でいつから働いていますか。（数字を記入） 

 

西暦       年        月

 
 

問 11 あなたは、過去に別の勤務先で働いていたことがありますか。（ひとつだけ）※学生時代のアルバイトは除く 
 

1.ある

2.ない

 
  

問 11-1 前職と比べて、収入はどう変化しましたか。（ひとつだけ） 

1.大きく増加  2.やや増加  3.ほぼ同じ  4.やや減少  5.大きく減少

＜問３で「1少しでも収入をともなう仕事をしている」と回答の方へ＞ 

（残業時間がない場合は 0「ゼロ」を記入）

（所定労働時間が定められている人） （所定労働時間が定められていない人）

 
． 

 
． 

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ

 
．  

 
． ３ ７ ５ ５ ０ 
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問 12 あなたの通勤時間（片道）はどのくらいですか。（ひとつだけ） 
 
1.自宅で就業       2.10分未満（自宅以外で就業）   3.10～30分未満

4.30～60分未満     5.60～90分未満          6.90分以上

 

問 13 あなたの職種は、次のどれにあたりますか。（ひとつだけ）※表紙裏面の「ご記入にあたって」を参照 
 

1.専門的・技術的な職種          2.管理的な職種

3.事務的な職種              4.営業職

5.販売の職種               6.運輸・通信の職種

7.保安の職種               8.技能工・生産工程に関わる職種

9.農・林・漁業に関わる職種        10.サービスの職種（資格要）

11.サービスの職種（資格不要）       12.その他の職種（                       ）

 

問 14 あなたの職務には、次の①～⑧のような業務がどの程度含まれますか。（それぞれひとつずつ） 

大いに

含まれる

ある程度

含まれる

あまり

含まれない

まったく

含まれない

①部下やスタッフを管理する業務 1 2 3 4

②会社の事業などを企画する業務 1 2 3 4

③意思決定・判断をともなう業務 1 2 3 4

④専門知識・スキルを求められる業務 1 2 3 4

⑤部下や後輩の指導業務 1 2 3 4

⑥定型的な業務 1 2 3 4

⑦他の従業員の補助的な業務 1 2 3 4

⑧社内の他部署との連絡・調整業務 1 2 3 4

 

問 15 あなたの職務を、あなたと最終学歴が同じ新人が行うとしたら、どのくらいの期間で一通りできるようになる

と思いますか。（ひとつだけ） 
  

1.１ヶ月以内   2.２～５ヶ月   3.６～１１ヶ月  4.１年くらい

5.２～４年くらい 6.５年くらい   7.６～９年くらい 8.10年以上

 
問 16 あなたは何か役職についていますか。 

複数の役職についている場合は、上位の役職をお答えください。（ひとつだけ） 
 
1.ついていない    2.現場のリーダー   3.主任・係長クラス

4.課長クラス     5.部長クラス以上   6.その他（              ）

 
  

＜問３で「1少しでも収入をともなう仕事をしている」と回答の方へ＞ 
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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問 17 以下のうち、あなたの労働条件にあてはまるものはありますか。（いくつでも） 
 
1.原則として管理職にならないことになっている 2.職務が特定されている

3.勤務地、勤務エリアが特定されている     4.残業をしないことになっている

5.あてはまるものはない

 

問 18 以下のうち、現在の状況としてあてはまるものはどれですか。（いくつでも） 
 
1.深夜に就業することがある       2.休日が週に 1日もないことがある

3.心身の病気やけがをした（仕事が原因） 4.心身の病気やけがをした（仕事以外が原因）

5.職場でいじめや嫌がらせを受けた    6.解雇／雇止めの不安を強く感じる

7.１週間の労働時間が 60時間を超えている 8.あてはまるものはない

 

問 19 あなたは現在の仕事で、次の①～④のことをどのくらい感じますか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

感じる

ある程度

感じる

あまり

感じない

まったく

感じない

①身体の疲れ 1 2 3 4

②仕事上の不安や悩み、ストレス 1 2 3 4

③けがをする危険 1 2 3 4

④病気になる危険 1 2 3 4

＜問３で「1少しでも収入をともなう仕事をしている」と回答の方へ＞ 
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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２．あなたの労働条件等についてお聞きします。                                                     

問 20 あなたの給与形態と、そのおおよその金額（数字を記入）をご記入ください。 
 

①給与形態（ひとつだけ） ②金額（税金、社会保険料など控除前の金額。残業代などを除く。）

1.時間給

2.日給

3.週給

4.月給

5.年俸

6.その他（     ）

1時間あたり 円

1日あたり 円

1週あたり 円

1月あたり 万円

1年あたり 万円

円

 
問 21  あなたには、賞与が支給されますか。（ひとつだけ） 
 
1.支給される   

2.支給されない

 
問 22 ①あなたには、昇給がありますか。（ひとつだけ） 

     ②また、その昇給は勤務成績、評価制度に基づいたものですか。（ひとつだけ） 
 

①昇給の有無  ②勤務成績、評価制度に基づいたものか

1.昇給がある

2.昇給はない

 
1.基づいている    2.基づいていない 3.わからない

 
問 23 次のうち、勤務先であなたに適用されうる制度はどれですか。（いくつでも） 
 
1.退職金    2.企業年金    3.社宅、家賃補助など  4.交通費の支給

5.健康診断   6.福利厚生施設などの利用  7.いずれも適用されない

 

  

問 21-1 年間いくらくらいですか。（数字を記入） 

約  万円

＜問３－１で「１～７ 雇用されている」と回答の方へ＞  

千万  百万   十万 

億   千万  百万   十万 

万    千    百    十 

百万  十万   万    千    百    十 

  十万   万    千    百    十 

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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問 24 あなたには次の①～⑤の制度が適用されますか。 

また、あなたご自身がこの制度を利用したことはありますか。（それぞれひとつずつ） 

制度が適用される

適用されない わからない

利用したことがある 利用したことはない

①産前・産後休暇（産休）制度 1 2 3 4

②育児休業（育休）制度 1 2 3 4

③介護休業制度 1 2 3 4

④１ヶ月以上の病気休暇制度 1 2 3 4

⑤短時間勤務制度 1 2 3 4

 

問 25 あなたは、年次有給休暇（年休）を年間何日ぐらい取得していますか。（ひとつだけ） 
 
1.10日以上 2.5～9日程度  3.1～4日程度 4.まったく取得していない

 

問 26 あなたは、いまの勤務先において、過去 1年間に次の①～③の教育・訓練、研修、支援を受けましたか。 

（それぞれひとつずつ） 

受けた 受けなかった

①日常の業務につきながら行われる教育・訓練 1 2

②職場から離れて行われる研修など 1 2

③自己啓発のための経済的・金銭的支援 1 2

 
問 27 ①あなたは、労働組合に加入していますか。（ひとつだけ） 

②また、加入していない場合、あなたは加入を希望していますか。（ひとつだけ） 
 

①労働組合への加入 ②加入希望

1.勤務先の労働組合に加入している

2.勤務先以外の労働組合に加入している

3.加入していない

1.希望している

2.希望していない

3.わからない

 
 
  

＜問３－１で「１～７ 雇用されている」と回答の方へ＞  Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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問 28 あなたと同じ職場に、あなたと仕事内容が同じ正社員はいますか。（ひとつだけ） 
 
1.いる

2.いない

   問 28-1 その正社員の主な年齢層はどのくらいですか。（ひとつだけ） 

 

 

 

   問 28-2 その正社員の賃金を 100とすると、あなたの賃金はどのくらいですか。 

（ひとつだけ） 

 

 

 

 

   問 28-3 あなたはその賃金の違いに納得していますか。（ひとつだけ） 

 

 

   
問 29 あなたの勤務先には、正社員に転換できる制度がありますか。（ひとつだけ） 
 
1.ある           2.ない            3.わからない

 
問 29-1 あなたは、現在の勤務先での正社員転換を希望しますか。（ひとつだけ） 

1.希望する              2.希望しない

 
問 29-1-1 現在の勤務先で正社員転換を希望した場合、実際に転換できる可能性はどのくらいだと

思いますか。（ひとつだけ） 
 

1.8割以上 2.6割くらい  3.4割くらい  4.2割以下  5.わからない

 

問 30 あなたは現在、（現在の勤務先に限らず）正社員になりたいと思っていますか。（ひとつだけ） 
 
1.思っている               2.思っていない

 

    問 30-1 正社員になりたいと思っていない理由は何ですか。（いくつでも） 
 

1.現在の働き方が自分に合っているから

2.現在のままで生活に困っていないから

3.正社員の仕事は責任が重いから

4.正社員の仕事は拘束時間が長いから

5.就職・転職活動をするのが大変だから

6.正社員になったとしても賃金が上がらないから

7.正社員になるのは難しいと知っているから

8.なんとなく

9.その他（                 ）

 

    問 30-2 そのように考えるようになったのは、何歳ぐらいの時からですか。（ひとつだけ） 
 

1.10代 2.20代前半 3.20代後半 4.30代前半 5.30代後半 6.40代

1.24歳以下  2.25～29歳  3.30～34歳

4.35～39歳  5.40歳以上  6.わからない

1.100より高い 2.100ぐらい 3.90ぐらい

4.80ぐらい 5.70ぐらい 6.60ぐらい

7.50以下 8.わからない

1.納得している  2.どちらともいえない 3.納得していない

＜問３－１で「２～７ 正社員以外の雇用者」と回答の方へ＞  

もっとも重要な理由はどれ 

ですか。（番号を記入） 

番 
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問 31 あなたは、正社員になる前に、正社員以外（パート・アルバイト・契約社員など）の働き方をしていたことが

ありますか（ただし、学生時代のアルバイトは除きます）。（ひとつだけ） 
 
1.正社員以外の働き方をしていたことはない

2.過去の勤務先で、正社員以外の働き方をしていたことがある

3.現在の勤務先で、正社員以外の働き方をしていたことがある

4.過去の勤務先でも現在の勤務先でも、正社員以外の働き方をしていたことがある

 

 

問 31-1 あなたが正社員になる際、決め手となったのはどのようなことですか。（いくつでも） 

※正社員以外から正社員に転換したことが 2回以上ある場合は、もっとも最近の正社員転換時点の

ことを思い出してお答えください（問 31-2も同様）。 

1.正社員になることを前提として採用された

2.自分自身で行った勉強・訓練

3.勤務先で受けた教育訓練・能力開発                       番目の勤務先 （Ａ職業キャリアシート参照） 

4.公的機関での職業訓練

5.ねばり強い就職活動

6.公的機関からの就職サポート（ハローワーク、ジョブカード制度の利用など）

7.民間企業による就職サポート（職業紹介会社の利用など）

8.縁故（人脈）、コネ

9.運

10.職業資格の取得      資格名（             ）

11.その他（                                  ）

 

 

問 31-2 正社員になった際、あなた自身やあなたの身の回りでどのような変化がありましたか。（いくつでも） 

1.仕事に対する意欲が高まった

2.家族・親族との関係がよくなった

3.友人・知人などとの交友関係が広がった

4.結婚することができた

5.生きていることが楽しくなった

6.「１」～「５」以外のプラスの変化があった （具体的に： ）

7.マイナスの変化があった （具体的に： ）

8.特に変化はなかった

 

 

 

 

  

＜問３－１で「１正規の職員・従業員（正社員）」と回答の方へ＞  
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３．副業の状況についてお聞きします。                                                    
 
問 32 あなたは現在、問３-1でお答えになった勤務先以外で仕事（副業）をしていますか。（ひとつだけ） 
 
1.している                2.していない

 

 
    問 32-1 副業の 1ヶ月の労働時間はどのくらいですか。（数字を記入）      約            時間 

 

 

 

    問 32-2 副業の 1ヶ月の収入はどのくらいですか。（数字を記入）          約            万円 

 

 

 

    問 32-3 仕事は、次のどれにあたりますか。（ひとつだけ） 

（仕事の分類は、表紙裏面を参照。複数の副業をしている人は、主な副業について回答してください。） 

1.専門的・技術的な職種     2.管理的な職種

3.事務的な職種         4.営業職

5.販売の職種          6.運輸・通信の職種

7.保安の職種          8.技能工・生産工程に関わる職種

9.農・林・漁業に関わる職種   10.サービスの職種（資格要）

11.サービスの職種（資格不要）  12.その他の職種（         ）

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜問３－１で「１～７ 雇用されている」と回答の方へ＞  
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４．仕事に対するお考えをお聞きします。                                                   
 
問 33 あなたは、現在の仕事に関して、次の①～⑦のことに満足していますか。（それぞれひとつずつ） 
 

満足 やや満足
どちらでも

ない
やや不満 不満

①賃金、収入 1 2 3 4 5
②労働時間、休日・休暇 1 2 3 4 5
③仕事の内容 1 2 3 4 5
④職場の人間関係 1 2 3 4 5
⑤雇用・就業の安定性 1 2 3 4 5
⑥能力や知識を身につける機会 1 2 3 4 5
⑦今の仕事全体 1 2 3 4 5

 

問 34 あなたの仕事に対する姿勢について、次の①～③のことはどの程度あてはまりますか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

あてはまる

ある程度

あてはまる

あまり

あてはまらない

まったく

あてはまらない

①指示されたこと以外はやらないようにしている 1 2 3 4
②会社の業績向上に貢献しようとしている 1 2 3 4
③自分のスキルを高めようとしている 1 2 3 4

 

問 35 今後 2～3年ぐらいを考えた時、あなたは現在の働き方を続けたいですか。（ひとつだけ） 

※ここでの「働き方」とは、勤務先での呼び名だけでなく、労働時間や職務、転勤の可能性の有無など、 

労働条件にかかわる幅広いことがらを指します。  
1.続けたい               2. どちらかといえば続けたい

3.どちらかといえば続けたくない     4. 続けたくない

 
 
    問 35-1 続けたくない理由は何ですか。（いくつでも） 
 

1.現在の働き方では、自分の意欲と能力を十分に活かせないから

2.現在の働き方では、賃金・収入が上がらないから

3.現在の働き方では、能力・スキルを高められないから

4.現在の働き方では、職場に長時間拘束されるから

5.現在の働き方では、転勤の可能性があるから

6.現在の働き方では、家事・育児・介護などとの両立が難しいから

7.現在の働き方では、雇用・就業が不安定だから

8 その他（                      ）

 
    問 35-2 どのような働き方に変わりたいですか。（ひとつだけ） 
 

1.正社員

2.正社員以外の雇用者（パート、アルバイト、契約社員、嘱託、派遣社員など）

3.雇用者以外の働き方（会社の経営者、役員、自営業主、自由業、家族従業者、内職など）

4.仕事をやめたい

＜問３で「1少しでも収入をともなう仕事をしている」と回答の方へ＞ 
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問 36 あなたは、現在の勤務先を辞めたいと思うことがどのくらいありますか。（ひとつだけ） 
 
1.よくある    2.ときどきある    3.あまりない    4.まったくない

 
 

問 37 あなたは現在、転職活動をしていますか。（ひとつだけ） 
 
1.している

2.していない

 

問 38 あなたは、（現在の仕事も含めて）これまでに「この仕事を一生つづけていきたい」と思える仕事をしたこと 

がありますか。（ひとつだけ） 
 

1.ある

2.ない

                                                                番目（数字を記入） 

 

問 39 あなたは、これまで仕事をしてきて、以下の経験をしたことがありますか。（いくつでも） 
 

1.必死で努力した経験

2.大きな成功をおさめた経験

3.心から尊敬できる人に出会った経験

4.大きな挫折から立ち直った経験

5.あてはまるものはない

 

問 40 あなたは、50歳の時、どのような仕事をしていたいですか。（ひとつだけ） 
 
1.なりゆきに任せる

2.会社の管理職としてマネジメントの仕事をしていたい

3.専門性や技能を活かせるような仕事をしていたい

4.会社での地位や仕事内容にこだわらず仕事をしていたい

5.独立して事業を行っていたい、家業を手伝っていたい

6.すべての仕事を辞めていたい（引退、家事専念など）

7.わからない

 
問 41 あなたは、働くことが好きですか、嫌いですか。（ひとつだけ） 
 
1.好き 2.どちらかといえば好き 3.どちらかといえば嫌い 4.嫌い

  

問 38-1 それは、「Ａ職業キャリアシート」の番号で何番目の勤務先ですか。 

問 37-1 どのような活動をしていますか。（いくつでも） 

1.情報収集 2.書類応募 3.面接受験 4.その他（            ）

＜問３で「1少しでも収入をともなう仕事をしている」と回答の方へ＞ Ⅱ
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５．仕事をしていない方の実態・意識についてお聞きします。                     

 

問 42 現在、あなたが仕事をしていない理由は何ですか。（いくつでも） 
 
1.働きたいが適当な仕事が見つからないため   2.家事・育児のため

3.介護・看護のため              4.進学・通学のため

5.健康上の理由                6.その他（           ）

 

 

問 43 現在、あなたは求職活動（職探し）をしていますか。（ひとつだけ） 
 
1.している                2.していない

 

    問 43-1 具体的に、どのような活動をしていますか。（いくつでも） 
 

1.求人広告・雑誌、インターネットの求人サイトを見ている

2.家族・親族・友人・知人などに仕事の紹介を頼んでいる

3.ハローワークに通っている

4.民間の職業紹介会社に登録している

5.派遣会社に登録している

6.応募書類（履歴書など）を送っている

7.採用面接を受けている

8.その他（                  ） 

 

 

  

＜問３で「2収入をともなう仕事はまったくしていない」と回答の方へ＞ Ⅱ
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６．生活の実情についてお聞きします。                              

問 44 あなたの心身の健康状態はいかがですか。（それぞれひとつずつ） 
 

健康である
どちらかといえば

健康である

どちらかといえば

健康でない
健康でない

身体面 1 2 3 4

精神面 1 2 3 4

 
問 45-1あなたには、悩みを相談したり助けを求めたりできる人が何人いますか。（人数を記入） 

問 45-2また、それらの人は、どのような時に相談に乗ってくれたり、あなたの助けになってくれたりすると思い 

ますか。（それぞれいくつでも） 
 

悩みを相談したり

助けを求めたりで

きる人数

1人以上

いる場合

生
活
上
の

悩
み
が
あ
る
時

仕
事
上
の

悩
み
が
あ
る
時

転
職
先
を

探
し
て
い
る
時

経
済
的
に

困
っ
て
い
る
時

あ
て
は
ま
る

も
の
は
な
い

①家族・親族 （   ）人 1 2 3 4 5

②地域・近隣の人 （   ）人 1 2 3 4 5

③仕事関係の人 （   ）人 1 2 3 4 5

④学校時代の友人 （   ）人 1 2 3 4 5

⑤趣味・社会活動などを通じた知り合い （   ）人 1 2 3 4 5

⑥その他の人 （   ）人 1 2 3 4 5

 

問 46 あなたの生活状況について、以下のなかにあてはまるものはありますか。（いくつでも） 
 
1.週に 2日以上、朝食を抜くことがある    2.十分な睡眠がとれていない

3.過去 1ヶ月のあいだ、運動をしていない   4.夜型の生活をしている

5.食事の際、栄養バランスを気にしていない  6.健康診断を受けていない

7.通院している（歯科を除く）        8.過去 1年以内に入院したことがある

9.あてはまるものはない

 

問 47 あなたは現在、職業能力・スキルを高めるための取り組みをしていますか。（ひとつだけ） 
 
1.している                 2.していない

  
問 47-1 そのために費やしている時間は 1ヶ月あたりどのくらいですか。（ひとつだけ） 

 
1.20時間以上  2.10～19時間くらい 3.5～9時間くらい  4.それ以下

 
問 47-2 そのために費やしているお金は、1ヶ月あたりどのくらいですか。（ひとつだけ） 

 
1.2万円以上      2.1万～1万 9千円くらい   3.5千～9千円くらい

4.2千～4千円くらい  5.千円台 6.千円未満

 

＜全員の方へ＞ Ⅱ
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問 48 以下の制度のうち、あなたが加入しているものはどれですか。（いくつでも） 
 
1.公的年金（国民年金、厚生年金、共済年金）

2.公的健康保険（組合健康保険、協会けんぽ、国民健康保険）

3.雇用保険

4.民間の生命保険（「掛け捨て」を除く）

5.民間の医療保険（「掛け捨て」を除く）

6.個人年金

7.あてはまるものはない

 
問 49 以下のうち、あなたの生活にあてはまるものはありますか。（いくつでも） 
 
1.過去 3年間に、お金がなくて光熱費が支払えないことがあった

2.過去 3年間に、お金がなくて家賃が支払えないことがあった

3.過去 3年間に、お金がなくて病院に行くのを我慢したことがあった

4.あてはまるものはない

 
問 50 あなたの家計の状況はいかがですか。（ひとつだけ） 
 
1.非常に苦しい  2.やや苦しい    3.あまり苦しくない   4.苦しくない

 
７．生活に対するお考えをお聞きします。                             

 
問 51 あなたが「生きがい」を感じていることは何ですか。（いくつでも） 
 
1.仕事                2.家族・家庭

3.友人との交流            4.恋人との付き合い

5.余暇、趣味             6.ボランティアや地域活動などの社会活動

7.その他（            ） 8.特にない

 
問 52 以下の①～⑦は、あなたの将来の見通しにあてはまりますか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

あてはまる

やや

あてはまる

あまり

あてはまらない

まったく

あてはまらない

すでに

該当している

①自分の収入が増える 1 2 3 4

②自分の生活が豊かになる 1 2 3 4

③将来に希望が持てる 1 2 3 4

④安心して老後を過ごせる 1 2 3 4

⑤子どもを作る 1 2 3 4 5

⑥資産を残す 1 2 3 4

⑦持ち家に住む 1 2 3 4 5

 
  

＜全員の方へ＞ Ⅱ
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問 53 今後 5年以内に、次の①～⑤のことが起こる可能性はどのくらいありますか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

ある

ある程度

ある

あまり

ない

まったく

ない

すでに

起こっている

①自分が失業する 1 2 3 4 5

②家計の担い手が失業する 1 2 3 4 5

③家賃が支払えなくなる 1 2 3 4 5

④生活保護を受給する 1 2 3 4 5

⑤ホームレスになる 1 2 3 4

 

問 54 次の①～④は、あなたの生活を守る上で頼りになると思いますか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

そう思う

ある程度

そう思う

あまり

そう思わない

まったく

そう思わない
該当なし

①政府 1 2 3 4

②自分の勤務先 1 2 3 4 5

③家族・親戚 1 2 3 4 5

④自分 1 2 3 4

 
問 55 長期的に考えて、あなたは今後どのような働き方をしたいですか。（ひとつだけ） 
 
1.正社員として働きたい

2.正社員以外の雇用者（パート、アルバイト、契約社員、嘱託、派遣社員など）として働きたい

3.雇用者以外の働き方（会社の経営者、役員、自営業主、自由業、家族従業者、内職など）をしたい

4.働こうとは思わない

 
   問 55-1 働こうとは思わないのはなぜですか。（いくつでも） 

1.健康上の理由で働くことができないから

2.家事・育児と両立しないから

3.介護・看護と両立しないから

4.自分が働かなくても生活できるから

5.職業能力・スキルに自信がないから

6.働くことが嫌いだから

7.その他（                     ）

 
問 56 あなたは、現在の生活に満足していますか。（ひとつだけ） 
 
1.満足している  2.やや満足している  3.やや不満である  4.不満である

 
問 57 仮に社会全体を上から順に 5つの層に分けるとすれば、あなたはどれに入ると思いますか。（ひとつだけ） 
 

1.1番上  2.上から 2番目  3.真ん中  4.下から 2番目  5.1番下

  

＜全員の方へ＞ 
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問 58 あなたは、自分の身近にいる「正社員」に対してどのような印象をお持ちですか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

あてはまる

ある程度

あてはまる

あまり

あてはまらない

まったく

あてはまらない

①雇用が安定している 1 2 3 4

②賃金が高い 1 2 3 4

③仕事の負担が重い 1 2 3 4

 
問 59 あなたは、自分の身近にいる「非正規雇用者」に対してどのような印象をお持ちですか。（それぞれひとつずつ） 
 

大いに

あてはまる

ある程度

あてはまる

あまり

あてはまらない

まったく

あてはまらない

①雇用が安定している 1 2 3 4

②賃金が高い 1 2 3 4

③仕事の負担が重い 1 2 3 4

８．労働に関する情報収集、労働者支援制度の利用状況など                    

 

問 60 初めて就職する前に、雇用・労働にかかわる法制度について知る機会はありましたか。（いくつでも） 
 
1.解雇や雇止めに関する法制度       2.休日・休暇に関する法制度

3.産前産後休暇、育児休業に関する法制度  4.いずれも知る機会はなかった

問 61 初めて就職する前に、就職先について以下のことを知っていましたか。（いくつでも） 
 
1.給与の金額       2.休日の日数  3.平均的な残業時間  4.いずれも知らなかった

 
問 62 あなたは、以下の公的な機関・制度を利用したことがありますか。（いくつでも） 

1.ハローワーク（職安）         2.公共の職業訓練機関

3.教育訓練・能力開発への助成金     4.いずれもない

 
問 63 あなたは、職業資格を持っていますか。（第 1種普通自動車免許は除く）（ひとつだけ） 
 
1.持っている                  2.持っていない

 

     問 63-1 最も重要な資格の名前  （                                   ） 

 

 

     問 63-2 その資格を取得した時期         西暦                年       月 
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９．あなたご自身やご家族のことについてお聞きします。                      
 
問 64 ①あなたが就職前に、最後に卒業（中退）した学校はどれですか。（ひとつだけ） 

 ②就職後も含めて、最後に卒業した学校はどれですか。（ひとつだけ） 
 

①就職前に、最後に卒業（中退）した学校 ②就職後も含めて、最後に卒業した学校

1.中学校

2.高等学校

3.専修学校、各種学校

4.短期大学、高等専門学校

5.大学

6.大学院

7.その他（          ）

1.中学校

2.高等学校

3.専修学校、各種学校

4.短期大学、高等専門学校

5.大学

6.大学院

7.その他（          ）

 
    問 64-1-1 ①の学校を卒業しましたか、それとも中退しましたか。（ひとつだけ） 
 

1.卒業            2.中退

 
  
                          （数字を記入） 

問 64-1-2 ①の学校を卒業(中退)したのはいつですか。西暦                   年          月 

 

問 65 あなたは現在、学校に通っていますか。（英会話などの習い事は除く）（ひとつだけ） 
 
1.通っている          2.通っていない

 
問 66 あなたは、結婚していますか。（ひとつだけ） 
 
1.既婚（事実婚を含む）        2.未婚    3.離死別

                    問 66-1 あなたは今後、結婚をしたいとお考えですか。（ひとつだけ） 
 

1.したい 2.したくない 3.どちらともいえない

 
問 66-2 結婚した年月（数字を記入） 

                 西暦                    年        月 結婚 

 

問 66-3 配偶者（パートナー）の生年月日 

     （数字を記入）     西暦 年 月 生まれ 

 

問 66-4 配偶者（パートナー）が、就職前に、最後に卒業（中退）した学校（ひとつだけ） 
 

1.中学校 2.高等学校 3.専修学校、各種学校 4.短期大学、高等専門学校 

5.大学  6.大学院  7.その他（      ） 

 
問 66-5 配偶者（パートナー）の現在の就業状態（ひとつだけ） 

 
1.正社員

2.正社員以外の雇用者（パート、アルバイト、契約社員、嘱託、派遣社員など）

3.雇用以外の働き方（会社の経営者、役員、自営業主、自由業、家族従業者、内職など）

4.働いていない
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問 67 あなたの世帯（同居者）は、あなたを含めて全部で何人ですか。（数字を記入） 

 
 合計            人

 
   問 67-1 同居しているのはどなたですか。（いくつでも） 

 
1.配偶者(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)   

2.自分の子ども

3.自分の親     

4.配偶者(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)の親

5.（自分または配偶者(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)の）祖父母

6.（自分または配偶者(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)の）兄弟姉妹 

7.その他 

 

 

問 68 家計の主な担い手はどなたですか。（ひとつだけ） 
 
1.自分              2.自分の親        3.配偶者          4.その他（             ）

 
問 68-1 あなたは、親から経済的に独立するつもりがありますか。（ひとつだけ） 

1.ある                  2.ない

 
問 68-1-1 独立の時期について、何か決めていますか。（ひとつだけ） 

 
1.具体的な目標時期を決めている 2.条件が整えば独立する 3.特に決めていない

 

問 69 あなたの住まいは、以下のうちどれですか。（ひとつだけ） 
 
1.持ち家    2.賃貸    3.社宅・寮・官舎    4.その他（             ）

 
問 70 あなたの出身地はどこですか。（ひとつだけ） 

1.北海道 2.青森県 3.岩手県 4.宮城県 5.秋田県

6.山形県 7.福島県 8.茨城県 9.栃木県 10.群馬県

11.埼玉県 12.千葉県 13.東京都 14.神奈川県 15.新潟県

16.富山県 17.石川県 18.福井県 19.山梨県 20.長野県

21.岐阜県 22.静岡県 23.愛知県 24.三重県 25.滋賀県

26.京都府 27.大阪府 28.兵庫県 29.奈良県 30.和歌山県

31.鳥取県 32.島根県 33.岡山県 34.広島県 35.山口県

36.徳島県 37.香川県 38.愛媛県 39.高知県 40.福岡県

41.佐賀県 42.長崎県 43.熊本県 44.大分県 45.宮崎県

46.鹿児島県 47.沖縄県 48.海外

 
問 71 あなたは今後、どこで暮らしたいですか。（ひとつだけ） 
 
1.現住地 2.出身地（現住地以外） 3.その他（                                      ）

 

長子

西暦                    年           月

2人以上の場合

＜全員の方へ＞ 
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問 72 あなたのご両親の学歴（最終学歴）をお答えください。（それぞれひとつずつ） 
 

①父親 ②母親

義務教育卒業程度 1 1
高等学校卒業程度 2 2
短期大学・高等専門学校卒業程度 3 3
大学卒業程度、それ以上 4 4
その他 5 5

 
問 73 ①あなたご自身、②あなたの配偶者、③あなたの世帯全体の年収は、おおよそどのくらいですか。仕事以外か

ら得られる収入も含めてお答えください。（それぞれひとつずつ） 
 

①自分自身 ②配偶者

（配偶者がいる方のみ）

③世帯全体

50万円未満 1 1 1
50～100万円未満 2 2 2
100～150万円未満 3 3 3
150～200万円未満 4 4 4
200～250万円未満 5 5 5
250～300万円未満 6 6 6
300～400万円未満 7 7 7
400～500万円未満 8 8 8
500～700万円未満 9 9 9
700～1,000万円未満 10 10 10
1,000～1,500万円未満 11 11 11
1,500万円以上 12 12 12

 
問 74 ①あなたご自身、および、②世帯全体の預貯金額は、おおよそどのくらいですか。（それぞれひとつずつ） 
 

①自分自身 ②世帯全体

まったくない 1 1
10万円未満 2 2
10万～50万円未満 3 3
50万～100万円未満 4 4
100万～500万円未満 5 5
500万～1000万円未満 6 6
1,000万円以上 7 7
わからない 8 8

 

問 75 あなたの世帯には、借金がありますか。（いくつでも） 
 
1.住宅ローンの支払いがある  2.住宅ローン以外の借金がある    3.借金はない
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あなたご自身の職業キャリアを振り返って、これから社会に出る若い人たちに伝えたいことがあれば、お書きください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         調査は以上です。ご協力、誠にありがとうございました。            

（自由回答） 
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(1) 就業率（男女別） 

 

 
注： 各回答者について、各年齢の誕生日を迎える年度（12 ヶ月間）において「仕事をしていた」と回答した

月数の比率を求めて合計し、回答者の人数で割ったものを「就業率」とした。 

 

度数 最小値 最大値
就業率
（計） 度数 最小値 最大値

就業率
（男性） 度数 最小値 最大値

就業率
（女性）

16歳 4970 0.00 1.00 2.3% 2183 0.00 1.00 3.0% 2787 0.00 1.00 1.7%
17歳 4970 0.00 1.00 3.4% 2183 0.00 1.00 4.6% 2787 0.00 1.00 2.4%
18歳 4970 0.00 1.00 4.1% 2183 0.00 1.00 5.5% 2787 0.00 1.00 3.0%
19歳 4970 0.00 1.00 35.1% 2183 0.00 1.00 36.6% 2787 0.00 1.00 33.9%
20歳 4970 0.00 1.00 38.0% 2183 0.00 1.00 39.7% 2787 0.00 1.00 36.7%
21歳 4970 0.00 1.00 57.8% 2183 0.00 1.00 52.6% 2787 0.00 1.00 61.8%
22歳 4970 0.00 1.00 60.9% 2183 0.00 1.00 56.0% 2787 0.00 1.00 64.8%
23歳 4970 0.00 1.00 78.6% 2183 0.00 1.00 76.7% 2787 0.00 1.00 80.2%
24歳 4970 0.00 1.00 82.5% 2183 0.00 1.00 85.6% 2787 0.00 1.00 80.1%
25歳 4970 0.00 1.00 84.0% 2183 0.00 1.00 91.2% 2787 0.00 1.00 78.4%
26歳 4940 0.00 1.00 82.6% 2171 0.00 1.00 93.1% 2769 0.00 1.00 74.4%
27歳 4820 0.00 1.00 80.6% 2120 0.00 1.00 93.7% 2700 0.00 1.00 70.3%
28歳 4706 0.00 1.00 78.7% 2064 0.00 1.00 94.8% 2642 0.00 1.00 66.2%
29歳 4581 0.00 1.00 77.9% 2011 0.00 1.00 95.4% 2570 0.00 1.00 64.2%
30歳 4441 0.00 1.00 77.2% 1937 0.00 1.00 95.5% 2504 0.00 1.00 63.1%
31歳 4285 0.00 1.00 76.3% 1870 0.00 1.00 95.8% 2415 0.00 1.00 61.1%
32歳 4142 0.00 1.00 75.4% 1803 0.00 1.00 95.4% 2339 0.00 1.00 60.1%
33歳 3992 0.00 1.00 75.4% 1733 0.00 1.00 95.6% 2259 0.00 1.00 59.9%
34歳 3825 0.00 1.00 75.5% 1657 0.00 1.00 96.0% 2168 0.00 1.00 59.8%
35歳 3662 0.00 1.00 76.3% 1585 0.00 1.00 96.0% 2077 0.00 1.00 61.3%
36歳 3459 0.00 1.00 77.0% 1488 0.00 1.00 96.7% 1971 0.00 1.00 62.2%
37歳 3163 0.00 1.00 76.9% 1356 0.00 1.00 96.5% 1807 0.00 1.00 62.3%
38歳 2834 0.00 1.00 77.9% 1199 0.00 1.00 96.1% 1635 0.00 1.00 64.6%
39歳 2488 0.00 1.00 78.7% 1045 0.00 1.00 95.9% 1443 0.00 1.00 66.2%
40歳 2127 0.00 1.00 78.6% 890 0.00 1.00 95.8% 1237 0.00 1.00 66.2%
41歳 1770 0.00 1.00 79.4% 741 0.00 1.00 95.7% 1029 0.00 1.00 67.6%
42歳 1391 0.00 1.00 81.7% 591 0.00 1.00 95.5% 800 0.00 1.00 71.6%
43歳 996 0.00 1.00 82.3% 430 0.00 1.00 95.1% 566 0.00 1.00 72.5%
44歳 634 0.00 1.00 82.2% 263 0.00 1.00 94.2% 371 0.00 1.00 73.8%
45歳 265 0.00 1.00 80.5% 106 0.00 1.00 92.9% 159 0.00 1.00 72.2%

女性男女計 男性
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(2) 就業率（女性のみ、現（調査時点）年齢別） 

 

 
注： 各回答者について、各年齢の誕生日を迎える年度（12 ヶ月間）において「仕事をしていた」と回答した

月数の比率を求めて合計し、回答者の人数で割ったものを「就業率」とした。 

 

度数 最小値 最大値

就業率
（現25～
29歳） 度数 最小値 最大値

就業率
（現30～
34歳） 度数 最小値 最大値

就業率
（現35～
39歳） 度数 最小値 最大値

就業率
（現40歳
以上）

16歳 354 0.00 1.00 2.0% 428 0.00 1.00 1.7% 925 0.00 1.00 1.7% 1080 0.00 1.00 1.5%
17歳 354 0.00 1.00 2.9% 428 0.00 1.00 2.4% 925 0.00 1.00 2.4% 1080 0.00 1.00 2.1%
18歳 354 0.00 1.00 3.6% 428 0.00 1.00 3.2% 925 0.00 1.00 2.6% 1080 0.00 1.00 3.1%
19歳 354 0.00 1.00 25.8% 428 0.00 1.00 27.7% 925 0.00 1.00 32.7% 1080 0.00 1.00 40.1%
20歳 354 0.00 1.00 29.1% 428 0.00 1.00 31.7% 925 0.00 1.00 35.1% 1080 0.00 1.00 42.7%
21歳 354 0.00 1.00 48.4% 428 0.00 1.00 54.8% 925 0.00 1.00 62.6% 1080 0.00 1.00 68.3%
22歳 354 0.00 1.00 52.4% 428 0.00 1.00 58.5% 925 0.00 1.00 65.5% 1080 0.00 1.00 70.7%
23歳 354 0.00 1.00 79.6% 428 0.00 1.00 76.1% 925 0.00 1.00 79.2% 1080 0.00 1.00 82.7%
24歳 354 0.00 1.00 77.9% 428 0.00 1.00 79.9% 925 0.00 1.00 79.4% 1080 0.00 1.00 81.4%
25歳 354 0.00 1.00 79.8% 428 0.00 1.00 80.1% 925 0.00 1.00 78.6% 1080 0.00 1.00 77.0%
26歳 336 0.00 1.00 78.1% 428 0.00 1.00 76.1% 925 0.00 1.00 75.2% 1080 0.00 1.00 71.8%
27歳 267 0.00 1.00 76.8% 428 0.00 1.00 72.0% 925 0.00 1.00 71.0% 1080 0.00 1.00 67.4%
28歳 209 0.00 1.00 74.8% 428 0.00 1.00 67.3% 925 0.00 1.00 67.2% 1080 0.00 1.00 63.3%
29歳 137 0.00 1.00 74.3% 428 0.00 1.00 66.4% 925 0.00 1.00 65.4% 1080 0.00 1.00 61.0%
30歳 71 0.00 1.00 72.9% 428 0.00 1.00 65.9% 925 0.00 1.00 66.2% 1080 0.00 1.00 58.6%
31歳 410 0.00 1.00 65.5% 925 0.00 1.00 64.5% 1080 0.00 1.00 56.6%
32歳 334 0.00 1.00 64.4% 925 0.00 1.00 62.4% 1080 0.00 1.00 56.7%
33歳 254 0.00 1.00 65.6% 925 0.00 1.00 60.9% 1080 0.00 1.00 57.6%
34歳 163 0.00 1.00 65.0% 925 0.00 1.00 60.9% 1080 0.00 1.00 58.0%
35歳 72 0.00 1.00 69.1% 925 0.00 1.00 63.2% 1080 0.00 1.00 59.1%
36歳 891 0.00 1.00 64.4% 1080 0.00 1.00 60.3%
37歳 727 0.00 1.00 65.0% 1080 0.00 1.00 60.5%
38歳 555 0.00 1.00 67.7% 1080 0.00 1.00 63.0%
39歳 363 0.00 1.00 70.5% 1080 0.00 1.00 64.7%
40歳 157 0.00 1.00 68.8% 1080 0.00 1.00 65.9%
41歳 1029 0.00 1.00 67.6%
42歳 800 0.00 1.00 71.6%
43歳 566 0.00 1.00 72.5%
44歳 371 0.00 1.00 73.8%
45歳 159 0.00 1.00 72.2%

現（調査時点）40歳以上現（調査時点）30～34歳現（調査時点）25～29歳 現（調査時点）35～39歳
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(3) 就業率（女性のみ、最終学歴別） 

 

 
注１： 各回答者について、各年齢の誕生日を迎える年度（12 ヶ月間）において「仕事をしていた」と回答し

た月数の比率を求めて合計し、回答者の人数で割ったものを「就業率」とした。 

注２： 最終学歴は、C 票・問 64①を使用。「中学校」、「専修学校、各種学校」、「大学院」、「その他」は除外。 

度数 最小値 最大値
就業率
（高卒） 度数 最小値 最大値

就業率
（短大・高
専卒） 度数 最小値 最大値

就業率
（大卒）

16歳 969 0.00 1.00 1.1% 632 0.00 0.00 0.0% 581 0.00 0.00 0.0%
17歳 969 0.00 1.00 3.0% 632 0.00 0.00 0.0% 581 0.00 0.00 0.0%
18歳 969 0.00 1.00 4.5% 632 0.00 0.00 0.0% 581 0.00 0.00 0.0%
19歳 969 0.00 1.00 90.3% 632 0.00 1.00 0.7% 581 0.00 1.00 0.2%
20歳 969 0.00 1.00 88.7% 632 0.00 1.00 2.8% 581 0.00 1.00 0.8%
21歳 969 0.00 1.00 83.6% 632 0.00 1.00 85.9% 581 0.00 1.00 1.6%
22歳 969 0.00 1.00 79.8% 632 0.00 1.00 91.1% 581 0.00 1.00 2.8%
23歳 969 0.00 1.00 77.3% 632 0.00 1.00 89.6% 581 0.00 1.00 75.2%
24歳 969 0.00 1.00 73.6% 632 0.00 1.00 86.2% 581 0.00 1.00 86.2%
25歳 969 0.00 1.00 69.4% 632 0.00 1.00 82.7% 581 0.00 1.00 87.4%
26歳 967 0.00 1.00 67.3% 632 0.00 1.00 77.2% 574 0.00 1.00 82.8%
27歳 949 0.00 1.00 62.6% 626 0.00 1.00 73.3% 548 0.00 1.00 78.3%
28歳 936 0.00 1.00 58.5% 618 0.00 1.00 68.7% 525 0.00 1.00 74.0%
29歳 915 0.00 1.00 56.9% 606 0.00 1.00 65.3% 506 0.00 1.00 71.3%
30歳 891 0.00 1.00 58.6% 597 0.00 1.00 63.4% 485 0.00 1.00 68.0%
31歳 865 0.00 1.00 57.1% 578 0.00 1.00 60.4% 466 0.00 1.00 64.1%
32歳 846 0.00 1.00 58.2% 564 0.00 1.00 56.4% 446 0.00 1.00 61.8%
33歳 816 0.00 1.00 59.2% 547 0.00 1.00 55.3% 429 0.00 1.00 60.5%
34歳 790 0.00 1.00 59.1% 530 0.00 1.00 56.5% 404 0.00 1.00 59.6%
35歳 771 0.00 1.00 59.7% 511 0.00 1.00 58.4% 377 0.00 1.00 62.2%
36歳 735 0.00 1.00 62.1% 487 0.00 1.00 57.0% 349 0.00 1.00 62.8%
37歳 686 0.00 1.00 61.8% 455 0.00 1.00 56.2% 317 0.00 1.00 65.2%
38歳 630 0.00 1.00 64.2% 408 0.00 1.00 60.3% 282 0.00 1.00 67.8%
39歳 571 0.00 1.00 66.7% 357 0.00 1.00 60.0% 232 0.00 1.00 70.5%
40歳 489 0.00 1.00 66.4% 311 0.00 1.00 61.8% 195 0.00 1.00 68.7%
41歳 411 0.00 1.00 67.9% 252 0.00 1.00 63.8% 165 0.00 1.00 70.5%
42歳 323 0.00 1.00 70.4% 195 0.00 1.00 71.3% 133 0.00 1.00 72.4%
43歳 224 0.00 1.00 68.4% 136 0.00 1.00 77.2% 95 0.00 1.00 74.9%
44歳 145 0.00 1.00 71.0% 91 0.00 1.00 79.2% 60 0.00 1.00 75.4%
45歳 63 0.00 1.00 77.0% 36 0.00 1.00 75.0% 31 0.00 1.00 71.0%

短期大学・高等専門学校卒 大学卒高等学校卒
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(4) 通学率（男女別） 

 

 
注： 各回答者について、各年齢の誕生日を迎える年度（12 ヶ月間）において「学校に通っていた」と回答し

た月数の比率を求めて合計し、回答者の人数で割ったものを「通学率」とした。 

 

度数 最小値 最大値
通学率
（計） 度数 最小値 最大値

通学率
（男性） 度数 最小値 最大値

通学率
（女性）

16歳 4970 0.00 1.00 97.6% 2183 0.00 1.00 96.9% 2787 0.00 1.00 98.1%
17歳 4970 0.00 1.00 96.2% 2183 0.00 1.00 95.3% 2787 0.00 1.00 96.9%
18歳 4970 0.00 1.00 95.3% 2183 0.00 1.00 94.2% 2787 0.00 1.00 96.2%
19歳 4970 0.00 1.00 56.4% 2183 0.00 1.00 50.7% 2787 0.00 1.00 60.9%
20歳 4970 0.00 1.00 57.9% 2183 0.00 1.00 55.8% 2787 0.00 1.00 59.5%
21歳 4970 0.00 1.00 36.5% 2183 0.00 1.00 44.1% 2787 0.00 1.00 30.5%
22歳 4970 0.00 1.00 32.2% 2183 0.00 1.00 41.1% 2787 0.00 1.00 25.2%
23歳 4970 0.00 1.00 12.5% 2183 0.00 1.00 19.4% 2787 0.00 1.00 7.0%
24歳 4970 0.00 1.00 6.6% 2183 0.00 1.00 10.7% 2787 0.00 1.00 3.4%
25歳 4970 0.00 1.00 3.4% 2183 0.00 1.00 5.3% 2787 0.00 1.00 1.9%
26歳 4940 0.00 1.00 2.2% 2171 0.00 1.00 3.0% 2769 0.00 1.00 1.6%
27歳 4820 0.00 1.00 1.6% 2120 0.00 1.00 1.9% 2700 0.00 1.00 1.3%
28歳 4706 0.00 1.00 1.1% 2064 0.00 1.00 1.2% 2642 0.00 1.00 1.1%
29歳 4581 0.00 1.00 1.1% 2011 0.00 1.00 1.0% 2570 0.00 1.00 1.1%
30歳 4441 0.00 1.00 0.9% 1937 0.00 1.00 1.0% 2504 0.00 1.00 0.9%
31歳 4285 0.00 1.00 0.9% 1870 0.00 1.00 0.9% 2415 0.00 1.00 0.9%
32歳 4142 0.00 1.00 0.7% 1803 0.00 1.00 0.7% 2339 0.00 1.00 0.7%
33歳 3992 0.00 1.00 0.5% 1733 0.00 1.00 0.4% 2259 0.00 1.00 0.5%
34歳 3825 0.00 1.00 0.5% 1657 0.00 1.00 0.5% 2168 0.00 1.00 0.6%
35歳 3662 0.00 1.00 0.5% 1585 0.00 1.00 0.4% 2077 0.00 1.00 0.5%
36歳 3459 0.00 1.00 0.4% 1488 0.00 1.00 0.4% 1971 0.00 1.00 0.4%
37歳 3163 0.00 1.00 0.4% 1356 0.00 1.00 0.4% 1807 0.00 1.00 0.3%
38歳 2834 0.00 1.00 0.3% 1199 0.00 1.00 0.3% 1635 0.00 1.00 0.3%
39歳 2488 0.00 1.00 0.4% 1045 0.00 1.00 0.4% 1443 0.00 1.00 0.3%
40歳 2127 0.00 1.00 0.3% 890 0.00 1.00 0.4% 1237 0.00 1.00 0.2%
41歳 1770 0.00 1.00 0.3% 741 0.00 1.00 0.3% 1029 0.00 1.00 0.3%
42歳 1391 0.00 1.00 0.3% 591 0.00 0.50 0.1% 800 0.00 1.00 0.5%
43歳 996 0.00 1.00 0.2% 430 0.00 1.00 0.2% 566 0.00 0.33 0.1%
44歳 634 0.00 1.00 0.2% 263 0.00 1.00 0.4% 371 0.00 0.50 0.1%
45歳 265 0.00 1.00 0.4% 106 0.00 1.00 0.9% 159 0.00 0.00 0.0%

男性 女性男女計
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(5) 求職活動率 

 

 
注： 各回答者について、各年齢の誕生日を迎える年度（12 ヶ月間）において「求職活動をしていた」と回答

した月数の比率を求めて合計し、回答者の人数で割ったものを「求職活動率」とした。 

 

度数 最小値 最大値
求職活動率

（計） 度数 最小値 最大値
求職活動率
（男性） 度数 最小値 最大値

求職活動率
（女性）

16歳 4970 0.00 1.00 0.1% 2183 0.00 1.00 0.1% 2787 0.00 .42 0.1%
17歳 4970 0.00 1.00 0.1% 2183 0.00 1.00 0.2% 2787 0.00 .67 0.1%
18歳 4970 0.00 1.00 2.0% 2183 0.00 1.00 1.9% 2787 0.00 1.00 2.1%
19歳 4970 0.00 1.00 1.2% 2183 0.00 1.00 1.4% 2787 0.00 1.00 1.0%
20歳 4970 0.00 1.00 3.6% 2183 0.00 1.00 2.7% 2787 0.00 1.00 4.3%
21歳 4970 0.00 1.00 3.2% 2183 0.00 1.00 3.1% 2787 0.00 1.00 3.2%
22歳 4970 0.00 1.00 5.1% 2183 0.00 1.00 5.6% 2787 0.00 1.00 4.6%
23歳 4970 0.00 1.00 2.7% 2183 0.00 1.00 3.5% 2787 0.00 1.00 2.1%
24歳 4970 0.00 1.00 2.4% 2183 0.00 1.00 2.8% 2787 0.00 1.00 2.1%
25歳 4970 0.00 1.00 2.1% 2183 0.00 1.00 2.0% 2787 0.00 1.00 2.2%
26歳 4940 0.00 1.00 1.9% 2171 0.00 1.00 1.9% 2769 0.00 1.00 1.8%
27歳 4820 0.00 1.00 1.7% 2120 0.00 1.00 1.6% 2700 0.00 1.00 1.7%
28歳 4706 0.00 1.00 1.6% 2064 0.00 1.00 1.5% 2642 0.00 1.00 1.8%
29歳 4581 0.00 1.00 1.7% 2011 0.00 1.00 1.6% 2570 0.00 1.00 1.7%
30歳 4441 0.00 1.00 1.5% 1937 0.00 1.00 1.5% 2504 0.00 1.00 1.6%
31歳 4285 0.00 1.00 1.4% 1870 0.00 1.00 1.5% 2415 0.00 1.00 1.3%
32歳 4142 0.00 1.00 1.5% 1803 0.00 1.00 1.7% 2339 0.00 1.00 1.3%
33歳 3992 0.00 1.00 1.3% 1733 0.00 1.00 1.5% 2259 0.00 1.00 1.2%
34歳 3825 0.00 1.00 1.3% 1657 0.00 1.00 1.4% 2168 0.00 1.00 1.2%
35歳 3662 0.00 1.00 1.4% 1585 0.00 1.00 1.6% 2077 0.00 1.00 1.4%
36歳 3459 0.00 1.00 1.3% 1488 0.00 1.00 1.3% 1971 0.00 1.00 1.4%
37歳 3163 0.00 1.00 1.5% 1356 0.00 1.00 1.1% 1807 0.00 1.00 1.8%
38歳 2834 0.00 1.00 1.6% 1199 0.00 1.00 1.3% 1635 0.00 1.00 1.8%
39歳 2488 0.00 1.00 1.7% 1045 0.00 1.00 1.5% 1443 0.00 1.00 1.8%
40歳 2127 0.00 1.00 1.7% 890 0.00 1.00 1.1% 1237 0.00 1.00 2.0%
41歳 1770 0.00 1.00 1.6% 741 0.00 1.00 1.4% 1029 0.00 1.00 1.8%
42歳 1391 0.00 1.00 1.3% 591 0.00 1.00 1.4% 800 0.00 1.00 1.3%
43歳 996 0.00 1.00 1.9% 430 0.00 1.00 1.6% 566 0.00 1.00 2.1%
44歳 634 0.00 1.00 2.0% 263 0.00 1.00 1.3% 371 0.00 1.00 2.5%
45歳 265 0.00 1.00 2.7% 106 0.00 1.00 2.8% 159 0.00 1.00 2.7%

男性 女性男女計
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３．B 票集計表 

 
上段：実数 
下段： ％ 
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１．入社・入職した時の経路（ひとつだけ）

合計 9282 717 1266 1629 1163 365 2363 214 612 113 58 367 241 174
100.0 7.7 13.6 17.6 12.5 3.9 25.5 2.3 6.6 1.2 0.6 4.0 2.6 1.9

1番目 3761 378 281 1553 157 76 642 90 269 48 10 77 108 72
100.0 10.1 7.5 41.3 4.2 2.0 17.1 2.4 7.2 1.3 0.3 2.0 2.9 1.9

2番目 2475 200 458 53 404 99 780 51 166 36 18 112 60 38
100.0 8.1 18.5 2.1 16.3 4.0 31.5 2.1 6.7 1.5 0.7 4.5 2.4 1.5

3番目 1517 85 276 12 278 80 491 28 87 14 15 90 35 26
100.0 5.6 18.2 0.8 18.3 5.3 32.4 1.8 5.7 0.9 1.0 5.9 2.3 1.7

4番目 780 26 137 7 157 49 239 25 39 9 9 46 23 14
100.0 3.3 17.6 0.9 20.1 6.3 30.6 3.2 5.0 1.2 1.2 5.9 2.9 1.8

5番目 352 13 58 2 79 25 99 6 25 2 3 23 8 9
100.0 3.7 16.5 0.6 22.4 7.1 28.1 1.7 7.1 0.6 0.9 6.5 2.3 2.6

6番目 195 8 30 1 45 14 52 5 16 2 2 8 6 6
100.0 4.1 15.4 0.5 23.1 7.2 26.7 2.6 8.2 1.0 1.0 4.1 3.1 3.1

7番目 98 2 10 1 21 10 31 2 5 2 1 8 1 4
100.0 2.0 10.2 1.0 21.4 10.2 31.6 2.0 5.1 2.0 1.0 8.2 1.0 4.1

8番目 50 1 8 0 11 5 14 3 3 0 0 3 0 2
100.0 2.0 16.0 0.0 22.0 10.0 28.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 4.0

9番目 26 2 3 0 5 3 7 3 1 0 0 0 0 2
100.0 7.7 11.5 0.0 19.2 11.5 26.9 11.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

10番目 15 1 2 0 2 3 4 1 1 0 0 0 0 1
100.0 6.7 13.3 0.0 13.3 20.0 26.7 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

11番目 10 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
100.0 10.0 10.0 0.0 40.0 10.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12番目 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自分では
じめた（起
業した）

求人広告・
雑誌など
を見て直
接応募し

た

勤務先か
ら誘われ

た
その他 無回答

民間の職
業紹介機
関・派遣会
社による
紹介

家族・親戚
の紹介

友人・知人
の紹介

卒業した
学校や先
生の紹介
（学校推薦
含む）

ウェブペー
ジを見て
直接応募

した
合計

職業安定
所（ハロー
ワーク）の

紹介

自分で連
絡先を調
べて直接
応募した

家業を継
いだ（家業
に入った）

２．入社・入職した時の働き方（ひとつだけ）

合計 9282 4880 2659 711 580 17 80 86 120 149
100.0 52.6 28.6 7.7 6.2 0.2 0.9 0.9 1.3 1.6

1番目 3761 2728 609 194 68 0 19 38 48 57
100.0 72.5 16.2 5.2 1.8 0.0 0.5 1.0 1.3 1.5

2番目 2475 1116 871 207 160 7 20 28 30 36
100.0 45.1 35.2 8.4 6.5 0.3 0.8 1.1 1.2 1.5

3番目 1517 596 556 142 151 4 21 11 15 21
100.0 39.3 36.7 9.4 10.0 0.3 1.4 0.7 1.0 1.4

4番目 780 243 305 78 108 3 11 6 14 12
100.0 31.2 39.1 10.0 13.8 0.4 1.4 0.8 1.8 1.5

5番目 352 101 145 40 41 2 4 2 8 9
100.0 28.7 41.2 11.4 11.6 0.6 1.1 0.6 2.3 2.6

6番目 195 58 78 27 21 0 3 1 2 5
100.0 29.7 40.0 13.8 10.8 0.0 1.5 0.5 1.0 2.6

7番目 98 21 41 13 14 1 1 0 3 4
100.0 21.4 41.8 13.3 14.3 1.0 1.0 0.0 3.1 4.1

8番目 50 13 24 3 8 0 0 0 0 2
100.0 26.0 48.0 6.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

9番目 26 2 13 5 3 0 1 0 0 2
100.0 7.7 50.0 19.2 11.5 0.0 3.8 0.0 0.0 7.7

10番目 15 2 7 1 4 0 0 0 0 1
100.0 13.3 46.7 6.7 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

11番目 10 0 8 1 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 80.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12番目 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
100.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家族従業
者・内職

派遣会社
の派遣社

員
契約社員・

嘱託
自営業主・
自由業

会社役員・
経営者 その他 無回答合計 正規の職

員・従業員
パート・ア
ルバイト
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３．勤務先の事業内容（ひとつだけ）

合計 9282 80 615 1583 445 339 379 1209 1279 1071 368 233 1495 186
100.0 0.9 6.6 17.1 4.8 3.7 4.1 13.0 13.8 11.5 4.0 2.5 16.1 2.0

1番目 3761 26 274 705 191 96 187 494 458 418 177 78 581 76
100.0 0.7 7.3 18.7 5.1 2.6 5.0 13.1 12.2 11.1 4.7 2.1 15.4 2.0

2番目 2475 24 158 391 108 103 75 338 384 293 93 52 414 42
100.0 1.0 6.4 15.8 4.4 4.2 3.0 13.7 15.5 11.8 3.8 2.1 16.7 1.7

3番目 1517 14 107 238 81 65 57 190 222 180 51 39 246 27
100.0 0.9 7.1 15.7 5.3 4.3 3.8 12.5 14.6 11.9 3.4 2.6 16.2 1.8

4番目 780 10 46 131 35 32 26 104 107 92 22 25 133 17
100.0 1.3 5.9 16.8 4.5 4.1 3.3 13.3 13.7 11.8 2.8 3.2 17.1 2.2

5番目 352 2 11 53 10 20 11 45 51 51 12 15 62 9
100.0 0.6 3.1 15.1 2.8 5.7 3.1 12.8 14.5 14.5 3.4 4.3 17.6 2.6

6番目 195 0 9 31 7 15 8 19 29 21 5 13 32 6
100.0 0.0 4.6 15.9 3.6 7.7 4.1 9.7 14.9 10.8 2.6 6.7 16.4 3.1

7番目 98 3 6 21 3 5 9 9 12 3 2 8 13 4
100.0 3.1 6.1 21.4 3.1 5.1 9.2 9.2 12.2 3.1 2.0 8.2 13.3 4.1

8番目 50 0 3 6 3 3 3 6 8 4 3 1 8 2
100.0 0.0 6.0 12.0 6.0 6.0 6.0 12.0 16.0 8.0 6.0 2.0 16.0 4.0

9番目 26 0 0 3 3 0 1 3 3 6 2 1 2 2
100.0 0.0 0.0 11.5 11.5 0.0 3.8 11.5 11.5 23.1 7.7 3.8 7.7 7.7

10番目 15 0 1 2 3 0 2 1 2 1 0 0 2 1
100.0 0.0 6.7 13.3 20.0 0.0 13.3 6.7 13.3 6.7 0.0 0.0 13.3 6.7

11番目 10 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0
100.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 20.0 0.0

12番目 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

運輸業 金融・保険
業 その他小売業 飲食サー

ビス業 医療・福祉 教育・学習
支援業 無回答製造業 情報通信

業 公務合計 農・林・漁
業

鉱業・建設
業

４．勤務先の企業・組織全体の従業員数※パートなども含む。（ひとつだけ）

合計 9282 1711 1230 1410 1647 2864 49 152 219
100.0 18.4 13.3 15.2 17.7 30.9 0.5 1.6 2.4

1番目 3761 782 583 645 637 954 14 60 86
100.0 20.8 15.5 17.1 16.9 25.4 0.4 1.6 2.3

2番目 2475 400 298 357 481 841 14 29 55
100.0 16.2 12.0 14.4 19.4 34.0 0.6 1.2 2.2

3番目 1517 258 186 218 262 529 11 22 31
100.0 17.0 12.3 14.4 17.3 34.9 0.7 1.5 2.0

4番目 780 140 77 119 135 267 5 15 22
100.0 17.9 9.9 15.3 17.3 34.2 0.6 1.9 2.8

5番目 352 56 41 38 62 132 2 12 9
100.0 15.9 11.6 10.8 17.6 37.5 0.6 3.4 2.6

6番目 195 36 19 16 34 74 3 6 7
100.0 18.5 9.7 8.2 17.4 37.9 1.5 3.1 3.6

7番目 98 15 15 9 14 36 0 5 4
100.0 15.3 15.3 9.2 14.3 36.7 0.0 5.1 4.1

8番目 50 12 2 3 13 18 0 0 2
100.0 24.0 4.0 6.0 26.0 36.0 0.0 0.0 4.0

9番目 26 7 2 3 5 5 0 2 2
100.0 26.9 7.7 11.5 19.2 19.2 0.0 7.7 7.7

10番目 15 5 3 0 2 4 0 0 1
100.0 33.3 20.0 0.0 13.3 26.7 0.0 0.0 6.7

11番目 10 0 4 2 0 4 0 0 0
100.0 0.0 40.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0

12番目 3 0 0 0 2 0 0 1 0
100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0

なし 官公庁 無回答1～29人合計 1000人以
上

300～999
人

100～299
人 30～99人
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５．教育訓練・能力開発の状況（いくつでも）

合計 9282 6090 2035 827 1980 219
100.0 65.6 21.9 8.9 21.3 2.4

1番目 3761 2617 1196 319 590 85
100.0 69.6 31.8 8.5 15.7 2.3

2番目 2475 1559 421 242 624 48
100.0 63.0 17.0 9.8 25.2 1.9

3番目 1517 979 220 143 364 33
100.0 64.5 14.5 9.4 24.0 2.2

4番目 780 476 105 59 210 25
100.0 61.0 13.5 7.6 26.9 3.2

5番目 352 214 39 40 89 13
100.0 60.8 11.1 11.4 25.3 3.7

6番目 195 124 25 17 48 5
100.0 63.6 12.8 8.7 24.6 2.6

7番目 98 58 13 4 29 4
100.0 59.2 13.3 4.1 29.6 4.1

8番目 50 30 6 2 15 2
100.0 60.0 12.0 4.0 30.0 4.0

9番目 26 16 6 0 4 3
100.0 61.5 23.1 0.0 15.4 11.5

10番目 15 7 1 1 6 1
100.0 46.7 6.7 6.7 40.0 6.7

11番目 10 8 1 0 1 0
100.0 80.0 10.0 0.0 10.0 0.0

12番目 3 2 2 0 0 0
100.0 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0

合計
職場で指
導を受け

た

研修を受
けた（会社
の費用）

自費で勉
強をした

あてはま
るものは
ない

無回答

６．勤務先での自分の職種（ひとつだけ）

合計 9282 1909 61 1879 578 879 266 1033 50 389 1452 606 180
100.0 20.6 0.7 20.2 6.2 9.5 2.9 11.1 0.5 4.2 15.6 6.5 1.9

1番目 3761 919 19 802 262 369 73 415 14 155 476 183 74
100.0 24.4 0.5 21.3 7.0 9.8 1.9 11.0 0.4 4.1 12.7 4.9 2.0

2番目 2475 470 18 474 141 256 87 264 13 97 448 165 42
100.0 19.0 0.7 19.2 5.7 10.3 3.5 10.7 0.5 3.9 18.1 6.7 1.7

3番目 1517 267 14 301 88 151 49 183 9 66 255 112 22
100.0 17.6 0.9 19.8 5.8 10.0 3.2 12.1 0.6 4.4 16.8 7.4 1.5

4番目 780 140 5 161 46 58 28 96 6 33 123 69 15
100.0 17.9 0.6 20.6 5.9 7.4 3.6 12.3 0.8 4.2 15.8 8.8 1.9

5番目 352 59 2 65 16 22 10 39 2 25 70 31 11
100.0 16.8 0.6 18.5 4.5 6.3 2.8 11.1 0.6 7.1 19.9 8.8 3.1

6番目 195 34 2 34 12 13 11 14 1 11 36 21 6
100.0 17.4 1.0 17.4 6.2 6.7 5.6 7.2 0.5 5.6 18.5 10.8 3.1

7番目 98 9 1 20 8 5 5 11 3 1 18 12 5
100.0 9.2 1.0 20.4 8.2 5.1 5.1 11.2 3.1 1.0 18.4 12.2 5.1

8番目 50 5 0 12 3 4 3 4 0 0 13 4 2
100.0 10.0 0.0 24.0 6.0 8.0 6.0 8.0 0.0 0.0 26.0 8.0 4.0

9番目 26 3 0 5 1 0 0 4 1 1 7 2 2
100.0 11.5 0.0 19.2 3.8 0.0 0.0 15.4 3.8 3.8 26.9 7.7 7.7

10番目 15 2 0 4 1 1 0 1 0 0 2 3 1
100.0 13.3 0.0 26.7 6.7 6.7 0.0 6.7 0.0 0.0 13.3 20.0 6.7

11番目 10 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0
100.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 30.0 30.0 0.0

12番目 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0

サービス
職（資格不

要）
合計 専門・技術

職 管理職 事務職 営業職 運輸・通
信・保安職

サービス
職（資格

要）
その他 無回答販売職 技能・労務

職
農・林・漁

業
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７．勤務先では、年次有給休暇を年間何日ぐらい取得していましたか？（ひとつだけ）

合計 9282 1434 1622 1612 4384 230
100.0 15.4 17.5 17.4 47.2 2.5

1番目 3761 677 790 751 1460 83
100.0 18.0 21.0 20.0 38.8 2.2

2番目 2475 332 398 399 1287 59
100.0 13.4 16.1 16.1 52.0 2.4

3番目 1517 212 229 249 793 34
100.0 14.0 15.1 16.4 52.3 2.2

4番目 780 115 111 116 417 21
100.0 14.7 14.2 14.9 53.5 2.7

5番目 352 52 52 45 188 15
100.0 14.8 14.8 12.8 53.4 4.3

6番目 195 29 21 27 112 6
100.0 14.9 10.8 13.8 57.4 3.1

7番目 98 12 6 8 67 5
100.0 12.2 6.1 8.2 68.4 5.1

8番目 50 3 4 7 32 4
100.0 6.0 8.0 14.0 64.0 8.0

9番目 26 0 6 4 14 2
100.0 0.0 23.1 15.4 53.8 7.7

10番目 15 1 1 4 8 1
100.0 6.7 6.7 26.7 53.3 6.7

11番目 10 1 2 2 5 0
100.0 10.0 20.0 20.0 50.0 0.0

12番目 3 0 2 0 1 0
100.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0

合計 10日以上 5～9日程
度

1～4日程
度

まったく取
得せず 無回答

８．入社・入職時と比べた退社・退職時の収入（月収ベース）（ひとつだけ）※

合計 9282 803 2910 3398 957 975 239
100.0 8.7 31.4 36.6 10.3 10.5 2.6

1番目 3761 232 1395 1756 130 136 112
100.0 6.2 37.1 46.7 3.5 3.6 3.0

2番目 2475 281 716 655 345 432 46
100.0 11.4 28.9 26.5 13.9 17.5 1.9

3番目 1517 171 417 473 226 198 32
100.0 11.3 27.5 31.2 14.9 13.1 2.1

4番目 780 70 209 258 123 100 20
100.0 9.0 26.8 33.1 15.8 12.8 2.6

5番目 352 28 85 114 64 50 11
100.0 8.0 24.1 32.4 18.2 14.2 3.1

6番目 195 11 51 70 28 29 6
100.0 5.6 26.2 35.9 14.4 14.9 3.1

7番目 98 3 18 37 20 14 6
100.0 3.1 18.4 37.8 20.4 14.3 6.1

8番目 50 2 9 19 9 9 2
100.0 4.0 18.0 38.0 18.0 18.0 4.0

9番目 26 4 4 9 3 3 3
100.0 15.4 15.4 34.6 11.5 11.5 11.5

10番目 15 0 5 4 2 3 1
100.0 0.0 33.3 26.7 13.3 20.0 6.7

11番目 10 1 0 2 7 0 0
100.0 10.0 0.0 20.0 70.0 0.0 0.0

12番目 3 0 1 1 0 1 0
100.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0

※2番目以降の設問文は、「前職と比べた収入の変化（月収ベース）（ひとつだけ）」である。

合計 大きく増加 やや増加 大きく減少 無回答ほぼ同じ やや減少
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９．退社・退職時の状況について、あてはまるものすべてに○をつけてください。（いくつでも）

合計 9282 1136 527 481 218 467 674 756 6224 207
100.0 12.2 5.7 5.2 2.3 5.0 7.3 8.1 67.1 2.2

1番目 3761 507 219 220 74 169 197 330 2549 75
100.0 13.5 5.8 5.8 2.0 4.5 5.2 8.8 67.8 2.0

2番目 2475 284 138 113 59 108 174 193 1688 51
100.0 11.5 5.6 4.6 2.4 4.4 7.0 7.8 68.2 2.1

3番目 1517 171 84 66 34 79 140 132 1023 32
100.0 11.3 5.5 4.4 2.2 5.2 9.2 8.7 67.4 2.1

4番目 780 87 40 40 23 39 77 54 520 19
100.0 11.2 5.1 5.1 2.9 5.0 9.9 6.9 66.7 2.4

5番目 352 41 22 19 14 30 47 23 205 13
100.0 11.6 6.3 5.4 4.0 8.5 13.4 6.5 58.2 3.7

6番目 195 21 14 11 4 14 13 13 133 6
100.0 10.8 7.2 5.6 2.1 7.2 6.7 6.7 68.2 3.1

7番目 98 8 6 5 3 11 10 4 57 6
100.0 8.2 6.1 5.1 3.1 11.2 10.2 4.1 58.2 6.1

8番目 50 9 1 5 3 6 7 4 27 2
100.0 18.0 2.0 10.0 6.0 12.0 14.0 8.0 54.0 4.0

9番目 26 3 0 1 1 4 4 1 11 2
100.0 11.5 0.0 3.8 3.8 15.4 15.4 3.8 42.3 7.7

10番目 15 3 0 0 1 5 3 1 4 1
100.0 20.0 0.0 0.0 6.7 33.3 20.0 6.7 26.7 6.7

11番目 10 2 3 1 2 2 1 1 5 0
100.0 20.0 30.0 10.0 20.0 20.0 10.0 10.0 50.0 0.0

12番目 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0

職場でい
じめや嫌
がらせを
受けた

勤め先の
都合で解
雇された
／雇止め
にあった

１週間の
労働時間
が60時間
を超えて
いた

あてはま
るものは
ない

無回答合計
深夜に就
業すること
があった

休日が週
に１日もな
いことが
あった

心身の病
気やけが
をした（仕
事が原因）

心身の病
気やけが
をした（仕
事以外が
原因）

10．退社・退職時の働き方（ひとつだけ）

合計 9282 8288 195 161 95 27 8 28 18 254 208
100.0 89.3 2.1 1.7 1.0 0.3 0.1 0.3 0.2 2.7 2.2

1番目 3761 3382 57 79 24 12 4 15 10 100 78
100.0 89.9 1.5 2.1 0.6 0.3 0.1 0.4 0.3 2.7 2.1

2番目 2475 2196 77 36 27 5 3 5 6 72 48
100.0 88.7 3.1 1.5 1.1 0.2 0.1 0.2 0.2 2.9 1.9

3番目 1517 1361 31 22 20 7 0 3 1 37 35
100.0 89.7 2.0 1.5 1.3 0.5 0.0 0.2 0.1 2.4 2.3

4番目 780 697 18 9 14 2 0 2 1 17 20
100.0 89.4 2.3 1.2 1.8 0.3 0.0 0.3 0.1 2.2 2.6

5番目 352 300 7 10 7 1 1 2 0 13 11
100.0 85.2 2.0 2.8 2.0 0.3 0.3 0.6 0.0 3.7 3.1

6番目 195 179 3 3 1 0 0 1 0 2 6
100.0 91.8 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 3.1

7番目 98 86 0 0 1 0 0 0 0 6 5
100.0 87.8 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 5.1

8番目 50 46 0 1 0 0 0 0 0 1 2
100.0 92.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0

9番目 26 21 1 0 1 0 0 0 0 1 2
100.0 80.8 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 7.7

10番目 15 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1
100.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 6.7

11番目 10 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0
100.0 60.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0

12番目 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

無回答合計 入社・入職
時と同じ

正規の職
員・従業員

家族従業
者・内職 その他パート・ア

ルバイト
契約社員・

嘱託
派遣会社
の派遣社

員
会社役員・
経営者

自営業主・
自由業

－ 298 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



- 299 - 

 

 

 
 
 

 

 

11．あなたに適用される産前産後休暇（産休）制度はありましたか？

合計 6114 1588 1696 2724 106
100.0 26.0 27.7 44.6 1.7

1番目 2378 794 507 1037 40
100.0 33.4 21.3 43.6 1.7

2番目 1631 356 493 762 20
100.0 21.8 30.2 46.7 1.2

3番目 1047 240 325 462 20
100.0 22.9 31.0 44.1 1.9

4番目 554 111 190 245 8
100.0 20.0 34.3 44.2 1.4

5番目 236 40 92 97 7
100.0 16.9 39.0 41.1 3.0

6番目 130 23 40 64 3
100.0 17.7 30.8 49.2 2.3

7番目 62 9 23 27 3
100.0 14.5 37.1 43.5 4.8

8番目 36 6 14 14 2
100.0 16.7 38.9 38.9 5.6

9番目 21 6 7 6 2
100.0 28.6 33.3 28.6 9.5

10番目 11 1 3 6 1
100.0 9.1 27.3 54.5 9.1

11番目 6 1 2 3 0
100.0 16.7 33.3 50.0 0.0

12番目 2 1 0 1 0
100.0 50.0 0.0 50.0 0.0

無回答合計 はい いいえ わからな
い

12．あなたに適用される育児休業（育休）制度はありましたか？

合計 6114 1347 1802 2856 109
100.0 22.0 29.5 46.7 1.8

1番目 2378 652 578 1107 41
100.0 27.4 24.3 46.6 1.7

2番目 1631 305 510 795 21
100.0 18.7 31.3 48.7 1.3

3番目 1047 210 339 478 20
100.0 20.1 32.4 45.7 1.9

4番目 554 101 192 252 9
100.0 18.2 34.7 45.5 1.6

5番目 236 37 91 101 7
100.0 15.7 38.6 42.8 3.0

6番目 130 19 42 66 3
100.0 14.6 32.3 50.8 2.3

7番目 62 9 23 27 3
100.0 14.5 37.1 43.5 4.8

8番目 36 5 15 14 2
100.0 13.9 41.7 38.9 5.6

9番目 21 6 7 6 2
100.0 28.6 33.3 28.6 9.5

10番目 11 1 3 6 1
100.0 9.1 27.3 54.5 9.1

11番目 6 1 2 3 0
100.0 16.7 33.3 50.0 0.0

12番目 2 1 0 1 0
100.0 50.0 0.0 50.0 0.0

合計 はい いいえ わからな
い 無回答
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問
１　

あ
な
た
の
性
別
をお

答
え
くだ

さい
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
２　

あ
な
た
の
生
年

月
日
をお

答
え
くだ

さい
。_
年

（数
字
を記

入
）

男
性

女
性

N
生

年

平
均

値

年
齢

平
均
値

年
齢

標
準
偏
差

年
齢

中
央
値

N

計
43
.9

56
.1

49
70

計
19
75

.7
36
.8

5.3
38

49
70

若
年

45
.8

54
.2

14
44

若
年

19
82

.6
29
.9

2.8
30

14
44

男
性

10
0.0

0.0
66
2

男
性

19
82

.6
29
.9

2.8
30

66
2

女
性

0.0
10
0.0

78
2

女
性

19
82

.6
29
.8

2.9
30

78
2

壮
年

43
.1

56
.9

35
26

壮
年

19
72

.8
39
.7

2.8
40

35
26

男
性

10
0.0

0.0
15
21

男
性

19
72

.9
39
.6

2.8
40

15
21

女
性

0.0
10
0.0

20
05

女
性

19
72

.8
39
.7

2.8
40

20
05

雇
用

者
51
.0

49
.0

10
94

雇
用
者

19
82

.7
29
.8

2.8
30

10
94

男
性

10
0.0

0.0
55
8

男
性

19
82

.5
29
.9

2.8
30

55
8

正
規

10
0.0

0.0
47
3

正
規

19
82

.4
30
.1

2.8
30

47
3

非
正
規

10
0.0

0.0
85

非
正
規

19
83

.3
29
.3

2.8
29

85
女
性

0.0
10
0.0

53
6

女
性

19
82

.9
29
.6

2.9
30

53
6

正
規

0.0
10
0.0

28
1

正
規

19
83

.3
29
.2

2.8
29

28
1

非
正
規

0.0
10
0.0

25
5

非
正
規

19
82

.5
30
.0

2.8
30

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

0.0
10
0.0

12
3

うち
未
婚
・離

死
別

19
83

.5
29
.0

2.8
29

12
3

非
雇

用
者

62
.3

37
.7

69
非
雇
用
者

19
81

.8
30
.8

2.5
31

69
男
性

10
0.0

0.0
43

男
性

19
82

.0
30
.5

2.4
31

43
女
性

0.0
10
0.0

26
女
性

19
81

.4
31
.2

2.7
32

26
非
就

業
者

19
.9

80
.1

26
1

非
就
業
者

19
82

.3
30
.2

2.8
30

26
1

男
性

10
0.0

0.0
52

男
性

19
83

.4
29
.1

3.1
29

52
女
性

0.0
10
0.0

20
9

女
性

19
82

.1
30
.4

2.7
31

20
9

雇
用

者
49
.4

50
.6

24
84

雇
用
者

19
72

.8
39
.7

2.8
40

24
84

男
性

10
0.0

0.0
12
26

男
性

19
73

.0
39
.5

2.8
40

12
26

正
規

10
0

0
11
23

正
規

19
73

.0
39
.5

2.8
40

11
23

非
正
規

10
0.0

0.0
10
3

非
正
規

19
73

.1
39
.4

2.9
40

10
3

女
性

0.0
10
0.0

12
58

女
性

19
72

.7
39
.8

2.8
40

12
58

正
規

0
10
0

52
8

正
規

19
72

.8
39
.7

2.7
40

52
8

非
正
規

0.0
10
0.0

73
0

非
正
規

19
72

.6
39
.9

2.9
40

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

0.0
10
0.0

15
3

うち
未
婚
・離

死
別

19
72

.8
39
.6

2.7
40

15
3

非
雇

用
者

60
.9

39
.1

32
7

非
雇
用
者

19
72

.6
39
.9

2.8
40

32
7

男
性

10
0.0

0.0
19
9

男
性

19
72

.5
40
.0

2.8
40

19
9

女
性

0.0
10
0.0

12
8

女
性

19
72

.6
39
.9

2.8
40

12
8

非
就

業
者

10
.9

89
.1

68
1

非
就
業
者

19
72

.9
39
.6

2.8
40

68
1

男
性

10
0.0

0.0
74

男
性

19
72

.6
40
.0

3.1
40

74
女
性

0.0
10
0.0

60
7

女
性

19
73

.0
39
.6

2.8
40

60
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
３　

あ
な
た
は
現
在
、収

入
をと

もな
う仕

事
をし

て
い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

少
しで

も収
入

をと
もな

う仕
事
をし

て
い
る

収
入

をと
も

な
う仕

事
は

ま
った

くし
て
い
な
い

Ｎ

計
81
.0

19
.0

49
70

若
年

81
.9

18
.1

14
44

男
性

92
.1

7.9
66

2
女
性

73
.3

26
.7

78
2

壮
年

80
.7

19
.3

35
26

男
性

95
.1

4.9
15
21

女
性

69
.7

30
.3

20
05

雇
用

者
10

0.0
0.0

10
94

男
性

10
0.0

0.0
55

8
正
規

10
0.0

0.0
47

3
非
正
規

10
0.0

0.0
85

女
性

10
0.0

0.0
53

6
正
規

10
0.0

0.0
28

1
非
正
規

10
0.0

0.0
25

5
うち

未
婚

・離
死

別
10

0.0
0.0

12
3

非
雇

用
者

10
0.0

0.0
69

男
性

10
0.0

0.0
43

女
性

10
0.0

0.0
26

非
就

業
者

0.0
10
0.0

26
1

男
性

0.0
10
0.0

52
女
性

0.0
10
0.0

20
9

雇
用

者
10

0.0
0.0

24
84

男
性

10
0.0

0.0
12
26

正
規

10
0.0

0.0
11
23

非
正
規

10
0.0

0.0
10

3
女
性

10
0.0

0.0
12
58

正
規

10
0.0

0.0
52

8
非
正
規

10
0.0

0.0
73

0
うち

未
婚

・離
死

別
10

0.0
0.0

15
3

非
雇

用
者

10
0.0

0.0
32

7
男
性

10
0.0

0.0
19

9
女
性

10
0.0

0.0
12

8
非
就

業
者

0.0
10
0.0

68
1

男
性

0.0
10
0.0

74
女
性

0.0
10
0.0

60
7
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問
３-

1　
あ
な
た
は
、ど

の
よう

な
働
き方

をし
て
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

正
規

の
職

員
・従

業
員

（正
社
員
）

パ
ー
ト

ア
ル
バ

イト
契
約
社
員

嘱
託

派
遣

会
社

の
派

遣
社

員
そ
の
他

会
社
の
経

営
者
、役

員
自
営
業
主

、
自
由

業
家

族
従
業

者
内

職
そ
の
他

無
回
答

合
計

N

計
59
.7

16
.4

3.6
4.8

1.0
2.2

0.9
1.9

4.7
2.4

0.6
0.2

1.3
10
0.0

4,0
28

若
年

63
.7

13
.1

5.2
5.2

0.9
3.1

1.2
0.6

2.5
2.3

0.3
0.1

1.7
10
0.0

1,1
83

男
性

77
.5

2.8
4.8

3.4
0.3

1.3
1.3

1.1
3.8

2.1
0.0

0.0
1.5

10
0.0

61
0

女
性

49
.0

24
.1

5.6
7.2

1.6
5.1

1.0
0.0

1.2
2.4

0.7
0.2

1.9
10
0.0

57
3

壮
年

58
.0

17
.8

3.0
4.7

1.1
1.9

0.8
2.5

5.6
2.4

0.7
0.3

1.2
10
0.0

2,8
45

男
性

77
.6

0.9
1.6

2.6
0.3

1.5
0.3

4.0
7.8

1.7
0.1

0.2
1.5

10
0.0

1,4
47

女
性

37
.8

35
.3

4.5
6.8

1.9
2.3

1.4
0.9

3.3
3.1

1.4
0.4

0.9
10
0.0

1,3
98

雇
用

者
68
.9

14
.2

5.6
5.7

1.0
3.4

1.3
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

1,0
94

男
性

84
.8

3.0
5.2

3.8
0.4

1.4
1.4

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

55
8

正
規

10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

47
3

非
正
規

0.0
20
.0

34
.1

24
.7

2.4
9.4

9.4
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

85
女
性

52
.4

25
.7

6.0
7.6

1.7
5.4

1.1
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

53
6

正
規

10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

0.0
54
.1

12
.5

16
.1

3.5
11
.4

2.4
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

41
.5

15
.4

20
.3

5.7
15
.4

1.6
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
.1

43
.5

39
.1

5.8
1.4

0.0
10
0.0

69
男
性

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
16
.3

53
.5

30
.2

0.0
0.0

0.0
10
0.0

43
女
性

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

26
.9

53
.8

15
.4

3.8
0.0

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
66
.5

20
.4

3.5
5.4

1.2
2.1

1.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

2,4
84

男
性

91
.6

1.1
1.9

3.1
0.3

1.7
0.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

1,2
26

正
規

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

1,1
23

非
正
規

0.0
12
.6

22
.3

36
.9

3.9
20
.4

3.9
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

10
3

女
性

42
.0

39
.3

5.0
7.6

2.1
2.5

1.6
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

1,2
58

正
規

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

52
8

非
正
規

0.0
67
.7

8.6
13

.0
3.6

4.4
2.7

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

41
.8

9.2
30

.1
4.6

9.8
4.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
21
.7

48
.6

20
.8

6.1
2.8

0.0
10
0.0

32
7

男
性

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
29
.1

56
.8

12
.1

0.5
1.5

0.0
10
0.0

19
9

女
性

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
.2

35
.9

34
.4

14
.8

4.7
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
４　

あ
な
た
が
そ
の
よう

な
働
き方

を選
ん

だ
理
由
は
何
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

専
門

的
な

資
格
・技

能
を活

か
せ
る

か
ら

より
収
入
の

多
い
仕

事
に
従
事
した

か
った

か
ら

自
分
の
都

合
の
よい

時
間
に
働

け
るか

ら

勤
務
時
間

や
労
働
日

数
が
少
な

い
か
ら

残
業
をし

た
くな

い
か

ら

簡
単
な
仕

事
で
責
任

も少
な
い
か

ら

就
業
調
整

（年
収
の
調

整
や
労

働
時
間
の
調

整
）を

した
い
か
ら

家
計
の
補

助
、学

費
等

を得
た
い
か

ら

自
分
で
自

由
に
使
え
る

お
金
を得

た
い
か
ら

通
勤
時
間

が
短

い
か

ら

組
織
に
縛

られ
た
くな

か
った

か
ら

正
社

員
とし

て
働

け
る会

社
が
な

か
った

か
ら

家
庭
の
事

情
（家

事
・

育
児
・介

護
等
）や

他
の

活
動
（趣

味
・学

習
等
）と

両
立

しや
す
い
か

ら

体
力
的
に

正
社
員
とし

て
働
け
な

か
った

か
ら

そ
の
他

無
回
答

N

計
18
.1

6.1
47
.3

14
.0

8.8
6.2

8.9
31
.2

14
.3

20
.7

3.2
20
.0

48
.7

5.6
6.9

0.6
11
73

若
年

17
.6

7.1
40
.9

10
.9

9.1
7.4

6.5
19
.4

13
.2

19
.7

3.8
23
.5

44
.7

4.1
10
.0

0.9
34
0

男
性

15
.3

8.2
29
.4

7.1
9.4

8.2
1.2

9.4
17

.6
9.4

5.9
32
.9

21
.2

5.9
22
.4

0.0
85

女
性

18
.4

6.7
44
.7

12
.2

9.0
7.1

8.2
22
.7

11
.8

23
.1

3.1
20
.4

52
.5

3.5
5.9

1.2
25
5

壮
年

18
.2

5.8
49
.9

15
.2

8.6
5.8

9.8
36
.0

14
.8

21
.1

3.0
18
.6

50
.3

6.2
5.6

0.5
83
3

男
性

21
.4

12
.6

22
.3

6.8
4.9

6.8
1.0

1.9
8.7

9.7
6.8

42
.7

2.9
2.9

13
.6

1.0
10
3

女
性

17
.8

4.8
53
.8

16
.4

9.2
5.6

11
.1

40
.8

15
.6

22
.7

2.5
15
.2

57
.0

6.7
4.5

0.4
73
0

雇
用

者
17
.6

7.1
40
.9

10
.9

9.1
7.4

6.5
19
.4

13
.2

19
.7

3.8
23
.5

44
.7

4.1
10
.0

0.9
34
0

男
性

15
.3

8.2
29
.4

7.1
9.4

8.2
1.2

9.4
17

.6
9.4

5.9
32
.9

21
.2

5.9
22
.4

0.0
85

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

15
.3

8.2
29
.4

7.1
9.4

8.2
1.2

9.4
17

.6
9.4

5.9
32
.9

21
.2

5.9
22
.4

0.0
85

女
性

18
.4

6.7
44
.7

12
.2

9.0
7.1

8.2
22
.7

11
.8

23
.1

3.1
20
.4

52
.5

3.5
5.9

1.2
25
5

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

18
.4

6.7
44
.7

12
.2

9.0
7.1

8.2
22
.7

11
.8

23
.1

3.1
20
.4

52
.5

3.5
5.9

1.2
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
18
.7

9.8
35
.8

7.3
10
.6

9.8
2.4

4.1
13

.0
24
.4

4.9
34
.1

33
.3

4.1
6.5

1.6
12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
18
.2

5.8
49
.9

15
.2

8.6
5.8

9.8
36
.0

14
.8

21
.1

3.0
18
.6

50
.3

6.2
5.6

0.5
83
3

男
性

21
.4

12
.6

22
.3

6.8
4.9

6.8
1.0

1.9
8.7

9.7
6.8

42
.7

2.9
2.9

13
.6

1.0
10
3

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

21
.4

12
.6

22
.3

6.8
4.9

6.8
1.0

1.9
8.7

9.7
6.8

42
.7

2.9
2.9

13
.6

1.0
10
3

女
性

17
.8

4.8
53
.8

16
.4

9.2
5.6

11
.1

40
.8

15
.6

22
.7

2.5
15
.2

57
.0

6.7
4.5

0.4
73
0

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

17
.8

4.8
53
.8

16
.4

9.2
5.6

11
.1

40
.8

15
.6

22
.7

2.5
15
.2

57
.0

6.7
4.5

0.4
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
15
.0

9.8
27
.5

8.5
7.2

6.5
2.6

9.2
9.8

17
.0

4.6
37
.9

29
.4

8.5
9.8

0.7
15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
５　

あ
な
た
の
雇
用
契

約
（口

頭
で
の
約
束

を含
む

）は
、半

年
や

1年
な
ど
期
間
を定

め
た
もの

で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
） 

問
５-

1　
1回

の
雇
用
契

約
の
期
間

は
何
ヶ月

で
す

か
。（

数
字
を記

入
）

期
間
を定

め
た
雇

用
契

約
で
あ
る

期
間
を定

め
て
い
な
い

雇
用
契

約
で
あ
る（

定
年
ま
で
の

雇
用
、試

用
期

間
含
む
）

わ
か
らな

い
無
回

答
合

計
N

平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
18
.7

74
.7

5.5
1.1

10
0.0

35
78

計
9.3

12
6.3

62
5

若
年

18
.0

75
.5

5.4
1.1

10
0.0

10
94

若
年

9.4
7

8.1
18
6

男
性

11
.8

83
.3

3.9
0.9

10
0.0

55
8

男
性

9.6
12

6.2
57

女
性

24
.4

67
.4

6.9
1.3

10
0.0

53
6

女
性

9.4
6

8.8
12
9

壮
年

19
.0

74
.3

5.6
1.2

10
0.0

24
84

壮
年

9.2
12

5.4
43
9

男
性

6.9
87
.7

4.6
0.9

10
0.0

12
26

男
性

9.6
10

8.1
71

女
性

30
.8

61
.2

6.6
1.4

10
0.0

12
58

女
性

9.2
12

4.8
36
8

雇
用

者
18
.0

75
.5

5.4
1.1

10
0.0

10
94

雇
用
者

9.4
7

8.1
18
6

男
性

11
.8

83
.3

3.9
0.9

10
0.0

55
8

男
性

9.6
12

6.2
57

正
規

4.0
91
.1

3.8
1.1

10
0.0

47
3

正
規

14
.3

12
9.7

11
非
正
規

55
.3

40
.0

4.7
0.0

10
0.0

85
非
正

規
8.5

6
4.5

46
女
性

24
.4

67
.4

6.9
1.3

10
0.0

53
6

女
性

9.4
6

8.8
12
9

正
規

1.8
92
.9

3.2
2.1

10
0.0

28
1

正
規

15
.5

12
14
.5

4
非
正
規

49
.4

39
.2

11
.0

0.4
10

0.0
25

5
非
正

規
9.2

6
8.6

12
5

うち
未
婚
・離

死
別

58
.5

30
.9

9.8
0.8

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

9.7
6

10
.7

71
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

雇
用

者
19
.0

74
.3

5.6
1.2

10
0.0

24
84

雇
用
者

9.2
12

5.4
43
9

男
性

6.9
87
.7

4.6
0.9

10
0.0

12
26

男
性

9.6
10

8.1
71

正
規

2.0
92
.9

4.1
1.0

10
0.0

11
23

正
規

16
.5

12
15
.0

12
非
正
規

59
.2

31
.1

9.7
0.0

10
0.0

10
3

非
正

規
8.3

6
4.9

59
女
性

30
.8

61
.2

6.6
1.4

10
0.0

12
58

女
性

9.2
12

4.8
36
8

正
規

4.2
91
.3

2.7
1.9

10
0.0

52
8

正
規

11
.4

12
4.6

15
非
正
規

50
.0

39
.5

9.5
1.1

10
0.0

73
0

非
正

規
9.1

12
4.8

35
3

うち
未
婚
・離

死
別

58
.8

34
.0

6.5
0.7

10
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

9.5
12

3.9
87

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
５-

2　
現
在
の
勤

務
先
で
、こ

れ
ま
で
何
回

契
約
を更

新
して

い
ま
す
か
。（

数
字
を記

入
）

問
５-

3　
雇
用

契
約
の
更

新
に
つ
い
て
、ど

の
よう

に
定
め
られ

て
い
ま
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

平
均
値

中
央

値
標
準

偏
差

Ｎ

原
則
とし

て
更
新
され

る
（回

数
・期

間
上

限
な

し）

原
則
とし

て
更
新
され

る
（回

数
・期

間
上
限
あ

り）

条
件
次
第

で
更

新
され

る

原
則
とし

て
更
新

され
な

い
わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

N

計
5.7

3
7.4

62
2

計
55
.2

14
.8

11
.8

3.6
12
.1

2.4
10
0.0

66
8

若
年

5.1
3

6.6
18
7

若
年

52
.8

13
.7

14
.7

4.6
14
.2

0.0
10
0.0

19
7

男
性

3.8
2

4.7
59

男
性

59
.1

9.1
12
.1

3.0
16
.7

0.0
10
0.0

66
女
性

5.6
4

7.2
12
8

女
性

49
.6

16
.0

16
.0

5.3
13
.0

0.0
10
0.0

13
1

壮
年

6.0
4

7.8
43
5

壮
年

56
.3

15
.3

10
.6

3.2
11
.3

3.4
10
0.0

47
1

男
性

6.7
3

12
.1

70
男
性

54
.8

19
.0

9.5
3.6

8.3
4.8

10
0.0

84
女
性

5.9
4

6.6
36
5

女
性

56
.6

14
.5

10
.9

3.1
11
.9

3.1
10
0.0

38
7

雇
用

者
5.1

3
6.6

18
7

雇
用
者

52
.8

13
.7

14
.7

4.6
14
.2

0.0
10
0.0

19
7

男
性

3.8
2

4.7
59

男
性

59
.1

9.1
12
.1

3.0
16
.7

0.0
10
0.0

66
正
規

2.2
0

3.0
13

正
規

57
.9

0.0
10
.5

10
.5

21
.1

0.0
10
0.0

19
非
正
規

4.3
3

5.0
46

非
正
規

59
.6

12
.8

12
.8

0.0
14
.9

0.0
10
0.0

47
女
性

5.6
4

7.2
12
8

女
性

49
.6

16
.0

16
.0

5.3
13
.0

0.0
10
0.0

13
1

正
規

3.5
3

3.7
4

正
規

40
.0

0.0
20
.0

20
.0

20
.0

0.0
10
0.0

5
非
正
規

5.7
4

7.3
12
4

非
正
規

50
.0

16
.7

15
.9

4.8
12
.7

0.0
10
0.0

12
6

うち
未
婚
・離

死
別

7.0
4

8.8
70

うち
未
婚
・離

死
別

41
.7

20
.8

16
.7

5.6
15
.3

0.0
10
0.0

72
非
雇

用
者

-
-

-
-

非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
6.0

4
7.8

43
5

雇
用
者

56
.3

15
.3

10
.6

3.2
11
.3

3.4
10
0.0

47
1

男
性

6.7
3

12
.1

70
男
性

54
.8

19
.0

9.5
3.6

8.3
4.8

10
0.0

84
正
規

4.2
3

5.0
13

正
規

52
.2

13
.0

8.7
0.0

17
.4

8.7
10
0.0

23
非
正
規

7.3
3

13
.1

57
非
正
規

55
.7

21
.3

9.8
4.9

4.9
3.3

10
0.0

61
女
性

5.9
4

6.6
36
5

女
性

56
.6

14
.5

10
.9

3.1
11
.9

3.1
10
0.0

38
7

正
規

3.6
1

5.5
16

正
規

68
.2

0.0
9.1

9.1
4.5

9.1
10
0.0

22
非
正
規

6.0
4

6.7
34
9

非
正
規

55
.9

15
.3

11
.0

2.7
12
.3

2.7
10
0.0

36
5

うち
未
婚
・離

死
別

5.2
3

6.6
84

うち
未
婚
・離

死
別

44
.4

17
.8

16
.7

2.2
15
.6

3.3
10
0.0

90
非
雇

用
者

-
-

-
-

非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
６　

あ
な
た
の
1週

間
あ
た
りの

 ①
所
定
労

働
時
間
をお

答
え
くだ

さい
。（

数
字
を記

入
）

問
６　

あ
な
た
の
1週

間
あ
た
りの

 ②
平

均
的
な
残

業
時
間
をお

答
え
くだ

さい
。（

数
字
を記

入
）

平
均
値

中
央

値
標
準

偏
差

Ｎ
平

均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
36
.4

40
10

.8
31
20

計
4.6

2
6.2

30
70

若
年

37
.1

40
9.9

94
4

若
年

4.6
3

5.6
93

6
男
性

38
.8

40
9.8

48
5

男
性

6.4
5

6.5
48

1
女
性

35
.3

38
9.6

45
9

女
性

2.7
1

3.8
45

5
壮
年

36
.1

40
11

.1
21
76

壮
年

4.7
2

6.4
21

34
男
性

40
.0

40
9.1

11
13

男
性

6.9
5

7.3
11

00
女
性

32
.0

38
11

.6
10
63

女
性

2.3
0

4.2
10

34
雇
用

者
37
.1

40
9.7

92
1

雇
用
者

4.7
3

5.7
91

4
男
性

38
.9

40
9.6

47
3

男
性

6.5
5

6.5
46

9
正
規

39
.6

40
9.1

41
8

正
規

6.9
5

6.6
41

3
非
正
規

33
.5

38
11

.1
55

非
正
規

3.2
2

4.0
56

女
性

35
.2

38
9.5

44
8

女
性

2.8
1

3.8
44

5
正
規

38
.9

40
6.6

25
3

正
規

3.9
3

4.3
24

7
非
正
規

30
.5

33
10

.5
19
5

非
正
規

1.4
0

2.5
19

8
うち

未
婚
・離

死
別

33
.8

38
9.2

10
0

うち
未
婚
・離

死
別

1.9
0

2.9
10

2
非
雇

用
者

36
.2

40
15

.4
23

非
雇
用
者

1.3
0

4.4
22

男
性

35
.4

40
17

.0
12

男
性

2.3
0

5.8
12

女
性

37
.0

36
14

.3
11

女
性

0.1
0

0.3
10

非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

雇
用

者
36
.1

40
10

.8
20
81

雇
用
者

4.7
2

6.4
20

38
男
性

40
.0

40
8.7

10
56

男
性

7.0
5

7.3
10

40
正
規

40
.2

40
8.5

97
8

正
規

7.3
5

7.3
96

2
非
正
規

36
.9

40
10

.7
78

非
正
規

4.2
1

6.9
78

女
性

32
.2

38
11

.4
10
25

女
性

2.4
0

4.3
99

8
正
規

37
.6

40
8.7

50
1

正
規

3.6
2

5.1
48

6
非
正
規

27
.0

28
11

.2
52
4

非
正
規

1.2
0

2.9
51

2
うち

未
婚
・離

死
別

33
.8

38
9.3

11
6

うち
未
婚
・離

死
別

1.2
0

2.2
11

4
非
雇

用
者

35
.8

40
16

.5
95

非
雇
用
者

3.1
0

5.3
96

男
性

40
.8

40
14

.8
57

男
性

4.3
2

5.9
60

女
性

28
.4

35
16

.4
38

女
性

1.1
0

3.3
36

非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
６　

あ
な
た
の
1週

間
あ
た
りの

 ③
合
計
労
働
時

間
をお

答
え
くだ

さい
。（

数
字
を記

入
）

平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
40
.6

40
19
.8

11
70

若
年

42
.0

40
18
.1

31
3

男
性

47
.0

48
16
.8

17
2

女
性

35
.9

36
17
.7

14
1

壮
年

40
.1

40
20
.4

85
7

男
性

51
.6

50
16
.2

41
6

女
性

29
.2

26
17
.8

44
1

雇
用

者
41
.1

40
17
.2

26
2

男
性

45
.5

46
15
.5

13
8

正
規

49
.7

48
12
.5

99
非
正
規

35
.0

35
17
.5

39
女
性

36
.1

36
17
.7

12
4

正
規

48
.2

45
17
.1

44
非
正
規

29
.4

29
14
.2

80
うち

未
婚

・離
死

別
35
.1

35
18
.3

29
非
雇

用
者

46
.6

48
21
.6

51
男
性

52
.8

52
20
.6

34
女
性

34
.4

30
18
.7

17
非
就

業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

雇
用

者
38
.1

40
18
.6

61
2

男
性

51
.1

50
14
.9

26
7

正
規

52
.1

50
14
.8

23
6

非
正
規

43
.9

42
13
.6

31
女
性

28
.0

25
14
.5

34
5

正
規

43
.7

42
8.3

63
非
正
規

24
.5

23
13
.2

28
2

うち
未
婚

・離
死

別
33
.0

35
16
.2

58
非
雇

用
者

45
.1

48
23
.5

24
5

男
性

52
.5

50
18
.3

14
9

女
性

33
.7

30
26
.0

96
非
就

業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
７　

あ
な
た
の
勤
務
先
は
、ど

の
よう

な
事

業
をし

て
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

農
・林

・漁
業

鉱
業

・建
設

業
製

造
業

情
報
通
信

業
運
輸
業

金
融
・保

険
業

小
売
業

飲
食
サ
ー

ビス
業

医
療
・福

祉
教
育
・学

習
支
援
業

公
務

そ
の
他

無
回
答

合
計

N

計
1.5

7.1
19
.1

4.9
4.6

4.0
10
.9

7.3
14

.7
4.9

5.9
13
.3

1.9
10
0.0

40
28

若
年

1.8
5.9

19
.1

4.7
3.6

4.0
10
.7

7.4
15

.4
5.5

5.1
14
.4

2.5
10
0.0

11
83

男
性

3.0
9.7

26
.7

5.9
4.8

2.1
9.7

5.9
8.2

3.1
5.6

13
.4

2.0
10
0.0

61
0

女
性

0.5
1.9

11
.0

3.5
2.4

5.9
11
.7

8.9
23

.0
8.0

4.5
15
.4

3.1
10
0.0

57
3

壮
年

1.4
7.6

19
.1

5.0
5.0

4.0
11
.0

7.3
14

.4
4.6

6.2
12
.9

1.6
10
0.0

28
45

男
性

2.2
11
.4

25
.0

5.9
7.3

3.5
8.7

4.6
5.6

3.0
8.2

12
.6

1.8
10
0.0

14
47

女
性

0.5
3.6

12
.9

3.9
2.6

4.4
13
.3

10
.2

23
.5

6.2
4.1

13
.1

1.4
10
0.0

13
98

雇
用

者
1.2

5.4
20
.4

4.9
3.8

4.2
11
.1

7.4
16

.5
5.5

5.5
13
.3

0.8
10
0.0

10
94

男
性

2.0
8.8

29
.0

6.1
5.2

2.3
9.9

5.7
9.0

3.0
6.1

12
.4

0.5
10
0.0

55
8

正
規

1.7
9.3

31
.5

6.8
4.9

2.5
7.8

4.9
8.5

3.2
6.8

11
.6

0.6
10
0.0

47
3

非
正
規

3.5
5.9

15
.3

2.4
7.1

1.2
21
.2

10
.6

11
.8

2.4
2.4

16
.5

0.0
10
0.0

85
女
性

0.4
1.9

11
.4

3.7
2.4

6.2
12
.3

9.1
24

.3
8.0

4.9
14
.4

1.1
10
0.0

53
6

正
規

0.4
3.2

7.5
3.2

1.8
10
.0

7.8
3.2

33
.1

7.1
6.0

15
.7

1.1
10
0.0

28
1

非
正
規

0.4
0.4

15
.7

4.3
3.1

2.0
17
.3

15
.7

14
.5

9.0
3.5

12
.9

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

0.0
16
.3

5.7
3.3

0.8
18
.7

17
.9

11
.4

7.3
7.3

10
.6

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

11
.6

15
.9

4.3
2.9

1.4
1.4

7.2
8.7

2.9
7.2

0.0
34
.8

1.4
10
0.0

69
男
性

16
.3

23
.3

2.3
4.7

0.0
0.0

9.3
9.3

0.0
4.7

0.0
30
.2

0.0
10
0.0

43
女
性

3.8
3.8

7.7
0.0

3.8
3.8

3.8
7.7

7.7
11
.5

0.0
42
.3

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
0.7

7.0
20
.2

5.1
5.4

4.3
10
.9

6.9
15

.7
4.8

7.0
11
.5

0.4
10
0.0

24
84

男
性

1.1
10
.3

27
.8

6.4
8.3

3.8
8.4

3.6
5.5

3.6
9.7

11
.3

0.3
10
0.0

12
26

正
規

1.0
10
.9

27
.9

6.3
7.9

4.0
8.4

3.5
5.3

3.7
10
.4

10
.4

0.4
10
0.0

11
23

非
正
規

1.9
3.9

27
.2

7.8
12
.6

1.0
8.7

4.9
7.8

1.9
1.9

20
.4

0.0
10
0.0

10
3

女
性

0.3
3.7

12
.8

3.7
2.5

4.8
13
.3

10
.2

25
.8

6.0
4.5

11
.8

0.6
10
0.0

12
58

正
規

0.2
4.9

12
.3

4.4
2.1

7.4
7.2

2.7
33

.0
7.6

6.8
11
.0

0.6
10
0.0

52
8

非
正
規

0.4
2.9

13
.2

3.3
2.9

3.0
17
.7

15
.6

20
.5

4.9
2.7

12
.3

0.5
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
1.3

2.0
19
.6

2.0
1.3

2.6
11
.8

9.8
19

.6
2.6

4.6
22
.9

0.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

6.7
13
.1

12
.5

4.6
2.8

1.8
12
.8

11
.3

5.8
3.4

0.6
24
.5

0.0
10
0.0

32
7

男
性

9.5
19
.6

10
.6

3.5
2.0

2.5
11
.6

11
.1

7.0
0.0

0.0
22
.6

0.0
10
0.0

19
9

女
性

2.3
3.1

15
.6

6.3
3.9

0.8
14
.8

11
.7

3.9
8.6

1.6
27
.3

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
８　

勤
務
先
の

企
業
・組

織
全
体
の
従

業
員
数
は
ど
の

くら
い
で
す
か
。※

パ
ー
トな

ど
も含

む
。（

ひ
とつ

だ
け
）

10
00

人
以

上
30
0～

99
9

人
10
0～

29
9

人
30
～
99
人

1～
29
人

な
し

官
公
庁

無
回
答

合
計

N

計
23
.7

14
.7

13
.2

14
.6

26
.7

1.8
2.9

2.4
10
0.0

40
28

若
年

25
.7

15
.1

13
.9

14
.8

23
.9

1.3
2.5

2.7
10
0.0

11
83

男
性

25
.2

14
.8

14
.1

15
.7

24
.4

1.8
2.1

1.8
10
0.0

61
0

女
性

26
.2

15
.5

13
.8

13
.8

23
.4

0.7
3.0

3.7
10
0.0

57
3

壮
年

22
.9

14
.5

12
.9

14
.5

27
.9

2.0
3.1

2.2
10
0.0

28
45

男
性

24
.2

15
.6

12
.1

12
.9

27
.3

2.1
3.7

2.1
10
0.0

14
47

女
性

21
.6

13
.3

13
.7

16
.2

28
.5

1.9
2.4

2.4
10
0.0

13
98

雇
用

者
27
.5

16
.4

14
.8

15
.7

21
.8

0.1
2.7

1.0
10
0.0

10
94

男
性

27
.6

16
.1

15
.4

16
.8

21
.3

0.0
2.3

0.4
10
0.0

55
8

正
規

28
.5

16
.9

14
.6

16
.9

19
.9

0.0
2.7

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

22
.4

11
.8

20
.0

16
.5

29
.4

0.0
0.0

0.0
10
0.0

85
女
性

27
.4

16
.6

14
.2

14
.6

22
.2

0.2
3.2

1.7
10
0.0

53
6

正
規

28
.5

18
.9

12
.8

11
.0

24
.2

0.0
3.9

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

26
.3

14
.1

15
.7

18
.4

20
.0

0.4
2.4

2.7
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
31
.7

13
.0

13
.0

20
.3

15
.4

0.0
4.1

2.4
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

4.3
0.0

4.3
4.3

65
.2

20
.3

0.0
1.4

10
0.0

69
男
性

0.0
0.0

0.0
4.7

69
.8

25
.6

0.0
0.0

10
0.0

43
女
性

11
.5

0.0
11
.5

3.8
57
.7

11
.5

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
26
.0

16
.5

14
.6

15
.8

22
.7

0.0
3.5

1.0
10
0.0

24
84

男
性

28
.3

18
.3

14
.0

14
.4

20
.0

0.0
4.3

0.7
10
0.0

12
26

正
規

28
.5

18
.2

14
.1

13
.9

20
.3

0.0
4.6

0.4
10
0.0

11
23

非
正
規

26
.2

19
.4

13
.6

20
.4

16
.5

0.0
1.0

2.9
10
0.0

10
3

女
性

23
.7

14
.7

15
.1

17
.1

25
.4

0.0
2.7

1.4
10
0.0

12
58

正
規

22
.7

18
.0

17
.0

16
.1

21
.8

0.0
4.0

0.4
10
0.0

52
8

非
正
規

24
.4

12
.3

13
.7

17
.8

27
.9

0.0
1.8

2.1
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
28
.1

15
.0

18
.3

13
.7

21
.6

0.0
2.0

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

2.1
0.9

1.5
6.1

70
.3

17
.4

0.0
1.5

10
0.0

32
7

男
性

1.5
1.0

1.5
4.5

75
.4

15
.6

0.0
0.5

10
0.0

19
9

女
性

3.1
0.8

1.6
8.6

62
.5

20
.3

0.0
3.1

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
９　

あ
な
た
は
、ど

の
よう

に
して

現
在

の
勤
務
先
に
つ
きま

した
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

家
族
・親

戚
の
紹
介

友
人

・知
人

の
紹
介

卒
業
した

学
校
や
先
生

の
紹
介

（学
校
推
薦
含

む
）

職
業
安
定

所
（ハ

ロー
ワ
ー
ク）

の
紹
介

民
間
の
職

業
紹
介
機

関
の
紹
介

求
人
広
告
・

雑
誌
な
ど
を

見
て
直
接

応
募
した

ウ
ェブ

・
ペ
ー
ジ
を見

て
直
接

応
募

した

自
分
で
連

絡
先
を調

べ
て
直
接

応
募
した

家
業
を継

い
だ
（家

業
に
入
った

）

自
分
で
は

じ
め

た
（起

業
した

）

現
在
の

勤
務
先
か

ら
誘
わ
れ

た
そ
の
他

無
回
答

合
計

N

計
7.9

12
.4

12
.5

13
.3

3.7
17
.2

4.9
8.1

5.4
3.2

5.5
4.1

1.9
10
0.0

40
28

若
年

7.2
11
.2

14
.6

13
.9

5.5
14
.5

9.3
7.4

3.9
1.8

4.6
3.7

2.4
10
0.0

11
83

男
性

10
.2

11
.6

16
.2

12
.0

4.9
10
.8

9.7
6.6

5.2
2.6

4.9
3.3

2.0
10
0.0

61
0

女
性

4.0
10
.8

12
.9

15
.9

6.1
18
.5

8.9
8.2

2.4
0.9

4.4
4.2

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

8.2
12
.9

11
.6

13
.0

2.9
18
.2

3.1
8.4

6.0
3.8

5.8
4.2

1.8
10
0.0

28
45

男
性

8.9
12
.0

15
.3

11
.1

2.7
12
.3

2.8
10
.5

7.5
5.5

5.7
3.6

2.1
10
0.0

14
47

女
性

7.4
13
.8

7.8
15

.0
3.1

24
.4

3.3
6.2

4.6
2.1

5.9
4.9

1.4
10
0.0

13
98

雇
用

者
6.7

11
.9

15
.7

15
.0

5.9
15
.7

10
.0

7.8
1.8

0.2
4.8

3.9
0.6

10
0.0

10
94

男
性

9.7
12
.7

17
.6

13
.1

5.4
11
.8

10
.6

7.2
2.7

0.2
5.0

3.6
0.5

10
0.0

55
8

正
規

9.9
12
.5

19
.9

12
.3

5.1
9.9

10
.8

6.8
3.0

0.2
5.3

4.0
0.4

10
0.0

47
3

非
正
規

8.2
14
.1

4.7
17

.6
7.1

22
.4

9.4
9.4

1.2
0.0

3.5
1.2

1.2
10
0.0

85
女
性

3.5
11
.0

13
.8

17
.0

6.5
19
.8

9.3
8.4

0.9
0.2

4.5
4.3

0.7
10
0.0

53
6

正
規

3.6
8.9

23
.1

17
.1

5.7
7.8

11
.4

8.5
1.8

0.4
5.3

5.7
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

3.5
13
.3

3.5
16

.9
7.5

32
.9

7.1
8.2

0.0
0.0

3.5
2.7

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.8

13
.8

3.3
15

.4
11
.4

31
.7

8.9
8.9

0.0
0.0

1.6
4.1

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

17
.4

4.3
1.4

0.0
0.0

0.0
1.4

2.9
37

.7
27
.5

4.3
1.4

1.4
10
0.0

69
男
性

18
.6

0.0
2.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
39

.5
34
.9

4.7
0.0

0.0
10
0.0

43
女
性

15
.4

11
.5

0.0
0.0

0.0
0.0

3.8
7.7

34
.6

15
.4

3.8
3.8

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
8.1

13
.6

13
.2

14
.9

3.3
20
.5

3.5
9.3

1.9
0.2

6.6
4.4

0.6
10
0.0

24
84

男
性

9.5
13
.1

18
.0

13
.1

3.2
14
.3

3.3
12
.2

1.9
0.2

6.7
4.2

0.5
10
0.0

12
26

正
規

9.6
12
.6

19
.3

12
.7

3.4
12
.6

3.0
13
.0

2.0
0.3

6.9
4.0

0.5
10
0.0

11
23

非
正
規

7.8
18
.4

3.9
16

.5
1.0

32
.0

6.8
2.9

1.0
0.0

3.9
5.8

0.0
10
0.0

10
3

女
性

6.8
14
.1

8.6
16

.7
3.3

26
.5

3.6
6.6

1.8
0.1

6.5
4.7

0.6
10
0.0

12
58

正
規

7.6
12
.3

19
.9

16
.5

3.4
13
.4

2.5
8.7

2.5
0.2

7.2
5.1

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

6.3
15
.5

0.4
16

.8
3.3

35
.9

4.4
5.1

1.4
0.0

6.0
4.4

0.5
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

13
.7

0.7
23

.5
5.2

33
.3

4.6
3.3

0.0
0.0

6.5
5.2

0.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

9.2
8.9

0.3
0.3

0.6
3.4

0.3
2.1

38
.5

32
.1

0.6
3.1

0.6
10
0.0

32
7

男
性

6.5
7.0

0.0
0.5

0.0
1.5

0.0
1.5

42
.7

38
.2

0.5
0.5

1.0
10
0.0

19
9

女
性

13
.3

11
.7

0.8
0.0

1.6
6.3

0.8
3.1

32
.0

22
.7

0.8
7.0

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
10
　
あ

な
た
は
現
在
の

勤
務
先
で
い
つ

か
ら
働
い
て
い

ま
す
か
。
_年

（
数
字

を
記
入
）

勤
務

開
始

年

平
均
値

勤
続
年

数

平
均
値

勤
続
年
数

中
央
値

勤
続
年
数

標
準
偏
差

Ｎ

計
20
04
.3

8.5
7

7.0
40

28
若
年

20
07
.9

4.9
4

4.0
11

83
男
性

20
07
.1

5.7
5

4.2
61
0

女
性

20
08
.7

4.1
3

3.5
57
3

壮
年

20
02
.8

10
.0

9
7.4

28
45

男
性

20
00
.4

12
.4

13
7.1

14
47

女
性

20
05
.2

7.5
6

6.9
13

98
雇
用

者
20
07
.8

4.9
4

4.0
10

94
男
性

20
07
.1

5.8
5

4.2
55
8

正
規

20
06
.7

6.2
6

4.2
47
3

非
正
規

20
09
.3

3.4
2

3.6
85

女
性

20
08
.7

4.1
3

3.5
53
6

正
規

20
07
.4

5.4
5

3.4
28
1

非
正
規

20
10
.0

2.7
2

3.0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
20
09
.7

3.0
2

2.9
12
3

非
雇

用
者

20
08
.2

4.6
4

3.8
69

男
性

20
07
.7

5.1
4

4.4
43

女
性

20
09
.0

3.7
4

2.6
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
雇
用

者
20
02
.8

10
.0

9
7.5

24
84

男
性

20
00
.2

12
.6

13
7.1

12
26

正
規

19
99
.6

13
.2

14
6.8

11
23

非
正
規

20
07
.1

5.5
3

6.0
10
3

女
性

20
05
.2

7.5
5

7.0
12

58
正
規

20
01
.0

11
.9

12
7.3

52
8

非
正
規

20
08
.3

4.3
3

4.6
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
20
08
.3

4.4
3

4.8
15
3

非
雇

用
者

20
02
.9

9.9
9

6.6
32
7

男
性

20
01
.7

11
.1

11
6.6

19
9

女
性

20
04
.7

8.1
8

6.2
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
11
　あ

な
た
は
、過

去
に
別
の

勤
務
先
で
働
い
て
い
た
こと

が
あ
りま

す
か
。

問
11
-1

　前
職
と比

べ
て
、収

入
は
ど
う変

化
しま

した
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

（ひ
とつ

だ
け
）※

学
生
時

代
の
ア
ル

バ
イト

は
除
く

あ
る

な
い

合
計

N
大
きく

増
加

や
や
増
加

ほ
ぼ

同
じ

や
や
減
少

大
きく

減
少

無
回
答

合
計

N

計
71
.1

28
.9

10
0.0

40
28

計
13
.3

27
.2

15
.4

16
.3

22
.5

5.2
10
0.0

28
62

若
年

64
.5

35
.5

10
0.0

11
83

若
年

13
.2

27
.8

15
.7

17
.8

19
.7

5.8
10
0.0

76
3

男
性

58
.5

41
.5

10
0.0

61
0

男
性

17
.4

32
.2

14
.0

14
.8

14
.8

6.7
10
0.0

35
7

女
性

70
.9

29
.1

10
0.0

57
3

女
性

9.6
23
.9

17
.2

20
.4

23
.9

4.9
10
0.0

40
6

壮
年

73
.8

26
.2

10
0.0

28
45

壮
年

13
.4

27
.0

15
.3

15
.8

23
.5

5.0
10
0.0

20
99

男
性

63
.7

36
.3

10
0.0

14
47

男
性

17
.1

33
.6

17
.8

13
.2

13
.4

4.8
10
0.0

92
2

女
性

84
.2

15
.8

10
0.0

13
98

女
性

10
.5

21
.8

13
.4

17
.8

31
.4

5.2
10
0.0

11
77

雇
用

者
63
.5

36
.5

10
0.0

10
94

雇
用
者

13
.7

29
.1

16
.1

18
.0

19
.1

4.0
10
0.0

69
5

男
性

57
.7

42
.3

10
0.0

55
8

男
性

18
.6

33
.2

13
.7

15
.2

14
.0

5.3
10
0.0

32
2

正
規

53
.5

46
.5

10
0.0

47
3

正
規

21
.7

34
.8

14
.2

13
.8

9.1
6.3

10
0.0

25
3

非
正
規

81
.2

18
.8

10
0.0

85
非
正
規

7.2
27
.5

11
.6

20
.3

31
.9

1.4
10
0.0

69
女
性

69
.6

30
.4

10
0.0

53
6

女
性

9.4
25
.5

18
.2

20
.4

23
.6

2.9
10
0.0

37
3

正
規

48
.4

51
.6

10
0.0

28
1

正
規

14
.7

34
.6

17
.6

21
.3

8.1
3.7

10
0.0

13
6

非
正
規

92
.9

7.1
10
0.0

25
5

非
正
規

6.3
20
.3

18
.6

19
.8

32
.5

2.5
10
0.0

23
7

うち
未
婚
・離

死
別

91
.9

8.1
10
0.0

12
3

うち
未
婚
・離

死
別

8.0
29
.2

18
.6

23
.0

19
.5

1.8
10
0.0

11
3

非
雇

用
者

79
.7

20
.3

10
0.0

69
非
雇
用
者

10
.9

18
.2

14
.5

20
.0

30
.9

5.5
10
0.0

55
男
性

67
.4

32
.6

10
0.0

43
男
性

6.9
27
.6

20
.7

13
.8

27
.6

3.4
10
0.0

29
女
性

10
0.0

0.0
10
0.0

26
女
性

15
.4

7.7
7.7

26
.9

34
.6

7.7
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
71
.9

28
.1

10
0.0

24
84

雇
用
者

13
.5

27
.7

15
.7

16
.1

23
.2

3.8
10
0.0

17
85

男
性

60
.2

39
.8

10
0.0

12
26

男
性

16
.9

35
.0

18
.7

13
.7

12
.7

3.0
10
0.0

73
8

正
規

57
.0

43
.0

10
0.0

11
23

正
規

18
.0

37
.8

18
.3

12
.3

10
.5

3.1
10
0.0

64
0

非
正
規

95
.1

4.9
10
0.0

10
3

非
正
規

10
.2

16
.3

21
.4

22
.4

27
.6

2.0
10
0.0

98
女
性

83
.2

16
.8

10
0.0

12
58

女
性

11
.1

22
.5

13
.6

17
.9

30
.7

4.3
10
0.0

10
47

正
規

62
.9

37
.1

10
0.0

52
8

正
規

21
.4

35
.5

13
.6

14
.8

12
.3

2.4
10
0.0

33
2

非
正
規

97
.9

2.1
10
0.0

73
0

非
正
規

6.3
16
.5

13
.6

19
.3

39
.2

5.2
10
0.0

71
5

うち
未
婚
・離

死
別

96
.7

3.3
10
0.0

15
3

うち
未
婚
・離

死
別

6.8
16
.9

20
.9

27
.0

24
.3

4.1
10
0.0

14
8

非
雇

用
者

87
.8

12
.2

10
0.0

32
7

非
雇
用
者

13
.9

25
.1

14
.6

15
.0

27
.5

3.8
10
0.0

28
7

男
性

84
.4

15
.6

10
0.0

19
9

男
性

19
.6

31
.0

15
.5

12
.5

17
.9

3.6
10
0.0

16
8

女
性

93
.0

7.0
10
0.0

12
8

女
性

5.9
16
.8

13
.4

18
.5

41
.2

4.2
10
0.0

11
9

非
就

業
者

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年

－ 314 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



 
 

 

問
12
　あ

な
た
の

通
勤
時
間
（片

道
）は

ど
の
くら

い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

自
宅

で
就

業
10
分
未

満
（自

宅
以
外

で
就
業
）

10
～
30
分

未
満

30
～
60
分

未
満

60
～
90
分

未
満

90
分

以
上

無
回
答

合
計

N

計
5.8

17
.4

39
.5

25
.3

8.1
1.9

1.9
10
0.0

40
28

若
年

3.8
17
.5

39
.2

27
.0

8.5
1.6

2.3
10
0.0

11
83

男
性

4.9
15
.2

39
.5

27
.7

9.0
1.8

1.8
10
0.0

61
0

女
性

2.6
19
.9

38
.9

26
.4

8.0
1.4

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

6.6
17
.4

39
.6

24
.6

7.9
2.1

1.7
10
0.0

28
45

男
性

7.7
13
.3

35
.2

27
.2

11
.3

3.3
2.1

10
0.0

14
47

女
性

5.6
21
.7

44
.3

21
.9

4.5
0.8

1.3
10
0.0

13
98

雇
用

者
0.9

18
.1

41
.2

28
.3

9.1
1.7

0.5
10
0.0

10
94

男
性

1.4
15
.8

41
.6

29
.2

9.7
2.0

0.4
10
0.0

55
8

正
規

1.7
14
.2

42
.3

29
.8

9.7
1.9

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

0.0
24
.7

37
.6

25
.9

9.4
2.4

0.0
10
0.0

85
女
性

0.4
20
.5

40
.9

27
.4

8.6
1.5

0.7
10
0.0

53
6

正
規

0.4
16
.4

38
.8

32
.4

10
.0

1.8
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

0.4
25
.1

43
.1

22
.0

7.1
1.2

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

20
.3

37
.4

28
.5

11
.4

2.4
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

50
.7

13
.0

18
.8

14
.5

1.4
0.0

1.4
10
0.0

69
男
性

51
.2

11
.6

20
.9

14
.0

2.3
0.0

0.0
10
0.0

43
女
性

50
.0

15
.4

15
.4

15
.4

0.0
0.0

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
1.1

17
.8

43
.5

26
.2

8.7
2.2

0.4
10
0.0

24
84

男
性

1.0
13
.0

39
.6

29
.9

12
.6

3.6
0.4

10
0.0

12
26

正
規

1.0
13
.4

39
.4

30
.0

12
.1

3.7
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

1.0
8.7

41
.7

29
.1

17
.5

1.9
0.0

10
0.0

10
3

女
性

1.3
22
.6

47
.3

22
.7

4.8
0.9

0.5
10
0.0

12
58

正
規

0.8
13
.3

45
.6

31
.4

7.8
0.9

0.2
10
0.0

52
8

非
正
規

1.6
29
.3

48
.5

16
.3

2.7
0.8

0.7
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

21
.6

47
.7

20
.3

7.2
2.6

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

49
.2

15
.9

14
.7

14
.4

3.4
1.2

1.2
10
0.0

32
7

男
性

49
.7

16
.6

12
.1

13
.1

4.5
2.0

2.0
10
0.0

19
9

女
性

48
.4

14
.8

18
.8

16
.4

1.6
0.0

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
13
　あ

な
た
の

職
種
は
、次

の
ど
れ
に
あ
た
りま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

専
門
的
・技

術
的

な
職

種
管
理
的

な
職
種

事
務
的
な

職
種

営
業

職
販

売
の
職

種
運

輸
・通

信
の
職
種

保
安
の
職

種

技
能
工
・生

産
工
程
に

関
わ
る職 種

農
・林

・漁
業

に
関
わ

る職
種

サ
ー

ビス
の
職
種
（資

格
要
）

サ
ー
ビス

の
職
種
（資

格
不
要
）

そ
の
他

の
職
種

無
回
答

合
計

N

計
27
.7

4.6
17
.4

6.1
7.1

3.5
1.2

12
.1

1.2
4.7

8.5
3.9

2.0
10
0.0

40
28

若
年

29
.6

1.9
14
.8

6.9
7.9

2.5
1.3

13
.2

1.4
4.2

10
.1

3.6
2.6

10
0.0

11
83

男
性

31
.8

2.8
4.9

10
.2

6.4
4.1

2.3
19
.2

2.3
3.4

7.5
2.8

2.3
10
0.0

61
0

女
性

27
.2

0.9
25
.3

3.5
9.4

0.9
0.2

6.8
0.5

5.1
12
.9

4.4
3.0

10
0.0

57
3

壮
年

26
.9

5.8
18
.5

5.7
6.7

3.9
1.2

11
.7

1.1
4.9

7.8
4.1

1.7
10
0.0

28
45

男
性

29
.6

9.5
8.8

8.8
4.6

6.5
2.3

15
.7

1.8
4.0

2.8
3.5

1.9
10
0.0

14
47

女
性

24
.2

1.9
28
.5

2.5
8.9

1.3
0.1

7.5
0.4

5.7
12
.9

4.6
1.4

10
0.0

13
98

雇
用

者
30
.6

1.6
15
.5

7.2
7.6

2.7
1.4

13
.5

0.8
4.4

10
.6

3.0
0.9

10
0.0

10
94

男
性

32
.8

2.5
5.4

10
.8

5.9
4.5

2.5
19
.9

1.3
3.8

7.7
2.2

0.9
10
0.0

55
8

正
規

34
.5

3.0
5.5

12
.1

4.2
4.7

2.7
20
.1

1.3
4.0

5.5
2.1

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

23
.5

0.0
4.7

3.5
15
.3

3.5
1.2

18
.8

1.2
2.4

20
.0

2.4
3.5

10
0.0

85
女
性

28
.4

0.7
26
.1

3.5
9.3

0.9
0.2

6.9
0.4

5.0
13
.6

3.9
0.9

10
0.0

53
6

正
規

39
.1

1.1
32
.4

5.7
3.6

0.4
0.0

1.8
0.4

7.5
5.0

2.8
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

16
.5

0.4
19
.2

1.2
15
.7

1.6
0.4

12
.5

0.4
2.4

23
.1

5.1
1.6

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
15
.4

0.0
21
.1

1.6
15
.4

1.6
0.0

11
.4

0.0
2.4

27
.6

3.3
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

21
.7

5.8
7.2

4.3
14
.5

0.0
0.0

11
.6

11
.6

2.9
5.8

13
.0

1.4
10
0.0

69
男
性

25
.6

7.0
0.0

4.7
14
.0

0.0
0.0

14
.0

16
.3

0.0
7.0

11
.6

0.0
10
0.0

43
女
性

15
.4

3.8
19
.2

3.8
15
.4

0.0
0.0

7.7
3.8

7.7
3.8

15
.4

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
27
.4

5.4
19
.9

6.0
6.6

4.3
1.4

11
.9

0.4
4.4

7.9
3.8

0.5
10
0.0

24
84

男
性

29
.8

9.3
10
.2

9.6
4.3

7.4
2.6

16
.6

0.6
3.3

2.6
3.2

0.5
10
0.0

12
26

正
規

30
.1

10
.1

11
.1

10
.2

4.2
6.8

2.8
16
.4

0.4
3.0

1.8
2.7

0.4
10
0.0

11
23

非
正
規

26
.2

1.0
0.0

2.9
5.8

14
.6

1.0
19
.4

1.9
5.8

11
.7

8.7
1.0

10
0.0

10
3

女
性

25
.0

1.6
29
.4

2.5
8.9

1.3
0.2

7.3
0.2

5.6
13
.0

4.5
0.6

10
0.0

12
58

正
規

36
.0

3.0
37
.3

4.5
4.5

0.6
0.4

3.4
0.2

4.7
3.4

1.5
0.4

10
0.0

52
8

非
正
規

17
.1

0.5
23
.7

1.1
12
.1

1.8
0.0

10
.1

0.3
6.2

19
.9

6.6
0.7

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
11
.1

0.7
30
.1

1.3
9.2

2.0
0.0

13
.1

0.7
5.9

18
.3

7.8
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

26
.3

9.5
9.5

4.0
8.0

1.5
0.3

11
.0

6.7
8.6

8.0
6.4

0.3
10
0.0

32
7

男
性

31
.7

12
.1

1.5
5.0

7.0
1.5

0.5
11
.6

9.5
9.0

4.5
6.0

0.0
10
0.0

19
9

女
性

18
.0

5.5
21
.9

2.3
9.4

1.6
0.0

10
.2

2.3
7.8

13
.3

7.0
0.8

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
14
　あ

な
た
の
職

務
に
は
、次

の
①
～
⑧

の
よう

な
業
務
が
ど
の
程
度
含

ま
れ
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
14

　あ
な
た
の
職
務
に
は
、次

の
①

～
⑧
の
よう

な
業
務

が
ど
の
程

度
含
ま
れ
ま
す

か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
部
下
や

ス
タッ

フを
管

理
す
る業

務
②
会

社
の
事
業

な
ど
を企

画
す

る業
務

大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含
ま
れ

る
あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ

な
い

無
回
答

合
計

N
大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含

ま
れ
る

あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ
な
い

無
回
答

合
計

N

計
14
.0

22
.4

20
.2

41
.4

2.1
10

0.0
40

28
計

7.2
17
.0

22
.6

51
.0

2.2
10
0.0

40
28

若
年

10
.1

21
.8

23
.1

42
.6

2.4
10

0.0
11

83
若
年

5.2
14
.7

25
.0

52
.7

2.5
10
0.0

11
83

男
性

12
.6

25
.7

23
.8

35
.9

2.0
10

0.0
61

0
男
性

5.7
18
.7

27
.2

46
.2

2.1
10
0.0

61
0

女
性

7.5
17
.6

22
.3

49
.7

2.8
10

0.0
57

3
女
性

4.5
10
.5

22
.7

59
.5

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

15
.6

22
.7

18
.9

40
.8

1.9
10

0.0
28

45
壮
年

8.0
18
.0

21
.6

50
.3

2.1
10
0.0

28
45

男
性

24
.0

28
.1

20
.9

24
.9

2.2
10

0.0
14

47
男
性

12
.4

23
.5

25
.7

35
.9

2.5
10
0.0

14
47

女
性

6.9
17
.2

17
.0

57
.4

1.6
10

0.0
13

98
女
性

3.5
12
.2

17
.3

65
.2

1.7
10
0.0

13
98

雇
用

者
9.7

23
.1

24
.3

42
.2

0.6
10

0.0
10

94
雇
用
者

4.2
15
.3

26
.1

53
.7

0.7
10
0.0

10
94

男
性

12
.2

27
.4

24
.7

35
.1

0.5
10

0.0
55

8
男

性
4.1

19
.4

28
.9

47
.0

0.7
10
0.0

55
8

正
規

14
.0

30
.4

25
.6

29
.6

0.4
10

0.0
47

3
正
規

4.4
20
.7

30
.9

43
.1

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

2.4
10
.6

20
.0

65
.9

1.2
10

0.0
85

非
正

規
2.4

11
.8

17
.6

68
.2

0.0
10
0.0

85
女
性

7.1
18
.7

23
.9

49
.6

0.7
10

0.0
53

6
女

性
4.3

11
.0

23
.3

60
.6

0.7
10
0.0

53
6

正
規

10
.3

26
.0

29
.5

33
.5

0.7
10

0.0
28

1
正
規

6.4
12
.8

30
.6

49
.5

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

3.5
10
.6

17
.6

67
.5

0.8
10

0.0
25

5
非
正

規
2.0

9.0
15
.3

72
.9

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

3.3
12
.2

17
.9

66
.7

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

1.6
8.9

14
.6

74
.8

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

7.2
10

.1
60

.9
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
21
.7

10
.1

14
.5

52
.2

1.4
10
0.0

69
男
性

20
.9

9.3
16

.3
53

.5
0.0

10
0.0

43
男

性
27
.9

14
.0

11
.6

46
.5

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

3.8
0.0

73
.1

3.8
10

0.0
26

女
性

11
.5

3.8
19
.2

61
.5

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
14
.6

24
.2

20
.4

40
.0

0.8
10

0.0
24

84
雇
用
者

5.0
18
.2

23
.2

52
.8

0.9
10
0.0

24
84

男
性

23
.2

31
.2

22
.8

22
.2

0.7
10

0.0
12

26
男

性
7.7

24
.8

28
.5

38
.0

0.9
10
0.0

12
26

正
規

24
.8

32
.5

22
.6

19
.3

0.7
10

0.0
11

23
正
規

8.3
26
.2

29
.7

34
.8

1.0
10
0.0

11
23

非
正
規

4.9
16
.5

25
.2

53
.4

0.0
10

0.0
10

3
非
正

規
1.9

9.7
15
.5

72
.8

0.0
10
0.0

10
3

女
性

6.3
17
.5

18
.0

57
.4

0.9
10

0.0
12

58
女

性
2.2

11
.8

18
.0

67
.2

0.9
10
0.0

12
58

正
規

11
.4

30
.1

25
.0

32
.6

0.9
10

0.0
52

8
正
規

4.4
20
.5

27
.3

47
.2

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

2.6
8.4

12
.9

75
.3

0.8
10

0.0
73

0
非
正

規
0.7

5.5
11
.2

81
.6

1.0
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

2.6
6.5

15
.0

74
.5

1.3
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

0.7
4.6

9.2
84
.3

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

24
.5

13
.5

10
.1

51
.4

0.6
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
32
.4

18
.0

11
.6

36
.7

1.2
10
0.0

32
7

男
性

31
.7

12
.1

11
.1

44
.2

1.0
10

0.0
19

9
男

性
42
.7

18
.1

11
.1

26
.6

1.5
10
0.0

19
9

女
性

13
.3

15
.6

8.6
62

.5
0.0

10
0.0

12
8

女
性

16
.4

18
.0

12
.5

52
.3

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
14
　あ

な
た
の
職

務
に
は
、次

の
①
～
⑧

の
よう

な
業
務
が
ど
の
程
度
含

ま
れ
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
14

　あ
な
た
の
職
務
に
は
、次

の
①

～
⑧
の
よう

な
業
務

が
ど
の
程

度
含
ま
れ
ま
す

か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

③
意
思
決

定
・判

断
をと

もな
う業

務
④
専

門
知
識
・ス

キ
ル
を求

め
られ

る業
務

大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含
ま
れ

る
あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ

な
い

無
回
答

合
計

N
大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含

ま
れ
る

あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ
な
い

無
回
答

合
計

N

計
23
.9

36
.6

17
.7

19
.7

2.2
10

0.0
40

28
計

44
.1

30
.8

11
.3

11
.7

2.1
10
0.0

40
28

若
年

24
.0

38
.0

17
.7

17
.8

2.5
10

0.0
11

83
若
年

47
.3

27
.6

12
.3

10
.4

2.5
10
0.0

11
83

男
性

25
.9

41
.5

17
.2

13
.4

2.0
10

0.0
61

0
男
性

49
.8

30
.0

11
.5

6.6
2.1

10
0.0

61
0

女
性

22
.0

34
.4

18
.2

22
.5

3.0
10

0.0
57

3
女
性

44
.5

25
.1

13
.1

14
.5

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

23
.8

36
.0

17
.7

20
.4

2.1
10

0.0
28

45
壮
年

42
.8

32
.1

10
.9

12
.3

1.9
10
0.0

28
45

男
性

31
.0

39
.5

16
.3

10
.9

2.4
10

0.0
14

47
男
性

49
.8

34
.4

8.6
4.9

2.3
10
0.0

14
47

女
性

16
.4

32
.3

19
.2

30
.3

1.8
10

0.0
13

98
女
性

35
.5

29
.8

13
.3

19
.9

1.6
10
0.0

13
98

雇
用

者
23
.5

39
.8

18
.6

17
.4

0.7
10

0.0
10

94
雇
用
者

48
.6

28
.1

12
.4

10
.1

0.7
10
0.0

10
94

男
性

24
.6

43
.5

18
.1

13
.3

0.5
10

0.0
55

8
男

性
51
.1

30
.3

11
.3

6.6
0.7

10
0.0

55
8

正
規

27
.1

44
.8

17
.3

10
.1

0.6
10

0.0
47

3
正
規

53
.3

32
.3

10
.6

3.2
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

10
.6

36
.5

22
.4

30
.6

0.0
10

0.0
85

非
正

規
38
.8

18
.8

15
.3

25
.9

1.2
10
0.0

85
女
性

22
.4

35
.8

19
.2

21
.6

0.9
10

0.0
53

6
女

性
46
.1

25
.7

13
.6

13
.8

0.7
10
0.0

53
6

正
規

28
.8

39
.9

17
.1

13
.5

0.7
10

0.0
28

1
正
規

61
.6

24
.9

7.5
5.3

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

15
.3

31
.4

21
.6

30
.6

1.2
10

0.0
25

5
非
正

規
29
.0

26
.7

20
.4

23
.1

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

12
.2

35
.8

24
.4

26
.8

0.8
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

27
.6

26
.0

22
.8

23
.6

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

39
.1

21
.7

7.2
30

.4
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
39
.1

29
.0

13
.0

17
.4

1.4
10
0.0

69
男
性

48
.8

23
.3

9.3
18

.6
0.0

10
0.0

43
男

性
44
.2

32
.6

16
.3

7.0
0.0

10
0.0

43
女
性

23
.1

19
.2

3.8
50

.0
3.8

10
0.0

26
女

性
30
.8

23
.1

7.7
34
.6

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
21
.0

38
.2

19
.4

20
.5

0.9
10

0.0
24

84
雇
用
者

41
.8

33
.7

11
.4

12
.3

0.8
10
0.0

24
84

男
性

26
.9

43
.0

18
.4

10
.8

0.9
10

0.0
12

26
男

性
48
.5

36
.5

9.3
4.9

0.8
10
0.0

12
26

正
規

28
.6

43
.7

17
.5

9.2
1.0

10
0.0

11
23

正
規

50
.2

36
.3

9.1
3.5

0.9
10
0.0

11
23

非
正
規

8.7
35
.0

27
.2

29
.1

0.0
10

0.0
10

3
非
正

規
30
.1

37
.9

11
.7

20
.4

0.0
10
0.0

10
3

女
性

15
.3

33
.5

20
.3

29
.9

1.0
10

0.0
12

58
女

性
35
.3

31
.0

13
.5

19
.5

0.7
10
0.0

12
58

正
規

23
.7

44
.7

17
.4

13
.3

0.9
10

0.0
52

8
正
規

51
.5

33
.7

10
.0

4.2
0.6

10
0.0

52
8

非
正
規

9.2
25
.5

22
.5

41
.9

1.0
10

0.0
73

0
非
正

規
23
.6

29
.0

16
.0

30
.5

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

9.2
23
.5

22
.2

44
.4

0.7
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

21
.6

32
.0

19
.6

25
.5

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

47
.4

22
.6

7.0
22

.0
0.9

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
54
.4

23
.5

8.0
13
.5

0.6
10
0.0

32
7

男
性

59
.3

22
.1

5.5
12

.1
1.0

10
0.0

19
9

男
性

63
.3

25
.6

5.0
5.5

0.5
10
0.0

19
9

女
性

28
.9

23
.4

9.4
37

.5
0.8

10
0.0

12
8

女
性

40
.6

20
.3

12
.5

25
.8

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
14
　あ

な
た
の
職

務
に
は
、次

の
①
～
⑧

の
よう

な
業
務
が
ど
の
程
度
含

ま
れ
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
14

　あ
な
た
の
職
務
に
は
、次

の
①

～
⑧
の
よう

な
業
務

が
ど
の
程

度
含
ま
れ
ま
す

か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑤
部
下
や

後
輩
の
指

導
業
務

⑥
定

型
的
な
業
務

大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含
ま
れ

る
あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ

な
い

無
回
答

合
計

N
大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含

ま
れ
る

あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ
な
い

無
回
答

合
計

N

計
19
.4

32
.2

19
.8

26
.4

2.2
10

0.0
40

28
計

30
.6

40
.9

16
.6

9.2
2.7

10
0.0

40
28

若
年

19
.4

33
.0

20
.8

24
.4

2.4
10

0.0
11

83
若
年

32
.7

40
.0

16
.8

7.5
3.0

10
0.0

11
83

男
性

20
.8

34
.4

22
.1

20
.7

2.0
10

0.0
61

0
男
性

28
.4

40
.3

21
.6

7.2
2.5

10
0.0

61
0

女
性

18
.0

31
.4

19
.4

28
.4

2.8
10

0.0
57

3
女
性

37
.3

39
.6

11
.7

7.9
3.5

10
0.0

57
3

壮
年

19
.4

32
.0

19
.4

27
.2

2.1
10

0.0
28

45
壮
年

29
.7

41
.3

16
.5

9.9
2.5

10
0.0

28
45

男
性

26
.1

35
.8

18
.9

16
.9

2.3
10

0.0
14

47
男
性

25
.8

43
.9

20
.0

7.7
2.6

10
0.0

14
47

女
性

12
.4

28
.0

19
.9

37
.9

1.9
10

0.0
13

98
女
性

33
.8

38
.6

12
.9

12
.2

2.4
10
0.0

13
98

雇
用

者
19
.7

35
.0

22
.0

22
.6

0.6
10

0.0
10

94
雇
用
者

34
.2

40
.6

17
.0

6.9
1.3

10
0.0

10
94

男
性

20
.8

36
.9

23
.3

18
.5

0.5
10

0.0
55

8
男

性
29
.6

40
.7

21
.9

6.8
1.1

10
0.0

55
8

正
規

23
.5

38
.9

21
.8

15
.2

0.6
10

0.0
47

3
正
規

27
.7

43
.3

21
.1

6.6
1.3

10
0.0

47
3

非
正
規

5.9
25
.9

31
.8

36
.5

0.0
10

0.0
85

非
正

規
40
.0

25
.9

25
.9

8.2
0.0

10
0.0

85
女
性

18
.7

33
.0

20
.7

26
.9

0.7
10

0.0
53

6
女

性
39
.0

40
.5

11
.9

7.1
1.5

10
0.0

53
6

正
規

26
.0

36
.7

20
.3

16
.4

0.7
10

0.0
28

1
正
規

37
.4

42
.0

13
.5

5.7
1.4

10
0.0

28
1

非
正
規

10
.6

29
.0

21
.2

38
.4

0.8
10

0.0
25

5
非
正

規
40
.8

38
.8

10
.2

8.6
1.6

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

12
.2

32
.5

16
.3

39
.0

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

46
.3

35
.8

9.8
7.3

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

10
.1

7.2
60

.9
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
18
.8

42
.0

18
.8

18
.8

1.4
10
0.0

69
男
性

25
.6

9.3
11

.6
53

.5
0.0

10
0.0

43
男

性
18
.6

44
.2

23
.3

14
.0

0.0
10
0.0

43
女
性

11
.5

11
.5

0.0
73

.1
3.8

10
0.0

26
女

性
19
.2

38
.5

11
.5

26
.9

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
19
.4

34
.6

20
.5

24
.7

0.8
10

0.0
24

84
雇
用
者

30
.1

43
.3

16
.6

8.6
1.4

10
0.0

24
84

男
性

26
.4

39
.5

20
.1

13
.2

0.8
10

0.0
12

26
男

性
25
.1

47
.2

20
.6

6.0
1.1

10
0.0

12
26

正
規

28
.1

40
.6

19
.6

10
.9

0.8
10

0.0
11

23
正
規

25
.0

47
.8

20
.8

5.1
1.2

10
0.0

11
23

非
正
規

7.8
27
.2

25
.2

38
.8

1.0
10

0.0
10

3
非
正

規
26
.2

40
.8

17
.5

15
.5

0.0
10
0.0

10
3

女
性

12
.6

29
.8

20
.9

35
.9

0.9
10

0.0
12

58
女

性
34
.9

39
.5

12
.8

11
.1

1.7
10
0.0

12
58

正
規

21
.8

41
.1

20
.1

16
.3

0.8
10

0.0
52

8
正
規

36
.9

41
.5

14
.4

5.1
2.1

10
0.0

52
8

非
正
規

5.9
21
.6

21
.5

50
.0

1.0
10

0.0
73

0
非
正

規
33
.4

38
.1

11
.6

15
.5

1.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

4.6
19
.6

26
.8

47
.7

1.3
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

30
.7

41
.2

11
.8

14
.4

2.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

21
.1

15
.3

12
.8

49
.2

1.5
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
30
.3

30
.3

17
.1

21
.4

0.9
10
0.0

32
7

男
性

27
.1

17
.1

13
.6

41
.2

1.0
10

0.0
19

9
男

性
32
.7

28
.1

18
.6

19
.6

1.0
10
0.0

19
9

女
性

11
.7

12
.5

11
.7

61
.7

2.3
10

0.0
12

8
女

性
26
.6

33
.6

14
.8

24
.2

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
14
　あ

な
た
の
職

務
に
は
、次

の
①
～
⑧

の
よう

な
業
務
が
ど
の
程
度
含

ま
れ
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
14

　あ
な
た
の
職
務
に
は
、次

の
①

～
⑧
の
よう

な
業
務

が
ど
の
程

度
含
ま
れ
ま
す

か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑦
他
の
従

業
員
の
補

助
的
な
業

務
⑧
社

内
の
他
部

署
との

連
絡
・調

整
業
務

大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含
ま
れ

る
あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ

な
い

無
回
答

合
計

N
大
い
に
含

ま
れ
る

あ
る程

度
含

ま
れ
る

あ
ま
り含

ま
れ
な
い

ま
った

く含
ま
れ
な
い

無
回
答

合
計

N

計
18
.1

39
.9

23
.1

16
.7

2.2
10

0.0
40

28
計

17
.7

29
.1

21
.3

29
.7

2.2
10
0.0

40
28

若
年

22
.1

42
.3

21
.1

12
.1

2.5
10

0.0
11

83
若
年

17
.1

29
.7

22
.9

28
.1

2.3
10
0.0

11
83

男
性

18
.7

42
.1

23
.8

13
.3

2.1
10

0.0
61

0
男
性

17
.4

30
.2

23
.6

27
.0

1.8
10
0.0

61
0

女
性

25
.7

42
.4

18
.3

10
.8

2.8
10

0.0
57

3
女
性

16
.8

29
.1

22
.2

29
.1

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

16
.4

38
.9

24
.0

18
.6

2.0
10

0.0
28

45
壮
年

18
.0

28
.9

20
.6

30
.4

2.1
10
0.0

28
45

男
性

12
.7

38
.6

28
.5

17
.8

2.3
10

0.0
14

47
男
性

21
.4

32
.1

21
.3

22
.7

2.5
10
0.0

14
47

女
性

20
.3

39
.3

19
.2

19
.4

1.7
10

0.0
13

98
女
性

14
.4

25
.5

19
.8

38
.5

1.7
10
0.0

13
98

雇
用

者
22
.7

44
.1

21
.8

10
.8

0.7
10

0.0
10

94
雇
用
者

17
.5

31
.4

24
.1

26
.4

0.5
10
0.0

10
94

男
性

19
.2

43
.7

24
.6

11
.8

0.7
10

0.0
55

8
男

性
17
.7

32
.1

24
.9

24
.9

0.4
10
0.0

55
8

正
規

18
.8

43
.8

26
.0

10
.6

0.8
10

0.0
47

3
正
規

19
.7

34
.5

24
.9

20
.5

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

21
.2

43
.5

16
.5

18
.8

0.0
10

0.0
85

非
正

規
7.1

18
.8

24
.7

49
.4

0.0
10
0.0

85
女
性

26
.3

44
.4

18
.8

9.7
0.7

10
0.0

53
6

女
性

17
.2

30
.8

23
.3

28
.0

0.7
10
0.0

53
6

正
規

24
.9

43
.8

20
.6

10
.0

0.7
10

0.0
28

1
正
規

24
.2

35
.9

25
.3

13
.9

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

27
.8

45
.1

16
.9

9.4
0.8

10
0.0

25
5

非
正

規
9.4

25
.1

21
.2

43
.5

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

30
.9

45
.5

13
.8

9.8
0.0

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

9.8
27
.6

20
.3

42
.3

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

18
.8

26
.1

17
.4

36
.2

1.4
10

0.0
69

非
雇
用

者
15
.9

10
.1

10
.1

62
.3

1.4
10
0.0

69
男
性

16
.3

30
.2

18
.6

34
.9

0.0
10

0.0
43

男
性

16
.3

11
.6

11
.6

60
.5

0.0
10
0.0

43
女
性

23
.1

19
.2

15
.4

38
.5

3.8
10

0.0
26

女
性

15
.4

7.7
7.7

65
.4

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
16
.8

41
.3

25
.1

15
.9

0.9
10

0.0
24

84
雇
用
者

18
.6

30
.8

21
.9

27
.7

0.9
10
0.0

24
84

男
性

12
.1

41
.5

30
.4

15
.2

0.8
10

0.0
12

26
男

性
22
.2

35
.0

22
.9

18
.9

1.0
10
0.0

12
26

正
規

12
.3

41
.1

31
.3

14
.3

0.9
10

0.0
11

23
正
規

23
.9

36
.2

22
.3

16
.7

1.0
10
0.0

11
23

非
正
規

9.7
45
.6

20
.4

24
.3

0.0
10

0.0
10

3
非
正

規
3.9

21
.4

30
.1

43
.7

1.0
10
0.0

10
3

女
性

21
.4

41
.0

20
.0

16
.7

1.0
10

0.0
12

58
女

性
15
.2

26
.8

20
.8

36
.3

0.9
10
0.0

12
58

正
規

17
.8

44
.3

26
.1

10
.8

0.9
10

0.0
52

8
正
規

25
.0

36
.4

22
.2

15
.7

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

24
.0

38
.6

15
.5

21
.0

1.0
10

0.0
73

0
非
正

規
8.1

19
.9

19
.9

51
.2

1.0
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

23
.5

39
.2

15
.0

20
.3

2.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

7.2
20
.9

22
.9

47
.7

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

15
.6

25
.4

17
.7

40
.7

0.6
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
15
.0

17
.1

12
.8

54
.1

0.9
10
0.0

32
7

男
性

18
.1

24
.6

20
.1

36
.2

1.0
10

0.0
19

9
男

性
19
.1

18
.1

13
.6

48
.2

1.0
10
0.0

19
9

女
性

11
.7

26
.6

14
.1

47
.7

0.0
10

0.0
12

8
女

性
8.6

15
.6

11
.7

63
.3

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
15
　あ

な
た
の

職
務
を、

あ
な
た
と最

終
学
歴
が

同
じ新

人
が

行
うと

した
ら、

ど
の
くら

い
の

期
間
で
一
通

りで
きる

よう
に
な
ると

思
い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

１ヶ
月
以

内
２～

５ヶ
月

６～
１１

ヶ
月

１年
くら

い
２～

４年
く

らい
５年

くら
い

６～
９年

く
らい

10
年
以
上

無
回

答
合
計

N

計
10
.9

18
.8

10
.6

17
.1

20
.4

10
.1

4.4
5.7

2.1
10
0.0

40
28

若
年

9.6
20
.6

11
.6

19
.0

23
.2

8.5
3.1

1.9
2.5

10
0.0

11
83

男
性

4.8
14
.3

10
.7

19
.0

28
.9

13
.1

4.3
3.3

1.8
10
0.0

61
0

女
性

14
.8

27
.4

12
.6

19
.0

17
.1

3.7
1.9

0.3
3.1

10
0.0

57
3

壮
年

11
.4

18
.1

10
.1

16
.2

19
.2

10
.8

5.0
7.3

1.9
10
0.0

28
45

男
性

3.9
9.5

7.9
16

.0
25
.1

15
.9

7.9
11
.7

2.1
10
0.0

14
47

女
性

19
.2

27
.0

12
.4

16
.5

13
.2

5.4
1.9

2.7
1.6

10
0.0

13
98

雇
用

者
9.6

21
.7

12
.1

19
.7

23
.7

8.1
2.9

1.6
0.7

10
0.0

10
94

男
性

5.0
15
.4

11
.3

19
.0

29
.6

12
.5

4.1
2.7

0.4
10
0.0

55
8

正
規

2.5
11
.2

12
.5

18
.8

33
.0

14
.2

4.9
2.5

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

18
.8

38
.8

4.7
20

.0
10
.6

3.5
0.0

3.5
0.0

10
0.0

85
女
性

14
.4

28
.2

12
.9

20
.3

17
.5

3.5
1.7

0.4
1.1

10
0.0

53
6

正
規

5.3
17
.8

14
.6

27
.8

24
.9

5.7
2.5

0.4
1.1

10
0.0

28
1

非
正
規

24
.3

39
.6

11
.0

12
.2

9.4
1.2

0.8
0.4

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
22
.0

37
.4

15
.4

9.8
11
.4

2.4
1.6

0.0
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

13
.0

10
.1

7.2
14

.5
21
.7

17
.4

7.2
7.2

1.4
10
0.0

69
男
性

2.3
2.3

4.7
23

.3
25
.6

23
.3

7.0
11
.6

0.0
10
0.0

43
女
性

30
.8

23
.1

11
.5

0.0
15
.4

7.7
7.7

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
11
.2

19
.3

11
.0

16
.5

19
.5

10
.3

4.8
6.6

0.7
10
0.0

24
84

男
性

3.7
10
.4

8.9
16

.6
26
.0

15
.2

7.8
10
.7

0.7
10
0.0

12
26

正
規

2.0
9.2

8.6
17

.0
27
.0

15
.8

8.3
11
.4

0.7
10
0.0

11
23

非
正
規

21
.4

24
.3

11
.7

12
.6

15
.5

8.7
2.9

2.9
0.0

10
0.0

10
3

女
性

18
.6

28
.0

13
.0

16
.4

13
.1

5.6
1.9

2.6
0.8

10
0.0

12
58

正
規

4.9
14
.8

15
.0

20
.8

22
.9

11
.2

4.4
5.1

0.9
10
0.0

52
8

非
正
規

28
.5

37
.5

11
.6

13
.2

6.0
1.5

0.1
0.8

0.7
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
28
.1

37
.9

15
.0

12
.4

3.9
1.3

0.0
0.0

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

13
.8

10
.7

4.6
15

.9
19
.3

15
.3

6.7
13
.1

0.6
10
0.0

32
7

男
性

5.5
5.0

2.5
13

.6
22
.1

22
.1

9.5
19
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

26
.6

19
.5

7.8
19

.5
14
.8

4.7
2.3

3.9
0.8

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
16
　あ

な
た
は

何
か
役
職
に
つ
い
て
い
ま
す
か
。複

数
の
役
職
に
つ
い
て
い
る場

合
は
、上

位
の
役
職

をお
答
え
くだ

さい
。（

ひ
とつ

だ
け
） 

つ
い
て
い
な

い
現
場
の

リー
ダ
ー

主
任
・係

長
クラ

ス
課
長
クラ

ス
部
長
クラ

ス
以
上

そ
の
他

無
回
答

合
計

N

計
64
.7

10
.1

13
.7

3.8
2.2

3.7
1.9

10
0.0

40
28

若
年

75
.0

11
.2

7.4
1.1

0.5
2.4

2.5
10
0.0

11
83

男
性

67
.4

13
.0

11
.5

1.8
0.8

3.4
2.1

10
0.0

61
0

女
性

83
.1

9.2
3.1

0.3
0.2

1.2
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

60
.5

9.6
16
.2

4.9
2.9

4.3
1.7

10
0.0

28
45

男
性

42
.6

10
.9

24
.7

8.5
5.1

6.2
2.0

10
0.0

14
47

女
性

79
.0

8.2
7.5

1.1
0.6

2.3
1.3

10
0.0

13
98

雇
用

者
76
.7

12
.0

8.0
1.1

0.2
1.5

0.6
10
0.0

10
94

男
性

69
.0

14
.2

12
.4

1.8
0.4

1.8
0.5

10
0.0

55
8

正
規

65
.1

15
.4

14
.6

2.1
0.4

1.7
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

90
.6

7.1
0.0

0.0
0.0

2.4
0.0

10
0.0

85
女
性

84
.7

9.7
3.4

0.4
0.0

1.1
0.7

10
0.0

53
6

正
規

78
.3

12
.8

5.7
0.7

0.0
1.8

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

91
.8

6.3
0.8

0.0
0.0

0.4
0.8

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
89
.4

9.8
0.8

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

69
.6

1.4
1.4

1.4
5.8

17
.4

2.9
10
0.0

69
男
性

60
.5

0.0
2.3

2.3
7.0

25
.6

2.3
10
0.0

43
女
性

84
.6

3.8
0.0

0.0
3.8

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
61
.5

10
.3

18
.5

5.6
1.9

1.8
0.4

10
0.0

24
84

男
性

42
.6

11
.7

29
.0

10
.0

3.7
2.5

0.5
10
0.0

12
26

正
規

38
.7

11
.8

31
.6

10
.8

4.0
2.6

0.5
10
0.0

11
23

非
正
規

84
.5

11
.7

0.0
1.9

0.0
1.9

0.0
10
0.0

10
3

女
性

80
.0

8.8
8.3

1.2
0.2

1.1
0.4

10
0.0

12
58

正
規

61
.9

14
.0

18
.9

2.5
0.6

1.7
0.4

10
0.0

52
8

非
正
規

93
.0

5.1
0.5

0.3
0.0

0.7
0.4

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
96
.1

2.0
1.3

0.7
0.0

0.0
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

59
.0

5.5
0.9

0.3
10
.4

23
.2

0.6
10
0.0

32
7

男
性

47
.7

7.0
1.0

0.0
14
.6

29
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

76
.6

3.1
0.8

0.8
3.9

14
.1

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
17
　以

下
の
うち

、あ
な
た
の
労
働

条
件
に
あ
て
は
ま
るも

の
は
あ
りま

す
か
。（

い
くつ

で
も）

原
則
とし

て
管
理

職
に

な
らな

い
こ

とに
な
って

い
る

職
務
が

特
定
され

て
い

る

勤
務
地

、勤
務
エ
リア

が
特
定
され

て
い
る

残
業
をし

な
い
こと

に
な
って

い
る

あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

N

計
10
.0

29
.3

34
.9

8.1
45
.2

2.0
40
28

若
年

9.1
29
.5

37
.7

8.9
43
.2

2.3
11
83

男
性

4.9
24
.8

31
.1

6.2
51
.6

2.0
61
0

女
性

13
.6

34
.6

44
.7

11
.7

34
.2

2.6
57
3

壮
年

10
.3

29
.2

33
.7

7.8
46
.0

1.9
28
45

男
性

4.2
23
.8

26
.1

3.7
55
.4

2.3
14
47

女
性

16
.6

34
.7

41
.6

12
.0

36
.3

1.4
13
98

雇
用

者
9.5

30
.9

39
.7

9.0
42
.4

0.5
10
94

男
性

5.0
26
.0

32
.4

6.3
51
.3

0.5
55
8

正
規

2.1
23
.7

30
.2

4.0
54
.1

0.6
47
3

非
正
規

21
.2

38
.8

44
.7

18
.8

35
.3

0.0
85

女
性

14
.2

36
.0

47
.2

11
.8

33
.2

0.6
53
6

正
規

4.3
32
.4

45
.9

6.0
37
.7

0.4
28
1

非
正
規

25
.1

40
.0

48
.6

18
.0

28
.2

0.8
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
30
.1

46
.3

47
.2

15
.4

28
.5

0.0
12
3

非
雇

用
者

5.8
15
.9

17
.4

10
.1

68
.1

1.4
69

男
性

4.7
14
.0

20
.9

7.0
67
.4

0.0
43

女
性

7.7
19
.2

11
.5

15
.4

69
.2

3.8
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
11
.4

31
.0

36
.5

8.6
43
.6

0.6
24
84

男
性

4.8
25
.4

28
.8

4.2
53
.6

0.7
12
26

正
規

3.7
24
.7

28
.2

3.7
54
.7

0.7
11
23

非
正
規

16
.5

33
.0

35
.0

10
.7

41
.7

1.0
10
3

女
性

17
.8

36
.5

44
.0

12
.8

33
.8

0.6
12
58

正
規

7.4
31
.1

38
.4

5.9
42
.4

0.4
52
8

非
正
規

25
.3

40
.4

47
.9

17
.8

27
.5

0.7
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
26
.8

38
.6

47
.7

20
.3

31
.4

0.7
15
3

非
雇

用
者

3.1
18
.3

16
.2

2.8
69
.4

0.9
32
7

男
性

1.0
17
.1

12
.1

1.0
72
.9

1.5
19
9

女
性

6.3
20
.3

22
.7

5.5
64
.1

0.0
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
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問
18
　以

下
の
うち

、現
在
の
状
況
とし

て
あ
て
は
ま
るも

の
は
ど
れ
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

_

深
夜

に
就

業
す
るこ

と
が
あ
る

休
日
が

週
に
１日

もな
い
こと

が
あ

る

心
身
の
病

気
や
け
が

をし
た
（仕

事
が
原

因
）

心
身
の
病

気
や
け
が

をし
た
（仕

事
以
外
が

原
因
）

職
場
で
い
じ

め
や
嫌
が

らせ
を受

け
た

解
雇

／
雇

止
め

の
不

安
を強

く感
じる

１週
間
の
労

働
時
間
が

60
時
間
を

超
え
て
い
る

あ
て
は

ま
る

もの
は
な
い

無
回

答
N

計
23
.9

12
.1

6.5
2.7

3.5
4.7

9.0
57
.9

2.5
40

28
若
年

24
.2

12
.2

5.8
2.5

3.3
4.9

8.5
56
.3

3.0
11

83
男
性

32
.8

17
.9

6.9
2.5

2.8
4.4

13
.3

47
.5

2.6
61
0

女
性

15
.0

6.1
4.7

2.4
3.8

5.4
3.5

65
.6

3.3
57
3

壮
年

23
.8

12
.1

6.7
2.8

3.5
4.6

9.2
58
.6

2.3
28

45
男
性

34
.6

20
.0

8.5
3.0

3.7
5.0

16
.0

44
.3

2.6
14

47
女
性

12
.7

3.9
4.9

2.6
3.3

4.1
2.1

73
.5

2.0
13

98
雇
用

者
24
.8

11
.2

6.3
2.6

3.6
5.2

8.1
57
.3

1.3
10

94
男
性

33
.7

16
.3

7.5
2.7

3.0
4.7

12
.5

48
.2

1.3
55
8

正
規

36
.2

17
.8

8.7
2.5

3.4
2.7

14
.0

46
.9

1.3
47
3

非
正
規

20
.0

8.2
1.2

3.5
1.2

15
.3

4.7
55
.3

1.2
85

女
性

15
.5

5.8
5.0

2.4
4.1

5.8
3.5

66
.8

1.3
53
6

正
規

22
.4

8.2
5.7

3.2
3.9

3.6
6.0

59
.8

1.4
28
1

非
正
規

7.8
3.1

4.3
1.6

4.3
8.2

0.8
74
.5

1.2
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
11
.4

3.3
6.5

2.4
4.9

13
.0

1.6
67
.5

0.0
12
3

非
雇

用
者

21
.7

31
.9

0.0
1.4

0.0
1.4

17
.4

56
.5

1.4
69

男
性

27
.9

41
.9

0.0
0.0

0.0
2.3

25
.6

48
.8

0.0
43

女
性

11
.5

15
.4

0.0
3.8

0.0
0.0

3.8
69
.2

3.8
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
23
.6

10
.5

6.8
2.9

3.9
5.1

8.3
60
.1

1.2
24

84
男
性

35
.6

18
.3

8.6
3.2

4.2
5.7

15
.1

45
.6

1.1
12

26
正
規

36
.1

19
.1

8.9
3.3

4.3
4.5

15
.7

45
.2

1.1
11

23
非
正
規

30
.1

9.7
5.8

1.9
2.9

19
.4

8.7
49
.5

1.9
10
3

女
性

12
.0

2.9
5.0

2.6
3.6

4.5
1.7

74
.3

1.3
12

58
正
規

19
.1

5.3
7.6

3.0
4.7

3.8
3.0

64
.8

1.1
52
8

非
正
規

6.8
1.2

3.2
2.3

2.7
5.1

0.7
81
.2

1.4
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
9.8

3.9
5.2

4.6
3.3

11
.1

2.6
69
.3

1.3
15
3

非
雇

用
者

27
.8

25
.4

6.7
2.8

1.2
0.9

16
.8

53
.2

0.3
32
7

男
性

32
.7

32
.7

8.5
2.5

1.5
1.0

23
.1

41
.2

0.5
19
9

女
性

20
.3

14
.1

3.9
3.1

0.8
0.8

7.0
71
.9

0.0
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
19
　あ

な
た
は
現

在
の
仕
事

で
、次

の
①

～
④
の
こと

をど
の

くら
い
感
じま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

問
19

　あ
な
た
は
現
在
の

仕
事
で
、次

の
①
～
④

の
こと

をど
の
くら

い
感
じま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
身
体
の

疲
れ

②
仕

事
上
の
不

安
や
悩
み

、ス
トレ

ス

大
い
に
感

じ
る

あ
る程

度
感
じる

あ
ま
り感

じ
な
い

ま
った

く感
じな

い
無

回
答

N
大
い
に
感
じ

る
あ
る程

度
感

じる
あ
ま
り感

じ
な
い

ま
った

く感
じな

い
無
回
答

N

計
23
.8

51
.5

19
.0

3.9
1.8

40
28

計
23
.3

47
.0

22
.5

5.3
1.9

40
28

若
年

25
.0

51
.5

16
.4

4.9
2.2

11
83

若
年

24
.9

45
.0

22
.6

5.4
2.2

11
83

男
性

26
.6

49
.8

17
.7

4.3
1.6

61
0

男
性

25
.6

45
.2

22
.3

5.2
1.6

61
0

女
性

23
.4

53
.2

15
.0

5.6
2.8

57
3

女
性

24
.1

44
.7

22
.9

5.6
2.8

57
3

壮
年

23
.3

51
.5

20
.0

3.5
1.7

28
45

壮
年

22
.7

47
.8

22
.5

5.2
1.8

28
45

男
性

24
.3

54
.0

17
.2

2.4
2.1

14
47

男
性

25
.4

51
.1

17
.8

3.6
2.1

14
47

女
性

22
.3

49
.0

23
.0

4.6
1.1

13
98

女
性

19
.9

44
.4

27
.4

6.9
1.4

13
98

雇
用

者
25
.7

53
.7

15
.8

4.4
0.5

10
94

雇
用
者

25
.8

46
.1

22
.8

4.9
0.5

10
94

男
性

26
.7

52
.5

16
.8

3.8
0.2

55
8

男
性

26
.5

46
.2

22
.6

4.5
0.2

55
8

正
規

27
.7

53
.5

15
.6

3.0
0.2

47
3

正
規

26
.6

47
.6

22
.0

3.6
0.2

47
3

非
正
規

21
.2

47
.1

23
.5

8.2
0.0

85
非
正

規
25
.9

38
.8

25
.9

9.4
0.0

85
女
性

24
.6

54
.9

14
.7

5.0
0.7

53
6

女
性

25
.0

45
.9

22
.9

5.4
0.7

53
6

正
規

27
.4

55
.9

11
.4

4.6
0.7

28
1

正
規

30
.6

48
.0

17
.4

3.2
0.7

28
1

非
正
規

21
.6

53
.7

18
.4

5.5
0.8

25
5

非
正

規
18
.8

43
.5

29
.0

7.8
0.8

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

18
.7

56
.9

18
.7

5.7
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

19
.5

48
.0

25
.2

7.3
0.0

12
3

非
雇

用
者

21
.7

31
.9

30
.4

14
.5

1.4
69

非
雇
用

者
17
.4

40
.6

26
.1

14
.5

1.4
69

男
性

30
.2

25
.6

32
.6

11
.6

0.0
43

男
性

18
.6

41
.9

23
.3

16
.3

0.0
43

女
性

7.7
42
.3

26
.9

19
.2

3.8
26

女
性

15
.4

38
.5

30
.8

11
.5

3.8
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
23
.6

53
.3

20
.0

2.6
0.5

24
84

雇
用
者

23
.0

49
.1

23
.0

4.3
0.6

24
84

男
性

24
.3

56
.1

17
.2

1.7
0.7

12
26

男
性

25
.6

52
.4

18
.3

3.0
0.7

12
26

正
規

24
.1

57
.0

16
.7

1.5
0.7

11
23

正
規

25
.6

53
.6

17
.5

2.7
0.7

11
23

非
正
規

26
.2

46
.6

23
.3

3.9
0.0

10
3

非
正

規
26
.2

39
.8

27
.2

6.8
0.0

10
3

女
性

23
.0

50
.5

22
.8

3.4
0.3

12
58

女
性

20
.4

45
.8

27
.6

5.6
0.6

12
58

正
規

28
.4

50
.2

19
.3

1.9
0.2

52
8

正
規

28
.8

49
.8

18
.9

1.9
0.6

52
8

非
正
規

19
.0

50
.7

25
.3

4.5
0.4

73
0

非
正

規
14
.4

42
.9

33
.8

8.2
0.7

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

24
.2

49
.7

24
.2

2.0
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

19
.0

47
.7

26
.8

6.5
0.0

15
3

非
雇

用
者

23
.2

43
.7

22
.0

10
.7

0.3
32

7
非
雇
用

者
22
.6

43
.4

21
.1

12
.5

0.3
32
7

男
性

26
.6

46
.7

19
.1

7.0
0.5

19
9

男
性

26
.6

48
.7

16
.6

7.5
0.5

19
9

女
性

18
.0

39
.1

26
.6

16
.4

0.0
12

8
女

性
16
.4

35
.2

28
.1

20
.3

0.0
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
19
　あ

な
た
は
現

在
の
仕
事

で
、次

の
①

～
④
の
こと

をど
の

くら
い
感
じま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

問
19

　あ
な
た
は
現
在
の

仕
事
で
、次

の
①
～
④

の
こと

をど
の
くら

い
感
じま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

③
け
が
をす

る危
険

④
病

気
に
な
る危

険

大
い
に
感

じ
る

あ
る程

度
感
じる

あ
ま
り感

じ
な
い

ま
った

く感
じな

い
無

回
答

N
大
い
に
感
じ

る
あ
る程

度
感

じる
あ
ま
り感

じ
な
い

ま
った

く感
じな

い
無
回
答

N

計
8.8

22
.5

36
.7

30
.0

2.0
40
28

計
7.3

25
.7

43
.2

21
.9

1.9
40
28

若
年

9.5
22
.4

36
.5

29
.4

2.2
11
83

若
年

7.1
23
.1

45
.4

22
.2

2.2
11
83

男
性

13
.1

28
.0

35
.6

21
.6

1.6
61

0
男
性

8.2
24
.9

46
.1

19
.2

1.6
61
0

女
性

5.6
16
.4

37
.5

37
.7

2.8
57

3
女
性

5.9
21
.1

44
.7

25
.5

2.8
57
3

壮
年

8.5
22
.6

36
.7

30
.3

1.9
28
45

壮
年

7.4
26
.8

42
.4

21
.7

1.7
28
45

男
性

12
.9

27
.6

35
.2

21
.9

2.4
14
47

男
性

9.3
30
.7

43
.5

14
.3

2.2
14
47

女
性

4.0
17
.3

38
.3

39
.0

1.4
13
98

女
性

5.4
22
.8

41
.1

29
.4

1.2
13
98

雇
用

者
9.3

22
.7

38
.1

29
.4

0.5
10
94

雇
用
者

7.1
24
.1

47
.1

21
.2

0.5
10
94

男
性

12
.5

28
.5

37
.3

21
.5

0.2
55

8
男

性
8.1

26
.2

47
.5

18
.1

0.2
55
8

正
規

13
.3

29
.0

36
.6

20
.9

0.2
47

3
正
規

8.9
27
.7

47
.1

16
.1

0.2
47
3

非
正
規

8.2
25
.9

41
.2

24
.7

0.0
85

非
正

規
3.5

17
.6

49
.4

29
.4

0.0
85

女
性

6.0
16
.6

39
.0

37
.7

0.7
53

6
女

性
6.2

22
.0

46
.6

24
.4

0.7
53
6

正
規

6.8
13
.5

37
.0

42
.0

0.7
28

1
正
規

8.2
25
.3

44
.8

21
.0

0.7
28
1

非
正
規

5.1
20
.0

41
.2

32
.9

0.8
25

5
非
正

規
3.9

18
.4

48
.6

28
.2

0.8
25
5

うち
未
婚
・離

死
別

4.1
18
.7

41
.5

35
.8

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

3.3
19
.5

48
.8

28
.5

0.0
12
3

非
雇

用
者

14
.5

24
.6

21
.7

37
.7

1.4
69

非
雇
用

者
8.7

13
.0

31
.9

44
.9

1.4
69

男
性

23
.3

27
.9

20
.9

27
.9

0.0
43

男
性

11
.6

14
.0

37
.2

37
.2

0.0
43

女
性

0.0
19
.2

23
.1

53
.8

3.8
26

女
性

3.8
11
.5

23
.1

57
.7

3.8
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
8.0

23
.2

37
.8

30
.3

0.7
24
84

雇
用
者

7.3
27
.5

43
.8

20
.9

0.6
24
84

男
性

12
.2

28
.4

35
.7

22
.8

0.9
12
26

男
性

9.4
31
.2

44
.7

14
.0

0.7
12
26

正
規

12
.6

27
.4

35
.0

24
.0

1.0
11
23

正
規

9.9
31
.3

44
.7

13
.4

0.8
11
23

非
正
規

6.8
38
.8

43
.7

10
.7

0.0
10

3
非
正

規
3.9

30
.1

44
.7

21
.4

0.0
10
3

女
性

3.9
18
.1

39
.8

37
.6

0.6
12
58

女
性

5.3
23
.9

42
.8

27
.5

0.4
12
58

正
規

4.4
18
.2

37
.7

39
.4

0.4
52

8
正
規

6.6
31
.4

40
.5

21
.2

0.2
52
8

非
正
規

3.6
18
.1

41
.4

36
.3

0.7
73

0
非
正

規
4.4

18
.5

44
.5

32
.1

0.5
73
0

うち
未
婚
・離

死
別

3.3
20
.9

39
.9

35
.9

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

9.8
24
.8

39
.2

26
.1

0.0
15
3

非
雇

用
者

13
.5

20
.2

32
.4

33
.3

0.6
32

7
非
雇
用

者
8.6

24
.5

36
.1

30
.6

0.3
32
7

男
性

18
.6

26
.1

35
.7

18
.6

1.0
19

9
男

性
9.5

31
.2

41
.2

17
.6

0.5
19
9

女
性

5.5
10
.9

27
.3

56
.3

0.0
12

8
女

性
7.0

14
.1

28
.1

50
.8

0.0
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
20
　あ

な
た
の

給
与
形
態
と、

そ
の
お
お
よそ

の
金

額
（数

字
を記

入
）を

ご
記
入
くだ

さい
。

①
給
与
形
態

（ひ
とつ

だ
け
） 

時
間
給

日
給

週
給

月
給

年
俸

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
25
.6

3.6
0.1

62
.7

3.5
0.7

3.7
10

0
35
78

若
年

24
.0

4.0
0.2

64
.7

2.8
0.9

3.3
10

0
10
94

男
性

10
.8

5.4
0.0

75
.8

3.2
0.7

4.1
10

0
55
8

女
性

37
.9

2.6
0.4

53
.2

2.4
1.1

2.4
10

0
53
6

壮
年

26
.3

3.4
0.1

61
.8

3.9
0.6

3.9
10

0
24
84

男
性

5.0
4.3

0.0
80

.1
5.8

0.2
4.6

10
0

12
26

女
性

47
.1

2.5
0.2

44
.0

2.0
0.9

3.3
10

0
12
58

雇
用

者
24
.0

4.0
0.2

64
.7

2.8
0.9

3.3
10

0
10
94

男
性

10
.8

5.4
0.0

75
.8

3.2
0.7

4.1
10

0
55
8

正
規

1.3
4.9

0.0
85

.6
3.4

0.4
4.4

10
0

47
3

非
正
規

63
.5

8.2
0.0

21
.2

2.4
2.4

2.4
10

0
85

女
性

37
.9

2.6
0.4

53
.2

2.4
1.1

2.4
10

0
53
6

正
規

0.7
1.1

0.4
90

.7
3.9

0.7
2.5

10
0

28
1

非
正
規

78
.8

4.3
0.4

11
.8

0.8
1.6

2.4
10

0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
76
.4

4.9
0.0

14
.6

0.8
1.6

1.6
10

0
12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
26
.3

3.4
0.1

61
.8

3.9
0.6

3.9
10

0
24
84

男
性

5.0
4.3

0.0
80

.1
5.8

0.2
4.6

10
0

12
26

正
規

0.9
3.8

0.0
84

.6
6.0

0.1
4.6

10
0

11
23

非
正
規

49
.5

9.7
0.0

31
.1

3.9
1.9

3.9
10

0
10
3

女
性

47
.1

2.5
0.2

44
.0

2.0
0.9

3.3
10

0
12
58

正
規

0.8
0.8

0.0
90

.3
3.4

0.0
4.7

10
0

52
8

非
正
規

80
.5

3.8
0.4

10
.5

1.0
1.5

2.2
10

0
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
68
.6

7.2
1.3

19
.0

2.0
0.7

1.3
10

0
15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
20
　あ

な
た
の

給
与
形
態
と、

そ
の
お
お
よそ

の
金

額
（数

字
を記

入
）を

ご
記
入
くだ

さい
。

②
金
額
　1

時
間
あ
た
り　

（円
）

②
金
額
　1

日
あ
た
り　

（円
）

②
金
額
　1

週
あ
た
り　

（円
）

②
金
額

1時
間
あ

た
り
(円

）

平
均
値

②
金
額

1時
間
あ
た

り
(円

）

中
央
値

②
金
額

1時
間
あ
た

り
(円

）

標
準
偏
差

Ｎ

②
金
額

1日
あ
た

り
（
円
）

平
均
値

②
金
額

1日
あ
た
り

（
円
）

中
央
値

②
金
額

1日
あ
た
り

（
円
）

標
準
偏
差

Ｎ

②
金
額

1週
あ
た
り

（
円
）

平
均
値

②
金
額

1週
あ
た
り

（
円
）

中
央
値

②
金

額
1週

あ
た
り

（
円

）

標
準
偏
差

Ｎ

計
98
5.0

87
0

70
1.8

91
1

10
56

2.9
90
00

75
58
.4

12
6

14
94

7.5
70
00

18
96
5.5

4
若
年

10
49

.9
87
0

12
30
.2

26
2

94
12
.8

90
00

37
85
.1

43
26
50

0.0
26

50
0

23
33
4.5

2
男
性

13
92

.0
90
0

25
16
.0

60
10
32

3.3
10

00
0

38
35
.8

30
-

-
-

-
女
性

94
8.3

85
3

24
8.4

20
2

73
11
.5

72
00

27
80
.3

13
26
50

0.0
26

50
0

23
33
4.5

2
壮
年

95
8.8

87
0

28
2.4

64
9

11
15

8.8
95
00

88
71
.1

83
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
男
性

11
10

.1
10

00
30
1.3

60
11
09

3.7
10

00
0

36
74
.9

52
-

-
-

-
女
性

94
3.4

85
0

27
6.0

58
9

11
26

8.0
77
00

13
86
1.0

31
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
雇
用

者
10
49

.9
87
0

12
30
.2

26
2

94
12
.8

90
00

37
85
.1

43
26
50

0.0
26

50
0

23
33
4.5

2
男
性

13
92

.0
90
0

25
16
.0

60
10
32

3.3
10

00
0

38
35
.8

30
-

-
-

-
正
規

13
41

.7
13

00
39
0.4

6
10
39

5.7
10

00
0

30
74
.6

23
-

-
-

-
非
正
規

13
97

.6
90
0

26
51
.8

54
10
08

5.7
80
00

60
30
.6

7
-

-
-

-
女
性

94
8.3

85
3

24
8.4

20
2

73
11
.5

72
00

27
80
.3

13
26
50

0.0
26

50
0

23
33
4.5

2
正
規

10
00

.0
10

00
0.0

2
78
00
.0

77
00

17
3.2

3
43
00

0.0
43

00
0

0.0
1

非
正
規

94
7.8

85
0

24
9.6

20
0

71
65
.0

64
75

31
93
.2

10
10
00

0.0
10

00
0

0.0
1

うち
未
婚

・離
死

別
97
2.6

88
0

26
5.2

93
85
00
.0

77
50

32
47
.2

6
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
95
8.8

87
0

28
2.4

64
9

11
15

8.8
95
00

88
71
.1

83
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
男
性

11
10

.1
10

00
30
1.3

60
11
09

3.7
10

00
0

36
74
.9

52
-

-
-

-
正
規

13
38

.9
12

00
41
9.7

9
11
66

6.0
11

05
0

35
63
.4

42
-

-
-

-
非
正
規

10
69

.8
10

00
26
0.5

51
86
90
.0

90
00

32
76
.3

10
-

-
-

-
女
性

94
3.4

85
0

27
6.0

58
9

11
26

8.0
77
00

13
86
1.0

31
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
正
規

90
0.0

87
5

70
.7

4
25
87

5.0
82
50

36
09
3.3

4
-

-
-

-
非
正
規

94
3.7

85
0

27
6.9

58
5

91
04
.0

77
00

58
03
.6

27
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
うち

未
婚

・離
死

別
95
6.9

85
5

28
8.3

10
4

71
59
.3

69
75

17
37
.5

11
33
95
.0

33
95

85
5.6

2
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
20
　あ

な
た
の

給
与
形
態
と、

そ
の
お
お
よそ

の
金

額
（数

字
を記

入
）を

ご
記
入
くだ

さい
。

②
金
額
　1

月
あ
た
り　

（万
円
）

②
金
額
　1

年
あ
た
り　

（万
円
）

②
金
額
　そ

の
他
　（

円
）

②
金
額

1月
あ
た

り
（
万

円
）

平
均
値

②
金
額

1月
あ
た
り

（
万
円

）

中
央
値

②
金
額

1月
あ
た
り

（
万
円
）

標
準
偏
差

Ｎ

②
金
額

1年
あ
た

り
（
万

円
）

平
均
値

②
金
額

1年
あ
た
り

（
万
円
）

中
央
値

②
金
額

1年
あ
た
り

（
万
円
）

標
準
偏
差

Ｎ

②
金
額

そ
の
他

（
円
）

平
均
値

②
金
額

そ
の
他

（
円
）

中
央
値

②
金

額
そ

の
他

（
円

）

標
準
偏
差

Ｎ

計
26
.8

25
10
.7

22
02

54
4.9

50
0

29
1.4

12
6

86
85

4.7
95
00

18
30

44
.0

16
若
年

23
.0

22
7.1

69
9

46
3.3

37
1

34
3.7

30
54
58

3.3
35

00
0

69
06
8.4

6
男
性

24
.6

23
7.4

41
8

57
7.6

45
0

42
0.3

17
83
33

3.3
60

00
0

87
36
8.9

3
女
性

20
.5

20
5.7

28
1

31
3.8

33
0

84
.5

13
25
83

3.3
15
00

42
58
0.3

3
壮
年

28
.6

28
11
.5

15
03

57
0.4

55
0

27
0.0

96
10
62
17
.5

52
00

22
82

12
.0

10
男
性

31
.2

30
10
.1

96
1

61
6.8

60
0

27
7.0

71
35
20

0.0
35

20
0

1
女
性

24
.0

22
12
.5

54
2

43
8.8

40
0

20
0.8

25
11
41
08
.3

14
00

24
06

04
.1

9
雇
用

者
23
.0

22
7.1

69
9

46
3.3

37
1

34
3.7

30
54
58

3.3
35

00
0

69
06
8.4

6
男
性

24
.6

23
7.4

41
8

57
7.6

45
0

42
0.3

17
83
33

3.3
60

00
0

87
36
8.9

3
正
規

24
.9

24
7.4

40
0

60
8.0

50
0

43
9.5

15
60
00

0.0
60

00
0

1
非
正
規

18
.1

18
4.2

18
35

0.0
35
0

70
.7

2
95
00

0.0
95

00
0

12
02

08
.2

2
女
性

20
.5

20
5.7

28
1

31
3.8

33
0

84
.5

13
25
83

3.3
15
00

42
58
0.3

3
正
規

21
.0

20
5.5

25
1

33
5.6

35
0

60
.8

11
75
00

0.0
75

00
0

1
非
正
規

16
.3

16
6.0

30
19

4.0
19
4

12
1.6

2
12
50
.0

12
50

35
3.6

2
うち

未
婚

・離
死

別
16
.5

16
.5

4.3
18

28
0.0

28
0

0.0
1

15
00
.0

15
00

1
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
28
.6

28
11
.5

15
03

57
0.4

55
0

27
0.0

96
10
62
17
.5

52
00

22
82

12
.0

10
男
性

31
.2

30
10
.1

96
1

61
6.8

60
0

27
7.0

71
35
20

0.0
35

20
0

1
正
規

31
.5

30
10
.0

93
0

61
0.2

60
0

23
8.1

67
非
正
規

23
.9

20
10
.1

31
72

7.5
45
5

72
5.0

4
35
20

0.0
35

20
0

1
女
性

24
.0

22
12
.5

54
2

43
8.8

40
0

20
0.8

25
11
41
08
.3

14
00

24
06

04
.1

9
正
規

25
.0

24
8.9

46
9

47
6.1

41
0

20
9.4

18
非
正
規

17
.9

15
24
.7

73
34

2.7
32
0

14
8.7

7
11
41
08
.3

14
00

24
06

04
.1

9
うち

未
婚

・離
死

別
16
.4

15
5.1

28
36

1.3
38
4

53
.7

3
90
00
.0

90
00

1
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
21
  あ

な
た
に
は

、賞
与
が
支

給
され

ま
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

問
21

-1
　年

間
い
くら

くら
い
で
す

か
。（

数
字
を記

入
）

支
給
され

る
支

給
され

な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
65
.6

32
.7

1.7
10

0.0
35
78

計
73

.23
60

59
.59

22
30

若
年

64
.7

33
.5

1.7
10

0.0
10
94

若
年

61
.76

60
45
.70

66
9

男
性

71
.7

25
.6

2.7
10

0.0
55
8

男
性

66
.30

60
50
.10

37
7

女
性

57
.5

41
.8

0.7
10

0.0
53
6

女
性

55
.90

50
38
.59

29
2

壮
年

66
.0

32
.3

1.7
10

0.0
24
84

壮
年

78
.14

70
64
.02

15
61

男
性

80
.2

17
.7

2.1
10

0.0
12
26

男
性

92
.59

80
67
.05

93
6

女
性

52
.2

46
.6

1.2
10

0.0
12
58

女
性

56
.51

50
52
.22

62
5

雇
用

者
64
.7

33
.5

1.7
10

0.0
10
94

雇
用
者

61
.76

60
45
.70

66
9

男
性

71
.7

25
.6

2.7
10

0.0
55
8

男
性

66
.30

60
50
.10

37
7

正
規

80
.5

16
.7

2.7
10

0.0
47
3

正
規

68
.47

60
50
.07

35
8

非
正
規

22
.4

75
.3

2.4
10

0.0
85

非
正
規

25
.32

18
29
.11

19
女
性

57
.5

41
.8

0.7
10

0.0
53
6

女
性

55
.90

50
38
.59

29
2

正
規

89
.3

10
.0

0.7
10

0.0
28
1

正
規

63
.41

60
36
.87

24
0

非
正
規

22
.4

76
.9

0.8
10

0.0
25
5

非
正
規

21
.24

10
25
.27

52
うち

未
婚
・離

死
別

22
.0

77
.2

0.8
10

0.0
12
3

うち
未
婚
・離

死
別

19
.10

9
20
.55

24
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
雇
用

者
66
.0

32
.3

1.7
10

0.0
24
84

雇
用
者

78
.14

70
64
.02

15
61

男
性

80
.2

17
.7

2.1
10

0.0
12
26

男
性

92
.59

80
67
.05

93
6

正
規

84
.5

13
.3

2.2
10

0.0
11
23

正
規

94
.30

90
66
.34

90
4

非
正
規

33
.0

66
.0

1.0
10

0.0
10
3

非
正
規

44
.19

30
70
.15

32
女
性

52
.2

46
.6

1.2
10

0.0
12
58

女
性

56
.51

50
52
.22

62
5

正
規

86
.6

11
.6

1.9
10

0.0
52
8

正
規

75
.18

60
51
.61

43
2

非
正
規

27
.4

71
.9

0.7
10

0.0
73
0

非
正
規

14
.72

7
18
.53

19
3

うち
未
婚
・離

死
別

34
.6

65
.4

0.0
10

0.0
15
3

うち
未
婚
・離

死
別

18
.47

10
16
.23

49
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
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問
22
　①

あ
な
た
に
は
、昇

給
が

あ
りま

す
か

。（
ひ

とつ
だ
け
）

問
22

　②
ま
た
、そ

の
昇
給
は

勤
務
成
績

、評
価
制
度
に
基
づ
い
た
もの

で
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

昇
給
が

あ
る

昇
給
は

な
い

無
回

答
合

計
N

基
づ
い
て
い

る
基
づ
い
て
い

な
い

わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

N

計
69
.1

29
.0

1.8
10

0.0
35
78

計
63
.2

15
.3

20
.4

1.2
10
0.0

24
74

若
年

71
.5

26
.9

1.6
10

0.0
10
94

若
年

61
.3

16
.2

21
.1

1.4
10
0.0

78
2

男
性

77
.8

19
.9

2.3
10

0.0
55
8

男
性

59
.9

15
.7

22
.6

1.8
10
0.0

43
4

女
性

64
.9

34
.1

0.9
10

0.0
53
6

女
性

62
.9

17
.0

19
.3

0.9
10
0.0

34
8

壮
年

68
.1

30
.0

1.9
10

0.0
24
84

壮
年

64
.1

14
.8

20
.0

1.1
10
0.0

16
92

男
性

79
.4

18
.4

2.2
10

0.0
12
26

男
性

67
.6

14
.0

17
.4

1.1
10
0.0

97
4

女
性

57
.1

41
.3

1.6
10

0.0
12
58

女
性

59
.3

16
.0

23
.7

1.0
10
0.0

71
8

雇
用

者
71
.5

26
.9

1.6
10

0.0
10
94

雇
用
者

61
.3

16
.2

21
.1

1.4
10
0.0

78
2

男
性

77
.8

19
.9

2.3
10

0.0
55
8

男
性

59
.9

15
.7

22
.6

1.8
10
0.0

43
4

正
規

85
.0

12
.9

2.1
10

0.0
47
3

正
規

60
.0

15
.9

22
.1

2.0
10
0.0

40
2

非
正
規

37
.6

58
.8

3.5
10

0.0
85

非
正
規

59
.4

12
.5

28
.1

0.0
10
0.0

32
女
性

64
.9

34
.1

0.9
10

0.0
53
6

女
性

62
.9

17
.0

19
.3

0.9
10
0.0

34
8

正
規

89
.7

10
.0

0.4
10

0.0
28
1

正
規

64
.3

17
.9

17
.9

0.0
10
0.0

25
2

非
正
規

37
.6

60
.8

1.6
10

0.0
25
5

非
正
規

59
.4

14
.6

22
.9

3.1
10
0.0

96
うち

未
婚
・離

死
別

40
.7

58
.5

0.8
10

0.0
12
3

うち
未
婚
・離

死
別

54
.0

22
.0

18
.0

6.0
10
0.0

50
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
68
.1

30
.0

1.9
10

0.0
24
84

雇
用
者

64
.1

14
.8

20
.0

1.1
10
0.0

16
92

男
性

79
.4

18
.4

2.2
10

0.0
12
26

男
性

67
.6

14
.0

17
.4

1.1
10
0.0

97
4

正
規

82
.6

15
.0

2.3
10

0.0
11
23

正
規

68
.1

13
.4

17
.3

1.2
10
0.0

92
8

非
正
規

44
.7

54
.4

1.0
10

0.0
10
3

非
正
規

56
.5

26
.1

17
.4

0.0
10
0.0

46
女
性

57
.1

41
.3

1.6
10

0.0
12
58

女
性

59
.3

16
.0

23
.7

1.0
10
0.0

71
8

正
規

84
.7

13
.1

2.3
10

0.0
52
8

正
規

59
.7

18
.1

21
.5

0.7
10
0.0

44
7

非
正
規

37
.1

61
.8

1.1
10

0.0
73
0

非
正
規

58
.7

12
.5

27
.3

1.5
10
0.0

27
1

うち
未
婚
・離

死
別

37
.9

60
.1

2.0
10

0.0
15
3

うち
未
婚
・離

死
別

56
.9

20
.7

22
.4

0.0
10
0.0

58
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
23
　次

の
うち

、勤
務
先

で
あ
な
た
に
適
用
され

うる
制
度
は
ど
れ
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

退
職
金

企
業
年

金
社

宅
、家

賃
補
助
な
ど

交
通
費
の

支
給

健
康

診
断

福
利
厚
生

施
設
な
ど

の
利
用

い
ず
れ
も

適
用

され
な

い
無

回
答

合
計

N

計
54
.5

30
.4

23
.9

77
.1

76
.3

39
.4

10
.7

1.3
10
0.0

35
78

若
年

53
.0

30
.7

26
.1

79
.0

76
.7

40
.8

9.1
1.4

10
0.0

10
94

男
性

62
.0

35
.8

34
.1

80
.6

81
.7

42
.1

6.8
2.2

10
0.0

55
8

女
性

43
.7

25
.4

17
.7

77
.2

71
.5

39
.4

11
.6

0.6
10
0.0

53
6

壮
年

55
.2

30
.2

22
.9

76
.3

76
.1

38
.8

11
.4

1.3
10
0.0

24
84

男
性

74
.7

41
.7

34
.3

83
.0

87
.1

48
.4

5.1
1.5

10
0.0

12
26

女
性

36
.2

19
.1

11
.9

69
.9

65
.4

29
.6

17
.6

1.1
10
0.0

12
58

雇
用
者

53
.0

30
.7

26
.1

79
.0

76
.7

40
.8

9.1
1.4

10
0.0

10
94

男
性

62
.0

35
.8

34
.1

80
.6

81
.7

42
.1

6.8
2.2

10
0.0

55
8

正
規

71
.0

38
.7

39
.1

84
.1

86
.5

45
.7

4.0
1.9

10
0.0

47
3

非
正
規

11
.8

20
.0

5.9
61
.2

55
.3

22
.4

22
.4

3.5
10
0.0

85
女
性

43
.7

25
.4

17
.7

77
.2

71
.5

39
.4

11
.6

0.6
10
0.0

53
6

正
規

77
.9

38
.1

32
.4

92
.5

87
.9

55
.2

1.4
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

5.9
11
.4

1.6
60
.4

53
.3

22
.0

22
.7

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

7.3
20
.3

1.6
65
.0

62
.6

27
.6

13
.8

0.0
10
0.0

12
3

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用
者

55
.2

30
.2

22
.9

76
.3

76
.1

38
.8

11
.4

1.3
10
0.0

24
84

男
性

74
.7

41
.7

34
.3

83
.0

87
.1

48
.4

5.1
1.5

10
0.0

12
26

正
規

80
.3

43
.7

36
.7

85
.2

89
.2

50
.5

3.4
1.5

10
0.0

11
23

非
正
規

13
.6

19
.4

7.8
58
.3

64
.1

25
.2

23
.3

1.0
10
0.0

10
3

女
性

36
.2

19
.1

11
.9

69
.9

65
.4

29
.6

17
.6

1.1
10
0.0

12
58

正
規

80
.9

37
.7

27
.7

88
.4

90
.7

51
.9

1.5
1.5

10
0.0

52
8

非
正
規

3.8
5.6

0.5
56
.4

47
.1

13
.4

29
.3

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

5.9
8.5

1.3
67
.3

58
.8

20
.3

18
.3

0.7
10
0.0

15
3

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
24
　あ

な
た
に
は

次
の
①
～

⑤
の
制
度

が
適
用
され

ま
す
か
。ま

た
、あ

な
た
ご
自

身
が
この

制
度
を利

用
した

こと
は
あ
りま

す
か
。

問
24

　あ
な
た
に
は
次

の
①
～
⑤

の
制
度
が

適
用
され

ま
す

か
。ま

た
、あ

な
た
ご
自
身
が

この
制

度
を利

用
した

こと
は
あ
りま

す
か
。

（そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）　

①
産
前

・産
後
休
暇

（産
休
）制

度
（そ

れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）　

②
育
児
休
業

（育
休
）制

度

利
用

した
こ

とが
あ
る

（制
度
が
適

用
され

る）

利
用
した

こ
とは

な
い

（制
度
が
適

用
され

る）

適
用
され

な
い

わ
か
らな

い
無

回
答

合
計

Ｎ
利
用
した

こ
とが

あ
る

（制
度
が

適
用

され
る）

利
用
した

こ
とは

な
い

（制
度

が
適

用
され

る）

適
用

され
な

い
わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
18
.2

39
.3

21
.9

19
.8

0.8
10

0.0
17

94
計

8.4
45
.7

21
.2

23
.7

1.0
10
0.0

35
78

若
年

15
.1

45
.5

21
.8

17
.0

0.6
10

0.0
53

6
若
年

7.0
44
.4

21
.8

25
.7

1.0
10
0.0

10
94

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男
性

0.9
45
.3

19
.9

32
.6

1.3
10
0.0

55
8

女
性

15
.1

45
.5

21
.8

17
.0

0.6
10

0.0
53

6
女
性

13
.4

43
.5

23
.9

18
.5

0.7
10
0.0

53
6

壮
年

19
.6

36
.6

21
.9

21
.1

0.9
10

0.0
12

58
壮
年

9.0
46
.2

20
.9

22
.8

1.0
10
0.0

24
84

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男
性

1.1
55
.3

18
.9

23
.5

1.2
10
0.0

12
26

女
性

19
.6

36
.6

21
.9

21
.1

0.9
10

0.0
12

58
女
性

16
.7

37
.4

22
.9

22
.2

0.9
10
0.0

12
58

雇
用

者
15
.1

45
.5

21
.8

17
.0

0.6
10

0.0
53

6
雇
用
者

7.0
44
.4

21
.8

25
.7

1.0
10
0.0

10
94

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
0.9

45
.3

19
.9

32
.6

1.3
10
0.0

55
8

正
規

-
-

-
-

-
-

-
正
規

1.1
49
.9

18
.0

30
.2

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
非
正

規
0.0

20
.0

30
.6

45
.9

3.5
10
0.0

85
女
性

15
.1

45
.5

21
.8

17
.0

0.6
10

0.0
53

6
女

性
13
.4

43
.5

23
.9

18
.5

0.7
10
0.0

53
6

正
規

21
.7

59
.8

7.5
10

.7
0.4

10
0.0

28
1

正
規

19
.6

59
.1

9.3
11
.7

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

7.8
29
.8

37
.6

23
.9

0.8
10

0.0
25

5
非
正

規
6.7

26
.3

40
.0

25
.9

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

0.8
35
.0

37
.4

26
.0

0.8
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

0.0
30
.9

40
.7

27
.6

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
19
.6

36
.6

21
.9

21
.1

0.9
10

0.0
12

58
雇
用
者

9.0
46
.2

20
.9

22
.8

1.0
10
0.0

24
84

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
1.1

55
.3

18
.9

23
.5

1.2
10
0.0

12
26

正
規

-
-

-
-

-
-

-
正
規

1.2
58
.1

17
.2

22
.4

1.2
10
0.0

11
23

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
非
正

規
0.0

25
.2

37
.9

35
.9

1.0
10
0.0

10
3

女
性

19
.6

36
.6

21
.9

21
.1

0.9
10

0.0
12

58
女

性
16
.7

37
.4

22
.9

22
.2

0.9
10
0.0

12
58

正
規

36
.4

51
.7

4.2
7.0

0.8
10

0.0
52

8
正
規

31
.3

54
.5

4.9
8.5

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

7.4
25
.8

34
.7

31
.2

1.0
10

0.0
73

0
非
正

規
6.2

24
.9

35
.9

32
.1

1.0
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

2.0
32
.7

35
.9

28
.8

0.7
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

2.0
31
.4

37
.9

28
.1

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
24
　あ

な
た
に
は

次
の
①
～

⑤
の
制
度

が
適
用
され

ま
す
か
。ま

た
、あ

な
た
ご
自

身
が
この

制
度
を利

用
した

こと
は
あ
りま

す
か
。

問
24

　あ
な
た
に
は
次

の
①
～
⑤

の
制
度
が

適
用
され

ま
す

か
。ま

た
、あ

な
た
ご
自
身
が

この
制

度
を利

用
した

こと
は
あ
りま

す
か
。

（そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）　

③
介
護

休
業
制
度

（そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）　

④
１ヶ

月
以

上
の
病
気

休
暇
制
度

利
用

した
こ

とが
あ
る

（制
度
が
適

用
され

る）

利
用
した

こ
とは

な
い

（制
度
が
適

用
され

る）

適
用
され

な
い

わ
か
らな

い
無

回
答

合
計

Ｎ
利
用
した

こ
とが

あ
る

（制
度
が

適
用

され
る）

利
用
した

こ
とは

な
い

（制
度

が
適

用
され

る）

適
用

され
な

い
わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
0.3

43
.6

20
.5

34
.3

1.2
10

0.0
35

78
計

3.6
47
.0

16
.3

31
.8

1.2
10
0.0

35
78

若
年

0.3
37
.5

20
.9

40
.2

1.1
10

0.0
10

94
若
年

2.5
43
.2

15
.3

37
.9

1.1
10
0.0

10
94

男
性

0.5
36
.0

17
.7

44
.4

1.3
10

0.0
55

8
男
性

2.9
44
.8

12
.2

38
.9

1.3
10
0.0

55
8

女
性

0.0
39
.0

24
.3

35
.8

0.9
10

0.0
53

6
女
性

2.1
41
.6

18
.5

36
.9

0.9
10
0.0

53
6

壮
年

0.4
46
.3

20
.4

31
.7

1.3
10

0.0
24

84
壮
年

4.1
48
.7

16
.8

29
.1

1.2
10
0.0

24
84

男
性

0.5
49
.2

17
.8

31
.4

1.1
10

0.0
12

26
男
性

3.8
55
.5

13
.6

25
.9

1.1
10
0.0

12
26

女
性

0.2
43
.5

22
.9

32
.0

1.4
10

0.0
12

58
女
性

4.5
42
.0

20
.0

32
.3

1.4
10
0.0

12
58

雇
用

者
0.3

37
.5

20
.9

40
.2

1.1
10

0.0
10

94
雇
用
者

2.5
43
.2

15
.3

37
.9

1.1
10
0.0

10
94

男
性

0.5
36
.0

17
.7

44
.4

1.3
10

0.0
55

8
男

性
2.9

44
.8

12
.2

38
.9

1.3
10
0.0

55
8

正
規

0.6
39
.1

16
.1

43
.1

1.1
10

0.0
47

3
正
規

3.2
48
.8

10
.1

36
.8

1.1
10
0.0

47
3

非
正
規

0.0
18
.8

27
.1

51
.8

2.4
10

0.0
85

非
正

規
1.2

22
.4

23
.5

50
.6

2.4
10
0.0

85
女
性

0.0
39
.0

24
.3

35
.8

0.9
10

0.0
53

6
女

性
2.1

41
.6

18
.5

36
.9

0.9
10
0.0

53
6

正
規

0.0
55
.5

11
.7

32
.4

0.4
10

0.0
28

1
正
規

2.1
57
.3

6.0
34
.2

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

0.0
20
.8

38
.0

39
.6

1.6
10

0.0
25

5
非
正

規
2.0

24
.3

32
.2

40
.0

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

20
.3

37
.4

41
.5

0.8
10

0.0
0.0

0
うち

未
婚

・離
死
別

2.4
23
.6

29
.3

43
.9

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
0.4

46
.3

20
.4

31
.7

1.3
10

0.0
24

84
雇
用
者

4.1
48
.7

16
.8

29
.1

1.2
10
0.0

24
84

男
性

0.5
49
.2

17
.8

31
.4

1.1
10

0.0
12

26
男

性
3.8

55
.5

13
.6

25
.9

1.1
10
0.0

12
26

正
規

0.5
51
.7

16
.0

30
.5

1.2
10

0.0
11

23
正
規

4.1
58
.8

11
.3

24
.7

1.2
10
0.0

11
23

非
正
規

0.0
21
.4

36
.9

41
.7

0.0
10

0.0
10

3
非
正

規
1.0

20
.4

38
.8

39
.8

0.0
10
0.0

10
3

女
性

0.2
43
.5

22
.9

32
.0

1.4
10

0.0
12

58
女

性
4.5

42
.0

20
.0

32
.3

1.4
10
0.0

12
58

正
規

0.4
71
.6

5.3
21

.2
1.5

10
0.0

52
8

正
規

8.7
65
.3

6.1
18
.6

1.3
10
0.0

52
8

非
正
規

0.1
23
.2

35
.6

39
.7

1.4
10

0.0
73

0
非
正

規
1.4

25
.1

30
.0

42
.2

1.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

24
.8

37
.9

35
.9

1.3
10

0.0
0.0

0
うち

未
婚

・離
死
別

0.7
28
.8

32
.7

37
.3

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
24
　あ

な
た
に
は

次
の
①
～
⑤

の
制
度
が
適
用

され
ま
す

か
。ま

た
、あ

な
た
ご
自
身
が

この
制
度
を利

用
した

こと
は

あ
りま

す
か
。

（そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）　

⑤
短
時
間
勤
務
制

度

利
用
した

こ
とが

あ
る

（制
度
が

適
用
され

る）

利
用

した
こ

とは
な
い

（制
度
が
適

用
され

る）

適
用
され

な
い

わ
か
らな

い
無
回
答

合
計

Ｎ

計
5.5

36
.2

21
.7

35
.5

1.2
10

0.0
35
78

若
年

4.7
35
.6

20
.6

38
.1

1.1
10

0.0
10
94

男
性

2.3
36
.2

19
.5

40
.7

1.3
10

0.0
55
8

女
性

7.1
34
.9

21
.6

35
.4

0.9
10

0.0
53
6

壮
年

5.8
36
.5

22
.2

34
.3

1.2
10

0.0
24
84

男
性

2.4
41
.7

22
.6

32
.1

1.2
10

0.0
12
26

女
性

9.2
31
.4

21
.8

36
.4

1.2
10

0.0
12
58

雇
用

者
4.7

35
.6

20
.6

38
.1

1.1
10

0.0
10
94

男
性

2.3
36
.2

19
.5

40
.7

1.3
10

0.0
55
8

正
規

2.3
38
.3

19
.0

39
.3

1.1
10

0.0
47
3

非
正
規

2.4
24
.7

22
.4

48
.2

2.4
10

0.0
85

女
性

7.1
34
.9

21
.6

35
.4

0.9
10

0.0
53
6

正
規

8.2
50
.5

15
.7

25
.3

0.4
10

0.0
28
1

非
正
規

5.9
17
.6

28
.2

46
.7

1.6
10

0.0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
2.4

21
.1

26
.0

49
.6

0.8
10

0.0
12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
5.8

36
.5

22
.2

34
.3

1.2
10

0.0
24
84

男
性

2.4
41
.7

22
.6

32
.1

1.2
10

0.0
12
26

正
規

2.3
43
.5

22
.0

30
.8

1.3
10

0.0
11
23

非
正
規

2.9
21
.4

29
.1

46
.6

0.0
10

0.0
10
3

女
性

9.2
31
.4

21
.8

36
.4

1.2
10

0.0
12
58

正
規

12
.1

48
.7

13
.3

24
.6

1.3
10

0.0
52
8

非
正
規

7.1
18
.9

27
.9

44
.9

1.1
10

0.0
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
7.2

20
.3

34
.0

37
.9

0.7
10

0.0
15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
25
　あ

な
た
は
、年

次
有
給
休
暇

（年
休
）を

年
間
何

日
ぐら

い
取

得
して

い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
26

　あ
な
た
は
、い

ま
の
勤
務
先

に
お
い
て
、過

去
1年

間
に
次

の
①
～
③

の
教
育
・訓

練
、研

修
、支

援
を受

け
ま
した

か
。

（そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）　

①
日
常
の
業

務
に
つ
きな

が
ら行

わ
れ
る教

育
・訓

練

10
日
以

上
5～

9日
程

度
1～

4日
程

度
ま
った

く取
得
して

い
な

い
無

回
答

合
計

Ｎ
受

け
た

受
け
な
か
っ

た
無
回
答

合
計

Ｎ

計
25
.7

24
.2

18
.6

29
.2

2.3
10

0.0
35

78
計

62
.4

36
.8

0.8
10
0.0

35
78

若
年

25
.4

22
.7

21
.0

29
.1

1.8
10

0.0
10

94
若
年

70
.4

28
.8

0.8
10
0.0

10
94

男
性

22
.8

23
.3

22
.8

29
.0

2.2
10

0.0
55

8
男
性

69
.4

29
.9

0.7
10
0.0

55
8

女
性

28
.2

22
.0

19
.2

29
.1

1.5
10

0.0
53

6
女
性

71
.5

27
.6

0.9
10
0.0

53
6

壮
年

25
.8

24
.8

17
.5

29
.3

2.6
10

0.0
24

84
壮
年

58
.9

40
.3

0.7
10
0.0

24
84

男
性

23
.9

28
.1

22
.3

23
.0

2.7
10

0.0
12

26
男
性

60
.8

38
.3

0.8
10
0.0

12
26

女
性

27
.7

21
.6

12
.8

35
.5

2.5
10

0.0
12

58
女
性

57
.1

42
.3

0.6
10
0.0

12
58

雇
用

者
25
.4

22
.7

21
.0

29
.1

1.8
10

0.0
10

94
雇
用
者

70
.4

28
.8

0.8
10
0.0

10
94

男
性

22
.8

23
.3

22
.8

29
.0

2.2
10

0.0
55

8
男

性
69
.4

29
.9

0.7
10
0.0

55
8

正
規

23
.9

25
.4

24
.5

24
.3

1.9
10

0.0
47

3
正
規

68
.9

30
.7

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

16
.5

11
.8

12
.9

55
.3

3.5
10

0.0
85

非
正

規
71
.8

25
.9

2.4
10
0.0

85
女
性

28
.2

22
.0

19
.2

29
.1

1.5
10

0.0
53

6
女

性
71
.5

27
.6

0.9
10
0.0

53
6

正
規

31
.3

27
.4

26
.7

13
.9

0.7
10

0.0
28

1
正
規

77
.2

22
.4

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

24
.7

16
.1

11
.0

45
.9

2.4
10

0.0
25

5
非
正

規
65
.1

33
.3

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

29
.3

17
.1

13
.0

39
.0

1.6
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

65
.9

33
.3

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

雇
用

者
25
.8

24
.8

17
.5

29
.3

2.6
10

0.0
24

84
雇
用
者

58
.9

40
.3

0.7
10
0.0

24
84

男
性

23
.9

28
.1

22
.3

23
.0

2.7
10

0.0
12

26
男

性
60
.8

38
.3

0.8
10
0.0

12
26

正
規

24
.3

29
.9

22
.2

20
.9

2.7
10

0.0
11

23
正
規

61
.2

37
.9

0.9
10
0.0

11
23

非
正
規

19
.4

8.7
23

.3
45

.6
2.9

10
0.0

10
3

非
正

規
57
.3

42
.7

0.0
10
0.0

10
3

女
性

27
.7

21
.6

12
.8

35
.5

2.5
10

0.0
12

58
女

性
57
.1

42
.3

0.6
10
0.0

12
58

正
規

36
.9

31
.1

18
.8

11
.2

2.1
10

0.0
52

8
正
規

60
.4

39
.0

0.6
10
0.0

52
8

非
正
規

21
.0

14
.8

8.5
53

.0
2.7

10
0.0

73
0

非
正

規
54
.7

44
.7

0.7
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

26
.8

21
.6

11
.8

37
.9

2.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

56
.2

42
.5

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
26
　あ

な
た
は
、い

ま
の
勤
務

先
に
お
い
て
、過

去
1年

間
に
次
の
①

～
③
の
教

育
・訓

練
、研

修
、支

援
を受

け
ま
した

か
。

問
26

　あ
な
た
は
、い

ま
の
勤
務
先

に
お
い
て
、過

去
1年

間
に
次

の
①
～
③

の
教
育
・訓

練
、研

修
、支

援
を受

け
ま
した

か
。

（そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）　

②
職
場

か
ら離

れ
て
行
わ

れ
る研

修
な
ど

（そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）　

③
自
己
啓
発

の
た
め
の

経
済
的
・金

銭
的
支

援

受
け
た

受
け
な
か
っ

た
無
回

答
合

計
Ｎ

受
け
た

受
け
な
か
っ

た
無
回
答

合
計

Ｎ

計
43
.9

55
.4

0.7
10

0.0
35
78

計
12
.7

86
.2

1.2
10
0.0

35
78

若
年

47
.1

52
.3

0.6
10

0.0
10
94

若
年

13
.0

85
.8

1.2
10
0.0

10
94

男
性

52
.3

47
.0

0.7
10

0.0
55
8

男
性

15
.2

83
.3

1.4
10
0.0

55
8

女
性

41
.6

57
.8

0.6
10

0.0
53
6

女
性

10
.6

88
.4

0.9
10
0.0

53
6

壮
年

42
.4

56
.8

0.8
10

0.0
24
84

壮
年

12
.5

86
.3

1.2
10
0.0

24
84

男
性

51
.1

48
.1

0.8
10

0.0
12
26

男
性

19
.1

79
.8

1.1
10
0.0

12
26

女
性

34
.0

65
.3

0.7
10

0.0
12
58

女
性

6.1
92
.7

1.2
10
0.0

12
58

雇
用

者
47
.1

52
.3

0.6
10

0.0
10
94

雇
用
者

13
.0

85
.8

1.2
10
0.0

10
94

男
性

52
.3

47
.0

0.7
10

0.0
55
8

男
性

15
.2

83
.3

1.4
10
0.0

55
8

正
規

56
.0

43
.6

0.4
10

0.0
47
3

正
規

16
.9

82
.0

1.1
10
0.0

47
3

非
正
規

31
.8

65
.9

2.4
10

0.0
85

非
正

規
5.9

90
.6

3.5
10
0.0

85
女
性

41
.6

57
.8

0.6
10

0.0
53
6

女
性

10
.6

88
.4

0.9
10
0.0

53
6

正
規

59
.1

40
.6

0.4
10

0.0
28
1

正
規

18
.1

81
.1

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

22
.4

76
.9

0.8
10

0.0
25
5

非
正

規
2.4

96
.5

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

20
.3

79
.7

0.0
10

0.0
12
3

うち
未
婚

・離
死
別

0.8
98
.4

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

雇
用

者
42
.4

56
.8

0.8
10

0.0
24
84

雇
用
者

12
.5

86
.3

1.2
10
0.0

24
84

男
性

51
.1

48
.1

0.8
10

0.0
12
26

男
性

19
.1

79
.8

1.1
10
0.0

12
26

正
規

53
.5

45
.6

0.9
10

0.0
11
23

正
規

20
.3

78
.5

1.2
10
0.0

11
23

非
正
規

24
.3

75
.7

0.0
10

0.0
10
3

非
正

規
5.8

94
.2

0.0
10
0.0

10
3

女
性

34
.0

65
.3

0.7
10

0.0
12
58

女
性

6.1
92
.7

1.2
10
0.0

12
58

正
規

51
.7

47
.7

0.6
10

0.0
52
8

正
規

12
.1

86
.6

1.3
10
0.0

52
8

非
正
規

21
.2

77
.9

0.8
10

0.0
73
0

非
正

規
1.8

97
.1

1.1
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

20
.3

78
.4

1.3
10

0.0
15
3

うち
未
婚

・離
死
別

2.6
95
.4

2.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
27
　①

あ
な
た
は

、労
働
組
合
に
加
入
して

い
ま
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

問
27

　②
ま
た
、加

入
して

い
な
い
場
合

、あ
な
た
は
加
入
を希

望
して

い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

勤
務
先

の
労
働
組

合
に
加
入
して

い
る

勤
務
先

以
外
の
労

働
組
合
に
加

入
して

い
る

加
入
して

い
な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

希
望
して

い
る

希
望

して
い

な
い

わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
28
.3

0.8
68

.7
2.2

10
0.0

35
78

計
8.7

38
.3

47
.9

5.0
10
0.0

24
58

若
年

31
.4

1.2
65

.0
2.5

10
0.0

10
94

若
年

9.3
33
.9

52
.7

4.1
10
0.0

71
1

男
性

33
.0

1.6
63

.6
1.8

10
0.0

55
8

男
性

12
.7

33
.8

49
.9

3.7
10
0.0

35
5

女
性

29
.7

0.7
66

.4
3.2

10
0.0

53
6

女
性

5.9
34
.0

55
.6

4.5
10
0.0

35
6

壮
年

26
.9

0.7
70

.3
2.1

10
0.0

24
84

壮
年

8.5
40
.1

45
.9

5.4
10
0.0

17
47

男
性

32
.2

0.7
65

.1
2.0

10
0.0

12
26

男
性

12
.7

42
.1

40
.4

4.9
10
0.0

79
8

女
性

21
.8

0.7
75

.4
2.1

10
0.0

12
58

女
性

5.1
38
.5

50
.6

5.9
10
0.0

94
9

雇
用

者
31
.4

1.2
65

.0
2.5

10
0.0

10
94

雇
用
者

9.3
33
.9

52
.7

4.1
10
0.0

71
1

男
性

33
.0

1.6
63

.6
1.8

10
0.0

55
8

男
性

12
.7

33
.8

49
.9

3.7
10
0.0

35
5

正
規

35
.9

1.9
60

.5
1.7

10
0.0

47
3

正
規

14
.0

32
.9

50
.3

2.8
10
0.0

28
6

非
正
規

16
.5

0.0
81

.2
2.4

10
0.0

85
非
正

規
7.2

37
.7

47
.8

7.2
10
0.0

69
女
性

29
.7

0.7
66

.4
3.2

10
0.0

53
6

女
性

5.9
34
.0

55
.6

4.5
10
0.0

35
6

正
規

43
.4

0.4
53

.7
2.5

10
0.0

28
1

正
規

7.3
35
.1

51
.7

6.0
10
0.0

15
1

非
正
規

14
.5

1.2
80

.4
3.9

10
0.0

25
5

非
正

規
4.9

33
.2

58
.5

3.4
10
0.0

20
5

うち
未
婚
・離

死
別

17
.9

2.4
77

.2
2.4

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

9.5
34
.7

54
.7

1.1
10
0.0

95
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
26
.9

0.7
70

.3
2.1

10
0.0

24
84

雇
用
者

8.5
40
.1

45
.9

5.4
10
0.0

17
47

男
性

32
.2

0.7
65

.1
2.0

10
0.0

12
26

男
性

12
.7

42
.1

40
.4

4.9
10
0.0

79
8

正
規

34
.4

0.7
62

.9
2.0

10
0.0

11
23

正
規

12
.5

42
.1

41
.1

4.4
10
0.0

70
6

非
正
規

8.7
0.0

89
.3

1.9
10

0.0
10

3
非
正

規
14
.1

42
.4

34
.8

8.7
10
0.0

92
女
性

21
.8

0.7
75

.4
2.1

10
0.0

12
58

女
性

5.1
38
.5

50
.6

5.9
10
0.0

94
9

正
規

37
.9

0.4
59

.7
2.1

10
0.0

52
8

正
規

6.0
39
.7

50
.8

3.5
10
0.0

31
5

非
正
規

10
.1

1.0
86

.8
2.1

10
0.0

73
0

非
正

規
4.6

37
.9

50
.5

7.1
10
0.0

63
4

うち
未
婚
・離

死
別

13
.7

0.0
84

.3
2.0

10
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

4.7
34
.1

51
.2

10
.1

10
0.0

12
9

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
28
　あ

な
た
と同

じ職
場
に
、あ

な
た
と仕

事
内
容
が

同
じ正

社
員
は
い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
28
-1

　そ
の
正
社

員
の
主
な
年
齢
層

は
ど
の
くら

い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

い
る

い
な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

24
歳

以
下

25
～
29
歳

30
～
34
歳

35
～
39
歳

40
歳
以
上

わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
47
.6

51
.5

0.9
10

0.0
11
73

計
3.9

17
.0

14
.5

15
.8

33
.7

14
.7

0.4
10
0.0

55
8

若
年

50
.9

47
.6

1.5
10

0.0
34
0

若
年

5.8
23
.1

13
.3

15
.6

27
.7

14
.5

0.0
10
0.0

17
3

男
性

61
.2

37
.6

1.2
10

0.0
85

男
性

11
.5

21
.2

13
.5

3.8
32
.7

17
.3

0.0
10
0.0

52
女
性

47
.5

51
.0

1.6
10

0.0
25
5

女
性

3.3
24
.0

13
.2

20
.7

25
.6

13
.2

0.0
10
0.0

12
1

壮
年

46
.2

53
.1

0.7
10

0.0
83
3

壮
年

3.1
14
.3

15
.1

15
.8

36
.4

14
.8

0.5
10
0.0

38
5

男
性

62
.1

36
.9

1.0
10

0.0
10
3

男
性

1.6
15
.6

17
.2

15
.6

29
.7

20
.3

0.0
10
0.0

64
女
性

44
.0

55
.3

0.7
10

0.0
73
0

女
性

3.4
14
.0

14
.6

15
.9

37
.7

13
.7

0.6
10
0.0

32
1

雇
用

者
50
.9

47
.6

1.5
10

0.0
34
0

雇
用
者

5.8
23
.1

13
.3

15
.6

27
.7

14
.5

0.0
10
0.0

17
3

男
性

61
.2

37
.6

1.2
10

0.0
85

男
性

11
.5

21
.2

13
.5

3.8
32
.7

17
.3

0.0
10
0.0

52
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

61
.2

37
.6

1.2
10

0.0
85

非
正
規

11
.5

21
.2

13
.5

3.8
32
.7

17
.3

0.0
10
0.0

52
女
性

47
.5

51
.0

1.6
10

0.0
25
5

女
性

3.3
24
.0

13
.2

20
.7

25
.6

13
.2

0.0
10
0.0

12
1

正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

47
.5

51
.0

1.6
10

0.0
25
5

非
正
規

3.3
24
.0

13
.2

20
.7

25
.6

13
.2

0.0
10
0.0

12
1

うち
未
婚
・離

死
別

43
.9

55
.3

0.8
10

0.0
12
3

うち
未
婚
・離

死
別

3.7
27
.8

11
.1

18
.5

24
.1

14
.8

0.0
10
0.0

54
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
46
.2

53
.1

0.7
10

0.0
83
3

雇
用
者

3.1
14
.3

15
.1

15
.8

36
.4

14
.8

0.5
10
0.0

38
5

男
性

62
.1

36
.9

1.0
10

0.0
10
3

男
性

1.6
15
.6

17
.2

15
.6

29
.7

20
.3

0.0
10
0.0

64
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

62
.1

36
.9

1.0
10

0.0
10
3

非
正
規

1.6
15
.6

17
.2

15
.6

29
.7

20
.3

0.0
10
0.0

64
女
性

44
.0

55
.3

0.7
10

0.0
73
0

女
性

3.4
14
.0

14
.6

15
.9

37
.7

13
.7

0.6
10
0.0

32
1

正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

44
.0

55
.3

0.7
10

0.0
73
0

非
正
規

3.4
14
.0

14
.6

15
.9

37
.7

13
.7

0.6
10
0.0

32
1

うち
未
婚
・離

死
別

44
.4

54
.9

0.7
10

0.0
15
3

うち
未
婚
・離

死
別

2.9
14
.7

16
.2

16
.2

33
.8

14
.7

1.5
10
0.0

68
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
28
-2
　そ

の
正
社

員
の

賃
金
を1

00
とす

ると
、あ

な
た
の
賃
金
は
ど
の
くら

い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

１０
０よ

り高
い

１０
０ぐ

らい
９０

ぐら
い

８０
ぐら

い
７０

ぐら
い

６０
ぐら

い
５０

以
下

わ
か
らな

い
無
回

答
合
計

Ｎ

計
1.3

6.5
3.0

8.6
6.8

9.7
16
.8

46
.4

0.9
10
0.0

55
8

若
年

0.6
7.5

2.3
6.9

9.2
11
.0

16
.8

45
.1

0.6
10
0.0

17
3

男
性

0.0
11
.5

3.8
11

.5
7.7

9.6
1.9

53
.8

0.0
10
0.0

52
女
性

0.8
5.8

1.7
5.0

9.9
11
.6

23
.1

41
.3

0.8
10
0.0

12
1

壮
年

1.6
6.0

3.4
9.4

5.7
9.1

16
.9

47
.0

1.0
10
0.0

38
5

男
性

6.3
7.8

6.3
14

.1
4.7

10
.9

4.7
43
.8

1.6
10
0.0

64
女
性

0.6
5.6

2.8
8.4

5.9
8.7

19
.3

47
.7

0.9
10
0.0

32
1

雇
用

者
0.6

7.5
2.3

6.9
9.2

11
.0

16
.8

45
.1

0.6
10
0.0

17
3

男
性

0.0
11
.5

3.8
11

.5
7.7

9.6
1.9

53
.8

0.0
10
0.0

52
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

0.0
11
.5

3.8
11

.5
7.7

9.6
1.9

53
.8

0.0
10
0.0

52
女
性

0.8
5.8

1.7
5.0

9.9
11
.6

23
.1

41
.3

0.8
10
0.0

12
1

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

0.8
5.8

1.7
5.0

9.9
11
.6

23
.1

41
.3

0.8
10
0.0

12
1

うち
未
婚

・離
死

別
1.9

5.6
3.7

3.7
13
.0

13
.0

24
.1

35
.2

0.0
10
0.0

54
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
1.6

6.0
3.4

9.4
5.7

9.1
16
.9

47
.0

1.0
10
0.0

38
5

男
性

6.3
7.8

6.3
14

.1
4.7

10
.9

4.7
43
.8

1.6
10
0.0

64
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

6.3
7.8

6.3
14

.1
4.7

10
.9

4.7
43
.8

1.6
10
0.0

64
女
性

0.6
5.6

2.8
8.4

5.9
8.7

19
.3

47
.7

0.9
10
0.0

32
1

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

0.6
5.6

2.8
8.4

5.9
8.7

19
.3

47
.7

0.9
10
0.0

32
1

うち
未
婚

・離
死

別
1.5

4.4
1.5

11
.8

10
.3

10
.3

14
.7

44
.1

1.5
10
0.0

68
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
28
-3
　あ

な
た
は

そ
の
賃
金

の
違
い
に
納
得

して
い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
29

　あ
な
た
の
勤
務
先

に
は
、正

社
員
に
転
換

で
きる

制
度

が
あ
りま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

納
得
して

い
る

ど
ちら

とも
い
え
な
い

納
得
して

い
な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

あ
る

な
い

わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

N

計
33
.2

41
.9

22
.9

2.0
10

0.0
55

8
計

33
.8

32
.3

32
.7

1.2
10
0.0

11
73

若
年

30
.6

38
.2

30
.1

1.2
10

0.0
17

3
若
年

38
.8

29
.7

29
.7

1.8
10
0.0

34
0

男
性

19
.2

46
.2

32
.7

1.9
10

0.0
52

男
性

38
.8

22
.4

37
.6

1.2
10
0.0

85
女
性

35
.5

34
.7

28
.9

0.8
10

0.0
12

1
女
性

38
.8

32
.2

27
.1

2.0
10
0.0

25
5

壮
年

34
.3

43
.6

19
.7

2.3
10

0.0
38

5
壮
年

31
.8

33
.4

33
.9

1.0
10
0.0

83
3

男
性

21
.9

45
.3

31
.3

1.6
10

0.0
64

男
性

44
.7

34
.0

19
.4

1.9
10
0.0

10
3

女
性

36
.8

43
.3

17
.4

2.5
10

0.0
32

1
女
性

30
.0

33
.3

35
.9

0.8
10
0.0

73
0

雇
用

者
30
.6

38
.2

30
.1

1.2
10

0.0
17

3
雇
用
者

38
.8

29
.7

29
.7

1.8
10
0.0

34
0

男
性

19
.2

46
.2

32
.7

1.9
10

0.0
52

男
性

38
.8

22
.4

37
.6

1.2
10
0.0

85
正
規

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

非
正
規

19
.2

46
.2

32
.7

1.9
10

0.0
52

非
正

規
38
.8

22
.4

37
.6

1.2
10
0.0

85
女
性

35
.5

34
.7

28
.9

0.8
10

0.0
12

1
女

性
38
.8

32
.2

27
.1

2.0
10
0.0

25
5

正
規

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

非
正
規

35
.5

34
.7

28
.9

0.8
10

0.0
12

1
非
正

規
38
.8

32
.2

27
.1

2.0
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

18
.5

38
.9

42
.6

0.0
10

0.0
54

うち
未
婚

・離
死
別

39
.8

35
.8

23
.6

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
34
.3

43
.6

19
.7

2.3
10

0.0
38

5
雇
用
者

31
.8

33
.4

33
.9

1.0
10
0.0

83
3

男
性

21
.9

45
.3

31
.3

1.6
10

0.0
64

男
性

44
.7

34
.0

19
.4

1.9
10
0.0

10
3

正
規

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

非
正
規

21
.9

45
.3

31
.3

1.6
10

0.0
64

非
正

規
44
.7

34
.0

19
.4

1.9
10
0.0

10
3

女
性

36
.8

43
.3

17
.4

2.5
10

0.0
32

1
女

性
30
.0

33
.3

35
.9

0.8
10
0.0

73
0

正
規

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

非
正
規

36
.8

43
.3

17
.4

2.5
10

0.0
32

1
非
正

規
30
.0

33
.3

35
.9

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

23
.5

52
.9

20
.6

2.9
10

0.0
68

うち
未
婚

・離
死
別

25
.5

45
.1

28
.8

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

非
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年

若 年 壮 年

－ 341 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



 
 

 

問
29
-1
　あ

な
た
は

、現
在
の
勤
務

先
で
の

正
社
員
転

換
を希

望
しま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
29
-1

-1
　現

在
の

勤
務
先
で
正
社
員
転

換
を希

望
した

場
合

、実
際
に
転
換

で
きる

可
能

性
は
ど
の
くら

い
だ
と思

い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

希
望
す
る

希
望
しな

い
無
回

答
合

計
N

８割
以
上

６割
くら

い
４割

くら
い

２割
以

下
わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

N

計
28
.7

71
.0

0.3
10

0.0
39
7

計
22
.8

14
.0

11
.4

28
.1

23
.7

0.0
10
0.0

11
4

若
年

33
.3

65
.9

0.8
10

0.0
13
2

若
年

18
.2

15
.9

11
.4

22
.7

31
.8

0.0
10
0.0

44
男
性

57
.6

39
.4

3.0
10

0.0
33

男
性

21
.1

21
.1

0.0
15
.8

42
.1

0.0
10
0.0

19
女
性

25
.3

74
.7

0.0
10

0.0
99

女
性

16
.0

12
.0

20
.0

28
.0

24
.0

0.0
10
0.0

25
壮
年

26
.4

73
.6

0.0
10

0.0
26
5

壮
年

25
.7

12
.9

11
.4

31
.4

18
.6

0.0
10
0.0

70
男
性

60
.9

39
.1

0.0
10

0.0
46

男
性

17
.9

17
.9

7.1
28
.6

28
.6

0.0
10
0.0

28
女
性

19
.2

80
.8

0.0
10

0.0
21
9

女
性

31
.0

9.5
14
.3

33
.3

11
.9

0.0
10
0.0

42
雇
用

者
33
.3

65
.9

0.8
10

0.0
13
2

雇
用
者

18
.2

15
.9

11
.4

22
.7

31
.8

0.0
10
0.0

44
男
性

57
.6

39
.4

3.0
10

0.0
33

男
性

21
.1

21
.1

0.0
15
.8

42
.1

0.0
10
0.0

19
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

57
.6

39
.4

3.0
10

0.0
33

非
正
規

21
.1

21
.1

0.0
15
.8

42
.1

0.0
10
0.0

19
女
性

25
.3

74
.7

0.0
10

0.0
99

女
性

16
.0

12
.0

20
.0

28
.0

24
.0

0.0
10
0.0

25
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

25
.3

74
.7

0.0
10

0.0
99

非
正
規

16
.0

12
.0

20
.0

28
.0

24
.0

0.0
10
0.0

25
うち

未
婚
・離

死
別

30
.6

69
.4

0.0
10

0.0
49

うち
未
婚
・離

死
別

13
.3

13
.3

20
.0

20
.0

33
.3

0.0
10
0.0

15
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
26
.4

73
.6

0.0
10

0.0
26
5

雇
用
者

25
.7

12
.9

11
.4

31
.4

18
.6

0.0
10
0.0

70
男
性

60
.9

39
.1

0.0
10

0.0
46

男
性

17
.9

17
.9

7.1
28
.6

28
.6

0.0
10
0.0

28
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

60
.9

39
.1

0.0
10

0.0
46

非
正
規

17
.9

17
.9

7.1
28
.6

28
.6

0.0
10
0.0

28
女
性

19
.2

80
.8

0.0
10

0.0
21
9

女
性

31
.0

9.5
14
.3

33
.3

11
.9

0.0
10
0.0

42
正
規

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

19
.2

80
.8

0.0
10

0.0
21
9

非
正
規

31
.0

9.5
14
.3

33
.3

11
.9

0.0
10
0.0

42
うち

未
婚
・離

死
別

33
.3

66
.7

0.0
10

0.0
39

うち
未
婚
・離

死
別

15
.4

7.7
7.7

30
.8

38
.5

0.0
10
0.0

13
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
30
　あ

な
た
は

現
在
、（

現
在
の
勤

務
先
に
限
らず

）正
社
員
に
な
りた

い
と思

って
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

思
って

い
る

思
って

い
な

い
無

回
答

合
計

N

計
39
.0

60
.0

0.9
10
0.0

11
73

若
年

46
.8

51
.8

1.5
10
0.0

34
0

男
性

64
.7

34
.1

1.2
10
0.0

85
女
性

40
.8

57
.6

1.6
10
0.0

25
5

壮
年

35
.9

63
.4

0.7
10
0.0

83
3

男
性

68
.9

29
.1

1.9
10
0.0

10
3

女
性

31
.2

68
.2

0.5
10
0.0

73
0

雇
用

者
46
.8

51
.8

1.5
10
0.0

34
0

男
性

64
.7

34
.1

1.2
10
0.0

85
正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

64
.7

34
.1

1.2
10
0.0

85
女
性

40
.8

57
.6

1.6
10
0.0

25
5

正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

40
.8

57
.6

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
54
.5

45
.5

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
雇
用

者
35
.9

63
.4

0.7
10
0.0

83
3

男
性

68
.9

29
.1

1.9
10
0.0

10
3

正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

68
.9

29
.1

1.9
10
0.0

10
3

女
性

31
.2

68
.2

0.5
10
0.0

73
0

正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

31
.2

68
.2

0.5
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
52
.9

46
.4

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
30
-1
　正

社
員
に
な
りた

い
と思

って
い
な
い
理

由
は
何
で
す

か
。（

い
くつ

で
も）

現
在

の
働

き方
が
自

分
に
合
って

い
るか

ら

現
在
の

ま
ま
で
生

活
に
困
って

い
な
い
か

ら

正
社
員
の

仕
事
は
責

任
が
重
い

か
ら

正
社
員
の

仕
事
は
拘

束
時
間
が

長
い
か
ら

就
職
・転

職
活
動
をす

る
の

が
大
変

だ
か
ら

正
社
員

に
な
った

とし
て
も賃

金
が
上
が

ら
な
い
か
ら

正
社
員
に

な
るの

は
難
しい

と
知
って

い
る

か
ら

な
ん
とな

く
そ
の

他
無
回
答

N

計
65
.1

20
.2

21
.0

43
.2

7.4
7.5

15
.9

5.0
11

.8
2.7

70
4

若
年

59
.7

23
.3

20
.5

37
.5

12
.5

13
.1

14
.2

8.5
21

.0
1.1

17
6

男
性

37
.9

20
.7

27
.6

24
.1

10
.3

13
.8

20
.7

13
.8

20
.7

3.4
29

女
性

63
.9

23
.8

19
.0

40
.1

12
.9

12
.9

12
.9

7.5
21

.1
0.7

14
7

壮
年

66
.9

19
.1

21
.2

45
.1

5.7
5.7

16
.5

3.8
8.7

3.2
52
8

男
性

60
.0

30
.0

20
.0

20
.0

3.3
13
.3

30
.0

13
.3

6.7
0.0

30
女
性

67
.3

18
.5

21
.3

46
.6

5.8
5.2

15
.7

3.2
8.8

3.4
49
8

雇
用

者
59
.7

23
.3

20
.5

37
.5

12
.5

13
.1

14
.2

8.5
21

.0
1.1

17
6

男
性

37
.9

20
.7

27
.6

24
.1

10
.3

13
.8

20
.7

13
.8

20
.7

3.4
29

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

37
.9

20
.7

27
.6

24
.1

10
.3

13
.8

20
.7

13
.8

20
.7

3.4
29

女
性

63
.9

23
.8

19
.0

40
.1

12
.9

12
.9

12
.9

7.5
21

.1
0.7

14
7

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

63
.9

23
.8

19
.0

40
.1

12
.9

12
.9

12
.9

7.5
21

.1
0.7

14
7

うち
未
婚

・離
死

別
60
.7

26
.8

28
.6

35
.7

23
.2

30
.4

19
.6

10
.7

21
.4

0.0
56

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
66
.9

19
.1

21
.2

45
.1

5.7
5.7

16
.5

3.8
8.7

3.2
52
8

男
性

60
.0

30
.0

20
.0

20
.0

3.3
13
.3

30
.0

13
.3

6.7
0.0

30
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

60
.0

30
.0

20
.0

20
.0

3.3
13
.3

30
.0

13
.3

6.7
0.0

30
女
性

67
.3

18
.5

21
.3

46
.6

5.8
5.2

15
.7

3.2
8.8

3.4
49
8

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

67
.3

18
.5

21
.3

46
.6

5.8
5.2

15
.7

3.2
8.8

3.4
49
8

うち
未
婚

・離
死

別
50
.7

12
.7

22
.5

32
.4

5.6
9.9

22
.5

5.6
14

.1
8.5

71
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
30
-1
　正

社
員
に
な
りた

い
と思

って
い
な
い
理

由
は
何
で
す

か
。も

っと
も重

要
な
理
由
は

ど
れ
で
す
か

。（
番
号
を記

入
）

現
在

の
働

き方
が
自

分
に
合
って

い
るか

ら

現
在
の

ま
ま
で
生

活
に
困
って

い
な
い
か

ら

正
社
員
の

仕
事
は
責

任
が
重
い

か
ら

正
社
員
の

仕
事
は
拘

束
時
間
が

長
い
か
ら

就
職
・転

職
活
動
をす

る
の

が
大
変

だ
か
ら

正
社
員

に
な
った

とし
て
も賃

金
が
上
が

ら
な
い
か
ら

正
社
員
に

な
るの

は
難
しい

と
知
って

い
る

か
ら

な
ん
とな

く
そ
の

他
無
回
答

合
計

N

計
42
.5

3.7
4.5

20
.5

1.4
2.4

6.3
2.7

9.9
6.1

10
0.0

70
4

若
年

36
.9

2.3
4.5

13
.1

1.7
5.7

5.7
7.4

17
.6

5.1
10

0.0
17
6

男
性

17
.2

3.4
6.9

6.9
3.4

6.9
13
.8

13
.8

20
.7

6.9
10

0.0
29

女
性

40
.8

2.0
4.1

14
.3

1.4
5.4

4.1
6.1

17
.0

4.8
10

0.0
14
7

壮
年

44
.3

4.2
4.5

22
.9

1.3
1.3

6.4
1.1

7.4
6.4

10
0.0

52
8

男
性

46
.7

3.3
6.7

10
.0

0.0
0.0

13
.3

0.0
6.7

13
.3

10
0.0

30
女
性

44
.2

4.2
4.4

23
.7

1.4
1.4

6.0
1.2

7.4
6.0

10
0.0

49
8

雇
用

者
36
.9

2.3
4.5

13
.1

1.7
5.7

5.7
7.4

17
.6

5.1
10

0.0
17
6

男
性

17
.2

3.4
6.9

6.9
3.4

6.9
13
.8

13
.8

20
.7

6.9
10

0.0
29

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

17
.2

3.4
6.9

6.9
3.4

6.9
13
.8

13
.8

20
.7

6.9
10

0.0
29

女
性

40
.8

2.0
4.1

14
.3

1.4
5.4

4.1
6.1

17
.0

4.8
10

0.0
14
7

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

40
.8

2.0
4.1

14
.3

1.4
5.4

4.1
6.1

17
.0

4.8
10

0.0
14
7

うち
未
婚

・離
死

別
35
.7

0.0
8.9

5.4
3.6

12
.5

7.1
8.9

14
.3

3.6
10

0.0
56

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
44
.3

4.2
4.5

22
.9

1.3
1.3

6.4
1.1

7.4
6.4

10
0.0

52
8

男
性

46
.7

3.3
6.7

10
.0

0.0
0.0

13
.3

0.0
6.7

13
.3

10
0.0

30
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

46
.7

3.3
6.7

10
.0

0.0
0.0

13
.3

0.0
6.7

13
.3

10
0.0

30
女
性

44
.2

4.2
4.4

23
.7

1.4
1.4

6.0
1.2

7.4
6.0

10
0.0

49
8

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

44
.2

4.2
4.4

23
.7

1.4
1.4

6.0
1.2

7.4
6.0

10
0.0

49
8

うち
未
婚

・離
死

別
35
.2

4.2
8.5

9.9
1.4

4.2
12
.7

2.8
11

.3
9.9

10
0.0

71
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
30
-2
　そ

の
よう

に
考
え
るよ

うに
な
った

の
は
、何

歳
ぐら

い
の
時
か
らで

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

10
代

20
代
前

半
20
代
後
半

30
代
前
半

30
代
後
半

40
代

無
回
答

合
計

N

計
1.8

9.1
21
.9

29
.7

24
.3

10
.4

2.8
10
0.0

70
4

若
年

5.7
23
.9

47
.7

18
.8

0.0
0.0

4.0
10
0.0

17
6

男
性

6.9
37
.9

48
.3

3.4
0.0

0.0
3.4

10
0.0

29
女
性

5.4
21
.1

47
.6

21
.8

0.0
0.0

4.1
10
0.0

14
7

壮
年

0.6
4.2

13
.3

33
.3

32
.4

13
.8

2.5
10
0.0

52
8

男
性

0.0
13
.3

13
.3

33
.3

30
.0

10
.0

0.0
10
0.0

30
女
性

0.6
3.6

13
.3

33
.3

32
.5

14
.1

2.6
10
0.0

49
8

雇
用

者
5.7

23
.9

47
.7

18
.8

0.0
0.0

4.0
10
0.0

17
6

男
性

6.9
37
.9

48
.3

3.4
0.0

0.0
3.4

10
0.0

29
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

6.9
37
.9

48
.3

3.4
0.0

0.0
3.4

10
0.0

29
女
性

5.4
21
.1

47
.6

21
.8

0.0
0.0

4.1
10
0.0

14
7

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

5.4
21
.1

47
.6

21
.8

0.0
0.0

4.1
10
0.0

14
7

うち
未
婚

・離
死

別
12
.5

35
.7

41
.1

7.1
0.0

0.0
3.6

10
0.0

56
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
0.6

4.2
13
.3

33
.3

32
.4

13
.8

2.5
10
0.0

52
8

男
性

0.0
13
.3

13
.3

33
.3

30
.0

10
.0

0.0
10
0.0

30
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

0.0
13
.3

13
.3

33
.3

30
.0

10
.0

0.0
10
0.0

30
女
性

0.6
3.6

13
.3

33
.3

32
.5

14
.1

2.6
10
0.0

49
8

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

0.6
3.6

13
.3

33
.3

32
.5

14
.1

2.6
10
0.0

49
8

うち
未
婚

・離
死

別
1.4

7.0
14
.1

25
.4

31
.0

15
.5

5.6
10
0.0

71
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
31
　あ

な
た
は

、正
社
員
に
な
る前

に
、正

社
員
以

外
（パ

ー
ト・

ア
ル
バ

イト
・契

約
社
員

な
ど
）の

働
き方

をし
て
い
た
こと

が
あ
りま

す
か
（た

だ
し、

学
生
時

代
の
ア
ル
バ
イト

は
除
きま

す
）。

（ひ
とつ

だ
け
）

正
社

員
以

外
の

働
き

方
をし

て
い

た
こと

は
な

い

過
去
の

勤
務
先

で
、正

社
員
以

外
の
働

き方
を

して
い
た
こ

とが
あ
る

現
在
の
勤

務
先
で
、正

社
員
以
外

の
働
き方

を
して

い
た
こ

とが
あ
る

過
去
の
勤

務
先
で
も

現
在
の
勤

務
先
で
も、

正
社
員
以

外
の
働
き

方
をし

て
い

た
こと

が
あ

る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
69
.5

19
.5

5.8
2.5

2.7
10

0.0
24
05

若
年

68
.0

19
.4

6.9
2.9

2.8
10

0.0
75
4

男
性

68
.9

20
.5

4.9
2.3

3.4
10

0.0
47
3

女
性

66
.5

17
.4

10
.3

3.9
1.8

10
0.0

28
1

壮
年

70
.2

19
.6

5.3
2.2

2.7
10

0.0
16
51

男
性

74
.2

16
.5

5.2
1.5

2.7
10

0.0
11
23

女
性

61
.7

26
.1

5.5
3.8

2.8
10

0.0
52
8

雇
用

者
68
.0

19
.4

6.9
2.9

2.8
10

0.0
75
4

男
性

68
.9

20
.5

4.9
2.3

3.4
10

0.0
47
3

正
規

68
.9

20
.5

4.9
2.3

3.4
10

0.0
47
3

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
女
性

66
.5

17
.4

10
.3

3.9
1.8

10
0.0

28
1

正
規

66
.5

17
.4

10
.3

3.9
1.8

10
0.0

28
1

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
70
.2

19
.6

5.3
2.2

2.7
10

0.0
16
51

男
性

74
.2

16
.5

5.2
1.5

2.7
10

0.0
11
23

正
規

74
.2

16
.5

5.2
1.5

2.7
10

0.0
11
23

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
女
性

61
.7

26
.1

5.5
3.8

2.8
10

0.0
52
8

正
規

61
.7

26
.1

5.5
3.8

2.8
10

0.0
52
8

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
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問
31
-1
　あ

な
た
が
正
社
員
に
な
る際

、決
め
手

とな
った

の
は

ど
の
よう

な
こと

で
す
か
。（

い
くつ

で
も)

正
社

員
に

な
るこ

とを
前

提
とし

て
採
用
され

た

自
分
自

身
で
行
った

勉
強
・訓

練

勤
務
先
で

受
け
た
教

育
訓
練

・能
力

開
発

公
的
機
関

で
の
職
業

訓
練

ね
ば
り強

い
就

職
活
動

公
的

機
関

か
らの

就
職

サ
ポ
ー
ト

（ハ
ロー

ワ
ー
ク、

ジ
ョブ

カー
ド制

度
の
利

用
な
ど
）

民
間
企
業

に
よる

就
職

サ
ポ
ー
ト

（職
業
紹
介

会
社
の
利

用
な
ど
）

縁
故
（人

脈
）、

コネ
運

職
業
資
格

の
取
得

そ
の
他

無
回
答

N

計
58
.9

19
.9

4.5
2.1

4.9
6.1

1.0
9.7

12
.6

6.6
8.4

1.2
66

7
若
年

55
.0

18
.6

4.1
2.7

4.5
6.8

0.9
12
.7

15
.5

5.0
9.1

2.3
22

0
男
性

52
.7

15
.3

4.6
3.1

6.1
8.4

0.8
14
.5

17
.6

3.1
9.2

2.3
13

1
女
性

58
.4

23
.6

3.4
2.2

2.2
4.5

1.1
10
.1

12
.4

7.9
9.0

2.2
89

壮
年

60
.9

20
.6

4.7
1.8

5.1
5.8

1.1
8.3

11
.2

7.4
8.1

0.7
44

7
男
性

60
.8

21
.2

5.4
1.5

6.2
5.4

1.2
9.2

10
.8

4.6
5.4

0.4
26

0
女
性

61
.0

19
.8

3.7
2.1

3.7
6.4

1.1
7.0

11
.8

11
.2

11
.8

1.1
18

7
雇
用

者
55
.0

18
.6

4.1
2.7

4.5
6.8

0.9
12
.7

15
.5

5.0
9.1

2.3
22

0
男
性

52
.7

15
.3

4.6
3.1

6.1
8.4

0.8
14
.5

17
.6

3.1
9.2

2.3
13

1
正
規

52
.7

15
.3

4.6
3.1

6.1
8.4

0.8
14
.5

17
.6

3.1
9.2

2.3
13

1
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

58
.4

23
.6

3.4
2.2

2.2
4.5

1.1
10
.1

12
.4

7.9
9.0

2.2
89

正
規

58
.4

23
.6

3.4
2.2

2.2
4.5

1.1
10
.1

12
.4

7.9
9.0

2.2
89

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
60
.9

20
.6

4.7
1.8

5.1
5.8

1.1
8.3

11
.2

7.4
8.1

0.7
44

7
男
性

60
.8

21
.2

5.4
1.5

6.2
5.4

1.2
9.2

10
.8

4.6
5.4

0.4
26

0
正
規

60
.8

21
.2

5.4
1.5

6.2
5.4

1.2
9.2

10
.8

4.6
5.4

0.4
26

0
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

61
.0

19
.8

3.7
2.1

3.7
6.4

1.1
7.0

11
.8

11
.2

11
.8

1.1
18

7
正
規

61
.0

19
.8

3.7
2.1

3.7
6.4

1.1
7.0

11
.8

11
.2

11
.8

1.1
18

7
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
31
-1
　あ

な
た
が
正
社
員
に
な
る際

、決
め
手
とな

った
の
は
ど
の
よう

な
こと

で
す
か
。3

.勤
務
先
で
受
け
た
教
育
訓
練
・能

力
開
発
_何

番
目
の
勤
務
先
か

1番
目

2番
目

3番
目

4番
目

5番
目

6番
目

7番
目

8番
目

9番
目

10
番
目

11
番
目

12
番
目

13
番
目

無
回
答

合
計

Ｎ

計
40
.0

23
.3

10
.0

3.3
0.0

3.3
0.0

3.3
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

16
.7

10
0.0

30
若
年

55
.6

22
.2

11
.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

11
.1

10
0.0

9
男
性

66
.7

33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

6
女
性

33
.3

0.0
33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

33
.3

10
0.0

3
壮
年

33
.3

23
.8

9.5
4.8

0.0
4.8

0.0
4.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
19
.0

10
0.0

21
男
性

42
.9

28
.6

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
14
.3

10
0.0

14
女
性

14
.3

14
.3

28
.6

0.0
0.0

14
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
28
.6

10
0.0

7
雇
用
者

55
.6

22
.2

11
.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

11
.1

10
0.0

9
男
性

66
.7

33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

6
正
規

66
.7

33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

6
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

33
.3

0.0
33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

33
.3

10
0.0

3
正
規

33
.3

0.0
33
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

33
.3

10
0.0

3
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用
者

33
.3

23
.8

9.5
4.8

0.0
4.8

0.0
4.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
19
.0

10
0.0

21
男
性

42
.9

28
.6

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
14
.3

10
0.0

14
正
規

42
.9

28
.6

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
7.1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
14
.3

10
0.0

14
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

14
.3

14
.3

28
.6

0.0
0.0

14
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
28
.6

10
0.0

7
正
規

14
.3

14
.3

28
.6

0.0
0.0

14
.3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
28
.6

10
0.0

7
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇
用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
31
-2
　正

社
員
に
な
った

際
、あ

な
た
自
身
や
あ
な
た
の

身
の
回

りで
ど
の

よう
な
変
化
が
あ
りま

した
か
。（

い
くつ

で
も）

仕
事

に
対

す
る意

欲
が
高
ま
った

家
族

・親
族

との
関

係
が
よく

な
っ

た

友
人
・知

人
な
ど
との

交
友
関
係
が

広
が
った

結
婚
す
るこ

とが
で
きた

生
きて

い
る

こと
が
楽

し
くな

った

「１
」～

「５
」

以
外
の

プ
ラス

の
変

化
が
あ
った

マ
イナ

ス
の

変
化
が

あ
った

特
に
変
化

は
な
か

った
無
回

答
N

計
42
.3

10
.9

12
.4

10
.0

6.6
9.1

6.6
35
.8

1.2
66
7

若
年

46
.8

15
.0

15
.5

8.6
8.6

8.2
4.1

32
.3

1.4
22
0

男
性

48
.1

20
.6

19
.1

13
.7

8.4
5.3

5.3
29
.0

1.5
13
1

女
性

44
.9

6.7
10
.1

1.1
9.0

12
.4

2.2
37
.1

1.1
89

壮
年

40
.0

8.9
11
.0

10
.7

5.6
9.6

7.8
37
.6

1.1
44
7

男
性

36
.9

11
.2

10
.4

16
.5

6.5
5.4

1.9
42
.7

1.5
26
0

女
性

44
.4

5.9
11
.8

2.7
4.3

15
.5

16
.0

30
.5

0.5
18
7

雇
用

者
46
.8

15
.0

15
.5

8.6
8.6

8.2
4.1

32
.3

1.4
22
0

男
性

48
.1

20
.6

19
.1

13
.7

8.4
5.3

5.3
29
.0

1.5
13
1

正
規

48
.1

20
.6

19
.1

13
.7

8.4
5.3

5.3
29
.0

1.5
13
1

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

44
.9

6.7
10
.1

1.1
9.0

12
.4

2.2
37
.1

1.1
89

正
規

44
.9

6.7
10
.1

1.1
9.0

12
.4

2.2
37
.1

1.1
89

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
40
.0

8.9
11
.0

10
.7

5.6
9.6

7.8
37
.6

1.1
44
7

男
性

36
.9

11
.2

10
.4

16
.5

6.5
5.4

1.9
42
.7

1.5
26
0

正
規

36
.9

11
.2

10
.4

16
.5

6.5
5.4

1.9
42
.7

1.5
26
0

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

44
.4

5.9
11
.8

2.7
4.3

15
.5

16
.0

30
.5

0.5
18
7

正
規

44
.4

5.9
11
.8

2.7
4.3

15
.5

16
.0

30
.5

0.5
18
7

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
32
　あ

な
た
は
現

在
、問

３-
1で

お
答
え
に
な
った

勤
務

先
以
外
で
仕
事
（副

業
）を

して
い
ま
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
32

-1
　
副
業

の
1ヶ

月
の

労
働
時
間

は
ど
の
く

ら
い
で
す

か
。
（
数

字
を
記
入

）

して
い
る

して
い
な
い

無
回

答
合

計
N

平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
3.7

95
.6

0.7
10

0.0
35
78

計
31
.3

20
33
.9

12
8

若
年

2.8
96
.4

0.7
10

0.0
10
94

若
年

36
.1

20
43
.9

31
男
性

2.9
96
.1

1.1
10

0.0
55
8

男
性

50
.6

39
54
.5

16
女
性

2.8
96
.8

0.4
10

0.0
53
6

女
性

20
.6

15
21
.2

15
壮
年

4.1
95
.2

0.7
10

0.0
24
84

壮
年

29
.8

20
30
.2

97
男
性

2.9
96
.4

0.7
10

0.0
12
26

男
性

35
.2

20
35
.6

33
女
性

5.2
94
.1

0.6
10

0.0
12
58

女
性

27
.0

16
26
.8

64
雇
用

者
2.8

96
.4

0.7
10

0.0
10
94

雇
用
者

36
.1

20
43
.9

31
男
性

2.9
96
.1

1.1
10

0.0
55
8

男
性

50
.6

39
54
.5

16
正
規

2.1
97
.0

0.8
10

0.0
47
3

正
規

50
.4

35
65
.8

10
非
正
規

7.1
90
.6

2.4
10

0.0
85

非
正
規

50
.8

49
33
.6

6
女
性

2.8
96
.8

0.4
10

0.0
53
6

女
性

20
.6

15
21
.2

15
正
規

0.4
99
.3

0.4
10

0.0
28
1

正
規

30
.0

30
0.0

1
非
正
規

5.5
94
.1

0.4
10

0.0
25
5

非
正
規

19
.9

13
.5

21
.8

14
うち

未
婚
・離

死
別

6.5
93
.5

0.0
10

0.0
12
3

うち
未
婚
・離

死
別

14
.0

6.5
19
.5

8
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
雇
用

者
4.1

95
.2

0.7
10

0.0
24
84

雇
用
者

29
.8

20
30
.2

97
男
性

2.9
96
.4

0.7
10

0.0
12
26

男
性

35
.2

20
35
.6

33
正
規

2.4
96
.8

0.8
10

0.0
11
23

正
規

30
.6

16
35
.6

25
非
正
規

7.8
92
.2

0.0
10

0.0
10
3

非
正
規

49
.4

44
33
.8

8
女
性

5.2
94
.1

0.6
10

0.0
12
58

女
性

27
.0

16
26
.8

64
正
規

1.9
97
.5

0.6
10

0.0
52
8

正
規

14
.8

12
.5

9.5
10

非
正
規

7.7
91
.6

0.7
10

0.0
73
0

非
正
規

29
.2

20
28
.4

54
うち

未
婚
・離

死
別

8.5
90
.8

0.7
10

0.0
15
3

うち
未
婚
・離

死
別

42
.2

40
29
.5

13
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
非
雇
用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
非
就
業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
32
-2
　

副
業
の
1ヶ

月
の
収
入
は

ど
の
く
ら
い

で
す
か
。
（
数

字
を
記
入
）

万
円

平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
10
.0

3
46
.5

12
9

若
年

5.8
5

5.7
31

男
性

7.9
6

7.0
16

女
性

3.7
3

2.6
15

壮
年

11
.3

3
53
.2

98
男
性

26
.0

5
89
.1

34
女
性

3.4
3

4.0
64

雇
用

者
5.8

5
5.7

31
男
性

7.9
6

7.0
16

正
規

6.8
5

7.9
10

非
正
規

9.7
8

5.4
6

女
性

3.7
3

2.6
15

正
規

3.0
3

0.0
1

非
正
規

3.7
2.5

2.7
14

うち
未
婚

・離
死

別
4.1

3.5
3.2

8
非
雇

用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

雇
用

者
11
.3

3
53
.2

98
男
性

26
.0

5
89
.1

34
正
規

13
.5

5
34
.8

26
非
正
規

66
.9

6.5
17
5.0

8
女
性

3.4
3

4.0
64

正
規

5.3
3

8.8
10

非
正
規

3.1
3

2.3
54

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

3
2.5

12
非
雇

用
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

非
就

業
者

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-
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問
32
-3
　仕

事
は
、次

の
ど
れ
に
あ
た
りま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

専
門
的
・技

術
的

な
職

種
管
理
的

な
職
種

事
務
的
な

職
種

営
業

職
販

売
の
職

種
運

輸
・通

信
の
職
種

保
安
の
職

種

技
能
工
・生

産
工
程
に

関
わ
る職 種

農
・林

・漁
業

に
関
わ

る職
種

サ
ー

ビス
の
職
種
（資

格
要
）

サ
ー
ビス

の
職
種
（資

格
不
要
）

そ
の
他

の
職
種

無
回
答

合
計

Ｎ

計
28
.8

2.3
3.8

0.8
9.8

5.3
0.8

6.8
3.8

1.5
28
.8

7.6
0.0

10
0.0

13
2

若
年

22
.6

3.2
3.2

0.0
16
.1

6.5
0.0

6.5
3.2

0.0
35
.5

3.2
0.0

10
0.0

31
男
性

25
.0

6.3
6.3

0.0
6.3

0.0
0.0

6.3
6.3

0.0
37
.5

6.3
0.0

10
0.0

16
女
性

20
.0

0.0
0.0

0.0
26
.7

13
.3

0.0
6.7

0.0
0.0

33
.3

0.0
0.0

10
0.0

15
壮
年

30
.7

2.0
4.0

1.0
7.9

5.0
1.0

6.9
4.0

2.0
26
.7

8.9
0.0

10
0.0

10
1

男
性

31
.4

5.7
8.6

2.9
5.7

8.6
2.9

14
.3

5.7
2.9

8.6
2.9

0.0
10
0.0

35
女
性

30
.3

0.0
1.5

0.0
9.1

3.0
0.0

3.0
3.0

1.5
36
.4

12
.1

0.0
10
0.0

66
雇
用

者
22
.6

3.2
3.2

0.0
16
.1

6.5
0.0

6.5
3.2

0.0
35
.5

3.2
0.0

10
0.0

31
男
性

25
.0

6.3
6.3

0.0
6.3

0.0
0.0

6.3
6.3

0.0
37
.5

6.3
0.0

10
0.0

16
正
規

40
.0

10
.0

10
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
.0

10
.0

0.0
20
.0

0.0
0.0

10
0.0

10
非
正
規

0.0
0.0

0.0
0.0

16
.7

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
66
.7

16
.7

0.0
10
0.0

6
女
性

20
.0

0.0
0.0

0.0
26
.7

13
.3

0.0
6.7

0.0
0.0

33
.3

0.0
0.0

10
0.0

15
正
規

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

1
非
正
規

21
.4

0.0
0.0

0.0
21
.4

14
.3

0.0
7.1

0.0
0.0

35
.7

0.0
0.0

10
0.0

14
うち

未
婚

・離
死

別
37
.5

0.0
0.0

0.0
12
.5

12
.5

0.0
12
.5

0.0
0.0

25
.0

0.0
0.0

10
0.0

8
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
30
.7

2.0
4.0

1.0
7.9

5.0
1.0

6.9
4.0

2.0
26
.7

8.9
0.0

10
0.0

10
1

男
性

31
.4

5.7
8.6

2.9
5.7

8.6
2.9

14
.3

5.7
2.9

8.6
2.9

0.0
10
0.0

35
正
規

33
.3

7.4
7.4

3.7
7.4

7.4
0.0

11
.1

7.4
3.7

7.4
3.7

0.0
10
0.0

27
非
正
規

25
.0

0.0
12
.5

0.0
0.0

12
.5

12
.5

25
.0

0.0
0.0

12
.5

0.0
0.0

10
0.0

8
女
性

30
.3

0.0
1.5

0.0
9.1

3.0
0.0

3.0
3.0

1.5
36
.4

12
.1

0.0
10
0.0

66
正
規

50
.0

0.0
0.0

0.0
10
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
30
.0

10
.0

0.0
10
0.0

10
非
正
規

26
.8

0.0
1.8

0.0
8.9

3.6
0.0

3.6
3.6

1.8
37
.5

12
.5

0.0
10
0.0

56
うち

未
婚

・離
死

別
0.0

0.0
0.0

0.0
7.7

0.0
0.0

7.7
7.7

0.0
69
.2

7.7
0.0

10
0.0

13
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
賃
金
、

収
入

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
11
.1

24
.0

22
.5

23
.8

16
.4

2.1
10
0.0

40
28

若
年

9.9
20
.7

22
.8

26
.5

17
.5

2.5
10
0.0

11
83

男
性

8.7
16
.7

24
.9

26
.1

21
.5

2.1
10
0.0

61
0

女
性

11
.2

25
.0

20
.6

27
.1

13
.3

3.0
10
0.0

57
3

壮
年

11
.7

25
.4

22
.4

22
.7

16
.0

2.0
10
0.0

28
45

男
性

9.0
24
.6

23
.0

22
.3

18
.9

2.3
10
0.0

14
47

女
性

14
.4

26
.2

21
.7

23
.1

12
.9

1.6
10
0.0

13
98

雇
用

者
9.7

21
.5

22
.7

27
.4

17
.9

0.8
10
0.0

10
94

男
性

8.2
17
.0

24
.4

27
.2

22
.4

0.7
10
0.0

55
8

正
規

7.8
17
.3

24
.3

28
.8

20
.9

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

10
.6

15
.3

24
.7

18
.8

30
.6

0.0
10
0.0

85
女
性

11
.2

26
.1

20
.9

27
.6

13
.2

0.9
10
0.0

53
6

正
規

12
.1

24
.9

22
.8

27
.4

12
.1

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

10
.2

27
.5

18
.8

27
.8

14
.5

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
1.6

25
.2

18
.7

35
.8

18
.7

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

15
.9

14
.5

31
.9

20
.3

15
.9

1.4
10
0.0

69
男
性

16
.3

16
.3

37
.2

16
.3

14
.0

0.0
10
0.0

43
女
性

15
.4

11
.5

23
.1

26
.9

19
.2

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
11
.3

26
.7

21
.5

23
.7

16
.0

0.8
10
0.0

24
84

男
性

8.5
25
.9

21
.9

23
.5

19
.5

0.8
10
0.0

12
26

正
規

8.5
27
.2

21
.7

23
.2

18
.7

0.8
10
0.0

11
23

非
正
規

8.7
11
.7

23
.3

27
.2

28
.2

1.0
10
0.0

10
3

女
性

14
.1

27
.5

21
.1

23
.8

12
.6

0.9
10
0.0

12
58

正
規

16
.3

27
.5

19
.3

24
.6

11
.6

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

12
.5

27
.5

22
.5

23
.3

13
.3

1.0
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
5.9

16
.3

21
.6

32
.0

22
.9

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

15
.6

18
.0

31
.2

17
.4

17
.4

0.3
10
0.0

32
7

男
性

13
.1

19
.6

32
.7

17
.1

17
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

19
.5

15
.6

28
.9

18
.0

18
.0

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

②
労
働
時
間

、
休
日
・
休

暇

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
19
.4

26
.8

24
.1

17
.8

9.9
2.1

10
0.0

40
28

若
年

19
.6

24
.1

25
.1

18
.5

10
.2

2.5
10
0.0

11
83

男
性

16
.1

21
.8

28
.4

19
.8

11
.8

2.1
10
0.0

61
0

女
性

23
.4

26
.5

21
.6

17
.1

8.6
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

19
.3

27
.9

23
.7

17
.4

9.7
2.0

10
0.0

28
45

男
性

13
.6

24
.4

28
.1

19
.3

12
.3

2.3
10
0.0

14
47

女
性

25
.2

31
.5

19
.1

15
.5

7.0
1.6

10
0.0

13
98

雇
用

者
19
.7

24
.9

24
.7

19
.1

10
.9

0.7
10
0.0

10
94

男
性

15
.6

22
.4

27
.8

21
.0

12
.5

0.7
10
0.0

55
8

正
規

13
.3

22
.6

26
.6

23
.7

12
.9

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

28
.2

21
.2

34
.1

5.9
10
.6

0.0
10
0.0

85
女
性

24
.1

27
.4

21
.5

17
.2

9.1
0.7

10
0.0

53
6

正
規

20
.3

25
.6

21
.0

21
.7

11
.0

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

28
.2

29
.4

22
.0

12
.2

7.1
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
21
.1

31
.7

24
.4

13
.0

9.8
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

23
.2

18
.8

39
.1

14
.5

2.9
1.4

10
0.0

69
男
性

25
.6

18
.6

41
.9

9.3
4.7

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

19
.2

34
.6

23
.1

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
19
.3

29
.2

22
.8

18
.1

9.8
0.8

10
0.0

24
84

男
性

13
.6

25
.6

27
.1

20
.1

12
.7

0.8
10
0.0

12
26

正
規

12
.8

25
.9

27
.3

20
.3

12
.8

0.8
10
0.0

11
23

非
正
規

22
.3

22
.3

24
.3

18
.4

11
.7

1.0
10
0.0

10
3

女
性

24
.8

32
.7

18
.7

16
.1

6.9
0.9

10
0.0

12
58

正
規

21
.8

28
.8

17
.6

20
.8

10
.2

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

27
.0

35
.5

19
.5

12
.6

4.5
1.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
24
.2

30
.1

22
.2

15
.0

7.2
1.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

21
.4

21
.1

32
.7

14
.4

10
.1

0.3
10
0.0

32
7

男
性

15
.1

19
.6

37
.7

16
.1

11
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

31
.3

23
.4

25
.0

11
.7

8.6
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

③
仕
事
の

内
容

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
18
.3

33
.7

29
.7

12
.1

4.0
2.2

10
0.0

40
28

若
年

17
.3

32
.4

31
.1

13
.0

3.7
2.5

10
0.0

11
83

男
性

16
.9

29
.7

34
.1

13
.1

4.1
2.1

10
0.0

61
0

女
性

17
.8

35
.3

27
.9

12
.9

3.3
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

18
.7

34
.3

29
.2

11
.7

4.1
2.0

10
0.0

28
45

男
性

16
.0

33
.7

30
.8

12
.3

4.8
2.4

10
0.0

14
47

女
性

21
.5

35
.0

27
.5

11
.1

3.3
1.6

10
0.0

13
98

雇
用

者
16
.6

32
.9

32
.4

13
.5

3.8
0.7

10
0.0

10
94

男
性

15
.2

30
.3

35
.7

13
.8

4.3
0.7

10
0.0

55
8

正
規

14
.4

31
.1

35
.3

14
.6

3.8
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

20
.0

25
.9

37
.6

9.4
7.1

0.0
10
0.0

85
女
性

18
.1

35
.6

28
.9

13
.2

3.4
0.7

10
0.0

53
6

正
規

14
.9

35
.2

31
.3

14
.9

3.2
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

21
.6

36
.1

26
.3

11
.4

3.5
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
17
.1

36
.6

28
.5

12
.2

4.9
0.8

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

33
.3

33
.3

20
.3

8.7
2.9

1.4
10
0.0

69
男
性

41
.9

27
.9

20
.9

7.0
2.3

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

42
.3

19
.2

11
.5

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
16
.9

35
.3

30
.1

12
.3

4.5
0.9

10
0.0

24
84

男
性

14
.3

34
.6

32
.0

12
.8

5.4
1.0

10
0.0

12
26

正
規

13
.5

34
.6

32
.5

13
.4

5.1
1.0

10
0.0

11
23

非
正
規

22
.3

35
.0

26
.2

6.8
8.7

1.0
10
0.0

10
3

女
性

19
.5

36
.0

28
.2

11
.8

3.7
0.9

10
0.0

12
58

正
規

17
.4

37
.5

26
.5

13
.8

4.0
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

21
.0

34
.9

29
.5

10
.3

3.4
1.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
16
.3

26
.8

36
.6

15
.0

3.9
1.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

34
.3

30
.3

25
.4

8.6
1.2

0.3
10
0.0

32
7

男
性

28
.6

31
.7

26
.6

10
.6

2.0
0.5

10
0.0

19
9

女
性

43
.0

28
.1

23
.4

5.5
0.0

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

④
職
場
の

人
間
関
係

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
20
.5

33
.0

28
.0

11
.0

5.4
2.1

10
0.0

40
28

若
年

20
.7

33
.6

27
.2

10
.6

5.5
2.5

10
0.0

11
83

男
性

18
.7

32
.3

30
.5

10
.2

6.2
2.1

10
0.0

61
0

女
性

22
.9

34
.9

23
.7

11
.0

4.7
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

20
.4

32
.8

28
.3

11
.2

5.3
2.0

10
0.0

28
45

男
性

16
.3

31
.1

32
.4

11
.7

6.2
2.3

10
0.0

14
47

女
性

24
.5

34
.5

24
.1

10
.7

4.4
1.7

10
0.0

13
98

雇
用

者
20
.0

34
.7

27
.5

11
.3

5.7
0.7

10
0.0

10
94

男
性

17
.4

33
.5

30
.8

11
.1

6.5
0.7

10
0.0

55
8

正
規

15
.9

34
.7

30
.4

11
.8

6.3
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

25
.9

27
.1

32
.9

7.1
7.1

0.0
10
0.0

85
女
性

22
.8

36
.0

24
.1

11
.6

4.9
0.7

10
0.0

53
6

正
規

19
.6

41
.6

24
.6

8.9
5.0

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

26
.3

29
.8

23
.5

14
.5

4.7
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
26
.0

29
.3

24
.4

14
.6

5.7
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

37
.7

24
.6

30
.4

1.4
4.3

1.4
10
0.0

69
男
性

39
.5

23
.3

32
.6

0.0
4.7

0.0
10
0.0

43
女
性

34
.6

26
.9

26
.9

3.8
3.8

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
18
.9

34
.7

27
.8

12
.1

5.7
0.8

10
0.0

24
84

男
性

14
.8

33
.4

31
.5

12
.7

6.8
0.8

10
0.0

12
26

正
規

14
.7

33
.7

31
.4

12
.5

6.9
0.8

10
0.0

11
23

非
正
規

16
.5

30
.1

32
.0

15
.5

4.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

22
.9

35
.9

24
.2

11
.4

4.7
0.9

10
0.0

12
58

正
規

20
.6

36
.2

24
.2

11
.9

6.3
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

24
.5

35
.8

24
.1

11
.1

3.6
1.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
19
.0

32
.7

27
.5

13
.7

5.9
1.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

33
.3

21
.7

35
.5

5.8
3.1

0.6
10
0.0

32
7

男
性

27
.1

20
.6

41
.7

6.5
3.5

0.5
10
0.0

19
9

女
性

43
.0

23
.4

25
.8

4.7
2.3

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑤
雇
用
・

就
業
の
安
定
性

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
18
.9

27
.3

30
.6

13
.7

7.3
2.2

10
0.0

40
28

若
年

18
.9

28
.6

29
.8

13
.2

6.9
2.5

10
0.0

11
83

男
性

16
.2

28
.7

31
.0

13
.9

7.9
2.3

10
0.0

61
0

女
性

21
.8

28
.4

28
.6

12
.4

5.9
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

18
.9

26
.8

30
.9

13
.9

7.5
2.1

10
0.0

28
45

男
性

16
.0

28
.1

29
.8

15
.1

8.6
2.3

10
0.0

14
47

女
性

21
.8

25
.4

32
.1

12
.6

6.3
1.8

10
0.0

13
98

雇
用

者
19
.2

29
.9

30
.0

13
.4

6.7
0.8

10
0.0

10
94

男
性

16
.1

30
.5

31
.0

14
.3

7.2
0.9

10
0.0

55
8

正
規

16
.7

33
.6

29
.0

13
.5

6.1
1.1

10
0.0

47
3

非
正
規

12
.9

12
.9

42
.4

18
.8

12
.9

0.0
10
0.0

85
女
性

22
.4

29
.3

28
.9

12
.5

6.2
0.7

10
0.0

53
6

正
規

29
.2

36
.3

22
.8

8.5
2.8

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

14
.9

21
.6

35
.7

16
.9

9.8
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
10
.6

17
.9

34
.1

20
.3

17
.1

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

15
.9

36
.2

13
.0

13
.0

1.4
10
0.0

69
男
性

20
.9

11
.6

37
.2

11
.6

18
.6

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

23
.1

34
.6

15
.4

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
19
.6

28
.8

30
.5

13
.4

6.7
0.9

10
0.0

24
84

男
性

17
.3

30
.4

29
.1

14
.8

7.6
0.8

10
0.0

12
26

正
規

18
.2

31
.5

29
.1

14
.1

6.3
0.8

10
0.0

11
23

非
正
規

7.8
18
.4

29
.1

22
.3

21
.4

1.0
10
0.0

10
3

女
性

21
.9

27
.3

31
.9

12
.2

5.8
1.0

10
0.0

12
58

正
規

30
.5

31
.3

24
.2

9.5
3.6

0.9
10
0.0

52
8

非
正
規

15
.6

24
.4

37
.4

14
.1

7.4
1.1

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
6.5

19
.0

35
.3

26
.1

11
.8

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

15
.3

14
.1

37
.3

18
.7

14
.1

0.6
10
0.0

32
7

男
性

10
.1

17
.1

37
.2

19
.1

15
.6

1.0
10
0.0

19
9

女
性

23
.4

9.4
37
.5

18
.0

11
.7

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑥
能
力
や

知
識
を
身
に
つ

け
る
機
会

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
13
.4

29
.1

38
.3

11
.8

5.2
2.2

10
0.0

40
28

若
年

15
.3

29
.6

35
.0

12
.2

5.4
2.5

10
0.0

11
83

男
性

17
.0

29
.0

33
.4

12
.6

5.7
2.1

10
0.0

61
0

女
性

13
.4

30
.2

36
.6

11
.7

5.1
3.0

10
0.0

57
3

壮
年

12
.6

28
.9

39
.6

11
.7

5.1
2.1

10
0.0

28
45

男
性

11
.3

31
.2

37
.5

12
.2

5.5
2.3

10
0.0

14
47

女
性

14
.0

26
.5

41
.8

11
.2

4.6
1.9

10
0.0

13
98

雇
用

者
14
.4

30
.5

35
.7

12
.7

5.8
0.8

10
0.0

10
94

男
性

15
.4

29
.7

34
.4

13
.6

6.1
0.7

10
0.0

55
8

正
規

15
.0

31
.3

33
.4

14
.0

5.5
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

17
.6

21
.2

40
.0

11
.8

9.4
0.0

10
0.0

85
女
性

13
.4

31
.3

37
.1

11
.8

5.4
0.9

10
0.0

53
6

正
規

13
.5

38
.8

32
.4

10
.7

3.9
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

13
.3

23
.1

42
.4

12
.9

7.1
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
12
.2

22
.0

35
.0

20
.3

10
.6

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

33
.3

23
.2

33
.3

7.2
1.4

1.4
10
0.0

69
男
性

41
.9

25
.6

27
.9

2.3
2.3

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

19
.2

42
.3

15
.4

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
11
.8

29
.5

40
.1

12
.4

5.3
1.0

10
0.0

24
84

男
性

10
.5

32
.1

37
.6

13
.1

6.0
0.8

10
0.0

12
26

正
規

10
.4

32
.9

37
.5

13
.0

5.3
0.8

10
0.0

11
23

非
正
規

11
.7

22
.3

38
.8

13
.6

12
.6

1.0
10
0.0

10
3

女
性

13
.0

27
.1

42
.5

11
.7

4.6
1.1

10
0.0

12
58

正
規

16
.5

32
.6

32
.8

13
.1

4.0
1.1

10
0.0

52
8

非
正
規

10
.4

23
.2

49
.6

10
.7

5.1
1.1

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

20
.9

56
.9

10
.5

5.9
2.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

20
.5

26
.9

40
.1

8.0
4.0

0.6
10
0.0

32
7

男
性

17
.1

29
.6

40
.7

8.0
3.5

1.0
10
0.0

19
9

女
性

25
.8

22
.7

39
.1

7.8
4.7

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
33
　あ

な
た
は

、現
在
の
仕

事
に
関
して

、次
の

①
～
⑦
の
こと

に
満
足

して
い
ま
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑦
今
の
仕

事
全
体

満
足

や
や
満

足
ど
ちら

で
も

な
い

や
や
不
満

不
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
12
.9

34
.1

31
.3

14
.3

5.2
2.2

10
0.0

40
28

若
年

12
.2

33
.3

30
.9

15
.6

5.7
2.4

10
0.0

11
83

男
性

11
.1

32
.1

30
.3

17
.5

6.9
2.0

10
0.0

61
0

女
性

13
.3

34
.6

31
.4

13
.6

4.4
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

13
.2

34
.4

31
.5

13
.7

5.0
2.1

10
0.0

28
45

男
性

10
.6

34
.3

31
.3

15
.0

6.4
2.3

10
0.0

14
47

女
性

15
.9

34
.5

31
.8

12
.4

3.6
1.8

10
0.0

13
98

雇
用

者
11
.3

34
.3

31
.2

16
.7

5.9
0.6

10
0.0

10
94

男
性

9.5
33
.2

30
.6

19
.0

7.2
0.5

10
0.0

55
8

正
規

9.3
33
.6

29
.4

20
.1

7.0
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

10
.6

30
.6

37
.6

12
.9

8.2
0.0

10
0.0

85
女
性

13
.2

35
.4

31
.7

14
.4

4.5
0.7

10
0.0

53
6

正
規

12
.1

37
.0

31
.0

14
.6

5.0
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

14
.5

33
.7

32
.5

14
.1

3.9
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
9.8

31
.7

35
.8

17
.9

4.9
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

29
.0

27
.5

34
.8

2.9
4.3

1.4
10
0.0

69
男
性

34
.9

25
.6

32
.6

2.3
4.7

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

30
.8

38
.5

3.8
3.8

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
12
.2

35
.6

31
.7

14
.6

5.0
0.9

10
0.0

24
84

男
性

9.7
35
.6

31
.2

15
.9

6.7
0.8

10
0.0

12
26

正
規

9.7
36
.0

31
.1

16
.1

6.3
0.8

10
0.0

11
23

非
正
規

9.7
32
.0

33
.0

13
.6

10
.7

1.0
10
0.0

10
3

女
性

14
.6

35
.5

32
.2

13
.3

3.3
1.0

10
0.0

12
58

正
規

15
.9

36
.4

29
.2

14
.0

3.8
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

13
.7

34
.9

34
.4

12
.7

3.0
1.2

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
7.2

26
.1

38
.6

21
.6

4.6
2.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

22
.0

29
.4

33
.3

8.9
5.8

0.6
10
0.0

32
7

男
性

17
.1

30
.2

35
.2

11
.1

5.5
1.0

10
0.0

19
9

女
性

29
.7

28
.1

30
.5

5.5
6.3

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-
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問
34
　あ

な
た
の
仕

事
に
対
す

る姿
勢
に
つ
い
て
、次

の
①
～
③
の

こと
は
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
34

　あ
な
た
の
仕
事
に
対
す
る姿

勢
に
つ
い
て
、次

の
①
～

③
の
こと

は
ど
の
程

度
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
指
示
さ

れ
た
こ
と

以
外
は
や

ら
な
い
よ

う
に
し
て

い
る

②
会

社
の
業
績

向
上
に
貢

献
し
よ
う

と
し
て
い

る

大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

N
大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無
回
答

合
計

N

計
3.4

23
.0

45
.4

26
.0

2.2
10

0.0
40

28
計

23
.6

52
.8

18
.0

3.3
2.2

10
0.0

40
28

若
年

3.4
25
.7

44
.2

24
.3

2.5
10

0.0
11

83
若
年

19
.9

53
.8

20
.4

3.5
2.5

10
0.0

11
83

男
性

3.1
25
.1

44
.1

25
.7

2.0
10

0.0
61

0
男
性

23
.3

51
.8

20
.0

2.8
2.1

10
0.0

61
0

女
性

3.7
26
.4

44
.3

22
.7

3.0
10

0.0
57

3
女
性

16
.4

55
.8

20
.8

4.2
2.8

10
0.0

57
3

壮
年

3.4
21
.9

45
.9

26
.8

2.0
10

0.0
28

45
壮
年

25
.2

52
.4

17
.0

3.2
2.1

10
0.0

28
45

男
性

3.0
18
.5

47
.2

28
.8

2.4
10

0.0
14

47
男
性

31
.0

49
.4

14
.1

3.0
2.4

10
0.0

14
47

女
性

3.8
25
.4

44
.5

24
.7

1.6
10

0.0
13

98
女
性

19
.1

55
.5

20
.1

3.4
1.9

10
0.0

13
98

雇
用

者
3.3

26
.4

46
.3

23
.2

0.7
10

0.0
10

94
雇
用
者

19
.1

55
.8

21
.1

3.3
0.7

10
0.0

10
94

男
性

2.9
26
.3

46
.8

23
.5

0.5
10

0.0
55

8
男

性
21
.9

54
.3

20
.8

2.3
0.7

10
0.0

55
8

正
規

2.1
25
.6

48
.0

23
.7

0.6
10

0.0
47

3
正
規

22
.8

54
.8

19
.9

1.7
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

7.1
30
.6

40
.0

22
.4

0.0
10

0.0
85

非
正

規
16
.5

51
.8

25
.9

5.9
0.0

10
0.0

85
女
性

3.7
26
.5

45
.9

22
.9

0.9
10

0.0
53

6
女

性
16
.2

57
.3

21
.5

4.3
0.7

10
0.0

53
6

正
規

2.1
22
.8

48
.0

26
.7

0.4
10

0.0
28

1
正
規

17
.4

60
.5

18
.9

2.8
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

5.5
30
.6

43
.5

18
.8

1.6
10

0.0
25

5
非
正

規
14
.9

53
.7

24
.3

5.9
1.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

4.1
30
.1

44
.7

20
.3

0.8
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

17
.1

48
.0

29
.3

5.7
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

5.8
21
.7

23
.2

47
.8

1.4
10

0.0
69

非
雇
用

者
39
.1

37
.7

14
.5

7.2
1.4

10
0.0

69
男
性

7.0
14
.0

18
.6

60
.5

0.0
10

0.0
43

男
性

46
.5

30
.2

14
.0

9.3
0.0

10
0.0

43
女
性

3.8
34
.6

30
.8

26
.9

3.8
10

0.0
26

女
性

26
.9

50
.0

15
.4

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
3.2

23
.0

48
.4

24
.4

0.9
10

0.0
24

84
雇
用
者

22
.3

55
.8

18
.0

2.9
1.0

10
0.0

24
84

男
性

3.0
19
.8

50
.6

25
.6

1.0
10

0.0
12

26
男

性
27
.7

53
.3

15
.4

2.6
0.9

10
0.0

12
26

正
規

2.8
18
.1

51
.6

26
.6

1.0
10

0.0
11

23
正
規

28
.6

53
.6

14
.5

2.4
0.9

10
0.0

11
23

非
正
規

5.8
38
.8

39
.8

14
.6

1.0
10

0.0
10

3
非
正

規
18
.4

50
.5

25
.2

4.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

3.4
26
.2

46
.3

23
.2

0.9
10

0.0
12

58
女

性
17
.1

58
.1

20
.5

3.2
1.1

10
0.0

12
58

正
規

1.5
18
.6

50
.0

29
.2

0.8
10

0.0
52

8
正
規

21
.4

59
.5

16
.3

1.9
0.9

10
0.0

52
8

非
正
規

4.8
31
.6

43
.7

18
.9

1.0
10

0.0
73

0
非
正

規
14
.0

57
.1

23
.6

4.1
1.2

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

7.8
28
.8

43
.1

19
.0

1.3
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

12
.4

49
.0

25
.5

11
.1

2.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

5.2
15
.6

31
.2

47
.7

0.3
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
49
.2

32
.4

11
.6

6.1
0.6

10
0.0

32
7

男
性

3.5
12
.6

31
.7

51
.8

0.5
10

0.0
19

9
男

性
54
.8

30
.7

7.5
6.0

1.0
10
0.0

19
9

女
性

7.8
20
.3

30
.5

41
.4

0.0
10

0.0
12

8
女

性
40
.6

35
.2

18
.0

6.3
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
34
　あ

な
た
の
仕

事
に
対
す

る姿
勢
に
つ
い
て
、次

の
①
～
③
の

こと
は
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
35

　今
後
2～

3年
ぐら

い
を考

え
た
時
、あ

な
た
は
現

在
の
働
き方

を続
け
た
い
で
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

③
自
分
の

ス
キ
ル
を

高
め
よ
う

と
し
て
い

る 大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

N
続
け
た
い

ど
ちら

か
と

い
え
ば
続

け
た
い

ど
ちら

か
と

い
え
ば
続

け
た
くな

い
続
け
た
くな

い
無
回
答

合
計

N

計
25
.7

51
.6

17
.3

3.2
2.3

10
0.0

40
28

計
41
.3

32
.5

16
.5

7.2
2.5

10
0.0

40
28

若
年

27
.0

51
.9

15
.8

2.9
2.4

10
0.0

11
83

若
年

35
.9

31
.5

19
.2

10
.8

2.5
10
0.0

11
83

男
性

32
.5

49
.5

13
.4

2.6
2.0

10
0.0

61
0

男
性

41
.5

29
.8

16
.1

10
.7

2.0
10
0.0

61
0

女
性

21
.3

54
.5

18
.3

3.1
2.8

10
0.0

57
3

女
性

30
.0

33
.3

22
.5

11
.0

3.1
10
0.0

57
3

壮
年

25
.1

51
.4

17
.9

3.3
2.2

10
0.0

28
45

壮
年

43
.6

33
.0

15
.4

5.7
2.5

10
0.0

28
45

男
性

29
.9

50
.7

14
.1

2.8
2.5

10
0.0

14
47

男
性

47
.3

30
.8

13
.5

5.6
2.8

10
0.0

14
47

女
性

20
.2

52
.1

21
.9

3.9
1.9

10
0.0

13
98

女
性

39
.7

35
.2

17
.2

5.7
2.1

10
0.0

13
98

雇
用

者
26
.3

53
.9

16
.4

2.7
0.6

10
0.0

10
94

雇
用
者

35
.1

32
.7

20
.2

11
.2

0.8
10
0.0

10
94

男
性

30
.6

52
.0

14
.3

2.5
0.5

10
0.0

55
8

男
性

39
.4

31
.4

17
.6

11
.1

0.5
10
0.0

55
8

正
規

31
.3

52
.6

13
.3

2.1
0.6

10
0.0

47
3

正
規

43
.6

33
.4

15
.4

7.0
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

27
.1

48
.2

20
.0

4.7
0.0

10
0.0

85
非
正

規
16
.5

20
.0

29
.4

34
.1

0.0
10
0.0

85
女
性

21
.8

56
.0

18
.5

3.0
0.7

10
0.0

53
6

女
性

30
.6

34
.1

22
.9

11
.2

1.1
10
0.0

53
6

正
規

22
.1

59
.1

16
.7

1.8
0.4

10
0.0

28
1

正
規

33
.8

35
.2

23
.1

7.1
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

21
.6

52
.5

20
.4

4.3
1.2

10
0.0

25
5

非
正

規
27
.1

32
.9

22
.7

15
.7

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

23
.6

52
.0

20
.3

4.1
0.0

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

20
.3

31
.7

26
.8

20
.3

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

46
.4

34
.8

11
.6

5.8
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
59
.4

21
.7

8.7
8.7

1.4
10
0.0

69
男
性

62
.8

27
.9

4.7
4.7

0.0
10

0.0
43

男
性

76
.7

16
.3

0.0
7.0

0.0
10
0.0

43
女
性

19
.2

46
.2

23
.1

7.7
3.8

10
0.0

26
女

性
30
.8

30
.8

23
.1

11
.5

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
23
.1

53
.7

19
.0

3.1
1.1

10
0.0

24
84

雇
用
者

42
.3

34
.1

16
.5

5.8
1.3

10
0.0

24
84

男
性

27
.7

53
.1

15
.7

2.5
1.0

10
0.0

12
26

男
性

45
.5

32
.5

14
.6

6.0
1.3

10
0.0

12
26

正
規

28
.1

53
.9

15
.0

2.0
1.0

10
0.0

11
23

正
規

47
.1

33
.2

13
.4

5.0
1.2

10
0.0

11
23

非
正
規

23
.3

44
.7

23
.3

7.8
1.0

10
0.0

10
3

非
正

規
28
.2

25
.2

27
.2

17
.5

1.9
10
0.0

10
3

女
性

18
.7

54
.2

22
.2

3.7
1.2

10
0.0

12
58

女
性

39
.1

35
.6

18
.4

5.6
1.3

10
0.0

12
58

正
規

23
.9

57
.6

15
.7

1.9
0.9

10
0.0

52
8

正
規

46
.8

33
.0

16
.1

3.0
1.1

10
0.0

52
8

非
正
規

14
.9

51
.8

26
.8

5.1
1.4

10
0.0

73
0

非
正

規
33
.6

37
.5

20
.0

7.5
1.4

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

15
.7

48
.4

26
.1

7.8
2.0

10
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

19
.0

38
.6

24
.2

16
.3

2.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

42
.8

39
.8

11
.9

4.9
0.6

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
57
.8

27
.8

8.3
4.9

1.2
10
0.0

32
7

男
性

46
.7

41
.7

6.0
4.5

1.0
10

0.0
19

9
男

性
63
.3

23
.6

8.5
3.5

1.0
10
0.0

19
9

女
性

36
.7

36
.7

21
.1

5.5
0.0

10
0.0

12
8

女
性

49
.2

34
.4

7.8
7.0

1.6
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男

性
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
女

性
-

-
-

-
-

-
-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
35
-1
　続

け
た
くな

い
理

由
は
何
で
す

か
。（

い
くつ

で
も）

現
在

の
働

き方
で
は
、

自
分

の
意

欲
と能

力
を

十
分

に
活

か
せ

な
い

か
ら

現
在
の

働
き方

で
は
、

賃
金

・収
入

が
上
が
ら

な
い
か

ら

現
在
の
働

き方
で
は
、

能
力
・ス

キ
ル
を高

め
ら

れ
な
い
か
ら

現
在
の
働

き方
で
は
、

職
場
に
長

時
間
拘
束

され
るか

ら

現
在
の
働

き方
で
は

、
転

勤
の
可

能
性
が
あ

るか
ら

現
在

の
働

き方
で
は
、

家
事
・育

児
・介

護
な

ど
との

両
立

が
難
しい

か
ら

現
在
の
働

き方
で
は
、

雇
用

・就
業

が
不
安

定
だ
か
ら

そ
の
他

無
回

答
N

計
30
.0

65
.4

23
.3

25
.7

3.9
21
.6

25
.4

11
.3

0.8
95
3

若
年

28
.2

67
.6

23
.1

24
.8

3.9
24
.2

25
.6

9.6
0.6

35
5

男
性

35
.6

74
.8

28
.2

29
.4

6.7
12
.3

27
.6

8.6
0.6

16
3

女
性

21
.9

61
.5

18
.8

20
.8

1.6
34
.4

24
.0

10
.4

0.5
19
2

壮
年

31
.1

64
.0

23
.4

26
.3

3.8
20
.1

25
.3

12
.4

1.0
59
8

男
性

44
.4

70
.4

30
.7

33
.9

6.1
10
.1

31
.0

8.3
1.1

27
7

女
性

19
.6

58
.6

17
.1

19
.6

1.9
28
.7

20
.2

15
.9

0.9
32
1

雇
用

者
28
.6

67
.6

23
.3

25
.7

4.1
24
.5

25
.9

9.6
0.3

34
3

男
性

35
.0

75
.0

28
.1

30
.0

6.9
12
.5

27
.5

8.8
0.6

16
0

正
規

37
.7

69
.8

25
.5

37
.7

8.5
14
.2

17
.0

9.4
0.0

10
6

非
正
規

29
.6

85
.2

33
.3

14
.8

3.7
9.3

48
.1

7.4
1.9

54
女
性

23
.0

61
.2

19
.1

21
.9

1.6
35
.0

24
.6

10
.4

0.0
18
3

正
規

27
.1

51
.8

20
.0

36
.5

1.2
55
.3

7.1
9.4

0.0
85

非
正
規

19
.4

69
.4

18
.4

9.2
2.0

17
.3

39
.8

11
.2

0.0
98

うち
未
婚

・離
死

別
25
.9

74
.1

24
.1

10
.3

0.0
13
.8

50
.0

10
.3

0.0
58

非
雇

用
者

16
.7

66
.7

16
.7

0.0
0.0

16
.7

16
.7

8.3
8.3

12
男
性

66
.7

66
.7

33
.3

0.0
0.0

0.0
33
.3

0.0
0.0

3
女
性

0.0
66
.7

11
.1

0.0
0.0

22
.2

11
.1

11
.1

11
.1

9
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
31
.7

64
.1

24
.3

27
.0

4.1
20
.9

25
.4

12
.4

0.5
55
5

男
性

46
.6

71
.1

32
.4

34
.8

6.7
10
.7

30
.8

7.5
0.8

25
3

正
規

49
.3

71
.0

33
.3

40
.1

7.2
11
.6

22
.2

9.2
1.0

20
7

非
正
規

34
.8

71
.7

28
.3

10
.9

4.3
6.5

69
.6

0.0
0.0

46
女
性

19
.2

58
.3

17
.5

20
.5

2.0
29
.5

20
.9

16
.6

0.3
30
2

正
規

21
.8

41
.6

16
.8

42
.6

4.0
50
.5

5.0
22
.8

1.0
10
1

非
正
規

17
.9

66
.7

17
.9

9.5
1.0

18
.9

28
.9

13
.4

0.0
20
1

うち
未
婚

・離
死

別
16
.1

67
.7

12
.9

17
.7

0.0
14
.5

37
.1

12
.9

0.0
62

非
雇

用
者

23
.3

62
.8

11
.6

16
.3

0.0
9.3

23
.3

11
.6

7.0
43

男
性

20
.8

62
.5

12
.5

25
.0

0.0
4.2

33
.3

16
.7

4.2
24

女
性

26
.3

63
.2

10
.5

5.3
0.0

15
.8

10
.5

5.3
10

.5
19

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
35
-2
　ど

の
よう

な
働
き方

に
変
わ
りた

い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

正
社
員

正
社
員

以
外
の
雇

用
者

雇
用
者
以

外
の
働
き

方
仕
事
をや

め
た
い

無
回
答

合
計

N

計
55
.7

17
.4

13
.4

11
.1

2.3
10

0.0
95
3

若
年

60
.0

15
.5

12
.7

10
.4

1.4
10

0.0
35
5

男
性

68
.7

1.2
18
.4

8.6
3.1

10
0.0

16
3

女
性

52
.6

27
.6

7.8
12

.0
0.0

10
0.0

19
2

壮
年

53
.2

18
.6

13
.9

11
.5

2.8
10

0.0
59
8

男
性

61
.0

1.8
22
.7

10
.1

4.3
10

0.0
27
7

女
性

46
.4

33
.0

6.2
12

.8
1.6

10
0.0

32
1

雇
用

者
60
.9

14
.6

12
.5

10
.5

1.5
10

0.0
34
3

男
性

68
.8

1.3
18
.1

8.8
3.1

10
0.0

16
0

正
規

65
.1

0.0
19
.8

11
.3

3.8
10

0.0
10
6

非
正
規

75
.9

3.7
14
.8

3.7
1.9

10
0.0

54
女
性

54
.1

26
.2

7.7
12

.0
0.0

10
0.0

18
3

正
規

44
.7

38
.8

5.9
10

.6
0.0

10
0.0

85
非
正
規

62
.2

15
.3

9.2
13

.3
0.0

10
0.0

98
うち

未
婚

・離
死

別
70
.7

6.9
8.6

13
.8

0.0
10

0.0
58

非
雇

用
者

33
.3

41
.7

16
.7

8.3
0.0

10
0.0

12
男
性

66
.7

0.0
33
.3

0.0
0.0

10
0.0

3
女
性

22
.2

55
.6

11
.1

11
.1

0.0
10

0.0
9

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
54
.8

17
.8

12
.6

12
.1

2.7
10

0.0
55
5

男
性

62
.8

1.6
20
.9

10
.7

4.0
10

0.0
25
3

正
規

58
.5

1.9
22
.2

12
.6

4.8
10

0.0
20
7

非
正
規

82
.6

0.0
15
.2

2.2
0.0

10
0.0

46
女
性

48
.0

31
.5

5.6
13

.2
1.7

10
0.0

30
2

正
規

39
.6

30
.7

5.9
21

.8
2.0

10
0.0

10
1

非
正
規

52
.2

31
.8

5.5
9.0

1.5
10

0.0
20
1

うち
未
婚

・離
死

別
67
.7

16
.1

6.5
8.1

1.6
10

0.0
62

非
雇

用
者

32
.6

27
.9

30
.2

4.7
4.7

10
0.0

43
男
性

41
.7

4.2
41
.7

4.2
8.3

10
0.0

24
女
性

21
.1

57
.9

15
.8

5.3
0.0

10
0.0

19
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年
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問
36
　あ

な
た
は
、現

在
の
勤
務
先

を辞
め

た
い
と思

うこ
とが

ど
の
くら

い
あ
りま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
37

　あ
な
た
は
現
在
、転

職
活
動
をし

て
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

よく
あ
る

とき
ど
きあ る

あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

無
回
答

合
計

Ｎ
して

い
る

して
い
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
11
.8

36
.0

34
.2

15
.9

2.1
10

0.0
40

28
計

7.1
90
.8

2.1
10
0.0

40
28

若
年

15
.0

36
.3

31
.6

14
.8

2.4
10

0.0
11

83
若
年

10
.0

87
.7

2.3
10
0.0

11
83

男
性

13
.8

33
.1

32
.3

18
.7

2.1
10

0.0
61

0
男
性

10
.7

87
.5

1.8
10
0.0

61
0

女
性

16
.2

39
.6

30
.9

10
.6

2.6
10

0.0
57

3
女
性

9.2
88
.0

2.8
10
0.0

57
3

壮
年

10
.5

35
.9

35
.3

16
.4

1.9
10

0.0
28

45
壮
年

5.9
92
.1

2.0
10
0.0

28
45

男
性

10
.7

33
.2

37
.3

16
.5

2.3
10

0.0
14

47
男
性

5.9
91
.6

2.5
10
0.0

14
47

女
性

10
.4

38
.6

33
.2

16
.2

1.6
10

0.0
13

98
女
性

6.0
92
.5

1.5
10
0.0

13
98

雇
用

者
15
.9

38
.3

32
.0

13
.2

0.6
10

0.0
10

94
雇
用
者

10
.4

89
.0

0.5
10
0.0

10
94

男
性

14
.7

35
.5

33
.2

15
.9

0.7
10

0.0
55

8
男
性

11
.3

88
.4

0.4
10
0.0

55
8

正
規

13
.7

35
.9

33
.8

15
.6

0.8
10

0.0
47

3
正
規

8.7
90
.9

0.4
10
0.0

47
3

非
正
規

20
.0

32
.9

29
.4

17
.6

0.0
10

0.0
85

非
正

規
25
.9

74
.1

0.0
10
0.0

85
女
性

17
.2

41
.2

30
.8

10
.3

0.6
10

0.0
53

6
女
性

9.5
89
.7

0.7
10
0.0

53
6

正
規

19
.9

42
.3

29
.2

8.2
0.4

10
0.0

28
1

正
規

6.4
93
.2

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

14
.1

40
.0

32
.5

12
.5

0.8
10

0.0
25

5
非
正

規
12
.9

85
.9

1.2
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

15
.4

39
.0

35
.0

10
.6

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

13
.8

86
.2

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

4.3
14
.5

34
.8

44
.9

1.4
10

0.0
69

非
雇
用

者
5.8

92
.8

1.4
10
0.0

69
男
性

4.7
9.3

27
.9

58
.1

0.0
10

0.0
43

男
性

4.7
95
.3

0.0
10
0.0

43
女
性

3.8
23
.1

46
.2

23
.1

3.8
10

0.0
26

女
性

7.7
88
.5

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
雇
用

者
11
.2

38
.1

36
.4

13
.6

0.8
10

0.0
24

84
雇
用
者

6.3
92
.9

0.8
10
0.0

24
84

男
性

11
.7

35
.4

39
.6

12
.5

0.8
10

0.0
12

26
男
性

6.4
92
.7

1.0
10
0.0

12
26

正
規

10
.8

35
.7

40
.2

12
.6

0.8
10

0.0
11

23
正
規

5.2
93
.9

1.0
10
0.0

11
23

非
正
規

21
.4

32
.0

34
.0

11
.7

1.0
10

0.0
10

3
非
正

規
19
.4

79
.6

1.0
10
0.0

10
3

女
性

10
.7

40
.8

33
.1

14
.6

0.8
10

0.0
12

58
女
性

6.2
93
.1

0.7
10
0.0

12
58

正
規

12
.7

41
.1

32
.0

13
.3

0.9
10

0.0
52

8
正
規

3.6
95
.6

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

9.2
40
.5

34
.0

15
.6

0.7
10

0.0
73

0
非
正

規
8.1

91
.2

0.7
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

17
.0

45
.8

20
.3

15
.7

1.3
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

11
.8

86
.9

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

7.0
22
.3

30
.9

39
.4

0.3
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
4.0

95
.4

0.6
10
0.0

32
7

男
性

6.0
23
.1

27
.1

43
.2

0.5
10

0.0
19

9
男
性

3.5
95
.5

1.0
10
0.0

19
9

女
性

8.6
21
.1

36
.7

33
.6

0.0
10

0.0
12

8
女
性

4.7
95
.3

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
37
-1
　ど

の
よう

な
活
動
をし

て
い
ま
す

か
。（

い
くつ

で
も）

問
38

　あ
な
た
は
、（

現
在
の

仕
事
も含

め
て
）こ

れ
ま
で
に
「こ

の
仕
事
を一

生
つ
づ
け
て
い
きた

い
」と

思
え
る

仕
事

をし
た
こと

が
あ
りま

す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

情
報
収

集
書
類
応

募
面
接

受
験

そ
の
他

無
回
答

Ｎ
あ
る

な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
91
.3

16
.4

10
.8

4.9
1.7

28
7

計
31
.2

66
.2

2.5
10
0.0

40
28

若
年

89
.0

19
.5

11
.9

5.9
0.8

11
8

若
年

26
.1

71
.2

2.7
10
0.0

11
83

男
性

86
.2

26
.2

16
.9

9.2
0.0

65
男
性

27
.7

70
.0

2.3
10
0.0

61
0

女
性

92
.5

11
.3

5.7
1.9

1.9
53

女
性

24
.4

72
.4

3.1
10
0.0

57
3

壮
年

92
.9

14
.2

10
.1

4.1
2.4

16
9

壮
年

33
.4

64
.2

2.5
10
0.0

28
45

男
性

96
.5

12
.9

8.2
3.5

1.2
85

男
性

34
.4

62
.7

2.9
10
0.0

14
47

女
性

89
.3

15
.5

11
.9

4.8
3.6

84
女
性

32
.3

65
.7

2.0
10
0.0

13
98

雇
用

者
88
.6

19
.3

12
.3

6.1
0.9

11
4

雇
用
者

25
.9

73
.1

1.0
10
0.0

10
94

男
性

85
.7

27
.0

17
.5

9.5
0.0

63
男

性
27
.2

71
.9

0.9
10
0.0

55
8

正
規

90
.2

12
.2

9.8
7.3

0.0
41

正
規

27
.5

71
.5

1.1
10
0.0

47
3

非
正
規

77
.3

54
.5

31
.8

13
.6

0.0
22

非
正

規
25
.9

74
.1

0.0
10
0.0

85
女
性

92
.2

9.8
5.9

2.0
2.0

51
女

性
24
.4

74
.4

1.1
10
0.0

53
6

正
規

94
.4

5.6
5.6

0.0
0.0

18
正
規

27
.8

71
.5

0.7
10
0.0

28
1

非
正
規

90
.9

12
.1

6.1
3.0

3.0
33

非
正

規
20
.8

77
.6

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

88
.2

23
.5

11
.8

5.9
0.0

17
うち

未
婚

・離
死
別

20
.3

78
.9

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

10
0.0

25
.0

0.0
0.0

0.0
4

非
雇
用

者
37
.7

60
.9

1.4
10
0.0

69
男
性

10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

2
男

性
39
.5

60
.5

0.0
10
0.0

43
女
性

10
0.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
2

女
性

34
.6

61
.5

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
雇
用

者
92
.9

12
.8

9.0
4.5

2.6
15

6
雇
用
者

31
.8

66
.9

1.3
10
0.0

24
84

男
性

97
.4

14
.1

7.7
3.8

1.3
78

男
性

32
.1

66
.5

1.5
10
0.0

12
26

正
規

96
.6

15
.5

8.6
5.2

1.7
58

正
規

32
.2

66
.3

1.5
10
0.0

11
23

非
正
規

10
0.0

10
.0

5.0
0.0

0.0
20

非
正

規
30
.1

68
.9

1.0
10
0.0

10
3

女
性

88
.5

11
.5

10
.3

5.1
3.8

78
女

性
31
.5

67
.3

1.2
10
0.0

12
58

正
規

84
.2

10
.5

10
.5

10
.5

5.3
19

正
規

37
.9

60
.4

1.7
10
0.0

52
8

非
正
規

89
.8

11
.9

10
.2

3.4
3.4

59
非
正

規
26
.8

72
.3

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

77
.8

11
.1

16
.7

5.6
0.0

18
うち

未
婚

・離
死
別

17
.6

80
.4

2.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

92
.3

30
.8

23
.1

0.0
0.0

13
非
雇
用

者
48
.9

50
.2

0.9
10
0.0

32
7

男
性

85
.7

0.0
14

.3
0.0

0.0
7

男
性

52
.8

46
.2

1.0
10
0.0

19
9

女
性

10
0.0

66
.7

33
.3

0.0
0.0

6
女

性
43
.0

56
.3

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

非
就
業

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
38
-1
　そ

れ
は
、「

Ａ職
業
キ
ャリ

ア
シ
ー
ト」

の
番
号
で
何
番
目
の
勤
務
先
で
す
か
。（

数
字
を記

入
）

1番
目

2番
目

3番
目

4番
目

5番
目

6番
目

7番
目

8番
目

9番
目

10
番
目

11
番
目

12
番
目

13
番
目

無
回
答

合
計

Ｎ

計
37
.4

20
.9

13
.9

10
.7

4.1
1.4

1.1
0.2

0.2
0.0

0.0
0.1

0.0
10
.0

10
0.0

12
58

若
年

39
.2

22
.0

13
.9

8.4
2.6

1.0
0.0

0.6
0.3

0.0
0.0

0.0
0.0

12
.0

10
0.0

30
9

男
性

40
.2

17
.8

15
.4

5.9
3.6

0.6
0.0

0.6
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

16
.0

10
0.0

16
9

女
性

37
.9

27
.1

12
.1

11
.4

1.4
1.4

0.0
0.7

0.7
0.0

0.0
0.0

0.0
7.1

10
0.0

14
0

壮
年

36
.8

20
.5

13
.9

11
.4

4.6
1.5

1.5
0.1

0.2
0.0

0.0
0.1

0.0
9.4

10
0.0

94
9

男
性

38
.2

20
.7

12
.7

9.0
3.2

1.0
2.0

0.2
0.0

0.0
0.0

0.2
0.0

12
.9

10
0.0

49
8

女
性

35
.3

20
.4

15
.3

14
.0

6.2
2.0

0.9
0.0

0.4
0.0

0.0
0.0

0.0
5.5

10
0.0

45
1

雇
用
者

42
.0

21
.6

13
.4

7.1
2.1

1.1
0.0

0.7
0.4

0.0
0.0

0.0
0.0

11
.7

10
0.0

28
3

男
性

43
.4

16
.4

14
.5

5.9
2.6

0.7
0.0

0.7
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

15
.8

10
0.0

15
2

正
規

45
.4

16
.9

11
.5

6.9
3.1

0.8
0.0

0.8
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

14
.6

10
0.0

13
0

非
正
規

31
.8

13
.6

31
.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

22
.7

10
0.0

22
女
性

40
.5

27
.5

12
.2

8.4
1.5

1.5
0.0

0.8
0.8

0.0
0.0

0.0
0.0

6.9
10
0.0

13
1

正
規

51
.3

21
.8

12
.8

3.8
2.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

7.7
10
0.0

78
非
正
規

24
.5

35
.8

11
.3

15
.1

0.0
3.8

0.0
1.9

1.9
0.0

0.0
0.0

0.0
5.7

10
0.0

53
うち

未
婚
・離

死
別

12
.0

44
.0

12
.0

20
.0

0.0
8.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
4.0

10
0.0

25
非
雇
用
者

7.7
26
.9

19
.2

23
.1

7.7
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
15
.4

10
0.0

26
男
性

11
.8

29
.4

23
.5

5.9
11
.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

17
.6

10
0.0

17
女
性

0.0
22
.2

11
.1

55
.6

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
11
.1

10
0.0

9
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用
者

39
.5

19
.8

12
.5

10
.9

4.6
1.4

1.5
0.1

0.3
0.0

0.0
0.1

0.0
9.3

10
0.0

78
9

男
性

42
.2

19
.1

11
.5

8.4
2.3

1.0
2.3

0.3
0.0

0.0
0.0

0.3
0.0

12
.7

10
0.0

39
3

正
規

44
.8

18
.5

11
.3

8.0
1.7

0.8
1.9

0.3
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

12
.7

10
0.0

36
2

非
正
規

12
.9

25
.8

12
.9

12
.9

9.7
3.2

6.5
0.0

0.0
0.0

0.0
3.2

0.0
12
.9

10
0.0

31
女
性

36
.9

20
.5

13
.6

13
.4

6.8
1.8

0.8
0.0

0.5
0.0

0.0
0.0

0.0
5.8

10
0.0

39
6

正
規

44
.5

15
.5

18
.0

10
.0

5.0
1.0

0.5
0.0

0.5
0.0

0.0
0.0

0.0
5.0

10
0.0

20
0

非
正
規

29
.1

25
.5

9.2
16
.8

8.7
2.6

1.0
0.0

0.5
0.0

0.0
0.0

0.0
6.6

10
0.0

19
6

うち
未
婚
・離

死
別

11
.1

22
.2

0.0
29
.6

22
.2

3.7
0.0

0.0
3.7

0.0
0.0

0.0
0.0

7.4
10
0.0

27
非
雇
用
者

23
.1

24
.4

20
.6

13
.8

5.0
1.9

1.3
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
.0

10
0.0

16
0

男
性

22
.9

26
.7

17
.1

11
.4

6.7
1.0

1.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
13
.3

10
0.0

10
5

女
性

23
.6

20
.0

27
.3

18
.2

1.8
3.6

1.8
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
3.6

10
0.0

55
非
就
業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
39
　あ

な
た
は

、こ
れ
ま
で
仕
事
をし

て
きて

、以
下

の
経
験
をし

た
こと

が
あ
りま

す
か
。（

い
くつ

で
も）

必
死

で
努

力
した

経
験

大
きな

成
功
をお

さめ
た
経
験

心
か
ら尊

敬
で
きる

人
に
出

会
った

経
験

大
きな

挫
折
か
ら立

ち
直

った
経

験

あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
63
.4

24
.6

35
.9

26
.2

24
.4

2.3
40
28

若
年

62
.1

20
.8

37
.5

26
.2

23
.9

2.5
11
83

男
性

62
.8

23
.0

40
.5

26
.7

23
.8

2.3
61
0

女
性

61
.4

18
.5

34
.4

25
.7

24
.1

2.6
57
3

壮
年

64
.0

26
.2

35
.2

26
.3

24
.6

2.2
28
45

男
性

66
.9

32
.1

35
.9

29
.2

22
.0

2.6
14
47

女
性

60
.9

20
.2

34
.5

23
.2

27
.3

1.8
13
98

雇
用

者
62
.6

20
.7

37
.8

27
.1

24
.5

0.7
10
94

男
性

63
.1

22
.9

40
.5

27
.4

24
.2

0.9
55
8

正
規

64
.5

24
.1

41
.4

27
.5

22
.6

1.1
47
3

非
正
規

55
.3

16
.5

35
.3

27
.1

32
.9

0.0
85

女
性

62
.1

18
.3

34
.9

26
.7

24
.8

0.6
53
6

正
規

67
.6

18
.9

37
.4

30
.2

19
.6

0.4
28
1

非
正
規

56
.1

17
.6

32
.2

22
.7

30
.6

0.8
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
52
.8

18
.7

35
.0

24
.4

29
.3

0.0
12
3

非
雇

用
者

72
.5

29
.0

44
.9

20
.3

21
.7

1.4
69

男
性

72
.1

27
.9

48
.8

23
.3

23
.3

0.0
43

女
性

73
.1

30
.8

38
.5

15
.4

19
.2

3.8
26

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
64
.2

25
.6

34
.9

26
.3

25
.3

1.1
24
84

男
性

67
.5

32
.0

36
.1

30
.0

22
.4

1.1
12
26

正
規

67
.9

32
.8

36
.9

30
.2

21
.9

1.2
11
23

非
正
規

63
.1

23
.3

28
.2

28
.2

28
.2

1.0
10
3

女
性

60
.9

19
.5

33
.7

22
.7

28
.1

1.0
12
58

正
規

68
.6

23
.7

40
.3

26
.1

20
.8

0.9
52
8

非
正
規

55
.3

16
.4

28
.9

20
.3

33
.4

1.1
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
60
.1

15
.0

26
.1

22
.9

33
.3

1.3
15
3

非
雇

用
者

69
.1

33
.3

41
.0

28
.4

21
.4

0.6
32
7

男
性

70
.4

36
.2

38
.2

27
.6

21
.6

1.0
19
9

女
性

67
.2

28
.9

45
.3

29
.7

21
.1

0.0
12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
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問
40
　あ

な
た
は

、5
0歳

の
時

、ど
の

よう
な
仕
事
をし

て
い
た
い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

な
りゆ

きに
任
せ
る

会
社
の

管
理
職

とし
て

マ
ネ
ジ
メン

トの
仕
事
を

して
い
た
い

専
門
性
や

技
能
を活

か
せ
るよ

う
な
仕
事

をし
て
い
た
い

会
社
で
の

地
位
や
仕

事
内
容
に

こだ
わ

らず
仕
事
をし

て
い
た
い

独
立
して

事
業
を行

って
い
た
い
、家

業
を手

伝
っ

て
い
た
い

す
べ
て
の

仕
事
を辞

め
て
い
た
い

（引
退
、家

事
専
念

な
ど
）

わ
か

らな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
25
.6

9.1
24
.5

14
.3

6.8
3.8

13
.7

2.2
10
0.0

40
28

若
年

24
.3

8.3
23
.6

11
.9

9.0
5.9

14
.5

2.5
10
0.0

11
83

男
性

19
.3

14
.6

23
.4

12
.1

12
.0

1.0
15
.2

2.3
10
0.0

61
0

女
性

29
.7

1.6
23
.7

11
.7

5.9
11
.2

13
.6

2.6
10
0.0

57
3

壮
年

26
.2

9.5
24
.9

15
.3

5.8
2.9

13
.4

2.1
10
0.0

28
45

男
性

23
.3

16
.3

23
.6

14
.4

7.3
1.7

10
.7

2.6
10
0.0

14
47

女
性

29
.1

2.4
26
.2

16
.2

4.2
4.1

16
.2

1.6
10
0.0

13
98

雇
用

者
24
.7

9.0
23
.9

12
.4

8.6
6.2

14
.4

0.7
10
0.0

10
94

男
性

19
.5

15
.9

23
.3

12
.7

11
.6

1.1
14
.9

0.9
10
0.0

55
8

正
規

19
.7

16
.9

22
.8

12
.5

11
.8

1.1
14
.2

1.1
10
0.0

47
3

非
正
規

18
.8

10
.6

25
.9

14
.1

10
.6

1.2
18
.8

0.0
10
0.0

85
女
性

30
.0

1.7
24
.6

12
.1

5.4
11
.6

14
.0

0.6
10
0.0

53
6

正
規

33
.1

2.5
26
.0

9.3
4.6

12
.8

11
.4

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

26
.7

0.8
23
.1

15
.3

6.3
10
.2

16
.9

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
25
.2

0.8
28
.5

15
.4

4.9
8.9

16
.3

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

26
.1

0.0
24
.6

7.2
18
.8

2.9
18
.8

1.4
10
0.0

69
男
性

20
.9

0.0
30
.2

7.0
18
.6

0.0
23
.3

0.0
10
0.0

43
女
性

34
.6

0.0
15
.4

7.7
19
.2

7.7
11
.5

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

雇
用

者
26
.1

9.9
25
.4

16
.4

5.1
2.9

13
.1

0.9
10
0.0

24
84

男
性

22
.8

17
.7

24
.3

16
.0

6.5
1.5

10
.0

1.1
10
0.0

12
26

正
規

22
.5

19
.3

23
.5

16
.1

6.2
1.3

9.8
1.2

10
0.0

11
23

非
正
規

26
.2

0.0
33
.0

14
.6

9.7
3.9

11
.7

1.0
10
0.0

10
3

女
性

29
.3

2.4
26
.6

16
.9

3.7
4.2

16
.2

0.7
10
0.0

12
58

正
規

29
.0

4.5
28
.8

18
.0

2.8
3.0

13
.1

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

29
.6

0.8
24
.9

16
.0

4.4
5.1

18
.5

0.7
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
21
.6

2.0
22
.9

15
.7

8.5
10
.5

17
.6

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

29
.1

6.7
22
.9

8.6
11
.6

3.4
16
.8

0.9
10
0.0

32
7

男
性

28
.6

9.5
21
.6

6.5
13
.1

3.0
16
.6

1.0
10
0.0

19
9

女
性

29
.7

2.3
25
.0

11
.7

9.4
3.9

17
.2

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

若 年 壮 年
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問
41
　あ

な
た
は

、働
くこ

とが
好
きで

す
か

、嫌
い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

好
き

ど
ちら

か
と

い
え
ば
好
き

ど
ちら

か
と

い
え
ば
嫌

い
嫌
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
24
.9

51
.8

18
.2

2.9
2.2

10
0.0

40
28

若
年

22
.9

50
.5

20
.8

3.3
2.5

10
0.0

11
83

男
性

22
.3

46
.9

23
.9

4.9
2.0

10
0.0

61
0

女
性

23
.6

54
.5

17
.5

1.6
3.0

10
0.0

57
3

壮
年

25
.8

52
.3

17
.1

2.7
2.1

10
0.0

28
45

男
性

23
.2

48
.5

21
.5

4.1
2.7

10
0.0

14
47

女
性

28
.5

56
.2

12
.6

1.3
1.5

10
0.0

13
98

雇
用

者
22
.4

52
.0

21
.4

3.5
0.7

10
0.0

10
94

男
性

21
.0

48
.2

25
.1

5.2
0.5

10
0.0

55
8

正
規

20
.3

48
.8

24
.9

5.3
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

24
.7

44
.7

25
.9

4.7
0.0

10
0.0

85
女
性

23
.9

56
.0

17
.5

1.7
0.9

10
0.0

53
6

正
規

24
.2

56
.6

17
.4

1.4
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

23
.5

55
.3

17
.6

2.0
1.6

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
23
.6

54
.5

18
.7

3.3
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

37
.7

42
.0

17
.4

1.4
1.4

10
0.0

69
男
性

44
.2

39
.5

14
.0

2.3
0.0

10
0.0

43
女
性

26
.9

46
.2

23
.1

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-
雇
用

者
25
.0

53
.5

17
.8

2.6
1.0

10
0.0

24
84

男
性

22
.3

49
.3

23
.2

4.0
1.2

10
0.0

12
26

正
規

22
.5

49
.0

23
.5

3.7
1.2

10
0.0

11
23

非
正
規

20
.4

52
.4

19
.4

6.8
1.0

10
0.0

10
3

女
性

27
.7

57
.7

12
.6

1.3
0.7

10
0.0

12
58

正
規

29
.7

57
.6

11
.2

0.8
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

26
.2

57
.8

13
.7

1.6
0.7

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
26
.1

47
.1

21
.6

3.9
1.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

33
.9

48
.0

13
.5

4.0
0.6

10
0.0

32
7

男
性

30
.7

49
.2

13
.6

5.5
1.0

10
0.0

19
9

女
性

39
.1

46
.1

13
.3

1.6
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
-

-

若 年 壮 年

－ 370 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



 
 

 

問
42
　現

在
、あ

な
た
が
仕
事

をし
て
い
な
い
理
由

は
何
で
す
か

。（
い
くつ

で
も）

働
きた

い
が

適
当

な
仕

事
が

見
つ

か
らな

い
た

め

家
事

・育
児

の
た
め

介
護
・看

護
の

た
め

進
学
・通

学
の
た
め

健
康
上
の

理
由

そ
の
他

無
回
答

Ｎ

計
29
.6

66
.5

4.8
2.8

11
.9

8.6
1.9

94
2

若
年

26
.8

65
.1

1.9
6.5

6.9
10
.7

1.5
26

1
男
性

55
.8

0.0
1.9

19
.2

13
.5

19
.2

3.8
52

女
性

19
.6

81
.3

1.9
3.3

5.3
8.6

1.0
20

9
壮
年

30
.7

67
.0

5.9
1.3

13
.8

7.8
2.1

68
1

男
性

48
.6

1.4
2.7

8.1
41
.9

12
.2

6.8
74

女
性

28
.5

75
.0

6.3
0.5

10
.4

7.2
1.5

60
7

雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

26
.8

65
.1

1.9
6.5

6.9
10
.7

1.5
26

1
男
性

55
.8

0.0
1.9

19
.2

13
.5

19
.2

3.8
52

女
性

19
.6

81
.3

1.9
3.3

5.3
8.6

1.0
20

9
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

30
.7

67
.0

5.9
1.3

13
.8

7.8
2.1

68
1

男
性

48
.6

1.4
2.7

8.1
41
.9

12
.2

6.8
74

女
性

28
.5

75
.0

6.3
0.5

10
.4

7.2
1.5

60
7

若 年 壮 年
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問
43
　現

在
、あ

な
た
は

求
職

活
動
（職

探
し）

をし
て
い
ま
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

して
い
る

して
い
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
27
.3

70
.4

2.3
10
0.0

94
2

若
年

27
.2

70
.1

2.7
10
0.0

26
1

男
性

51
.9

42
.3

5.8
10
0.0

52
女
性

21
.1

77
.0

1.9
10
0.0

20
9

壮
年

27
.3

70
.5

2.2
10
0.0

68
1

男
性

48
.6

44
.6

6.8
10
0.0

74
女
性

24
.7

73
.6

1.6
10
0.0

60
7

雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
非
就

業
者

27
.2

70
.1

2.7
10
0.0

26
1

男
性

51
.9

42
.3

5.8
10
0.0

52
女
性

21
.1

77
.0

1.9
10
0.0

20
9

雇
用

者
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
非
正
規

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
女
性

-
-

-
-

-
非
就

業
者

27
.3

70
.5

2.2
10
0.0

68
1

男
性

48
.6

44
.6

6.8
10
0.0

74
女
性

24
.7

73
.6

1.6
10
0.0

60
7

若 年 壮 年
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問
43
-1
　具

体
的
に
、ど

の
よう

な
活

動
をし

て
い
ま
す
か

。（
い
くつ

で
も）

求
人
広
告
・

雑
誌
、イ

ン
ター

ネ
ット

の
求

人
サ

イト
を見

て
い
る

家
族
・親

族
・友

人
・

知
人
な
ど

に
仕
事

の
紹
介
を頼

ん
で
い
る

ハ
ロー

ワ
ー
クに

通
って

い
る

民
間
の
職

業
紹
介
会

社
に
登
録

し
て
い
る

派
遣
会
社

に
登
録
して

い
る

応
募

書
類

（履
歴
書

な
ど
）を

送
っ

て
い
る

採
用
面
接

を受
け
て
い

る
そ
の
他

無
回

答
Ｎ

計
78
.6

17
.5

49
.4

4.3
13
.2

12
.8

12
.5

3.9
0.0

25
7

若
年

77
.5

16
.9

56
.3

4.2
19
.7

15
.5

12
.7

4.2
0.0

71
男
性

81
.5

14
.8

66
.7

3.7
33
.3

14
.8

7.4
3.7

0.0
27

女
性

75
.0

18
.2

50
.0

4.5
11
.4

15
.9

15
.9

4.5
0.0

44
壮
年

79
.0

17
.7

46
.8

4.3
10
.8

11
.8

12
.4

3.8
0.0

18
6

男
性

80
.6

8.3
69
.4

8.3
5.6

22
.2

22
.2

5.6
0.0

36
女
性

78
.7

20
.0

41
.3

3.3
12
.0

9.3
10
.0

3.3
0.0

15
0

雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

77
.5

16
.9

56
.3

4.2
19
.7

15
.5

12
.7

4.2
0.0

71
男
性

81
.5

14
.8

66
.7

3.7
33
.3

14
.8

7.4
3.7

0.0
27

女
性

75
.0

18
.2

50
.0

4.5
11
.4

15
.9

15
.9

4.5
0.0

44
雇
用

者
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

女
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
就

業
者

79
.0

17
.7

46
.8

4.3
10
.8

11
.8

12
.4

3.8
0.0

18
6

男
性

80
.6

8.3
69
.4

8.3
5.6

22
.2

22
.2

5.6
0.0

36
女
性

78
.7

20
.0

41
.3

3.3
12
.0

9.3
10
.0

3.3
0.0

15
0

若 年 壮 年

－ 373 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



 
 

 

問
44
　あ

な
た
の
心

身
の
健
康

状
態
は
い
か
が
で
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

問
44

　あ
な
た
の
心
身
の

健
康
状
態

は
い
か

が
で
す
か

。（
そ
れ
ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

身
体
面

精
神

面

健
康
で
あ
る

ど
ちら

か
と

い
え
ば
健

康
で
あ
る

ど
ちら

か
と

い
え
ば
健

康
で
な
い

健
康
で
な

い
無

回
答

合
計

N
健
康
で
あ
る

ど
ちら

か
と

い
え
ば
健

康
で
あ
る

ど
ちら

か
と

い
え
ば
健

康
で
な
い

健
康
で
な

い
無
回
答

合
計

N

計
46
.1

41
.3

8.6
2.3

1.6
10

0.0
49

70
計

41
.1

42
.4

11
.4

3.2
1.8

10
0.0

49
70

若
年

51
.2

37
.4

7.2
2.2

1.9
10

0.0
14

44
若
年

45
.4

37
.5

11
.3

3.5
2.3

10
0.0

14
44

男
性

48
.2

38
.7

8.5
2.7

2.0
10

0.0
66

2
男
性

43
.5

37
.5

12
.2

4.1
2.7

10
0.0

66
2

女
性

53
.8

36
.3

6.1
1.8

1.9
10

0.0
78

2
女
性

47
.1

37
.6

10
.5

2.9
1.9

10
0.0

78
2

壮
年

44
.0

42
.9

9.2
2.4

1.5
10

0.0
35

26
壮
年

39
.4

44
.4

11
.5

3.1
1.6

10
0.0

35
26

男
性

39
.9

45
.9

9.5
2.8

1.9
10

0.0
15

21
男
性

34
.5

46
.0

13
.5

4.1
2.0

10
0.0

15
21

女
性

47
.2

40
.6

8.9
2.1

1.1
10

0.0
20

05
女
性

43
.1

43
.2

10
.0

2.3
1.4

10
0.0

20
05

雇
用

者
48
.4

41
.5

7.8
2.0

0.3
10

0.0
10

94
雇
用
者

42
.0

41
.1

12
.5

3.8
0.5

10
0.0

10
94

男
性

48
.0

40
.7

8.8
2.2

0.4
10

0.0
55

8
男

性
42
.7

39
.6

12
.7

3.9
1.1

10
0.0

55
8

正
規

49
.5

40
.6

7.2
2.3

0.4
10

0.0
47

3
正
規

43
.8

40
.6

11
.0

3.4
1.3

10
0.0

47
3

非
正
規

40
.0

41
.2

17
.6

1.2
0.0

10
0.0

85
非
正

規
36
.5

34
.1

22
.4

7.1
0.0

10
0.0

85
女
性

48
.9

42
.4

6.7
1.9

0.2
10

0.0
53

6
女

性
41
.2

42
.7

12
.3

3.7
0.0

10
0.0

53
6

正
規

55
.9

39
.5

3.9
0.7

0.0
10

0.0
28

1
正
規

42
.7

44
.5

9.6
3.2

0.0
10
0.0

28
1

非
正
規

41
.2

45
.5

9.8
3.1

0.4
10

0.0
25

5
非
正

規
39
.6

40
.8

15
.3

4.3
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

43
.1

45
.5

8.1
3.3

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

44
.7

37
.4

10
.6

7.3
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

58
.0

29
.0

10
.1

1.4
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
55
.1

33
.3

8.7
1.4

1.4
10
0.0

69
男
性

58
.1

30
.2

9.3
2.3

0.0
10

0.0
43

男
性

58
.1

32
.6

9.3
0.0

0.0
10
0.0

43
女
性

57
.7

26
.9

11
.5

0.0
3.8

10
0.0

26
女

性
50
.0

34
.6

7.7
3.8

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

65
.1

25
.3

4.6
3.4

1.5
10

0.0
26

1
非
就
業

者
60
.9

26
.4

7.7
2.7

2.3
10
0.0

26
1

男
性

50
.0

30
.8

5.8
9.6

3.8
10

0.0
52

男
性

48
.1

25
.0

11
.5

9.6
5.8

10
0.0

52
女
性

68
.9

23
.9

4.3
1.9

1.0
10

0.0
20

9
女

性
64
.1

26
.8

6.7
1.0

1.4
10
0.0

20
9

雇
用

者
41
.3

47
.2

9.4
1.9

0.2
10

0.0
24

84
雇
用
者

36
.0

49
.0

12
.0

2.6
0.4

10
0.0

24
84

男
性

39
.6

48
.5

9.7
2.0

0.1
10

0.0
12

26
男

性
34
.8

48
.7

13
.1

3.3
0.2

10
0.0

12
26

正
規

39
.7

48
.8

9.5
1.9

0.1
10

0.0
11

23
正
規

35
.2

49
.0

12
.5

3.3
0.1

10
0.0

11
23

非
正
規

38
.8

45
.6

11
.7

3.9
0.0

10
0.0

10
3

非
正

規
31
.1

45
.6

19
.4

2.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

42
.9

45
.9

9.1
1.7

0.4
10

0.0
12

58
女

性
37
.1

49
.2

11
.0

1.9
0.7

10
0.0

12
58

正
規

41
.1

49
.4

8.0
1.1

0.4
10

0.0
52

8
正
規

34
.7

52
.5

10
.6

1.7
0.6

10
0.0

52
8

非
正
規

44
.2

43
.3

9.9
2.2

0.4
10

0.0
73

0
非
正

規
38
.9

46
.8

11
.4

2.1
0.8

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

36
.6

42
.5

15
.0

5.2
0.7

10
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

33
.3

45
.8

15
.0

4.6
1.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

50
.5

38
.8

7.6
3.1

0.0
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
42
.8

39
.4

13
.5

4.3
0.0

10
0.0

32
7

男
性

47
.7

41
.7

7.5
3.0

0.0
10

0.0
19

9
男

性
38
.7

41
.7

15
.6

4.0
0.0

10
0.0

19
9

女
性

54
.7

34
.4

7.8
3.1

0.0
10

0.0
12

8
女

性
49
.2

35
.9

10
.2

4.7
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

53
.2

31
.4

9.7
4.0

1.8
10

0.0
68

1
非
就
業

者
52
.0

32
.6

9.1
4.4

1.9
10
0.0

68
1

男
性

35
.1

27
.0

14
.9

14
.9

8.1
10

0.0
74

男
性

27
.0

27
.0

18
.9

18
.9

8.1
10
0.0

74
女
性

55
.4

32
.0

9.1
2.6

1.0
10

0.0
60

7
女

性
55
.0

33
.3

7.9
2.6

1.2
10
0.0

60
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
45
-1
　あ

な
た
に
は
、悩

み
を相

談
した

り助
け
を求

め
た
りで

きる
人
が
何
人

い
ま
す
か
。（

人
数
を記

入
）

①
家
族
・親

族

平
均
値

①
家

族
・親

族

中
央
値

①
家
族

・親
族

標
準
偏
差

Ｎ
②

地
域
・近

隣
の
人

平
均
値

②
地

域
・近

隣
の
人

中
央
値

②
地
域
・近

隣
の
人

標
準
偏
差

Ｎ
③
仕

事
関

係
の
人

平
均
値

③
仕
事
関

係
の
人

中
央
値

③
仕
事
関

係
の

人

標
準
偏
差

Ｎ

計
2.7

2
2.1

47
54

1.0
0

2.2
40
84

2.3
2

3.5
43
32

若
年

2.8
2

2.2
13
81

0.8
0

1.9
12
03

2.5
2

3.3
12
74

男
性

2.5
2

2.2
63
0

0.6
0

1.7
53
8

2.7
2

3.9
58
4

女
性

3.1
3

2.1
75
1

1.0
0

2.1
66
5

2.4
2

2.8
69
0

壮
年

2.7
2

2.1
33
73

1.1
0

2.3
28
81

2.2
1

3.5
30
58

男
性

2.3
2

2.0
14
36

0.5
0

2.1
11
98

2.5
2

4.5
13
42

女
性

3.0
3

2.1
19
37

1.5
0

2.4
16
83

2.0
1

2.5
17
16

雇
用

者
2.6

2
2.0

10
65

0.6
0

1.6
93
5

2.9
2

3.5
10
10

男
性

2.5
2

2.1
54
1

0.5
0

1.4
46
7

2.9
2

4.0
50
6

正
規

2.6
2

2.2
45
8

0.5
0

1.4
39
1

3.2
2

4.2
42
7

非
正
規

2.1
2

1.8
83

0.4
0

1.3
76

1.3
1

1.6
79

女
性

2.7
2

1.8
52
4

0.7
0

1.8
46
8

2.9
2

3.0
50
4

正
規

2.8
2

1.7
27
8

0.6
0

1.6
24
5

3.3
3

3.0
26
7

非
正
規

2.7
2

1.9
24
6

0.8
0

2.1
22
3

2.5
2

2.8
23
7

うち
未
婚

・離
死

別
2.1

2
1.6

11
7

0.4
0

1.1
10
3

2.4
2

3.0
11
3

非
雇

用
者

2.9
2

3.2
65

1.4
0

3.2
51

2.2
2

3.2
58

男
性

2.6
2

3.2
42

1.5
0

3.6
33

2.8
2

3.6
40

女
性

3.4
2

3.1
23

1.2
0

2.5
18

1.1
0

1.7
18

非
就

業
者

3.7
3

2.4
25
1

1.7
0

2.5
21
7

0.9
0

1.8
20
6

男
性

2.3
2

2.0
47

0.7
0

2.3
38

0.3
0

1.0
38

女
性

4.0
3

2.3
20
4

1.9
1

2.5
17
9

1.0
0

2.0
16
8

雇
用

者
2.6

2
2.0

24
05

0.9
0

2.1
20
70

2.5
2

3.5
22
89

男
性

2.3
2

2.1
11
82

0.5
0

2.0
99
8

2.6
2

4.3
11
19

正
規

2.4
2

2.1
10
85

0.5
0

2.0
90
8

2.7
2

4.4
10
24

非
正
規

1.8
2

1.2
97

0.4
0

1.2
90

1.5
1

1.8
95

女
性

2.8
2

1.9
12
23

1.2
0

2.1
10
72

2.5
2

2.6
11
70

正
規

2.7
2

1.8
50
8

0.9
0

1.9
44
0

3.0
2

2.9
49
4

非
正
規

2.8
3

2.0
71
5

1.5
0

2.2
63
2

2.0
2

2.2
67
6

うち
未
婚

・離
死

別
2.4

2
2.4

14
7

0.7
0

1.7
12
8

1.9
1

2.2
14
0

非
雇

用
者

2.5
2

2.1
31
4

1.2
0

2.7
25
9

2.4
1

5.0
27
7

男
性

2.2
2

2.0
19
0

1.0
0

3.0
15
4

2.7
1

5.9
17
4

女
性

2.9
3

2.1
12
4

1.5
1

2.1
10
5

2.0
1

2.8
10
3

非
就

業
者

3.4
3

2.3
65
4

1.9
1

2.8
55
2

0.7
0

1.9
49
2

男
性

1.9
2

1.5
64

0.0
0

0.2
46

0.6
0

1.4
49

女
性

3.5
3

2.3
59
0

2.1
2

2.8
50
6

0.7
0

2.0
44
3
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問
45
-1
　あ

な
た
に
は
、悩

み
を相

談
した

り助
け
を求

め
た
りで

きる
人
が
何
人

い
ま
す
か
。（

人
数
を記

入
）

④
学

校
時

代
の

友
人

平
均
値

④
学
校

時
代
の
友

人

中
央
値

④
学
校
時

代
の
友
人

標
準
偏
差

Ｎ

⑤
趣
味
・社

会
活
動

な
ど
を通

じた
知
り合

い

平
均
値

⑤
趣

味
・社

会
活
動
な

ど
を通

じた
知
り合

い

中
央
値

⑤
趣
味
・社

会
活
動
な

ど
を通

じた
知
り合

い

標
準
偏
差

Ｎ
⑥
そ
の
他

の
人

平
均
値

⑥
そ
の

他
の
人

中
央
値

⑥
そ
の
他

の
人

標
準
偏
差

Ｎ

計
2.5

2
3.4

44
00

1.5
0

16
.1

40
22

1.1
0

32
.8

37
40

若
年

3.3
3

3.6
13
26

1.3
0

3.0
12
13

0.6
0

2.2
11
21

男
性

3.1
2

3.9
59
5

1.6
0

3.6
55
5

0.4
0

2.6
50
4

女
性

3.5
3

3.4
73
1

1.1
0

2.4
65
8

0.6
0

1.9
61
7

壮
年

2.1
1

3.2
30
74

1.6
0

19
.2

28
09

1.4
0

39
.2

26
19

男
性

1.9
1

4.1
12
98

2.1
0

29
.0

12
14

2.2
0

59
.3

11
40

女
性

2.2
2

2.3
17
76

1.2
0

2.2
15
95

0.7
0

2.6
14
79

雇
用

者
3.3

3
3.7

10
23

1.3
0

3.1
94
6

0.5
0

2.3
88
0

男
性

3.1
2

3.9
51
2

1.6
0

3.6
47
9

0.4
0

2.7
43
6

正
規

3.3
2

4.2
43
2

1.7
0

3.8
40
3

0.3
0

1.2
36
4

非
正
規

2.0
1

2.2
80

1.1
0

2.2
76

1.0
0

6.0
72

女
性

3.5
3

3.4
51
1

1.0
0

2.4
46
7

0.6
0

1.8
44
4

正
規

3.9
3

3.8
27
1

1.1
0

2.8
24
6

0.5
0

1.6
23
6

非
正
規

3.0
3

3.0
24
0

0.9
0

1.8
22
1

0.6
0

2.0
20
8

うち
未
婚

・離
死

別
3.1

3
3.3

11
7

1.1
0

2.0
10
4

0.6
0

1.4
10
2

非
雇

用
者

3.1
2

3.5
61

1.9
0

4.2
55

0.4
0

1.6
49

男
性

3.4
2

4.0
39

2.5
0

4.8
36

0.6
0

1.9
32

女
性

2.7
3

2.4
22

0.7
0

2.4
19

0.2
0

0.5
17

非
就

業
者

3.4
3

3.3
24
2

1.4
0

2.6
21
2

0.9
0

2.1
19
2

男
性

2.0
1

2.5
44

1.5
0

2.5
40

0.6
0

2.0
36

女
性

3.8
3

3.4
19
8

1.3
0

2.6
17
2

0.9
0

2.1
15
6

雇
用

者
2.0

1
3.1

22
19

1.6
0

22
.2

20
48

1.6
0

45
.8

19
14

男
性

1.9
1

3.9
10
81

2.1
0

31
.5

10
15

2.4
0

64
.7

95
5

正
規

2.0
1

4.1
98
9

2.1
0

33
.0

92
5

2.6
0

67
.8

86
9

非
正
規

1.0
0

1.7
92

1.5
0

5.8
90

0.5
0

2.7
86

女
性

2.1
2

2.1
11
38

1.1
0

2.2
10
33

0.7
0

3.0
95
9

正
規

2.3
2

2.2
47
7

1.1
0

2.1
42
9

0.5
0

1.3
39
5

非
正
規

2.0
2

2.1
66
1

1.1
0

2.3
60
4

0.9
0

3.7
56
4

うち
未
婚

・離
死

別
1.8

1
1.9

13
8

1.2
0

2.7
13
0

1.3
0

5.4
12
3

非
雇

用
者

2.3
1

4.5
27
4

2.1
0

7.9
25
2

1.0
0

6.7
23
2

男
性

2.4
1

5.5
16
5

2.7
0

10
.0

15
3

1.2
0

8.6
13
9

女
性

2.2
2

2.3
10
9

1.3
0

2.0
99

0.7
0

1.8
93

非
就

業
者

2.3
2

2.7
58
1

1.3
0

2.5
50
9

0.8
0

1.9
47
3

男
性

0.9
0

1.6
52

1.1
0

4.1
46

0.7
0

2.1
46

女
性

2.5
2

2.7
52
9

1.4
0

2.3
46
3

0.8
0

1.8
42
7
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問
45
-2
　そ

れ
らの

人
は
、ど

の
よう

な
時

に
相
談
に
乗
って

くれ
た
り、

あ
な
た
の

助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思
い
ま
す
か
。

問
45

-2
　そ

れ
らの

人
は

、ど
の
よう

な
時
に
相
談
に
乗

って
くれ

た
り、

あ
な
た
の
助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思

い
ま
す

か
。

　（
い
くつ

で
も）

 ①
家
族

・親
族

　（
い
くつ

で
も）

 ②
地
域
・近

隣
の
人

生
活
上

の
悩
み
が
あ

る時

仕
事
上

の
悩
み
が

あ
る時

転
職
先

を
探

して
い
る

時

経
済
的

に
困
って

い
る

時
あ
て
は

ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ
生

活
上
の

悩
み

が
あ

る時

仕
事
上
の

悩
み
が
あ

る時

転
職
先
を

探
して

い
る

時

経
済
的
に

困
って

い
る

時
あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
83
.2

58
.2

28
.5

54
.3

4.7
0.6

44
64

計
72
.9

36
.5

16
.2

5.4
14
.7

1.3
13
21

若
年

81
.4

61
.7

35
.0

58
.9

4.9
0.5

12
93

若
年

73
.1

32
.8

17
.9

7.8
16
.6

1.6
30
8

男
性

73
.1

58
.5

32
.0

56
.3

7.0
0.5

56
8

男
性

62
.1

42
.7

18
.4

8.7
20
.4

1.9
10
3

女
性

88
.0

64
.3

37
.2

60
.8

3.3
0.4

72
5

女
性

78
.5

27
.8

17
.6

7.3
14
.6

1.5
20
5

壮
年

83
.9

56
.8

25
.8

52
.5

4.6
0.6

31
71

壮
年

72
.9

37
.6

15
.7

4.6
14
.1

1.2
10
13

男
性

77
.4

57
.6

23
.9

45
.7

6.4
0.6

12
97

男
性

54
.3

44
.2

14
.1

7.0
18
.6

0.5
19
9

女
性

88
.4

56
.3

27
.2

57
.2

3.3
0.6

18
74

女
性

77
.4

36
.0

16
.1

4.1
13
.0

1.4
81
4

雇
用

者
79
.8

66
.2

36
.3

59
.7

3.9
0.5

99
2

雇
用
者

70
.5

39
.9

19
.7

6.2
15
.0

2.6
19
3

男
性

73
.5

60
.4

32
.7

56
.5

6.1
0.4

49
0

男
性

62
.9

42
.7

19
.1

7.9
18
.0

2.2
89

正
規

74
.1

62
.0

32
.1

57
.0

6.7
0.5

42
1

正
規

63
.6

40
.3

20
.8

9.1
18
.2

2.6
77

非
正
規

69
.6

50
.7

36
.2

53
.6

2.9
0.0

69
非
正

規
58
.3

58
.3

8.3
0.0

16
.7

0.0
12

女
性

86
.1

71
.9

39
.8

62
.7

1.8
0.6

50
2

女
性

76
.9

37
.5

20
.2

4.8
12
.5

2.9
10
4

正
規

85
.6

72
.7

39
.1

63
.8

1.5
0.7

27
1

正
規

74
.4

27
.9

14
.0

4.7
16
.3

4.7
43

非
正
規

86
.6

71
.0

40
.7

61
.5

2.2
0.4

23
1

非
正

規
78
.7

44
.3

24
.6

4.9
9.8

1.6
61

うち
未
婚
・離

死
別

79
.8

67
.3

38
.5

56
.7

2.9
0.0

10
4

うち
未
婚

・離
死
別

68
.8

43
.8

25
.0

6.3
25
.0

0.0
16

非
雇

用
者

76
.3

69
.5

18
.6

57
.6

13
.6

1.7
59

非
雇
用

者
69
.2

53
.8

23
.1

15
.4

23
.1

0.0
13

男
性

65
.8

60
.5

15
.8

52
.6

18
.4

2.6
38

男
性

50
.0

62
.5

25
.0

12
.5

37
.5

0.0
8

女
性

95
.2

85
.7

23
.8

66
.7

4.8
0.0

21
女

性
10
0.0

40
.0

20
.0

20
.0

0.0
0.0

5
非
就

業
者

89
.3

41
.3

33
.5

55
.8

7.0
0.0

24
2

非
就
業

者
78
.4

16
.7

13
.7

9.8
18
.6

0.0
10
2

男
性

75
.0

32
.5

40
.0

57
.5

7.5
0.0

40
男

性
66
.7

16
.7

0.0
16
.7

33
.3

0.0
6

女
性

92
.1

43
.1

32
.2

55
.4

6.9
0.0

20
2

女
性

79
.2

16
.7

14
.6

9.4
17
.7

0.0
96

雇
用

者
83
.0

62
.5

27
.8

51
.6

4.1
0.7

22
54

雇
用
者

70
.3

44
.2

16
.0

5.0
12
.9

1.0
59
9

男
性

78
.2

59
.1

25
.9

45
.6

5.7
0.6

10
80

男
性

54
.1

41
.5

15
.7

8.2
16
.4

0.6
15
9

正
規

79
.1

59
.4

25
.7

45
.8

6.0
0.6

99
4

正
規

54
.5

41
.4

14
.5

5.5
17
.9

0.7
14
5

非
正
規

68
.6

55
.8

29
.1

44
.2

2.3
1.2

86
非
正

規
50
.0

42
.9

28
.6

35
.7

0.0
0.0

14
女
性

87
.3

65
.7

29
.6

57
.0

2.6
0.8

11
74

女
性

76
.1

45
.2

16
.1

3.9
11
.6

1.1
44
0

正
規

86
.4

67
.3

25
.9

54
.9

1.6
1.0

48
6

正
規

77
.9

40
.7

12
.1

3.6
12
.1

0.7
14
0

非
正
規

87
.9

64
.5

32
.1

58
.4

3.2
0.6

68
8

非
正

規
75
.3

47
.3

18
.0

4.0
11
.3

1.3
30
0

うち
未
婚
・離

死
別

80
.3

53
.8

22
.0

61
.4

3.0
0.0

13
2

うち
未
婚

・離
死
別

75
.8

36
.4

15
.2

9.1
12
.1

0.0
33

非
雇

用
者

77
.3

54
.5

12
.9

50
.0

6.3
1.0

28
6

非
雇
用

者
64
.8

47
.3

11
.0

3.3
18
.7

3.3
91

男
性

71
.7

56
.0

13
.3

41
.0

9.6
0.6

16
6

男
性

55
.3

55
.3

7.9
2.6

26
.3

0.0
38

女
性

85
.0

52
.5

12
.5

62
.5

1.7
1.7

12
0

女
性

71
.7

41
.5

13
.2

3.8
13
.2

5.7
53

非
就

業
者

90
.2

37
.6

24
.6

56
.9

5.5
0.2

63
1

非
就
業

者
79
.9

22
.6

16
.4

4.3
15
.2

0.9
32
3

男
性

78
.4

31
.4

15
.7

62
.7

9.8
0.0

51
男

性
50
.0

50
.0

0.0
0.0

50
.0

0.0
2

女
性

91
.2

38
.1

25
.3

56
.4

5.2
0.2

58
0

女
性

80
.1

22
.4

16
.5

4.4
15
.0

0.9
32
1
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問
45
-2
　そ

れ
らの

人
は
、ど

の
よう

な
時

に
相
談
に
乗
って

くれ
た
り、

あ
な
た
の

助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思
い
ま
す
か
。

問
45

-2
　そ

れ
らの

人
は

、ど
の
よう

な
時
に
相
談
に
乗

って
くれ

た
り、

あ
な
た
の
助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思

い
ま
す

か
。

　（
い
くつ

で
も）

 ③
仕
事

関
係
の
人

　（
い
くつ

で
も）

 ④
学
校
時
代

の
友
人

生
活
上

の
悩
み
が
あ

る時

仕
事
上

の
悩
み
が

あ
る時

転
職
先

を
探

して
い
る

時

経
済
的

に
困
って

い
る

時
あ
て
は

ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ
生

活
上
の

悩
み

が
あ

る時

仕
事
上
の

悩
み
が
あ

る時

転
職
先
を

探
して

い
る

時

経
済
的
に

困
って

い
る

時
あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
36
.9

90
.0

16
.1

6.0
3.6

0.9
29

64
計

75
.9

60
.7

27
.3

11
.9

10
.1

1.1
31
40

若
年

39
.1

89
.9

20
.6

7.5
4.0

0.9
88

5
若
年

78
.5

65
.6

33
.5

13
.5

9.3
0.9

10
63

男
性

29
.7

89
.4

19
.4

7.4
5.3

1.2
41

7
男
性

69
.8

63
.2

32
.3

14
.4

12
.4

2.0
44
3

女
性

47
.4

90
.4

21
.6

7.5
2.8

0.6
46

8
女
性

84
.7

67
.3

34
.4

12
.9

7.1
0.2

62
0

壮
年

35
.9

90
.1

14
.2

5.3
3.5

1.0
20

79
壮
年

74
.6

58
.2

24
.2

11
.0

10
.4

1.2
20
77

男
性

27
.8

89
.8

12
.9

6.7
4.1

0.7
94

7
男
性

60
.8

60
.0

24
.8

11
.8

13
.7

1.6
75
7

女
性

42
.8

90
.4

15
.3

4.2
2.9

1.1
11

32
女
性

82
.5

57
.1

23
.8

10
.6

8.6
0.9

13
20

雇
用

者
38
.8

91
.9

19
.1

7.2
3.0

0.9
79

4
雇
用
者

79
.1

69
.9

34
.6

13
.5

8.3
1.0

82
4

男
性

30
.8

90
.6

19
.3

7.3
4.2

1.0
38

3
男

性
71
.6

64
.3

32
.8

14
.7

12
.1

1.8
38
7

正
規

31
.4

91
.5

18
.8

7.0
4.4

0.9
34

1
正
規

73
.1

65
.0

32
.9

15
.0

12
.0

1.8
33
4

非
正
規

26
.2

83
.3

23
.8

9.5
2.4

2.4
42

非
正

規
62
.3

60
.4

32
.1

13
.2

13
.2

1.9
53

女
性

46
.2

93
.2

19
.0

7.1
1.9

0.7
41

1
女

性
85
.8

74
.8

36
.2

12
.4

4.8
0.2

43
7

正
規

50
.2

93
.5

20
.8

7.8
1.7

0.9
23

1
正
規

86
.0

78
.9

36
.0

12
.8

4.5
0.4

24
2

非
正
規

41
.1

92
.8

16
.7

6.1
2.2

0.6
18

0
非
正

規
85
.6

69
.7

36
.4

11
.8

5.1
0.0

19
5

うち
未
婚
・離

死
別

36
.0

89
.5

16
.3

5.8
3.5

1.2
86

うち
未
婚

・離
死
別

81
.7

73
.1

38
.7

7.5
6.5

0.0
93

非
雇

用
者

25
.0

83
.3

19
.4

11
.1

13
.9

0.0
36

非
雇
用

者
75
.0

62
.5

25
.0

12
.5

10
.4

0.0
48

男
性

20
.7

79
.3

17
.2

10
.3

17
.2

0.0
29

男
性

63
.3

60
.0

16
.7

6.7
16
.7

0.0
30

女
性

42
.9

10
0.0

28
.6

14
.3

0.0
0.0

7
女

性
94
.4

66
.7

38
.9

22
.2

0.0
0.0

18
非
就

業
者

52
.7

65
.5

41
.8

9.1
10
.9

1.8
55

非
就
業

者
76
.4

47
.6

30
.9

14
.1

13
.6

1.0
19
1

男
性

0.0
60
.0

40
.0

0.0
20
.0

20
.0

5
男

性
50
.0

50
.0

42
.3

19
.2

11
.5

7.7
26

女
性

58
.0

66
.0

42
.0

10
.0

10
.0

0.0
50

女
性

80
.6

47
.3

29
.1

13
.3

13
.9

0.0
16
5

雇
用

者
35
.8

91
.5

12
.9

4.9
3.0

1.0
17

86
雇
用
者

73
.5

64
.0

25
.6

10
.9

9.9
0.9

14
91

男
性

29
.0

89
.9

12
.2

6.0
4.0

0.9
82

0
男

性
62
.3

61
.9

26
.3

11
.5

12
.9

1.3
63
6

正
規

29
.4

90
.4

11
.7

5.5
4.3

0.7
76

1
正
規

62
.2

62
.2

25
.8

10
.9

13
.2

1.3
59
8

非
正
規

23
.7

83
.1

18
.6

11
.9

0.0
3.4

59
非
正

規
63
.2

57
.9

34
.2

21
.1

7.9
0.0

38
女
性

41
.6

92
.9

13
.5

3.9
2.2

1.1
96

6
女

性
81
.9

65
.5

25
.1

10
.5

7.6
0.7

85
5

正
規

45
.4

95
.3

10
.2

5.2
1.6

0.7
44

3
正
規

83
.8

67
.6

19
.2

10
.0

5.9
0.8

37
0

非
正
規

38
.4

90
.8

16
.3

2.9
2.7

1.5
52

3
非
正

規
80
.4

63
.9

29
.7

10
.9

8.9
0.6

48
5

うち
未
婚
・離

死
別

36
.1

94
.8

21
.6

4.1
1.0

2.1
97

うち
未
婚

・離
死
別

74
.5

65
.7

32
.4

7.8
10
.8

0.0
10
2

非
雇

用
者

25
.1

91
.1

10
.1

10
.1

3.4
0.6

17
9

非
雇
用

者
65
.0

51
.7

13
.3

12
.8

14
.4

3.3
18
0

男
性

19
.7

89
.7

12
.8

12
.0

4.3
0.0

11
7

男
性

53
.3

50
.5

13
.3

13
.3

18
.1

3.8
10
5

女
性

35
.5

93
.5

4.8
6.5

1.6
1.6

62
女

性
81
.3

53
.3

13
.3

12
.0

9.3
2.7

75
非
就

業
者

54
.4

66
.7

41
.2

5.3
10
.5

0.9
11

4
非
就
業

者
82
.8

39
.7

23
.6

10
.6

10
.8

1.0
40
6

男
性

20
.0

80
.0

70
.0

0.0
10
.0

0.0
10

男
性

50
.0

43
.8

43
.8

12
.5

18
.8

0.0
16

女
性

57
.7

65
.4

38
.5

5.8
10
.6

1.0
10

4
女

性
84
.1

39
.5

22
.8

10
.5

10
.5

1.0
39
0

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
45
-2
　そ

れ
らの

人
は
、ど

の
よう

な
時

に
相
談
に
乗
って

くれ
た
り、

あ
な
た
の

助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思
い
ま
す
か
。

問
45

-2
　そ

れ
らの

人
は

、ど
の
よう

な
時
に
相
談
に
乗

って
くれ

た
り、

あ
な
た
の
助
け
に
な
って

くれ
た
りす

ると
思

い
ま
す

か
。

　（
い
くつ

で
も）

 ⑤
趣
味

・社
会
活
動

な
ど
を通

じた
知

り合
い

　（
い
くつ

で
も）

 ⑥
そ
の
他
の

人

生
活
上

の
悩
み
が
あ

る時

仕
事
上

の
悩
み
が

あ
る時

転
職
先

を
探

して
い
る

時

経
済
的

に
困
って

い
る

時
あ
て
は

ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ
生

活
上
の

悩
み

が
あ

る時

仕
事
上
の

悩
み
が
あ

る時

転
職
先
を

探
して

い
る

時

経
済
的
に

困
って

い
る

時
あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
70
.5

48
.6

22
.9

8.6
14
.7

0.7
13

50
計

72
.1

57
.0

29
.9

15
.6

15
.2

1.1
69
8

若
年

68
.2

54
.7

31
.1

10
.9

14
.2

0.5
40

2
若
年

73
.3

69
.3

39
.6

21
.3

11
.4

1.5
20
2

男
性

56
.4

52
.5

26
.2

10
.9

20
.8

0.5
20

2
男
性

60
.0

68
.3

33
.3

13
.3

13
.3

1.7
60

女
性

80
.0

57
.0

36
.0

11
.0

7.5
0.5

20
0

女
性

78
.9

69
.7

42
.3

24
.6

10
.6

1.4
14
2

壮
年

71
.5

46
.0

19
.4

7.6
14
.9

0.8
94

8
壮
年

71
.6

52
.0

26
.0

13
.3

16
.7

1.0
49
6

男
性

59
.6

48
.1

17
.5

8.7
18
.9

1.1
36

6
男
性

55
.7

51
.7

22
.1

14
.8

25
.5

0.7
14
9

女
性

79
.0

44
.7

20
.6

6.9
12
.4

0.7
58

2
女
性

78
.4

52
.2

27
.7

12
.7

13
.0

1.2
34
7

雇
用

者
67
.5

58
.8

33
.1

11
.7

11
.7

0.6
30

8
雇
用
者

72
.5

74
.5

43
.1

22
.9

10
.5

2.0
15
3

男
性

57
.6

54
.7

27
.1

11
.2

17
.6

0.6
17

0
男

性
63
.3

69
.4

36
.7

14
.3

12
.2

2.0
49

正
規

57
.9

53
.8

28
.3

11
.0

17
.9

0.7
14

5
正
規

65
.1

72
.1

32
.6

14
.0

11
.6

2.3
43

非
正
規

56
.0

60
.0

20
.0

12
.0

16
.0

0.0
25

非
正

規
50
.0

50
.0

66
.7

16
.7

16
.7

0.0
6

女
性

79
.7

63
.8

40
.6

12
.3

4.3
0.7

13
8

女
性

76
.9

76
.9

46
.2

26
.9

9.6
1.9

10
4

正
規

81
.8

63
.6

27
.3

9.1
3.0

1.5
66

正
規

78
.0

74
.0

52
.0

36
.0

12
.0

0.0
50

非
正
規

77
.8

63
.9

52
.8

15
.3

5.6
0.0

72
非
正

規
75
.9

79
.6

40
.7

18
.5

7.4
3.7

54
うち

未
婚
・離

死
別

78
.0

61
.0

51
.2

14
.6

2.4
0.0

41
うち

未
婚

・離
死
別

84
.4

87
.5

50
.0

21
.9

3.1
0.0

32
非
雇

用
者

47
.4

36
.8

15
.8

5.3
47
.4

0.0
19

非
雇
用

者
57
.1

57
.1

14
.3

14
.3

14
.3

0.0
7

男
性

41
.2

35
.3

17
.6

5.9
52
.9

0.0
17

男
性

40
.0

60
.0

20
.0

20
.0

20
.0

0.0
5

女
性

10
0.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

2
女

性
10
0.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

2
非
就

業
者

76
.0

42
.7

26
.7

9.3
16
.0

0.0
75

非
就
業

者
78
.6

52
.4

31
.0

16
.7

14
.3

0.0
42

男
性

60
.0

46
.7

26
.7

13
.3

20
.0

0.0
15

男
性

50
.0

66
.7

16
.7

0.0
16
.7

0.0
6

女
性

80
.0

41
.7

26
.7

8.3
15
.0

0.0
60

女
性

83
.3

50
.0

33
.3

19
.4

13
.9

0.0
36

雇
用

者
70
.7

51
.5

20
.6

7.5
14
.3

0.8
65

2
雇
用
者

70
.5

59
.1

28
.0

14
.2

15
.7

1.2
32
5

男
性

61
.1

48
.2

17
.9

8.0
18
.9

1.3
30

1
男

性
55
.9

57
.7

25
.2

16
.2

22
.5

0.9
11
1

正
規

61
.9

48
.4

17
.2

7.7
18
.3

1.5
27

3
正
規

53
.1

57
.1

24
.5

14
.3

23
.5

1.0
98

非
正
規

53
.6

46
.4

25
.0

10
.7

25
.0

0.0
28

非
正

規
76
.9

61
.5

30
.8

30
.8

15
.4

0.0
13

女
性

78
.9

54
.4

22
.8

7.1
10
.3

0.3
35

1
女

性
78
.0

59
.8

29
.4

13
.1

12
.1

1.4
21
4

正
規

80
.5

54
.4

17
.4

6.0
6.7

0.7
14

9
正
規

74
.7

60
.2

26
.5

16
.9

14
.5

0.0
83

非
正
規

77
.7

54
.5

26
.7

7.9
12
.9

0.0
20

2
非
正

規
80
.2

59
.5

31
.3

10
.7

10
.7

2.3
13
1

うち
未
婚
・離

死
別

65
.9

56
.1

29
.3

9.8
22
.0

0.0
41

うち
未
婚

・離
死
別

86
.1

63
.9

38
.9

22
.2

8.3
2.8

36
非
雇

用
者

59
.4

45
.5

16
.8

8.9
17
.8

2.0
10

1
非
雇
用

者
57
.1

51
.0

18
.4

18
.4

28
.6

0.0
49

男
性

50
.9

47
.4

15
.8

12
.3

19
.3

0.0
57

男
性

40
.7

29
.6

14
.8

11
.1

44
.4

0.0
27

女
性

70
.5

43
.2

18
.2

4.5
15
.9

4.5
44

女
性

77
.3

77
.3

22
.7

27
.3

9.1
0.0

22
非
就

業
者

80
.5

27
.7

16
.9

7.2
15
.4

0.5
19

5
非
就
業

者
80
.3

33
.6

23
.8

9.0
14
.8

0.8
12
2

男
性

62
.5

50
.0

12
.5

12
.5

12
.5

0.0
8

男
性

90
.9

45
.5

9.1
9.1

9.1
0.0

11
女
性

81
.3

26
.7

17
.1

7.0
15
.5

0.5
18

7
女

性
79
.3

32
.4

25
.2

9.0
15
.3

0.9
11
1

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
46
　あ

な
た
の

生
活

状
況
に
つ
い
て
、以

下
の
な
か

に
あ
て
は
ま
るも

の
は

あ
りま

す
か
。（

い
くつ

で
も）

週
に
２日

以
上

、朝
食
を

抜
くこ

とが
あ
る

十
分
な
睡

眠
が

とれ
て

い
な
い

過
去
１ヶ

月
の
あ
い
だ
、

運
動
をし

て
い
な
い

夜
型
の
生

活
をし

て
い

る

食
事
の
際
、

栄
養
バ
ラン

ス
を気

に
し

て
い
な
い

健
康

診
断

を受
け
て
い

な
い

通
院

して
い

る（
歯
科
を

除
く）

過
去
１年

以
内
に
入

院
し

た
こと

が
あ

る

あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
25
.2

27
.4

37
.1

15
.3

19
.6

19
.5

15
.0

3.2
22

.4
2.1

49
70

若
年

31
.5

27
.4

35
.2

18
.7

23
.4

22
.2

12
.9

3.8
18

.2
2.1

14
44

男
性

39
.9

27
.6

30
.4

22
.2

30
.8

14
.8

10
.3

2.1
19

.5
2.1

66
2

女
性

24
.4

27
.1

39
.3

15
.7

17
.1

28
.4

15
.1

5.2
17

.1
2.2

78
2

壮
年

22
.7

27
.4

37
.8

14
.0

18
.0

18
.4

15
.9

2.9
24

.2
2.1

35
26

男
性

28
.9

30
.5

34
.5

17
.0

26
.6

10
.7

13
.7

3.0
25

.3
2.5

15
21

女
性

17
.9

25
.1

40
.4

11
.6

11
.5

24
.3

17
.5

2.8
23

.3
1.7

20
05

雇
用

者
34
.1

29
.8

36
.2

20
.0

27
.0

13
.6

12
.4

3.3
19

.6
0.4

10
94

男
性

41
.0

29
.4

31
.5

21
.1

31
.9

9.3
9.9

2.3
21

.0
0.5

55
8

正
規

40
.4

28
.8

32
.1

19
.5

31
.7

7.6
9.5

2.5
21

.6
0.6

47
3

非
正
規

44
.7

32
.9

28
.2

30
.6

32
.9

18
.8

11
.8

1.2
17

.6
0.0

85
女
性

26
.9

30
.2

41
.0

18
.8

21
.8

18
.1

15
.1

4.3
18

.1
0.2

53
6

正
規

26
.0

31
.7

46
.3

21
.0

21
.0

7.8
13
.5

4.3
18

.9
0.0

28
1

非
正
規

27
.8

28
.6

35
.3

16
.5

22
.7

29
.4

16
.9

4.3
17

.3
0.4

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
32
.5

26
.0

32
.5

24
.4

26
.0

23
.6

15
.4

3.3
18

.7
0.8

12
3

非
雇

用
者

33
.3

21
.7

27
.5

18
.8

26
.1

50
.7

11
.6

4.3
13

.0
1.4

69
男
性

34
.9

18
.6

23
.3

16
.3

30
.2

51
.2

7.0
0.0

18
.6

0.0
43

女
性

30
.8

26
.9

34
.6

23
.1

19
.2

50
.0

19
.2

11
.5

3.8
3.8

26
非
就

業
者

22
.6

20
.7

35
.6

14
.6

9.6
52
.1

16
.1

6.1
15

.3
2.3

26
1

男
性

38
.5

21
.2

28
.8

42
.3

25
.0

46
.2

19
.2

1.9
7.7

3.8
52

女
性

18
.7

20
.6

37
.3

7.7
5.7

53
.6

15
.3

7.2
17

.2
1.9

20
9

雇
用

者
23
.6

29
.3

39
.6

14
.8

20
.2

10
.7

15
.7

2.5
25

.1
0.8

24
84

男
性

28
.6

32
.2

35
.4

17
.4

26
.9

5.2
13
.3

2.5
26

.9
0.7

12
26

正
規

27
.3

32
.1

36
.2

17
.0

26
.7

4.1
13
.4

2.8
28

.0
0.7

11
23

非
正
規

42
.7

33
.0

27
.2

21
.4

29
.1

17
.5

11
.7

0.0
15

.5
1.0

10
3

女
性

18
.7

26
.6

43
.6

12
.3

13
.6

16
.0

18
.1

2.5
23

.4
1.0

12
58

正
規

21
.0

29
.9

43
.9

12
.9

15
.5

4.9
18
.2

3.2
23

.9
1.1

52
8

非
正
規

17
.0

24
.1

43
.4

11
.9

12
.2

24
.0

18
.1

2.1
23

.0
0.8

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
25
.5

26
.1

46
.4

15
.0

20
.9

19
.0

26
.8

2.0
19

.0
0.7

15
3

非
雇

用
者

29
.1

24
.8

33
.0

16
.8

20
.2

38
.2

11
.9

4.0
22

.3
1.2

32
7

男
性

34
.2

25
.1

32
.2

16
.6

27
.1

35
.7

9.5
4.5

23
.1

1.0
19
9

女
性

21
.1

24
.2

34
.4

17
.2

9.4
42
.2

15
.6

3.1
21

.1
1.6

12
8

非
就

業
者

17
.3

23
.1

35
.7

10
.1

10
.0

38
.0

19
.1

4.0
22

.8
2.1

68
1

男
性

28
.4

25
.7

35
.1

17
.6

28
.4

36
.5

36
.5

8.1
12

.2
6.8

74
女
性

16
.0

22
.7

35
.7

9.2
7.7

38
.2

17
.0

3.5
24

.1
1.5

60
7
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問
47
　あ

な
た
は
現

在
、職

業
能
力

・ス
キ
ル

を高
め

るた
め
の
取
り組

み
をし

て
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
47

-1
　そ

の
た
め
に
費

や
して

い
る時

間
は

1ヶ
月

あ
た
りど

の
くら

い
で
す
か

。（
ひ

とつ
だ
け
）

して
い
る

して
い
な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

20
時
間
以

上
10

～
19
時

間
くら

い
5～

9時
間
く

らい
そ
れ
以
下

無
回
答

合
計

Ｎ

計
24
.1

74
.3

1.6
10

0.0
49
70

計
18
.3

22
.5

38
.5

20
.6

0.2
10
0.0

11
97

若
年

27
.4

70
.6

1.9
10

0.0
14
44

若
年

22
.2

24
.7

34
.1

18
.9

0.0
10
0.0

39
6

男
性

35
.3

62
.7

2.0
10

0.0
66
2

男
性

26
.9

29
.9

27
.4

15
.8

0.0
10
0.0

23
4

女
性

20
.7

77
.4

1.9
10

0.0
78
2

女
性

15
.4

17
.3

43
.8

23
.5

0.0
10
0.0

16
2

壮
年

22
.7

75
.8

1.5
10

0.0
35
26

壮
年

16
.4

21
.3

40
.7

21
.3

0.2
10
0.0

80
1

男
性

29
.3

68
.6

2.0
10

0.0
15
21

男
性

20
.0

21
.5

39
.5

18
.8

0.2
10
0.0

44
6

女
性

17
.7

81
.1

1.1
10

0.0
20
05

女
性

11
.8

21
.1

42
.3

24
.5

0.3
10
0.0

35
5

雇
用

者
30
.3

69
.5

0.3
10

0.0
10
94

雇
用
者

18
.4

25
.1

36
.0

20
.5

0.0
10
0.0

33
1

男
性

35
.1

64
.5

0.4
10

0.0
55
8

男
性

21
.9

31
.6

29
.1

17
.3

0.0
10
0.0

19
6

正
規

34
.7

64
.9

0.4
10

0.0
47
3

正
規

18
.3

33
.5

31
.1

17
.1

0.0
10
0.0

16
4

非
正
規

37
.6

62
.4

0.0
10

0.0
85

非
正
規

40
.6

21
.9

18
.8

18
.8

0.0
10
0.0

32
女
性

25
.2

74
.6

0.2
10

0.0
53
6

女
性

13
.3

15
.6

45
.9

25
.2

0.0
10
0.0

13
5

正
規

30
.6

69
.4

0.0
10

0.0
28
1

正
規

10
.5

15
.1

50
.0

24
.4

0.0
10
0.0

86
非
正
規

19
.2

80
.4

0.4
10

0.0
25
5

非
正
規

18
.4

16
.3

38
.8

26
.5

0.0
10
0.0

49
うち

未
婚
・離

死
別

23
.6

76
.4

0.0
10

0.0
12
3

うち
未
婚
・離

死
別

20
.7

20
.7

37
.9

20
.7

0.0
10
0.0

29
非
雇

用
者

39
.1

59
.4

1.4
10

0.0
69

非
雇
用
者

37
.0

22
.2

25
.9

14
.8

0.0
10
0.0

27
男
性

51
.2

48
.8

0.0
10

0.0
43

男
性

36
.4

22
.7

27
.3

13
.6

0.0
10
0.0

22
女
性

19
.2

76
.9

3.8
10

0.0
26

女
性

40
.0

20
.0

20
.0

20
.0

0.0
10
0.0

5
非
就

業
者

14
.6

83
.9

1.5
10

0.0
26
1

非
就
業
者

44
.7

23
.7

23
.7

7.9
0.0

10
0.0

38
男
性

30
.8

65
.4

3.8
10

0.0
52

男
性

75
.0

18
.8

6.3
0.0

0.0
10
0.0

16
女
性

10
.5

88
.5

1.0
10

0.0
20
9

女
性

22
.7

27
.3

36
.4

13
.6

0.0
10
0.0

22
雇
用

者
24
.4

75
.2

0.4
10

0.0
24
84

雇
用
者

13
.7

20
.9

42
.5

22
.6

0.3
10
0.0

60
7

男
性

28
.2

71
.5

0.3
10

0.0
12
26

男
性

17
.6

21
.4

39
.9

20
.8

0.3
10
0.0

34
6

正
規

28
.7

71
.1

0.3
10

0.0
11
23

正
規

17
.1

21
.7

39
.4

21
.4

0.3
10
0.0

32
2

非
正
規

23
.3

75
.7

1.0
10

0.0
10
3

非
正
規

25
.0

16
.7

45
.8

12
.5

0.0
10
0.0

24
女
性

20
.7

78
.9

0.4
10

0.0
12
58

女
性

8.4
20
.3

46
.0

24
.9

0.4
10
0.0

26
1

正
規

28
.2

71
.4

0.4
10

0.0
52
8

正
規

10
.1

19
.5

43
.6

26
.8

0.0
10
0.0

14
9

非
正
規

15
.3

84
.2

0.4
10

0.0
73
0

非
正
規

6.3
21
.4

49
.1

22
.3

0.9
10
0.0

11
2

うち
未
婚
・離

死
別

20
.9

78
.4

0.7
10

0.0
15
3

うち
未
婚
・離

死
別

0.0
21
.9

53
.1

21
.9

3.1
10
0.0

32
非
雇

用
者

35
.2

64
.8

0.0
10

0.0
32
7

非
雇
用
者

21
.7

19
.1

45
.2

13
.9

0.0
10
0.0

11
5

男
性

40
.2

59
.8

0.0
10

0.0
19
9

男
性

22
.5

21
.3

45
.0

11
.3

0.0
10
0.0

80
女
性

27
.3

72
.7

0.0
10

0.0
12
8

女
性

20
.0

14
.3

45
.7

20
.0

0.0
10
0.0

35
非
就

業
者

11
.6

86
.8

1.6
10

0.0
68
1

非
就
業
者

29
.1

27
.8

20
.3

22
.8

0.0
10
0.0

79
男
性

27
.0

66
.2

6.8
10

0.0
74

男
性

50
.0

25
.0

10
.0

15
.0

0.0
10
0.0

20
女
性

9.7
89
.3

1.0
10

0.0
60
7

女
性

22
.0

28
.8

23
.7

25
.4

0.0
10
0.0
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問
47
-2
　そ

の
た
め

に
費
や
して

い
るお

金
は
、1

ヶ月
あ
た
りど

の
くら

い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

２万
円

以
上

１万
～
１万

９千
円
くら

い
５千

～
９千

円
くら

い
２千

～
４千

円
くら

い
千
円
台

千
円

未
満

無
回
答

合
計

Ｎ

計
11
.6

17
.5

18
.2

17
.3

10
.3

24
.1

1.0
10
0.0

11
97

若
年

12
.6

18
.2

18
.4

19
.7

9.3
20
.7

1.0
10
0.0

39
6

男
性

12
.0

22
.6

19
.2

16
.2

7.7
20
.9

1.3
10
0.0

23
4

女
性

13
.6

11
.7

17
.3

24
.7

11
.7

20
.4

0.6
10
0.0

16
2

壮
年

11
.1

17
.2

18
.1

16
.1

10
.7

25
.7

1.0
10
0.0

80
1

男
性

13
.5

17
.7

18
.8

14
.8

9.6
24
.9

0.7
10
0.0

44
6

女
性

8.2
16
.6

17
.2

17
.7

12
.1

26
.8

1.4
10
0.0

35
5

雇
用

者
10
.3

17
.5

18
.4

20
.8

10
.3

21
.5

1.2
10
0.0

33
1

男
性

8.2
21
.4

20
.4

18
.4

8.7
21
.4

1.5
10
0.0

19
6

正
規

7.9
22
.0

20
.1

17
.7

9.1
22
.0

1.2
10
0.0

16
4

非
正
規

9.4
18
.8

21
.9

21
.9

6.3
18
.8

3.1
10
0.0

32
女
性

13
.3

11
.9

15
.6

24
.4

12
.6

21
.5

0.7
10
0.0

13
5

正
規

10
.5

14
.0

15
.1

30
.2

10
.5

19
.8

0.0
10
0.0

86
非
正
規

18
.4

8.2
16
.3

14
.3

16
.3

24
.5

2.0
10
0.0

49
うち

未
婚

・離
死

別
17
.2

13
.8

20
.7

20
.7

6.9
17
.2

3.4
10
0.0

29
非
雇

用
者

22
.2

37
.0

11
.1

11
.1

3.7
14
.8

0.0
10
0.0

27
男
性

27
.3

36
.4

9.1
9.1

4.5
13
.6

0.0
10
0.0

22
女
性

0.0
40
.0

20
.0

20
.0

0.0
20
.0

0.0
10
0.0

5
非
就

業
者

26
.3

10
.5

23
.7

15
.8

5.3
18
.4

0.0
10
0.0

38
男
性

37
.5

18
.8

18
.8

0.0
0.0

25
.0

0.0
10
0.0

16
女
性

18
.2

4.5
27
.3

27
.3

9.1
13
.6

0.0
10
0.0

22
雇
用

者
7.1

15
.0

18
.1

16
.6

12
.7

29
.2

1.3
10
0.0

60
7

男
性

8.4
15
.3

18
.2

16
.2

12
.1

28
.9

0.9
10
0.0

34
6

正
規

9.0
14
.9

18
.6

16
.5

10
.9

29
.5

0.6
10
0.0

32
2

非
正
規

0.0
20
.8

12
.5

12
.5

29
.2

20
.8

4.2
10
0.0

24
女
性

5.4
14
.6

18
.0

17
.2

13
.4

29
.5

1.9
10
0.0

26
1

正
規

6.0
13
.4

18
.1

20
.8

12
.8

26
.8

2.0
10
0.0

14
9

非
正
規

4.5
16
.1

17
.9

12
.5

14
.3

33
.0

1.8
10
0.0

11
2

うち
未
婚

・離
死

別
12
.5

18
.8

12
.5

9.4
15
.6

31
.3

0.0
10
0.0

32
非
雇

用
者

28
.7

27
.0

18
.3

11
.3

3.5
11
.3

0.0
10
0.0

11
5

男
性

32
.5

25
.0

20
.0

10
.0

1.3
11
.3

0.0
10
0.0

80
女
性

20
.0

31
.4

14
.3

14
.3

8.6
11
.4

0.0
10
0.0

35
非
就

業
者

16
.5

20
.3

17
.7

19
.0

6.3
20
.3

0.0
10
0.0

79
男
性

25
.0

30
.0

25
.0

10
.0

0.0
10
.0

0.0
10
0.0

20
女
性

13
.6

16
.9

15
.3

22
.0

8.5
23
.7

0.0
10
0.0
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問
48
　以

下
の
制
度
の

うち
、あ

な
た
が

加
入
して

い
るも

の
は
ど
れ
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

公
的

年
金

（国
民
年

金
、厚

生
年

金
、共

済
年

金
）

公
的
健

康
保
険

（組
合

健
康

保
険
、

協
会
け
ん

ぽ
、国

民
健

康
保
険
）

雇
用
保
険

民
間
の
生

命
保

険
（「
掛

け
捨

て
」を

除
く）

民
間
の
医

療
保
険

（「
掛

け
捨

て
」を

除
く）

個
人

年
金

あ
て
は
ま
る

もの
は
な
い

無
回
答

Ｎ

計
85
.8

67
.1

45
.2

49
.8

27
.6

16
.2

1.9
1.8

49
70

若
年

84
.8

68
.2

49
.7

41
.9

24
.0

12
.1

2.1
2.3

14
44

男
性

86
.1

68
.9

54
.8

47
.0

25
.1

14
.2

2.4
2.4

66
2

女
性

83
.6

67
.6

45
.3

37
.6

23
.1

10
.4

1.8
2.2

78
2

壮
年

86
.3

66
.6

43
.4

53
.1

29
.1

17
.9

1.8
1.6

35
26

男
性

90
.8

69
.9

53
.5

58
.2

29
.3

20
.1

1.4
2.0

15
21

女
性

82
.8

64
.1

35
.8

49
.2

29
.0

16
.3

2.1
1.2

20
05

雇
用

者
88
.8

71
.2

63
.5

45
.5

25
.5

13
.6

1.2
0.4

10
94

男
性

89
.2

71
.3

64
.0

50
.2

27
.4

14
.3

1.1
0.5

55
8

正
規

91
.1

72
.1

66
.2

53
.5

30
.4

16
.1

0.6
0.6

47
3

非
正
規

78
.8

67
.1

51
.8

31
.8

10
.6

4.7
3.5

0.0
85

女
性

88
.4

71
.1

63
.1

40
.7

23
.5

12
.9

1.3
0.2

53
6

正
規

97
.2

80
.8

68
.0

48
.8

27
.0

16
.0

0.0
0.0

28
1

非
正
規

78
.8

60
.4

57
.6

31
.8

19
.6

9.4
2.7

0.4
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
86
.2

69
.1

69
.1

25
.2

13
.0

9.8
3.3

0.0
12
3

非
雇

用
者

84
.1

78
.3

11
.6

44
.9

27
.5

18
.8

2.9
2.9

69
男
性

93
.0

81
.4

9.3
48

.8
25
.6

20
.9

2.3
0.0

43
女
性

69
.2

73
.1

15
.4

38
.5

30
.8

15
.4

3.8
7.7

26
非
就

業
者

74
.3

58
.2

5.4
29

.1
18
.8

5.0
5.7

2.7
26
1

男
性

61
.5

44
.2

3.8
19

.2
3.8

9.6
17
.3

7.7
52

女
性

77
.5

61
.7

5.7
31

.6
22
.5

3.8
2.9

1.4
20
9

雇
用

者
88
.5

67
.9

59
.8

56
.8

30
.5

20
.5

1.5
0.4

24
84

男
性

92
.9

71
.0

64
.0

60
.6

30
.7

21
.0

1.1
0.3

12
26

正
規

94
.4

71
.8

64
.7

63
.1

32
.2

22
.1

0.4
0.4

11
23

非
正
規

76
.7

63
.1

56
.3

33
.0

13
.6

9.7
8.7

0.0
10
3

女
性

84
.2

64
.9

55
.7

53
.0

30
.4

20
.0

1.9
0.5

12
58

正
規

93
.8

73
.7

69
.7

64
.0

37
.1

29
.4

0.0
0.4

52
8

非
正
規

77
.3

58
.5

45
.6

45
.1

25
.5

13
.2

3.3
0.5

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
85
.6

68
.6

62
.7

37
.3

21
.6

11
.8

2.0
0.7

15
3

非
雇

用
者

89
.9

69
.4

9.5
56

.6
28
.4

20
.2

1.2
0.0

32
7

男
性

92
.5

73
.4

12
.1

59
.8

28
.1

22
.1

1.5
0.0

19
9

女
性

85
.9

63
.3

5.5
51

.6
28
.9

17
.2

0.8
0.0

12
8

非
就

業
者

80
.8

63
.7

1.9
40

.7
25
.8

8.4
3.4

1.6
68
1

男
性

78
.4

62
.2

5.4
31

.1
17
.6

4.1
8.1

6.8
74

女
性

81
.1

63
.9

1.5
41

.8
26
.9

8.9
2.8

1.0
60
7
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問
49
　以

下
の

うち
、あ

な
た
の
生

活
に
あ
て
は
ま
るも

の
は
あ
りま

す
か
。（

い
くつ

で
も）

問
50

　あ
な
た
の

家
計
の

状
況
は
い
か
が
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

過
去
３年

間
に
、お

金
が

な
くて

光
熱

費
が
支

払
え
な
い
こと

が
あ
った

過
去
３年

間
に
、お

金
が

な
くて

家
賃

が
支
払

え
な
い
こと

が
あ
った

過
去
３年

間
に
、お

金
が

な
くて

病
院

に
行
くの

を
我

慢
した

こ
とが

あ
った

あ
て
は

ま
る

もの
は

な
い

無
回
答

Ｎ
非
常
に
苦
し

い
や
や

苦
しい

あ
ま
り苦

し
くな

い
苦
しく

な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
3.6

3.0
7.2

87
.5

3.0
49
70

計
9.6

40
.5

33
.2

14
.8

1.9
10
0.0

49
70

若
年

3.6
3.0

7.6
87

.0
3.3

14
44

若
年

10
.0

36
.4

36
.1

15
.4

2.0
10
0.0

14
44

男
性

4.1
3.8

5.9
87

.9
3.5

66
2

男
性

12
.5

37
.0

35
.8

12
.5

2.1
10
0.0

66
2

女
性

3.2
2.4

9.1
86

.2
3.1

78
2

女
性

7.9
35
.9

36
.3

17
.9

1.9
10
0.0

78
2

壮
年

3.6
3.0

7.0
87

.7
2.9

35
26

壮
年

9.4
42
.2

32
.0

14
.5

1.9
10
0.0

35
26

男
性

3.4
2.8

5.5
88

.2
3.8

15
21

男
性

11
.1

42
.3

32
.3

12
.0

2.4
10
0.0

15
21

女
性

3.8
3.1

8.2
87

.3
2.3

20
05

女
性

8.1
42
.1

31
.7

16
.5

1.5
10
0.0

20
05

雇
用

者
3.7

3.0
8.0

87
.8

1.6
10
94

雇
用
者

10
.3

37
.3

37
.2

14
.9

0.3
10
0.0

10
94

男
性

4.1
3.6

6.1
89

.1
2.0

55
8

男
性

12
.4

38
.5

36
.7

11
.8

0.5
10
0.0

55
8

正
規

3.4
2.5

5.1
90

.7
2.1

47
3

正
規

12
.1

35
.9

38
.9

12
.5

0.6
10
0.0

47
3

非
正
規

8.2
9.4

11
.8

80
.0

1.2
85

非
正

規
14
.1

52
.9

24
.7

8.2
0.0

10
0.0

85
女
性

3.4
2.4

9.9
86

.6
1.3

53
6

女
性

8.2
36
.0

37
.7

18
.1

0.0
10
0.0

53
6

正
規

1.1
1.1

4.6
92

.5
1.8

28
1

正
規

4.6
24
.6

43
.8

27
.0

0.0
10
0.0

28
1

非
正
規

5.9
3.9

15
.7

80
.0

0.8
25

5
非
正

規
12
.2

48
.6

31
.0

8.2
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

4.9
4.1

13
.0

82
.9

1.6
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

11
.4

51
.2

27
.6

9.8
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

4.3
7.2

8.7
85

.5
2.9

69
非
雇
用

者
13
.0

33
.3

29
.0

23
.2

1.4
10
0.0

69
男
性

7.0
9.3

7.0
86

.0
2.3

43
男

性
11
.6

32
.6

37
.2

18
.6

0.0
10
0.0

43
女
性

0.0
3.8

11
.5

84
.6

3.8
26

女
性

15
.4

34
.6

15
.4

30
.8

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

3.1
2.3

6.5
90

.4
2.7

26
1

非
就
業

者
8.8

36
.4

36
.0

16
.9

1.9
10
0.0

26
1

男
性

1.9
1.9

3.8
92

.3
3.8

52
男

性
17
.3

30
.8

30
.8

17
.3

3.8
10
0.0

52
女
性

3.3
2.4

7.2
90

.0
2.4

20
9

女
性

6.7
37
.8

37
.3

16
.7

1.4
10
0.0

20
9

雇
用

者
3.7

2.8
7.6

88
.2

2.0
24
84

雇
用
者

9.7
43
.2

33
.3

13
.3

0.6
10
0.0

24
84

男
性

3.3
2.8

5.5
89

.8
2.2

12
26

男
性

10
.5

43
.6

33
.3

12
.1

0.5
10
0.0

12
26

正
規

2.8
2.3

4.7
91

.0
2.1

11
23

正
規

9.5
43
.2

34
.4

12
.4

0.5
10
0.0

11
23

非
正
規

8.7
7.8

14
.6

76
.7

2.9
10

3
非
正

規
21
.4

48
.5

21
.4

8.7
0.0

10
0.0

10
3

女
性

4.2
2.9

9.6
86

.6
1.8

12
58

女
性

8.9
42
.7

33
.2

14
.5

0.7
10
0.0

12
58

正
規

2.3
1.9

5.7
91

.9
1.5

52
8

正
規

7.8
31
.3

36
.7

23
.7

0.6
10
0.0

52
8

非
正
規

5.6
3.6

12
.5

82
.7

2.1
73

0
非
正

規
9.7

51
.0

30
.7

7.8
0.8

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

12
.4

9.2
17

.0
75

.2
1.3

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

15
.7

56
.9

20
.9

5.9
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

5.5
4.0

5.5
89

.9
0.9

32
7

非
雇
用

者
8.9

43
.4

31
.2

16
.2

0.3
10
0.0

32
7

男
性

4.5
2.5

3.0
92

.0
1.0

19
9

男
性

10
.6

40
.7

32
.2

16
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

7.0
6.3

9.4
86

.7
0.8

12
8

女
性

6.3
47
.7

29
.7

16
.4

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

2.5
3.2

5.9
89

.4
2.5

68
1

非
就
業

者
9.1

40
.2

29
.2

18
.9

2.5
10
0.0

68
1

男
性

4.1
5.4

12
.2

78
.4

9.5
74

男
性

25
.7

36
.5

25
.7

2.7
9.5

10
0.0

74
女
性

2.3
3.0

5.1
90

.8
1.6

60
7

女
性

7.1
40
.7

29
.7

20
.9

1.6
10
0.0

60
7
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問
51
　あ

な
た
が

「生
きが

い
」を

感
じて

い
るこ

とは
何
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

仕
事

家
族

・家
庭

友
人
との

交
流

恋
人
との

付
き合

い
余
暇
、趣

味

ボ
ラン

テ
ィ

ア
や

地
域

活
動
な
ど

の
社

会
活

動

そ
の
他

特
に
な
い

無
回

答
Ｎ

計
29
.2

69
.8

44
.3

6.8
52
.2

3.7
1.5

7.5
1.6

49
70

若
年

27
.6

62
.5

53
.6

13
.7

58
.5

2.6
1.9

6.6
1.9

14
44

男
性

30
.2

52
.9

47
.1

13
.9

63
.6

3.6
2.0

7.9
2.0

66
2

女
性

25
.3

70
.7

59
.1

13
.6

54
.2

1.7
1.8

5.5
1.9

78
2

壮
年

29
.8

72
.8

40
.5

4.0
49
.6

4.2
1.4

7.9
1.5

35
26

男
性

35
.6

66
.7

32
.1

4.6
54
.9

4.9
0.7

8.5
2.0

15
21

女
性

25
.5

77
.4

46
.8

3.6
45
.6

3.7
1.9

7.4
1.1

20
05

雇
用

者
31
.7

61
.3

54
.2

16
.5

62
.6

2.3
1.3

5.8
0.3

10
94

男
性

30
.5

57
.0

47
.3

14
.9

65
.8

3.4
1.3

6.6
0.4

55
8

正
規

30
.0

60
.9

47
.4

14
.6

65
.5

2.7
0.6

5.5
0.4

47
3

非
正
規

32
.9

35
.3

47
.1

16
.5

67
.1

7.1
4.7

12
.9

0.0
85

女
性

33
.0

65
.9

61
.4

18
.3

59
.3

1.1
1.3

4.9
0.2

53
6

正
規

37
.7

64
.1

66
.5

20
.6

63
.0

1.8
0.7

4.6
0.0

28
1

非
正
規

27
.8

67
.8

55
.7

15
.7

55
.3

0.4
2.0

5.1
0.4

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
31
.7

45
.5

64
.2

30
.1

67
.5

0.8
0.8

7.3
0.0

12
3

非
雇

用
者

49
.3

59
.4

53
.6

13
.0

46
.4

4.3
2.9

8.7
1.4

69
男
性

60
.5

48
.8

55
.8

16
.3

48
.8

4.7
4.7

7.0
0.0

43
女
性

30
.8

76
.9

50
.0

7.7
42
.3

3.8
0.0

11
.5

3.8
26

非
就

業
者

6.5
73
.2

55
.2

3.1
49
.0

3.4
4.2

10
.0

1.5
26
1

男
性

7.7
21
.2

46
.2

3.8
63
.5

5.8
7.7

23
.1

3.8
52

女
性

6.2
86
.1

57
.4

2.9
45
.5

2.9
3.3

6.7
1.0

20
9

雇
用

者
34
.3

72
.8

40
.3

5.0
52
.0

3.6
1.2

7.4
0.3

24
84

男
性

34
.8

69
.6

31
.6

4.9
57
.3

4.0
0.6

7.8
0.2

12
26

正
規

36
.0

72
.0

32
.0

4.4
57
.6

4.1
0.4

6.9
0.3

11
23

非
正
規

22
.3

42
.7

27
.2

10
.7

54
.4

2.9
2.9

17
.5

0.0
10
3

女
性

33
.9

76
.0

48
.8

5.0
46
.8

3.2
1.7

7.1
0.4

12
58

正
規

42
.2

72
.3

46
.4

7.4
50
.8

2.7
1.5

8.3
0.4

52
8

非
正
規

27
.8

78
.6

50
.5

3.3
44
.0

3.6
1.9

6.2
0.4

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
26
.1

54
.9

41
.8

11
.1

47
.7

3.3
3.3

11
.8

0.7
15
3

非
雇

用
者

48
.3

70
.3

45
.6

3.1
48
.3

9.8
1.5

6.1
0.0

32
7

男
性

51
.3

66
.3

42
.7

2.5
49
.7

11
.6

1.0
6.0

0.0
19
9

女
性

43
.8

76
.6

50
.0

3.9
46
.1

7.0
2.3

6.3
0.0

12
8

非
就

業
者

6.0
77
.5

40
.7

1.3
43
.9

4.1
2.2

10
.7

1.6
68
1

男
性

16
.2

40
.5

21
.6

6.8
44
.6

4.1
2.7

29
.7

6.8
74

女
性

4.8
82
.0

43
.0

0.7
43
.8

4.1
2.1

8.4
1.0

60
7
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問
52
　以

下
の

①
～
⑦
は

、あ
な
た
の
将
来
の

見
通
しに

あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
52

　以
下
の
①
～

⑦
は
、あ

な
た
の
将

来
の
見
通

しに
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
自
分
の

収
入
が
増

え
る

②
自

分
の
生
活

が
豊
か
に
な
る

大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て

は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

Ｎ
大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て

は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無
回
答

合
計

Ｎ

計
8.4

29
.7

41
.8

18
.4

1.8
10

0.0
49

70
計

8.0
30
.8

46
.0

13
.3

1.9
10
0.0

49
70

若
年

12
.4

33
.2

37
.7

14
.5

2.2
10

0.0
14

44
若
年

12
.0

34
.0

40
.6

10
.9

2.5
10
0.0

14
44

男
性

18
.1

35
.8

33
.1

10
.6

2.4
10

0.0
66

2
男
性

15
.3

33
.5

37
.9

10
.4

2.9
10
0.0

66
2

女
性

7.5
30
.9

41
.7

17
.8

2.0
10

0.0
78

2
女
性

9.3
34
.4

42
.8

11
.3

2.2
10
0.0

78
2

壮
年

6.7
28
.2

43
.4

20
.0

1.6
10

0.0
35

26
壮
年

6.3
29
.5

48
.2

14
.3

1.7
10
0.0

35
26

男
性

8.4
34
.0

40
.6

14
.8

2.2
10

0.0
15

21
男
性

7.2
31
.8

45
.4

13
.3

2.3
10
0.0

15
21

女
性

5.5
23
.8

45
.5

23
.9

1.2
10

0.0
20

05
女
性

5.6
27
.7

50
.3

15
.1

1.2
10
0.0

20
05

雇
用

者
12
.4

34
.6

39
.7

12
.6

0.6
10

0.0
10

94
雇
用
者

12
.1

33
.5

43
.1

10
.3

1.0
10
0.0

10
94

男
性

17
.6

37
.1

34
.9

9.5
0.9

10
0.0

55
8

男
性

14
.5

34
.1

40
.5

9.5
1.4

10
0.0

55
8

正
規

17
.8

38
.7

34
.5

8.0
1.1

10
0.0

47
3

正
規

14
.8

34
.9

40
.4

8.2
1.7

10
0.0

47
3

非
正
規

16
.5

28
.2

37
.6

17
.6

0.0
10

0.0
85

非
正

規
12
.9

29
.4

41
.2

16
.5

0.0
10
0.0

85
女
性

7.1
32
.1

44
.6

15
.9

0.4
10

0.0
53

6
女

性
9.5

33
.0

45
.7

11
.2

0.6
10
0.0

53
6

正
規

7.1
39
.9

42
.3

10
.3

0.4
10

0.0
28

1
正
規

10
.3

36
.3

45
.6

7.1
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

7.1
23
.5

47
.1

22
.0

0.4
10

0.0
25

5
非
正

規
8.6

29
.4

45
.9

15
.7

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

5.7
22
.0

50
.4

21
.1

0.8
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

8.9
28
.5

43
.9

17
.9

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

24
.6

36
.2

30
.4

7.2
1.4

10
0.0

69
非
雇
用

者
21
.7

46
.4

23
.2

7.2
1.4

10
0.0

69
男
性

27
.9

39
.5

25
.6

7.0
0.0

10
0.0

43
男

性
25
.6

41
.9

25
.6

7.0
0.0

10
0.0

43
女
性

19
.2

30
.8

38
.5

7.7
3.8

10
0.0

26
女

性
15
.4

53
.8

19
.2

7.7
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

10
.0

28
.7

34
.5

25
.3

1.5
10

0.0
26

1
非
就
業

者
10
.3

35
.2

37
.9

14
.9

1.5
10
0.0

26
1

男
性

19
.2

25
.0

25
.0

26
.9

3.8
10

0.0
52

男
性

17
.3

26
.9

26
.9

25
.0

3.8
10
0.0

52
女
性
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問
52
　以

下
の

①
～
⑦
は

、あ
な
た
の
将
来
の

見
通
しに

あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

問
52

　以
下
の
①
～

⑦
は
、あ

な
た
の
将

来
の
見
通

しに
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

③
将
来
に
希
望
が
持

て
る

④
安

心
して

老
後
を過

ご
せ
る

大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て

は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

Ｎ
大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て
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ま
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ま
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ま
った
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ま
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非
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.8
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0.0
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.1

47
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3

非
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用
者
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.8

40
.4

35
.5
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.4

0.9
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32

7
非
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用

者
8.6

23
.2

42
.5

24
.8

0.9
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0.0
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男
性
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.1

38
.7

36
.7
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.1
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0.0
19

9
男

性
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.6

43
.7
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0.0

19
9
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性
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.5

43
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.6
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0.0
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40
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10

0.0
68

1
非
就
業

者
5.3

25
.3

41
.4

26
.1

1.9
10
0.0

68
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問
52
　以

下
の
①
～
⑦

は
、あ

な
た
の

将
来

の
見
通
しに

あ
て
は
ま
りま

す
か

。（
そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑤
子
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作
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大
い
に
あ
て
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ま
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や
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ま
る

あ
ま
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て
は
ま
らな

い
ま
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て
は
ま
らな

い
す

で
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該

当
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い
る

無
回
答

合
計
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規
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未
婚
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問
52
　以

下
の
①
～

⑦
は
、あ

な
た
の
将
来
の
見
通

しに
あ
て
は
ま
りま

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

⑥
資
産
を残

す

大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て
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ま
る

あ
ま
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て
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ま
らな

い
ま
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くあ
て
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ま
らな

い
無
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答
合
計
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51
.8

25
.9

0.0
10
0.0

85
女
性

4.1
21
.3

48
.3

25
.7

0.6
10
0.0

53
6

正
規

3.2
26
.3

50
.2

19
.9

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

5.1
15
.7

46
.3

32
.2

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

4.1
13
.8

43
.9

37
.4

0.8
10
0.0

12
3

非
雇
用

者
13
.0

23
.2

43
.5

18
.8

1.4
10
0.0

69
男
性

14
.0

23
.3

39
.5

23
.3

0.0
10
0.0

43
女
性

11
.5

23
.1

50
.0

11
.5

3.8
10
0.0

26
非
就
業

者
7.3

23
.0

42
.9

23
.8

3.1
10
0.0

26
1

男
性

9.6
13
.5

38
.5

34
.6

3.8
10
0.0

52
女
性

6.7
25
.4

44
.0

21
.1

2.9
10
0.0

20
9

雇
用
者

3.3
15
.9

47
.2

32
.2

1.4
10
0.0

24
84

男
性

4.5
18
.4

48
.1

27
.5

1.5
10
0.0

12
26

正
規

4.7
19
.1

48
.8

25
.6

1.7
10
0.0

11
23

非
正
規

1.9
9.7

40
.8

47
.6

0.0
10
0.0

10
3

女
性

2.1
13
.6

46
.3

36
.8

1.2
10
0.0

12
58

正
規

2.8
16
.3

48
.9

31
.1

0.9
10
0.0

52
8

非
正
規

1.5
11
.6

44
.5

41
.0

1.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

0.7
9.2

30
.1

59
.5

0.7
10
0.0

15
3

非
雇
用

者
10
.1

24
.5

33
.0

30
.3

2.1
10
0.0

32
7

男
性

13
.1

23
.6

36
.2

25
.6

1.5
10
0.0

19
9

女
性

5.5
25
.8

28
.1

37
.5

3.1
10
0.0

12
8

非
就
業

者
2.2

16
.3

44
.8

33
.8

2.9
10
0.0

68
1

男
性

0.0
12
.2

24
.3

56
.8

6.8
10
0.0

74
女
性

2.5
16
.8

47
.3

31
.0

2.5
10
0.0

60
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問
52
　以

下
の
①
～
⑦

は
、あ

な
た
の

将
来

の
見
通
しに

あ
て
は
ま
りま

す
か

。（
そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

⑦
持
ち家

に
住
む

大
い
に
あ
て

は
ま
る

や
や
あ
て

は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
す

で
に
該

当
して

い
る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
9.1

17
.3

19
.8

14
.1

37
.8

1.8
10
0.0

49
70

若
年

12
.3

26
.0

25
.1

14
.5

19
.9

2.1
10
0.0

14
44

男
性

12
.2

27
.8

25
.2

14
.7

17
.8

2.3
10
0.0

66
2

女
性

12
.4

24
.6

24
.9

14
.5

21
.6

2.0
10
0.0

78
2

壮
年

7.8
13
.8

17
.6

14
.0

45
.2

1.6
10
0.0

35
26

男
性

8.6
16
.4

18
.5

12
.7

41
.7

2.1
10
0.0

15
21

女
性

7.2
11
.8

16
.9

14
.9

47
.9

1.3
10
0.0

20
05

雇
用

者
12
.2

27
.2

28
.1

13
.9

18
.0

0.5
10
0.0

10
94

男
性

12
.5

29
.2

26
.3

12
.7

18
.5

0.7
10
0.0

55
8

正
規

13
.3

30
.2

24
.3

11
.4

19
.9

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

8.2
23
.5

37
.6

20
.0

10
.6

0.0
10
0.0

85
女
性

11
.9

25
.2

29
.9

15
.1

17
.5

0.4
10
0.0

53
6

正
規

10
.0

29
.9

31
.0

13
.2

15
.7

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

14
.1

20
.0

28
.6

17
.3

19
.6

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
6.5

23
.6

40
.7

22
.0

6.5
0.8

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

13
.0

21
.7

15
.9

17
.4

30
.4

1.4
10
0.0

69
男
性

11
.6

23
.3

18
.6

18
.6

27
.9

0.0
10
0.0

43
女
性

15
.4

19
.2

11
.5

15
.4

34
.6

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

13
.4

24
.1

16
.9

17
.6

26
.4

1.5
10
0.0

26
1

男
性

11
.5

21
.2

23
.1

34
.6

5.8
3.8

10
0.0

52
女
性

13
.9

24
.9

15
.3

13
.4

31
.6

1.0
10
0.0

20
9

雇
用

者
7.7

13
.9

18
.9

14
.1

45
.0

0.3
10
0.0

24
84

男
性

8.6
17
.3

18
.9

11
.7

43
.2

0.2
10
0.0

12
26

正
規

9.2
17
.6

17
.9

9.5
45
.5

0.3
10
0.0

11
23

非
正
規

2.9
13
.6

30
.1

35
.0

18
.4

0.0
10
0.0

10
3

女
性

6.8
10
.7

18
.9

16
.5

46
.7

0.4
10
0.0

12
58

正
規

6.6
13
.6

22
.9

13
.4

43
.0

0.4
10
0.0

52
8

非
正
規

6.8
8.5

16
.0

18
.8

49
.5

0.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
1.3

7.2
28
.8

48
.4

13
.7

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

10
.7

15
.3

18
.3

10
.7

44
.0

0.9
10
0.0

32
7

男
性

11
.6

16
.1

16
.6

9.0
45
.7

1.0
10
0.0

19
9

女
性

9.4
14
.1

21
.1

13
.3

41
.4

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

7.3
13
.2

13
.2

15
.6

48
.8

1.9
10
0.0

68
1

男
性

2.7
8.1

21
.6

43
.2

17
.6

6.8
10
0.0

74
女
性

7.9
13
.8

12
.2

12
.2

52
.6

1.3
10
0.0
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問
53
　今

後
5年

以
内
に
、次

の
①
～
⑤

の
こと

が
起
こる

可
能
性
は
ど
の

くら
い
あ
りま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

①
自
分
が

失
業
す
る

大
い
に
あ
る

あ
る程

度
あ

る
あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

す
で
に
起

こっ
て
い
る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
10
.1

22
.7

37
.7

20
.5

7.1
2.0

10
0.0

49
70

若
年

11
.4

19
.4

38
.6

22
.0

6.4
2.2

10
0.0

14
44

男
性

11
.2

18
.4

44
.4

19
.5

4.1
2.4

10
0.0

66
2

女
性

11
.6

20
.2

33
.6

24
.2

8.3
2.0

10
0.0

78
2

壮
年

9.5
24
.1

37
.3

19
.8

7.4
1.9

10
0.0

35
26

男
性

9.5
26
.4

42
.9

16
.2

3.0
2.1

10
0.0

15
21

女
性

9.5
22
.4

33
.1

22
.6

10
.7

1.7
10
0.0

20
05

雇
用

者
12
.3

23
.6

45
.2

18
.2

0.4
0.4

10
0.0

10
94

男
性

10
.6

20
.3

48
.4

19
.5

0.7
0.5

10
0.0

55
8

正
規

7.8
19
.2

51
.0

20
.9

0.4
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

25
.9

25
.9

34
.1

11
.8

2.4
0.0

10
0.0

85
女
性

14
.2

27
.1

41
.8

16
.8

0.0
0.2

10
0.0

53
6

正
規

9.3
21
.0

45
.9

23
.8

0.0
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

19
.6

33
.7

37
.3

9.0
0.0

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
22
.0

35
.8

33
.3

8.9
0.0

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

11
.6

34
.8

30
.4

0.0
2.9

10
0.0

69
男
性

23
.3

9.3
32
.6

32
.6

0.0
2.3

10
0.0

43
女
性

15
.4

15
.4

38
.5

26
.9

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

6.1
5.4

14
.9

37
.5

33
.7

2.3
10
0.0

26
1

男
性

9.6
9.6

19
.2

11
.5

44
.2

5.8
10
0.0

52
女
性

5.3
4.3

13
.9

44
.0

31
.1

1.4
10
0.0

20
9

雇
用

者
10
.3

28
.6

44
.0

16
.3

0.2
0.4

10
0.0

24
84

男
性

8.8
27
.0

46
.5

17
.0

0.3
0.4

10
0.0

12
26

正
規

8.0
25
.6

48
.0

17
.9

0.2
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

17
.5

42
.7

30
.1

6.8
1.9

1.0
10
0.0

10
3

女
性

11
.8

30
.2

41
.7

15
.7

0.2
0.5

10
0.0

12
58

正
規

4.9
24
.2

49
.8

20
.5

0.0
0.6

10
0.0

52
8

非
正
規

16
.8

34
.5

35
.8

12
.2

0.3
0.4

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
20
.9

44
.4

22
.9

11
.1

0.0
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

14
.1

29
.4

38
.8

17
.4

0.3
0.0

10
0.0

32
7

男
性

14
.6

31
.2

37
.7

16
.6

0.0
0.0

10
0.0

19
9

女
性

13
.3

26
.6

40
.6

18
.8

0.8
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

4.7
6.3

14
.0

34
.8

37
.2

3.1
10
0.0

68
1

男
性

9.5
10
.8

9.5
6.8

56
.8

6.8
10
0.0

74
女
性

4.1
5.8

14
.5

38
.2

34
.8

2.6
10
0.0
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問
53
　今

後
5年

以
内
に
、次

の
①
～
⑤

の
こと

が
起
こる

可
能
性
は
ど
の

くら
い
あ
りま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

②
家
計
の

担
い
手
が
失
業

す
る

大
い
に
あ
る

あ
る程

度
あ

る
あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

す
で
に
起

こっ
て
い
る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
6.4

19
.0

46
.6

24
.4

1.6
2.0

10
0.0

49
70

若
年

7.7
16
.8

44
.2

28
.2

1.0
2.1

10
0.0

14
44

男
性

8.0
17
.1

43
.2

27
.6

1.5
2.6

10
0.0

66
2

女
性

7.4
16
.5

45
.0

28
.6

0.6
1.8

10
0.0

78
2

壮
年

5.8
19
.9

47
.6

22
.9

1.9
1.9

10
0.0

35
26

男
性

6.4
20
.5

45
.2

23
.3

2.1
2.4

10
0.0

15
21

女
性

5.3
19
.5

49
.4

22
.5

1.7
1.6

10
0.0

20
05

雇
用

者
7.8

16
.5

45
.8

28
.9

0.7
0.3

10
0.0

10
94

男
性

6.6
17
.2

45
.5

28
.9

1.3
0.5

10
0.0

55
8

正
規

5.7
15
.9

47
.4

29
.6

0.8
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

11
.8

24
.7

35
.3

24
.7

3.5
0.0

10
0.0

85
女
性

9.0
15
.9

46
.1

28
.9

0.2
0.0

10
0.0

53
6

正
規

4.3
13
.2

46
.6

35
.9

0.0
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

14
.1

18
.8

45
.5

21
.2

0.4
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
22
.0

22
.8

37
.4

17
.1

0.8
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

14
.5

15
.9

34
.8

30
.4

1.4
2.9

10
0.0

69
男
性

18
.6

11
.6

32
.6

32
.6

2.3
2.3

10
0.0

43
女
性

7.7
23
.1

38
.5

26
.9

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

6.1
19
.2

43
.3

26
.8

2.3
2.3

10
0.0

26
1

男
性

15
.4

23
.1

34
.6

15
.4

3.8
7.7

10
0.0

52
女
性

3.8
18
.2

45
.5

29
.7

1.9
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
5.8

20
.6

48
.9

22
.9

1.0
0.8

10
0.0

24
84

男
性

6.1
20
.9

47
.6

24
.1

0.7
0.7

10
0.0

12
26

正
規

5.3
20
.3

49
.1

24
.3

0.5
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

14
.6

27
.2

32
.0

21
.4

1.9
2.9

10
0.0

10
3

女
性

5.4
20
.3

50
.1

21
.9

1.4
0.9

10
0.0

12
58

正
規

4.2
18
.4

50
.9

24
.4

1.3
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

6.3
21
.8

49
.5

20
.0

1.5
1.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
17
.0

25
.5

31
.4

20
.9

3.3
2.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

6.4
23
.2

46
.5

22
.9

0.9
0.0

10
0.0

32
7

男
性

6.0
25
.1

43
.7

23
.6

1.5
0.0

10
0.0

19
9

女
性

7.0
20
.3

50
.8

21
.9

0.0
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

6.0
16
.7

45
.8

23
.6

5.6
2.2

10
0.0

68
1

男
性

14
.9

8.1
23
.0

17
.6

28
.4

8.1
10
0.0

74
女
性

4.9
17
.8

48
.6

24
.4

2.8
1.5

10
0.0
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問
53
　今

後
5年

以
内
に
、次

の
①
～
⑤

の
こと

が
起
こる

可
能
性
は
ど
の

くら
い
あ
りま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

③
家
賃
が

支
払
え
な
くな

る

大
い
に
あ
る

あ
る程

度
あ

る
あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

す
で
に
起

こっ
て
い
る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
2.9

9.9
44
.6

40
.4

0.2
2.0

10
0.0

49
70

若
年

3.1
8.2

43
.4

42
.9

0.2
2.2

10
0.0

14
44

男
性

4.2
9.2

42
.9

40
.9

0.3
2.4

10
0.0

66
2

女
性

2.2
7.3

43
.7

44
.6

0.1
2.0

10
0.0

78
2

壮
年

2.8
10
.6

45
.1

39
.4

0.2
1.8

10
0.0

35
26

男
性

3.4
11
.3

44
.6

38
.3

0.3
2.2

10
0.0

15
21

女
性

2.4
10
.1

45
.5

40
.2

0.2
1.5

10
0.0

20
05

雇
用

者
2.7

9.0
46
.2

41
.6

0.1
0.5

10
0.0

10
94

男
性

3.0
9.9

45
.9

40
.5

0.2
0.5

10
0.0

55
8

正
規

2.5
8.7

46
.7

41
.2

0.2
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

5.9
16
.5

41
.2

36
.5

0.0
0.0

10
0.0

85
女
性

2.2
8.2

46
.5

42
.7

0.0
0.4

10
0.0

53
6

正
規

1.1
6.4

42
.7

49
.1

0.0
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

3.5
10
.2

50
.6

35
.7

0.0
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
4.1

8.9
49
.6

37
.4

0.0
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

11
.6

4.3
26
.1

53
.6

1.4
2.9

10
0.0

69
男
性

16
.3

2.3
23
.3

53
.5

2.3
2.3

10
0.0

43
女
性

3.8
7.7

30
.8

53
.8

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

3.1
6.1

39
.5

49
.0

0.4
1.9

10
0.0

26
1

男
性

7.7
9.6

34
.6

42
.3

0.0
5.8

10
0.0

52
女
性

1.9
5.3

40
.7

50
.7

0.5
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
2.7

11
.1

46
.5

39
.0

0.1
0.6

10
0.0

24
84

男
性

3.1
11
.6

46
.4

38
.3

0.2
0.5

10
0.0

12
26

正
規

2.5
10
.8

47
.9

38
.3

0.1
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

9.7
20
.4

30
.1

37
.9

1.0
1.0

10
0.0

10
3

女
性

2.3
10
.6

46
.5

39
.8

0.1
0.7

10
0.0

12
58

正
規

1.5
9.3

45
.1

43
.4

0.0
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

2.9
11
.5

47
.5

37
.3

0.1
0.7

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
5.9

17
.6

42
.5

33
.3

0.0
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

4.6
12
.5

40
.7

41
.9

0.3
0.0

10
0.0

32
7

男
性

5.0
12
.1

40
.7

41
.7

0.5
0.0

10
0.0

19
9

女
性

3.9
13
.3

40
.6

42
.2

0.0
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

2.5
8.7

44
.5

41
.4

0.6
2.3

10
0.0

68
1

男
性

4.1
8.1

37
.8

40
.5

1.4
8.1

10
0.0

74
女
性

2.3
8.7

45
.3

41
.5

0.5
1.6

10
0.0

60
7
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問
53
　今

後
5年

以
内
に
、次

の
①
～
⑤

の
こと

が
起
こる

可
能
性
は
ど
の

くら
い
あ
りま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

④
生
活
保
護

を受
給
す

る

大
い
に
あ
る

あ
る程

度
あ

る
あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

す
で
に
起

こっ
て
い
る

無
回
答

合
計

Ｎ

計
1.5

4.6
34
.1

57
.4

0.6
1.8

10
0.0

49
70

若
年

1.4
4.0

33
.3

58
.7

0.4
2.1

10
0.0

14
44

男
性

1.8
4.7

35
.3

55
.3

0.5
2.4

10
0.0

66
2

女
性

1.0
3.5

31
.6

61
.6

0.4
1.9

10
0.0

78
2

壮
年

1.5
4.8

34
.4

56
.9

0.7
1.6

10
0.0

35
26

男
性

2.4
5.3

38
.0

51
.6

0.6
2.1

10
0.0

15
21

女
性

0.8
4.4

31
.7

60
.9

0.8
1.2

10
0.0

20
05

雇
用

者
1.2

4.0
36
.3

57
.9

0.3
0.4

10
0.0

10
94

男
性

1.3
4.8

37
.5

55
.6

0.4
0.5

10
0.0

55
8

正
規

1.3
3.8

36
.4

57
.7

0.2
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

1.2
10
.6

43
.5

43
.5

1.2
0.0

10
0.0

85
女
性

1.1
3.2

35
.1

60
.3

0.2
0.2

10
0.0

53
6

正
規

0.7
1.4

32
.0

65
.5

0.0
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

1.6
5.1

38
.4

54
.5

0.4
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
2.4

8.1
41
.5

48
.0

0.0
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

2.9
4.3

18
.8

69
.6

1.4
2.9

10
0.0

69
男
性

4.7
2.3

16
.3

72
.1

2.3
2.3

10
0.0

43
女
性

0.0
7.7

23
.1

65
.4

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

1.9
4.2

27
.2

64
.0

0.8
1.9

10
0.0

26
1

男
性

5.8
5.8

34
.6

48
.1

0.0
5.8

10
0.0

52
女
性

1.0
3.8

25
.4

67
.9

1.0
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
1.4

4.5
35
.8

57
.4

0.4
0.4

10
0.0

24
84

男
性

2.0
4.8

39
.5

53
.1

0.2
0.3

10
0.0

12
26

正
規

1.4
4.3

39
.8

54
.0

0.3
0.3

10
0.0

11
23

非
正
規

8.7
10
.7

35
.9

43
.7

0.0
1.0

10
0.0

10
3

女
性

0.7
4.2

32
.3

61
.7

0.6
0.5

10
0.0

12
58

正
規

0.0
2.8

30
.9

65
.7

0.0
0.6

10
0.0

52
8

非
正
規

1.2
5.2

33
.3

58
.8

1.1
0.4

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
2.6

11
.8

41
.2

39
.9

3.9
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

2.1
4.6

34
.9

58
.4

0.0
0.0

10
0.0

32
7

男
性

3.0
6.0

36
.7

54
.3

0.0
0.0

10
0.0

19
9

女
性

0.8
2.3

32
.0

64
.8

0.0
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

1.8
6.2

30
.8

57
.1

2.2
1.9

10
0.0

68
1

男
性

6.8
13
.5

28
.4

35
.1

8.1
8.1

10
0.0

74
女
性

1.2
5.3

31
.1

59
.8

1.5
1.2

10
0.0

60
7
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問
53
　今

後
5年

以
内
に
、次

の
①
～
⑤

の
こと

が
起
こる

可
能
性
は
ど
の

くら
い
あ
りま

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

⑤
ホ
ー
ム

レス
に
な
る

大
い
に
あ
る

あ
る程

度
あ

る
あ
ま
りな

い
ま
った

くな
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
1.0

1.6
22
.0

73
.4

2.0
10

0.0
49
70

若
年

1.0
1.7

21
.4

73
.8

2.1
10

0.0
14
44

男
性

2.0
2.3

25
.4

68
.0

2.4
10

0.0
66
2

女
性

0.3
1.2

18
.0

78
.6

1.9
10

0.0
78
2

壮
年

1.0
1.6

22
.3

73
.2

1.9
10

0.0
35
26

男
性

2.0
2.5

27
.3

65
.9

2.3
10

0.0
15
21

女
性

0.2
1.0

18
.5

78
.8

1.5
10

0.0
20
05

雇
用

者
0.9

1.9
22
.8

74
.0

0.4
10

0.0
10
94

男
性

1.4
2.5

26
.2

69
.4

0.5
10

0.0
55
8

正
規

1.3
1.9

25
.4

70
.8

0.6
10

0.0
47
3

非
正
規

2.4
5.9

30
.6

61
.2

0.0
10

0.0
85

女
性

0.4
1.3

19
.2

78
.9

0.2
10

0.0
53
6

正
規

0.0
0.4

18
.5

80
.8

0.4
10

0.0
28
1

非
正
規

0.8
2.4

20
.0

76
.9

0.0
10

0.0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
1.6

4.1
22
.8

71
.5

0.0
10

0.0
12
3

非
雇

用
者

2.9
1.4

17
.4

75
.4

2.9
10

0.0
69

男
性

4.7
0.0

14
.0

79
.1

2.3
10

0.0
43

女
性

0.0
3.8

23
.1

69
.2

3.8
10

0.0
26

非
就

業
者

1.1
0.8

18
.4

77
.8

1.9
10

0.0
26
1

男
性

5.8
1.9

30
.8

55
.8

5.8
10

0.0
52

女
性

0.0
0.5

15
.3

83
.3

1.0
10

0.0
20
9

雇
用

者
0.8

1.4
23
.0

74
.1

0.6
10

0.0
24
84

男
性

1.5
2.0

27
.8

68
.3

0.5
10

0.0
12
26

正
規

1.2
1.8

27
.7

68
.8

0.4
10

0.0
11
23

非
正
規

3.9
3.9

29
.1

62
.1

1.0
10

0.0
10
3

女
性

0.2
1.0

18
.4

79
.7

0.7
10

0.0
12
58

正
規

0.0
0.6

19
.3

79
.4

0.8
10

0.0
52
8

非
正
規

0.4
1.2

17
.7

80
.0

0.7
10

0.0
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
0.7

1.3
22
.9

73
.9

1.3
10

0.0
15
3

非
雇

用
者

2.1
1.2

25
.4

71
.3

0.0
10

0.0
32
7

男
性

3.5
1.5

28
.1

66
.8

0.0
10

0.0
19
9

女
性

0.0
0.8

21
.1

78
.1

0.0
10

0.0
12
8

非
就

業
者

1.0
2.6

19
.1

74
.7

2.5
10

0.0
68
1

男
性

6.8
14
.9

24
.3

44
.6

9.5
10

0.0
74

女
性

0.3
1.2

18
.5

78
.4

1.6
10

0.0
60
7
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問
54
　次

の
①
～
④
は

、あ
な
た
の
生
活
を守

る上
で
頼
りに

な
ると

思
い
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

①
政
府

大
い
に
そ
う

思
う

あ
る程

度
そ

う思
う

あ
ま
りそ

う
思
わ
な
い

ま
った

くそ
う思

わ
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
2.3

17
.7

42
.8

35
.4

1.9
10

0.0
49
70

若
年

2.4
16
.8

41
.8

36
.8

2.1
10

0.0
14
44

男
性

3.6
15
.7

34
.6

43
.8

2.3
10

0.0
66
2

女
性

1.4
17
.6

48
.0

30
.9

2.0
10

0.0
78
2

壮
年

2.3
18
.0

43
.2

34
.7

1.7
10

0.0
35
26

男
性

3.4
17
.8

40
.3

36
.4

2.2
10

0.0
15
21

女
性

1.5
18
.3

45
.4

33
.5

1.4
10

0.0
20
05

雇
用

者
2.3

16
.7

41
.5

39
.1

0.4
10

0.0
10
94

男
性

3.0
15
.9

35
.3

45
.2

0.5
10

0.0
55
8

正
規

3.2
15
.9

34
.7

45
.7

0.6
10

0.0
47
3

非
正
規

2.4
16
.5

38
.8

42
.4

0.0
10

0.0
85

女
性

1.5
17
.5

47
.9

32
.8

0.2
10

0.0
53
6

正
規

2.1
24
.2

45
.6

28
.1

0.0
10

0.0
28
1

非
正
規

0.8
10
.2

50
.6

38
.0

0.4
10

0.0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
1.6

11
.4

47
.2

39
.0

0.8
10

0.0
12
3

非
雇

用
者

4.3
14
.5

39
.1

37
.7

4.3
10

0.0
69

男
性

7.0
11
.6

37
.2

41
.9

2.3
10

0.0
43

女
性

0.0
19
.2

42
.3

30
.8

7.7
10

0.0
26

非
就

業
者

2.7
18
.8

47
.1

29
.9

1.5
10

0.0
26
1

男
性

7.7
19
.2

30
.8

38
.5

3.8
10

0.0
52

女
性

1.4
18
.7

51
.2

27
.8

1.0
10

0.0
20
9

雇
用

者
2.3

18
.5

43
.4

35
.3

0.4
10

0.0
24
84

男
性

3.2
18
.4

40
.5

37
.5

0.4
10

0.0
12
26

正
規

3.4
18
.3

41
.2

36
.7

0.4
10

0.0
11
23

非
正
規

1.0
18
.4

33
.0

46
.6

1.0
10

0.0
10
3

女
性

1.5
18
.7

46
.3

33
.1

0.4
10

0.0
12
58

正
規

1.9
20
.1

47
.7

30
.1

0.2
10

0.0
52
8

非
正
規

1.2
17
.7

45
.2

35
.3

0.5
10

0.0
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
2.6

18
.3

43
.1

35
.3

0.7
10

0.0
15
3

非
雇

用
者

4.0
16
.8

43
.7

35
.2

0.3
10

0.0
32
7

男
性

4.5
13
.6

46
.2

35
.2

0.5
10

0.0
19
9

女
性

3.1
21
.9

39
.8

35
.2

0.0
10

0.0
12
8

非
就

業
者

1.5
17
.8

44
.2

34
.2

2.3
10

0.0
68
1

男
性

4.1
24
.3

32
.4

32
.4

6.8
10

0.0
74

女
性

1.2
17
.0

45
.6

34
.4

1.8
10

0.0
60
7
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問
54
　次

の
①
～
④
は

、あ
な
た
の
生
活
を守

る上
で
頼
りに

な
ると

思
い
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

②
自
分
の

勤
務
先

大
い
に
そ
う

思
う

あ
る程

度
そ

う思
う

あ
ま
りそ

う
思
わ
な
い

ま
った

くそ
う思

わ
な
い

該
当

な
し

無
回
答

合
計

Ｎ

計
8.1

31
.0

28
.6

16
.3

12
.7

3.3
10
0.0

49
70

若
年

9.1
35
.0

25
.8

16
.3

11
.3

2.5
10
0.0

14
44

男
性

11
.6

39
.9

24
.3

17
.2

4.4
2.6

10
0.0

66
2

女
性

7.0
30
.8

27
.1

15
.5

17
.1

2.4
10
0.0

78
2

壮
年

7.7
29
.4

29
.7

16
.3

13
.3

3.6
10
0.0

35
26

男
性

10
.7

35
.4

29
.8

17
.3

2.6
4.2

10
0.0

15
21

女
性

5.4
24
.8

29
.6

15
.5

21
.4

3.2
10
0.0

20
05

雇
用

者
10
.2

41
.5

30
.1

17
.6

0.0
0.6

10
0.0

10
94

男
性

11
.5

43
.5

26
.3

18
.1

0.0
0.5

10
0.0

55
8

正
規

12
.5

44
.0

25
.6

17
.3

0.0
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

5.9
41
.2

30
.6

22
.4

0.0
0.0

10
0.0

85
女
性

9.0
39
.4

34
.0

17
.0

0.0
0.7

10
0.0

53
6

正
規

11
.7

48
.0

27
.4

12
.1

0.0
0.7

10
0.0

28
1

非
正
規

5.9
29
.8

41
.2

22
.4

0.0
0.8

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
7.3

27
.6

37
.4

26
.0

0.0
1.6

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

18
.8

33
.3

21
.7

20
.3

0.0
5.8

10
0.0

69
男
性

23
.3

39
.5

14
.0

16
.3

0.0
7.0

10
0.0

43
女
性

11
.5

23
.1

34
.6

26
.9

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

2.7
10
.7

11
.1

11
.1

62
.5

1.9
10
0.0

26
1

男
性

5.8
7.7

15
.4

11
.5

55
.8

3.8
10
0.0

52
女
性

1.9
11
.5

10
.0

11
.0

64
.1

1.4
10
0.0

20
9

雇
用

者
8.1

36
.1

35
.0

19
.0

0.0
1.7

10
0.0

24
84

男
性

9.5
38
.9

32
.1

18
.4

0.0
1.1

10
0.0

12
26

正
規

9.8
40
.2

31
.6

17
.4

0.0
1.0

10
0.0

11
23

非
正
規

5.8
24
.3

36
.9

30
.1

0.0
2.9

10
0.0

10
3

女
性

6.8
33
.4

37
.9

19
.6

0.0
2.2

10
0.0

12
58

正
規

10
.4

44
.3

32
.6

11
.0

0.0
1.7

10
0.0

52
8

非
正
規

4.2
25
.5

41
.8

25
.9

0.0
2.6

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
3.3

23
.5

41
.2

29
.4

0.0
2.6

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

18
.3

27
.8

29
.7

12
.8

0.0
11
.3

10
0.0

32
7

男
性

21
.1

26
.6

27
.6

13
.6

0.0
11
.1

10
0.0

19
9

女
性

14
.1

29
.7

32
.8

11
.7

0.0
11
.7

10
0.0

12
8

非
就

業
者

1.3
7.2

11
.9

8.7
68
.7

2.2
10
0.0

68
1

男
性

5.4
12
.2

8.1
13

.5
52
.7

8.1
10
0.0

74
女
性

0.8
6.6

12
.4

8.1
70
.7

1.5
10
0.0

60
7
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問
54
　次

の
①
～
④
は

、あ
な
た
の
生
活
を守

る上
で
頼
りに

な
ると

思
い
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

③
家
族
・親

戚

大
い
に
そ
う

思
う

あ
る程

度
そ

う思
う

あ
ま
りそ

う
思
わ
な
い

ま
った

くそ
う思

わ
な
い

該
当

な
し

無
回
答

合
計

Ｎ

計
40
.6

43
.1

10
.7

3.3
0.6

1.7
10
0.0

49
70

若
年

48
.0

38
.2

8.6
3.0

0.2
2.0

10
0.0

14
44

男
性

40
.8

40
.5

10
.9

5.1
0.5

2.3
10
0.0

66
2

女
性

54
.1

36
.2

6.6
1.3

0.0
1.8

10
0.0

78
2

壮
年

37
.5

45
.1

11
.5

3.5
0.7

1.6
10
0.0

35
26

男
性

32
.0

46
.7

13
.7

4.7
0.7

2.2
10
0.0

15
21

女
性

41
.7

43
.9

9.9
2.5

0.7
1.2

10
0.0

20
05

雇
用

者
47
.0

40
.7

9.0
3.0

0.1
0.3

10
0.0

10
94

男
性

41
.4

42
.1

11
.3

4.5
0.2

0.5
10
0.0

55
8

正
規

43
.1

42
.3

9.9
3.8

0.2
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

31
.8

41
.2

18
.8

8.2
0.0

0.0
10
0.0

85
女
性

52
.8

39
.2

6.5
1.5

0.0
0.0

10
0.0

53
6

正
規

54
.4

39
.1

4.6
1.8

0.0
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

51
.0

39
.2

8.6
1.2

0.0
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
45
.5

42
.3

10
.6

1.6
0.0

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

43
.5

33
.3

10
.1

8.7
1.4

2.9
10
0.0

69
男
性

44
.2

27
.9

11
.6

11
.6

2.3
2.3

10
0.0

43
女
性

42
.3

42
.3

7.7
3.8

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

57
.1

31
.8

7.3
1.9

0.4
1.5

10
0.0

26
1

男
性

38
.5

40
.4

7.7
7.7

1.9
3.8

10
0.0

52
女
性

61
.7

29
.7

7.2
0.5

0.0
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
35
.7

47
.9

12
.1

3.5
0.5

0.4
10
0.0

24
84

男
性

32
.1

48
.6

13
.8

4.5
0.6

0.4
10
0.0

12
26

正
規

32
.7

49
.3

13
.2

3.9
0.5

0.4
10
0.0

11
23

非
正
規

26
.2

40
.8

20
.4

10
.7

1.0
1.0

10
0.0

10
3

女
性

39
.1

47
.2

10
.4

2.5
0.4

0.4
10
0.0

12
58

正
規

38
.6

48
.3

9.3
3.0

0.4
0.4

10
0.0

52
8

非
正
規

39
.5

46
.4

11
.2

2.1
0.4

0.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
30
.1

42
.5

21
.6

4.6
0.7

0.7
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

38
.2

41
.9

13
.8

5.5
0.6

0.0
10
0.0

32
7

男
性

33
.7

44
.7

15
.1

6.0
0.5

0.0
10
0.0

19
9

女
性

45
.3

37
.5

11
.7

4.7
0.8

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

46
.0

38
.8

9.1
2.6

1.6
1.9

10
0.0

68
1

男
性

35
.1

33
.8

13
.5

6.8
2.7

8.1
10
0.0

74
女
性

47
.3

39
.4

8.6
2.1

1.5
1.2

10
0.0

60
7
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問
54
　次

の
①
～
④
は

、あ
な
た
の
生
活
を守

る上
で
頼
りに

な
ると

思
い
ま
す
か
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

④
自
分

大
い
に
そ
う

思
う

あ
る程

度
そ

う思
う

あ
ま
りそ

う
思
わ
な
い

ま
った

くそ
う思

わ
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
34
.0

45
.1

15
.2

4.0
1.8

10
0.0

49
70

若
年

35
.3

43
.1

16
.0

3.5
2.1

10
0.0

14
44

男
性

40
.5

38
.7

14
.4

4.1
2.4

10
0.0

66
2

女
性

30
.9

46
.8

17
.4

3.1
1.8

10
0.0

78
2

壮
年

33
.4

45
.9

14
.8

4.2
1.7

10
0.0

35
26

男
性

40
.7

42
.3

11
.6

3.1
2.3

10
0.0

15
21

女
性

27
.9

48
.6

17
.3

5.0
1.3

10
0.0

20
05

雇
用

者
37
.7

43
.9

15
.3

2.8
0.4

10
0.0

10
94

男
性

41
.4

40
.3

14
.0

3.6
0.7

10
0.0

55
8

正
規

42
.5

40
.2

14
.0

2.5
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

35
.3

41
.2

14
.1

9.4
0.0

10
0.0

85
女
性

33
.8

47
.6

16
.6

2.1
0.0

10
0.0

53
6

正
規

37
.0

49
.8

12
.5

0.7
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

30
.2

45
.1

21
.2

3.5
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
29
.3

45
.5

21
.1

4.1
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

44
.9

36
.2

13
.0

2.9
2.9

10
0.0

69
男
性

55
.8

30
.2

9.3
2.3

2.3
10

0.0
43

女
性

26
.9

46
.2

19
.2

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

25
.7

44
.8

21
.1

6.9
1.5

10
0.0

26
1

男
性

25
.0

34
.6

25
.0

11
.5

3.8
10

0.0
52

女
性

25
.8

47
.4

20
.1

5.7
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
36
.4

46
.9

13
.5

2.7
0.5

10
0.0

24
84

男
性

41
.6

44
.3

11
.3

2.3
0.5

10
0.0

12
26

正
規

42
.4

44
.0

11
.1

2.0
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

33
.0

47
.6

13
.6

4.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

31
.3

49
.5

15
.7

3.0
0.5

10
0.0

12
58

正
規

36
.2

51
.5

10
.6

1.3
0.4

10
0.0

52
8

非
正
規

27
.8

48
.1

19
.3

4.2
0.5

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
32
.0

38
.6

21
.6

7.2
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

41
.0

40
.7

12
.8

5.5
0.0

10
0.0

32
7

男
性

46
.2

41
.2

8.5
4.0

0.0
10

0.0
19
9

女
性

32
.8

39
.8

19
.5

7.8
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

20
.6

46
.8

21
.1

9.3
2.2

10
0.0

68
1

男
性

23
.0

25
.7

27
.0

14
.9

9.5
10

0.0
74

女
性

20
.3

49
.4

20
.4

8.6
1.3

10
0.0

60
7
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問
55
　長

期
的
に
考

え
て
、あ

な
た
は

今
後
ど
の
よう

な
働
き方

をし
た
い
で
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

正
社
員
とし

て
働
きた

い

正
社
員

以
外
の
雇

用
者
とし

て
働

きた
い

雇
用
者
以

外
の
働
き

方
をし

た
い

働
こう

とは
思
わ
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
57
.9

23
.9

12
.7

3.5
2.0

10
0.0

49
70

若
年

64
.1

20
.6

10
.4

2.8
2.1

10
0.0

14
44

男
性

79
.2

2.4
15
.4

0.8
2.3

10
0.0

66
2

女
性

51
.3

36
.1

6.1
4.6

1.9
10

0.0
78
2

壮
年

55
.4

25
.2

13
.7

3.8
1.9

10
0.0

35
26

男
性

74
.2

1.9
19
.3

2.0
2.7

10
0.0

15
21

女
性

41
.1

42
.8

9.5
5.2

1.3
10

0.0
20
05

雇
用

者
75
.0

15
.8

8.0
0.9

0.3
10

0.0
10
94

男
性

85
.7

2.3
11
.5

0.0
0.5

10
0.0

55
8

正
規

88
.2

0.6
10
.6

0.0
0.6

10
0.0

47
3

非
正
規

71
.8

11
.8

16
.5

0.0
0.0

10
0.0

85
女
性

63
.8

29
.9

4.5
1.9

0.0
10

0.0
53
6

正
規

79
.7

14
.9

3.6
1.8

0.0
10

0.0
28
1

非
正
規

46
.3

46
.3

5.5
2.0

0.0
10

0.0
25
5

うち
未
婚

・離
死

別
58
.5

35
.8

5.7
0.0

0.0
10

0.0
12
3

非
雇

用
者

23
.2

7.2
65
.2

1.4
2.9

10
0.0

69
男
性

23
.3

0.0
74
.4

0.0
2.3

10
0.0

43
女
性

23
.1

19
.2

50
.0

3.8
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

34
.1

46
.0

6.5
11

.5
1.9

10
0.0

26
1

男
性

69
.2

5.8
11
.5

9.6
3.8

10
0.0

52
女
性

25
.4

56
.0

5.3
12

.0
1.4

10
0.0

20
9

雇
用

者
71
.2

19
.4

7.4
1.4

0.6
10

0.0
24
84

男
性

86
.1

1.6
10
.2

1.2
0.8

10
0.0

12
26

正
規

87
.9

0.4
9.9

1.1
0.8

10
0.0

11
23

非
正
規

67
.0

15
.5

13
.6

2.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

56
.6

36
.8

4.6
1.5

0.5
10

0.0
12
58

正
規

87
.5

7.0
3.4

1.7
0.4

10
0.0

52
8

非
正
規

34
.2

58
.4

5.5
1.4

0.5
10

0.0
73
0

うち
未
婚

・離
死

別
53
.6

35
.9

7.2
2.6

0.7
10

0.0
15
3

非
雇

用
者

17
.4

8.9
69
.4

2.8
1.5

10
0.0

32
7

男
性

18
.1

1.5
76
.4

2.5
1.5

10
0.0

19
9

女
性

16
.4

20
.3

58
.6

3.1
1.6

10
0.0

12
8

非
就

業
者

18
.6

55
.2

10
.7

13
.5

1.9
10

0.0
68
1

男
性

48
.6

8.1
21
.6

13
.5

8.1
10

0.0
74

女
性

15
.0

61
.0

9.4
13

.5
1.2

10
0.0

60
7
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問
55
-1
　働

こう
とは

思
わ

な
い
の
は
な
ぜ
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

健
康

上
の

理
由
で
働
く

こと
が
で
き

な
い
か
ら

家
事

・育
児

と両
立
しな

い
か
ら

介
護
・看

護
と両

立
しな

い
か
ら

自
分
が
働

か
な
くて

も
生
活
で
きる

か
ら

職
業
能
力
・

ス
キ
ル
に

自
信
が
な

い
か
ら

働
くこ

とが
嫌

い
だ
か
ら

そ
の
他

無
回
答

Ｎ

計
22
.2

46
.6

12
.5

25
.6

13
.6

22
.7

10
.2

1.1
17
6

若
年

17
.1

65
.9

0.0
17

.1
17
.1

22
.0

9.8
4.9

41
男
性

40
.0

0.0
0.0

20
.0

60
.0

20
.0

20
.0

0.0
5

女
性

13
.9

75
.0

0.0
16

.7
11
.1

22
.2

8.3
5.6

36
壮
年

23
.7

40
.7

16
.3

28
.1

12
.6

23
.0

10
.4

0.0
13
5

男
性

36
.7

3.3
10
.0

6.7
6.7

53
.3

6.7
0.0

30
女
性

20
.0

51
.4

18
.1

34
.3

14
.3

14
.3

11
.4

0.0
10
5

雇
用

者
0.0

60
.0

0.0
0.0

10
.0

40
.0

10
.0

10
.0

10
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
正
規

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

0.0
60
.0

0.0
0.0

10
.0

40
.0

10
.0

10
.0

10
正
規

0.0
80
.0

0.0
0.0

0.0
40
.0

20
.0

0.0
5

非
正
規

0.0
40
.0

0.0
0.0

20
.0

40
.0

0.0
20
.0

5
うち

未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

0.0
0.0

0.0
10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

1
男
性

-
-

-
-

-
-

-
-

-
女
性

0.0
0.0

0.0
10
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

1
非
就

業
者

23
.3

70
.0

0.0
20

.0
20
.0

16
.7

10
.0

3.3
30

男
性

40
.0

0.0
0.0

20
.0

60
.0

20
.0

20
.0

0.0
5

女
性

20
.0

84
.0

0.0
20

.0
12
.0

16
.0

8.0
4.0

25
雇
用

者
2.9

29
.4

14
.7

8.8
11
.8

52
.9

11
.8

0.0
34

男
性

0.0
6.7

13
.3

0.0
13
.3

86
.7

6.7
0.0

15
正
規

0.0
0.0

8.3
0.0

8.3
91
.7

8.3
0.0

12
非
正
規

0.0
33
.3

33
.3

0.0
33
.3

66
.7

0.0
0.0

3
女
性

5.3
47
.4

15
.8

15
.8

10
.5

26
.3

15
.8

0.0
19

正
規

11
.1

55
.6

11
.1

22
.2

22
.2

22
.2

0.0
0.0

9
非
正
規

0.0
40
.0

20
.0

10
.0

0.0
30
.0

30
.0

0.0
10

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

25
.0

25
.0

0.0
0.0

25
.0

25
.0

0.0
4

非
雇

用
者

11
.1

22
.2

11
.1

22
.2

0.0
44
.4

11
.1

0.0
9

男
性

20
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

60
.0

20
.0

0.0
5

女
性

0.0
50
.0

25
.0

50
.0

0.0
25
.0

0.0
0.0

4
非
就

業
者

32
.6

46
.7

17
.4

35
.9

14
.1

9.8
9.8

0.0
92

男
性

10
0.0

0.0
10
.0

20
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
女
性

24
.4

52
.4

18
.3

37
.8

15
.9

11
.0

11
.0

0.0
82

若 年 壮 年

－ 401 －

労働政策研究報告書No.164

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）



 
 

 

問
56
　あ

な
た
は

、現
在
の
生

活
に
満
足
して

い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

満
足
して

い
る

や
や
満

足
して

い
る

や
や
不
満

で
あ
る

不
満
で
あ
る

無
回
答

合
計

N

計
16
.3

50
.5

24
.1

7.3
1.8

10
0.0

49
70

若
年

16
.3

48
.8

24
.7

7.9
2.2

10
0.0

14
44

男
性

12
.5

47
.9

25
.7

11
.3

2.6
10

0.0
66
2

女
性

19
.6

49
.6

23
.9

5.0
1.9

10
0.0

78
2

壮
年

16
.2

51
.2

23
.9

7.1
1.7

10
0.0

35
26

男
性

14
.1

49
.1

25
.7

8.7
2.3

10
0.0

15
21

女
性

17
.8

52
.8

22
.4

5.8
1.2

10
0.0

20
05

雇
用

者
14
.3

52
.8

25
.3

7.0
0.5

10
0.0

10
94

男
性

12
.4

51
.1

26
.3

9.3
0.9

10
0.0

55
8

正
規

13
.5

52
.9

25
.4

7.4
0.8

10
0.0

47
3

非
正
規

5.9
41
.2

31
.8

20
.0

1.2
10

0.0
85

女
性

16
.2

54
.7

24
.3

4.7
0.2

10
0.0

53
6

正
規

19
.9

57
.7

18
.1

3.9
0.4

10
0.0

28
1

非
正
規

12
.2

51
.4

31
.0

5.5
0.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
8.1

50
.4

34
.1

7.3
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

49
.3

21
.7

5.8
2.9

10
0.0

69
男
性

18
.6

48
.8

25
.6

4.7
2.3

10
0.0

43
女
性

23
.1

50
.0

15
.4

7.7
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

25
.3

35
.6

24
.9

12
.6

1.5
10

0.0
26
1

男
性

11
.5

21
.2

23
.1

40
.4

3.8
10

0.0
52

女
性

28
.7

39
.2

25
.4

5.7
1.0

10
0.0

20
9

雇
用

者
14
.5

53
.8

24
.6

6.6
0.5

10
0.0

24
84

男
性

14
.3

51
.4

26
.2

7.6
0.6

10
0.0

12
26

正
規

15
.0

52
.8

25
.3

6.4
0.5

10
0.0

11
23

非
正
規

6.8
35
.9

35
.9

20
.4

1.0
10

0.0
10
3

女
性

14
.7

56
.1

23
.1

5.7
0.4

10
0.0

12
58

正
規

17
.6

56
.4

21
.8

4.0
0.2

10
0.0

52
8

非
正
規

12
.6

55
.9

24
.0

7.0
0.5

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
6.5

45
.1

34
.0

13
.7

0.7
10

0.0
15
3

非
雇

用
者

19
.3

49
.8

24
.2

6.4
0.3

10
0.0

32
7

男
性

17
.1

49
.2

25
.6

7.5
0.5

10
0.0

19
9

女
性

22
.7

50
.8

21
.9

4.7
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

21
.9

44
.9

22
.2

9.3
1.8

10
0.0

68
1

男
性

8.1
25
.7

25
.7

33
.8

6.8
10

0.0
74

女
性

23
.6

47
.3

21
.7

6.3
1.2

10
0.0

60
7
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問
57
　仮

に
社
会
全

体
を上

か
ら順

に
5つ

の
層
に
分
け
ると

す
れ

ば
、あ

な
た
は
ど
れ
に
入
ると

思
い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

１番
上

上
か

ら２
番

目
真

ん
中

下
か
ら２

番
目

１番
下

無
回
答

合
計

N

計
1.0

5.9
54
.5

27
.7

8.6
2.3

10
0.0

49
70

若
年

0.8
5.0

50
.6

30
.5

10
.1

2.9
10
0.0

14
44

男
性

1.4
5.3

46
.4

32
.8

11
.5

2.7
10
0.0

66
2

女
性

0.4
4.7

54
.2

28
.6

9.0
3.1

10
0.0

78
2

壮
年

1.1
6.3

56
.0

26
.6

7.9
2.0

10
0.0

35
26

男
性

1.8
7.4

53
.1

26
.3

8.8
2.6

10
0.0

15
21

女
性

0.6
5.4

58
.3

26
.8

7.3
1.6

10
0.0

20
05

雇
用

者
0.5

5.2
51
.4

32
.1

9.7
1.2

10
0.0

10
94

男
性

0.5
5.9

48
.9

33
.2

10
.4

1.1
10
0.0

55
8

正
規

0.2
5.9

54
.3

30
.7

7.8
1.1

10
0.0

47
3

非
正
規

2.4
5.9

18
.8

47
.1

24
.7

1.2
10
0.0

85
女
性

0.4
4.5

53
.9

31
.0

9.0
1.3

10
0.0

53
6

正
規

0.7
7.5

62
.6

23
.5

4.6
1.1

10
0.0

28
1

非
正
規

0.0
1.2

44
.3

39
.2

13
.7

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

1.6
36
.6

48
.0

13
.0

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

8.7
4.3

52
.2

21
.7

8.7
4.3

10
0.0

69
男
性

11
.6

0.0
55
.8

23
.3

7.0
2.3

10
0.0

43
女
性

3.8
11
.5

46
.2

19
.2

11
.5

7.7
10
0.0

26
非
就

業
者

0.4
4.6

51
.0

28
.7

13
.0

2.3
10
0.0

26
1

男
性

1.9
3.8

19
.2

42
.3

28
.8

3.8
10
0.0

52
女
性

0.0
4.8

58
.9

25
.4

9.1
1.9

10
0.0

20
9

雇
用

者
0.6

6.1
57
.8

27
.8

6.7
1.0

10
0.0

24
84

男
性

1.0
7.0

57
.0

26
.9

7.1
1.0

10
0.0

12
26

正
規

1.1
7.4

59
.8

24
.8

5.9
1.0

10
0.0

11
23

非
正
規

0.0
2.9

26
.2

49
.5

20
.4

1.0
10
0.0

10
3

女
性

0.2
5.2

58
.6

28
.7

6.3
1.0

10
0.0

12
58

正
規

0.2
8.1

65
.7

22
.0

3.2
0.8

10
0.0

52
8

非
正
規

0.3
3.0

53
.4

33
.6

8.5
1.2

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
0.7

0.7
26
.8

51
.6

19
.0

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

4.9
11
.3

49
.2

24
.5

9.8
0.3

10
0.0

32
7

男
性

7.0
13
.1

45
.7

23
.6

10
.1

0.5
10
0.0

19
9

女
性

1.6
8.6

54
.7

25
.8

9.4
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

1.2
4.8

55
.7

24
.5

12
.0

1.8
10
0.0

68
1

男
性

1.4
0.0

24
.3

31
.1

36
.5

6.8
10
0.0

74
女
性

1.2
5.4

59
.5

23
.7

9.1
1.2

10
0.0

60
7
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問
58
　あ

な
た
は
、自

分
の
身
近
に
い
る「

正
社
員

」に
対
して

ど
の
よう

な
印
象
をお

持
ちで

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

問
58

　あ
な
た
は
、自

分
の
身

近
に
い
る「

正
社
員
」に

対
して

ど
の

よう
な
印

象
をお

持
ちで

す
か

。（
そ
れ
ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

①
雇
用
が

安
定
して

い
る

②
賃

金
が
高
い

大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

N
大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無
回
答

合
計

N

計
29
.5

51
.8

14
.3

2.6
1.8

10
0.0

49
70

計
14
.4

40
.5

37
.5

5.7
1.8

10
0.0

49
70

若
年

34
.7

47
.7

12
.8

2.5
2.3

10
0.0

14
44

若
年

15
.0

38
.8

36
.8

7.1
2.4

10
0.0

14
44

男
性

27
.6

48
.5

18
.6

2.6
2.7

10
0.0

66
2

男
性

12
.2

33
.1

43
.5

8.5
2.7

10
0.0

66
2

女
性

40
.7

47
.1

7.9
2.4

1.9
10

0.0
78

2
女
性

17
.4

43
.6

31
.1

5.9
2.0

10
0.0

78
2

壮
年

27
.4

53
.5

14
.9

2.6
1.5

10
0.0

35
26

壮
年

14
.2

41
.3

37
.9

5.1
1.6

10
0.0

35
26

男
性

20
.1

54
.6

19
.7

3.6
2.1

10
0.0

15
21

男
性

8.1
38
.1

45
.0

6.7
2.1

10
0.0

15
21

女
性

33
.0

52
.7

11
.4

1.8
1.1

10
0.0

20
05

女
性

18
.8

43
.7

32
.4

3.9
1.1

10
0.0

20
05

雇
用

者
35
.5

49
.2

12
.9

2.0
0.5

10
0.0

10
94

雇
用
者

15
.8

39
.1

37
.7

6.9
0.5

10
0.0

10
94

男
性

27
.4

50
.9

18
.6

2.2
0.9

10
0.0

55
8

男
性

12
.2

34
.4

44
.4

8.1
0.9

10
0.0

55
8

正
規

26
.0

51
.6

19
.0

2.3
1.1

10
0.0

47
3

正
規

9.9
34
.9

46
.5

7.6
1.1

10
0.0

47
3

非
正
規

35
.3

47
.1

16
.5

1.2
0.0

10
0.0

85
非
正

規
24
.7

31
.8

32
.9

10
.6

0.0
10
0.0

85
女
性

43
.8

47
.4

6.9
1.9

0.0
10

0.0
53

6
女

性
19
.6

44
.0

30
.6

5.6
0.2

10
0.0

53
6

正
規

40
.6

51
.6

5.7
2.1

0.0
10

0.0
28

1
正
規

13
.5

45
.6

34
.9

6.0
0.0

10
0.0

28
1

非
正
規

47
.5

42
.7

8.2
1.6

0.0
10

0.0
25

5
非
正

規
26
.3

42
.4

25
.9

5.1
0.4

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

46
.3

45
.5

5.7
2.4

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

32
.5

38
.2

25
.2

4.1
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

33
.3

39
.1

21
.7

2.9
2.9

10
0.0

69
非
雇
用

者
10
.1

31
.9

46
.4

8.7
2.9

10
0.0

69
男
性

27
.9

39
.5

27
.9

2.3
2.3

10
0.0

43
男

性
11
.6

30
.2

46
.5

9.3
2.3

10
0.0

43
女
性

42
.3

38
.5

11
.5

3.8
3.8

10
0.0

26
女

性
7.7

34
.6

46
.2

7.7
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

34
.5

47
.5

11
.1

4.6
2.3

10
0.0

26
1

非
就
業

者
14
.2

42
.1

33
.3

8.0
2.3

10
0.0

26
1

男
性

34
.6

38
.5

13
.5

7.7
5.8

10
0.0

52
男

性
15
.4

26
.9

38
.5

13
.5

5.8
10
0.0

52
女
性

34
.4

49
.8

10
.5

3.8
1.4

10
0.0

20
9

女
性

13
.9

45
.9

32
.1

6.7
1.4

10
0.0

20
9

雇
用

者
28
.6

54
.2

14
.9

2.1
0.3

10
0.0

24
84

雇
用
者

14
.8

42
.1

38
.2

4.5
0.3

10
0.0

24
84

男
性

20
.7

55
.7

20
.3

2.9
0.3

10
0.0

12
26

男
性

8.5
39
.2

45
.5

6.5
0.3

10
0.0

12
26

正
規

19
.7

56
.5

20
.7

2.8
0.4

10
0.0

11
23

正
規

7.3
38
.0

47
.7

6.6
0.4

10
0.0

11
23

非
正
規

32
.0

47
.6

16
.5

3.9
0.0

10
0.0

10
3

非
正

規
21
.4

51
.5

21
.4

5.8
0.0

10
0.0

10
3

女
性

36
.2

52
.7

9.6
1.2

0.2
10

0.0
12

58
女

性
20
.9

45
.0

31
.2

2.6
0.3

10
0.0

12
58

正
規

31
.6

58
.0

9.3
0.9

0.2
10

0.0
52

8
正
規

12
.9

43
.8

40
.0

3.2
0.2

10
0.0

52
8

非
正
規

39
.6

48
.9

9.9
1.4

0.3
10

0.0
73

0
非
正

規
26
.7

45
.9

24
.8

2.2
0.4

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

45
.8

44
.4

8.5
1.3

0.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

30
.7

39
.9

26
.8

2.0
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

22
.3

54
.1

18
.0

5.5
0.0

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
8.9

38
.5

45
.9

6.7
0.0

10
0.0

32
7

男
性

16
.6

56
.8

19
.6

7.0
0.0

10
0.0

19
9

男
性

5.5
35
.7

50
.3

8.5
0.0

10
0.0

19
9

女
性

31
.3

50
.0

15
.6

3.1
0.0

10
0.0

12
8

女
性

14
.1

43
.0

39
.1

3.9
0.0

10
0.0

12
8

非
就

業
者

26
.9

53
.5

14
.4

3.4
1.9

10
0.0

68
1

非
就
業

者
15
.3

41
.6

34
.5

6.8
1.9

10
0.0

68
1

男
性

24
.3

45
.9

14
.9

6.8
8.1

10
0.0

74
男

性
10
.8

37
.8

36
.5

6.8
8.1

10
0.0

74
女
性

27
.2

54
.4

14
.3

3.0
1.2

10
0.0

60
7

女
性

15
.8

42
.0

34
.3

6.8
1.2

10
0.0

60
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
58
　あ

な
た
は
、自

分
の
身
近
に
い
る「

正
社
員

」に
対
して

ど
の
よう

な
印
象
をお

持
ちで

す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）

問
59

　あ
な
た
は
、自

分
の
身

近
に
い
る「

非
正
規
雇
用

者
」に

対
して

ど
の
よう

な
印
象

をお
持
ちで

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

③
仕
事
の

負
担
が
重

い
①
雇

用
が
安
定

して
い
る

大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

N
大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無
回
答

合
計

N

計
27
.1

48
.7

19
.5

2.9
1.8

10
0.0

49
70

計
1.5

14
.5

57
.1

24
.7

2.2
10
0.0

49
70

若
年

29
.7

46
.5

18
.6

2.8
2.4

10
0.0

14
44

若
年

1.6
13
.5

54
.8

27
.4

2.7
10
0.0

14
44

男
性

24
.9

46
.7

22
.4

3.3
2.7

10
0.0

66
2

男
性

1.5
9.7

51
.5

34
.0

3.3
10
0.0

66
2

女
性

33
.8

46
.4

15
.3

2.4
2.0

10
0.0

78
2

女
性

1.7
16
.8

57
.5

21
.9

2.2
10
0.0

78
2

壮
年

26
.0

49
.6

19
.8

2.9
1.6

10
0.0

35
26

壮
年

1.4
14
.9

58
.0

23
.5

2.0
10
0.0

35
26

男
性

17
.9

50
.6

25
.1

4.1
2.2

10
0.0

15
21

男
性

1.1
11
.2

56
.4

28
.7

2.6
10
0.0

15
21

女
性

32
.2

48
.8

15
.8

2.0
1.1

10
0.0

20
05

女
性

1.7
17
.8

59
.3

19
.7

1.6
10
0.0

20
05

雇
用

者
29
.3

48
.6

19
.3

2.3
0.5

10
0.0

10
94

雇
用
者

1.6
12
.7

56
.8

28
.0

0.9
10
0.0

10
94

男
性

25
.3

48
.7

22
.6

2.5
0.9

10
0.0

55
8

男
性

1.4
8.8

54
.3

33
.9

1.6
10
0.0

55
8

正
規

24
.1

51
.6

21
.1

2.1
1.1

10
0.0

47
3

正
規

1.3
8.0

53
.1

35
.7

1.9
10
0.0

47
3

非
正
規

31
.8

32
.9

30
.6

4.7
0.0

10
0.0

85
非
正

規
2.4

12
.9

61
.2

23
.5

0.0
10
0.0

85
女
性

33
.4

48
.5

15
.9

2.1
0.2

10
0.0

53
6

女
性

1.9
16
.8

59
.3

21
.8

0.2
10
0.0

53
6

正
規

28
.1

53
.4

16
.4

2.1
0.0

10
0.0

28
1

正
規

1.1
10
.7

61
.6

26
.7

0.0
10
0.0

28
1

非
正
規

39
.2

43
.1

15
.3

2.0
0.4

10
0.0

25
5

非
正

規
2.7

23
.5

56
.9

16
.5

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

39
.8

42
.3

15
.4

2.4
0.0

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

0.8
21
.1

57
.7

20
.3

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

20
.3

40
.6

29
.0

7.2
2.9

10
0.0

69
非
雇
用

者
0.0

13
.0

55
.1

29
.0

2.9
10
0.0

69
男
性

23
.3

37
.2

30
.2

7.0
2.3

10
0.0

43
男

性
0.0

14
.0

51
.2

32
.6

2.3
10
0.0

43
女
性

15
.4

46
.2

26
.9

7.7
3.8

10
0.0

26
女

性
0.0

11
.5

61
.5

23
.1

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

36
.4

42
.9

14
.2

4.2
2.3

10
0.0

26
1

非
就
業

者
1.9

18
.0

50
.6

26
.8

2.7
10
0.0

26
1

男
性

26
.9

40
.4

17
.3

9.6
5.8

10
0.0

52
男

性
3.8

17
.3

30
.8

42
.3

5.8
10
0.0

52
女
性

38
.8

43
.5

13
.4

2.9
1.4

10
0.0

20
9

女
性

1.4
18
.2

55
.5

23
.0

1.9
10
0.0

20
9

雇
用

者
25
.4

51
.0

20
.5

2.7
0.4

10
0.0

24
84

雇
用
者

1.5
16
.4

58
.6

22
.7

0.8
10
0.0

24
84

男
性

18
.2

52
.8

24
.8

3.8
0.4

10
0.0

12
26

男
性

1.0
12
.1

57
.1

29
.0

0.8
10
0.0

12
26

正
規

17
.8

53
.1

25
.1

3.6
0.4

10
0.0

11
23

正
規

0.9
11
.9

57
.3

29
.1

0.8
10
0.0

11
23

非
正
規

22
.3

49
.5

21
.4

6.8
0.0

10
0.0

10
3

非
正

規
1.9

13
.6

55
.3

28
.2

1.0
10
0.0

10
3

女
性

32
.5

49
.4

16
.2

1.6
0.3

10
0.0

12
58

女
性

2.0
20
.7

60
.0

16
.6

0.7
10
0.0

12
58

正
規

24
.1

56
.4

17
.6

1.7
0.2

10
0.0

52
8

正
規

1.5
16
.7

59
.8

21
.4

0.6
10
0.0

52
8

非
正
規

38
.6

44
.2

15
.2

1.5
0.4

10
0.0

73
0

非
正

規
2.3

23
.6

60
.1

13
.2

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

30
.7

49
.7

18
.3

0.7
0.7

10
0.0

15
3

うち
未
婚

・離
死
別

2.0
23
.5

55
.6

19
.0

0.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

15
.9

46
.5

32
.4

5.2
0.0

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
1.2

10
.1

60
.6

26
.9

1.2
10
0.0

32
7

男
性

14
.1

45
.2

35
.7

5.0
0.0

10
0.0

19
9

男
性

1.0
9.5

60
.8

27
.6

1.0
10
0.0

19
9

女
性

18
.8

48
.4

27
.3

5.5
0.0

10
0.0

12
8

女
性

1.6
10
.9

60
.2

25
.8

1.6
10
0.0

12
8

非
就

業
者

34
.4

48
.2

12
.5

2.9
2.1

10
0.0

68
1

非
就
業

者
1.5

12
.6

57
.7

26
.0

2.2
10
0.0

68
1

男
性

29
.7

43
.2

9.5
8.1

9.5
10

0.0
74

男
性

2.7
5.4

50
.0

33
.8

8.1
10
0.0

74
女
性

34
.9

48
.8

12
.9

2.3
1.2

10
0.0

60
7

女
性

1.3
13
.5

58
.6

25
.0

1.5
10
0.0

60
7

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
59
　あ

な
た
は
、自

分
の
身
近
に
い
る「

非
正
規

雇
用
者
」に

対
して

ど
の
よう

な
印
象
をお

持
ちで

す
か

。（
そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

問
59

　あ
な
た
は
、自

分
の
身

近
に
い
る「

非
正
規
雇
用

者
」に

対
して

ど
の
よう

な
印
象

をお
持
ちで

す
か
。（

そ
れ
ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）

②
賃
金
が

高
い

③
仕

事
の
負
担

が
重
い

大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無

回
答

合
計

N
大
い
に
あ
て

は
ま
る

あ
る程

度
あ

て
は
ま
る

あ
ま
りあ

て
は
ま
らな

い
ま
った

くあ
て
は
ま
らな

い
無
回
答

合
計

N

計
1.4

11
.3

59
.9

25
.1

2.3
10

0.0
49

70
計

7.0
28
.5

48
.7

13
.5

2.3
10
0.0

49
70

若
年

2.2
10
.7

56
.8

27
.6

2.8
10

0.0
14

44
若
年

6.8
27
.2

46
.4

16
.8

2.8
10
0.0

14
44

男
性

2.4
7.9

54
.1

32
.3

3.3
10

0.0
66

2
男
性

7.3
22
.7

45
.5

21
.3

3.3
10
0.0

66
2

女
性

2.0
13
.0

59
.1

23
.5

2.3
10

0.0
78

2
女
性

6.4
31
.1

47
.2

13
.0

2.3
10
0.0

78
2

壮
年

1.1
11
.5

61
.1

24
.1

2.1
10

0.0
35

26
壮
年

7.1
29
.1

49
.7

12
.1

2.1
10
0.0

35
26

男
性

1.1
8.9

57
.8

29
.6

2.6
10

0.0
15

21
男
性

6.5
24
.1

50
.4

16
.4

2.6
10
0.0

15
21

女
性

1.2
13
.5

63
.7

20
.0

1.6
10

0.0
20

05
女
性

7.5
32
.9

49
.1

8.8
1.7

10
0.0

20
05

雇
用

者
2.4

10
.7

57
.8

28
.2

1.0
10

0.0
10

94
雇
用
者

5.7
25
.4

48
.6

19
.3

1.0
10
0.0

10
94

男
性

2.3
7.9

55
.4

32
.8

1.6
10

0.0
55

8
男

性
5.9

21
.3

48
.0

23
.1

1.6
10
0.0

55
8

正
規

2.5
8.2

53
.5

33
.8

1.9
10

0.0
47

3
正
規

5.9
22
.0

47
.1

23
.0

1.9
10
0.0

47
3

非
正
規

1.2
5.9

65
.9

27
.1

0.0
10

0.0
85

非
正

規
5.9

17
.6

52
.9

23
.5

0.0
10
0.0

85
女
性

2.4
13
.6

60
.3

23
.3

0.4
10

0.0
53

6
女

性
5.4

29
.7

49
.3

15
.3

0.4
10
0.0

53
6

正
規

1.1
12
.5

62
.3

24
.2

0.0
10

0.0
28

1
正
規

2.5
24
.9

53
.4

19
.2

0.0
10
0.0

28
1

非
正
規

3.9
14
.9

58
.0

22
.4

0.8
10

0.0
25

5
非
正

規
8.6

34
.9

44
.7

11
.0

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

4.1
9.8

57
.7

28
.5

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

9.8
34
.1

43
.1

13
.0

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

2.9
10
.1

50
.7

33
.3

2.9
10

0.0
69

非
雇
用

者
13
.0

31
.9

36
.2

15
.9

2.9
10
0.0

69
男
性

4.7
11
.6

48
.8

32
.6

2.3
10

0.0
43

男
性

18
.6

32
.6

32
.6

14
.0

2.3
10
0.0

43
女
性

0.0
7.7

53
.8

34
.6

3.8
10

0.0
26

女
性

3.8
30
.8

42
.3

19
.2

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

1.5
11
.5

58
.6

25
.7

2.7
10

0.0
26

1
非
就
業

者
10
.3

35
.6

43
.3

8.0
2.7

10
0.0

26
1

男
性

1.9
5.8

53
.8

32
.7

5.8
10

0.0
52

男
性

13
.5

32
.7

36
.5

11
.5

5.8
10
0.0

52
女
性

1.4
12
.9

59
.8

23
.9

1.9
10

0.0
20

9
女

性
9.6

36
.4

45
.0

7.2
1.9

10
0.0

20
9

雇
用

者
1.2

11
.9

61
.4

24
.6

0.8
10

0.0
24

84
雇
用
者

6.2
26
.7

53
.1

13
.2

0.8
10
0.0

24
84

男
性

1.2
8.7

58
.8

30
.4

0.8
10

0.0
12

26
男

性
5.7

24
.0

52
.1

17
.4

0.8
10
0.0

12
26

正
規

1.3
9.1

58
.4

30
.4

0.8
10

0.0
11

23
正
規

5.6
23
.5

52
.4

17
.7

0.8
10
0.0

11
23

非
正
規

0.0
4.9

63
.1

31
.1

1.0
10

0.0
10

3
非
正

規
6.8

29
.1

49
.5

13
.6

1.0
10
0.0

10
3

女
性

1.3
14
.9

64
.0

19
.0

0.8
10

0.0
12

58
女

性
6.8

29
.3

54
.0

9.1
0.9

10
0.0

12
58

正
規

1.1
15
.0

62
.9

20
.3

0.8
10

0.0
52

8
正
規

4.0
25
.6

56
.3

13
.4

0.8
10
0.0

52
8

非
正
規

1.4
14
.9

64
.8

18
.1

0.8
10

0.0
73

0
非
正

規
8.8

32
.1

52
.3

5.9
1.0

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

1.3
17
.0

54
.2

27
.5

0.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

12
.4

33
.3

44
.4

9.2
0.7

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

0.3
11
.0

64
.8

22
.6

1.2
10

0.0
32

7
非
雇
用

者
6.1

27
.5

52
.3

12
.8

1.2
10
0.0

32
7

男
性

0.5
10
.6

62
.8

25
.1

1.0
10

0.0
19

9
男

性
9.0

22
.1

53
.3

14
.6

1.0
10
0.0

19
9

女
性

0.0
11
.7

68
.0

18
.8

1.6
10

0.0
12

8
女

性
1.6

35
.9

50
.8

10
.2

1.6
10
0.0

12
8

非
就

業
者

1.2
11
.2

61
.4

24
.1

2.2
10

0.0
68

1
非
就
業

者
11
.0

39
.9

38
.5

8.4
2.2

10
0.0

68
1

男
性

0.0
10
.8

44
.6

36
.5

8.1
10

0.0
74

男
性

14
.9

37
.8

29
.7

9.5
8.1

10
0.0

74
女
性

1.3
11
.2

63
.4

22
.6

1.5
10

0.0
60

7
女

性
10
.5

40
.2

39
.5

8.2
1.5

10
0.0

60
7

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
60
　初

め
て
就
職
す

る前
に
、雇

用
・労

働
に
か
か

わ
る法

制
度
に
つ
い
て
知
る機

会
は
あ
りま

した
か
。（

い
くつ

で
も）

問
61

　初
め
て
就

職
す
る前

に
、就

職
先
に
つ
い
て
以

下
の
こと

を知
って

い
ま
した

か
。（

い
くつ

で
も）

解
雇
や

雇
止
め
に
関

す
る法

制
度

休
日
・休

暇
に
関
す

る
法
制

度

産
前

産
後

休
暇
、育

児
休
業
に
関

す
る法

制
度

い
ず
れ

も
知
る機

会
は
な
か

った
無

回
答

N
給

与
の
金

額
休

日
の
日

数
平

均
的
な

残
業
時
間

い
ず
れ
も

知
らな

か
っ

た
無
回
答

N

計
13
.9

23
.0

13
.6

69
.2

2.4
49
70

計
63
.9

56
.3

15
.8

26
.6

1.9
49
70

若
年

16
.1

24
.4

17
.0

65
.7

3.0
14
44

若
年

65
.4

56
.7

18
.7

24
.7

2.7
14
44

男
性

19
.5

25
.2

10
.9

66
.9

3.3
66

2
男
性

60
.3

50
.3

17
.7

30
.8

2.9
66
2

女
性

13
.3

23
.8

22
.1

64
.7

2.7
78

2
女
性

69
.7

62
.1

19
.6

19
.4

2.6
78
2

壮
年

13
.0

22
.4

12
.3

70
.6

2.1
35
26

壮
年

63
.3

56
.1

14
.5

27
.4

1.6
35
26

男
性

13
.3

20
.3

6.6
73

.9
2.4

15
21

男
性

59
.4

49
.2

14
.5

31
.6

2.1
15
21

女
性

12
.7

24
.0

16
.5

68
.1

1.8
20
05

女
性

66
.3

61
.2

14
.6

24
.3

1.2
20
05

雇
用

者
16
.7

25
.4

17
.1

66
.8

0.9
10
94

雇
用
者

67
.5

58
.7

18
.6

24
.5

0.6
10
94

男
性

20
.6

27
.2

12
.4

67
.0

1.3
55

8
男

性
63
.6

53
.4

18
.1

29
.2

0.9
55
8

正
規

21
.1

27
.3

12
.7

66
.2

1.5
47

3
正
規

64
.9

55
.8

18
.0

27
.9

1.1
47
3

非
正
規

17
.6

27
.1

10
.6

71
.8

0.0
85

非
正

規
56
.5

40
.0

18
.8

36
.5

0.0
85

女
性

12
.7

23
.5

22
.0

66
.6

0.6
53

6
女

性
71
.5

64
.2

19
.2

19
.6

0.4
53
6

正
規

13
.2

27
.4

29
.9

61
.2

0.0
28

1
正
規

71
.2

66
.9

18
.5

18
.1

0.0
28
1

非
正
規

12
.2

19
.2

13
.3

72
.5

1.2
25

5
非
正

規
71
.8

61
.2

20
.0

21
.2

0.8
25
5

うち
未
婚
・離

死
別

12
.2

22
.8

12
.2

74
.0

0.8
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

74
.8

65
.9

19
.5

17
.1

0.8
12
3

非
雇

用
者

13
.0

20
.3

10
.1

73
.9

2.9
69

非
雇
用

者
50
.7

52
.2

24
.6

36
.2

2.9
69

男
性

18
.6

18
.6

4.7
74

.4
2.3

43
男

性
46
.5

39
.5

20
.9

48
.8

2.3
43

女
性

3.8
23
.1

19
.2

73
.1

3.8
26

女
性

57
.7

73
.1

30
.8

15
.4

3.8
26

非
就

業
者

15
.7

23
.4

19
.5

64
.0

4.2
26

1
非
就
業

者
65
.5

54
.0

18
.8

24
.1

3.8
26
1

男
性

11
.5

13
.5

1.9
71

.2
9.6

52
男

性
46
.2

34
.6

13
.5

38
.5

7.7
52

女
性

16
.7

25
.8

23
.9

62
.2

2.9
20

9
女

性
70
.3

58
.9

20
.1

20
.6

2.9
20
9

雇
用

者
13
.4

22
.3

12
.4

72
.1

0.7
24
84

雇
用
者

64
.2

56
.1

14
.8

27
.4

0.4
24
84

男
性

14
.1

21
.2

7.5
75

.3
0.4

12
26

男
性

62
.3

51
.4

15
.1

30
.0

0.2
12
26

正
規

14
.0

21
.9

7.9
75

.1
0.4

11
23

正
規

62
.0

51
.7

15
.0

29
.8

0.3
11
23

非
正
規

15
.5

13
.6

2.9
77

.7
1.0

10
3

非
正

規
66
.0

47
.6

16
.5

32
.0

0.0
10
3

女
性

12
.7

23
.4

17
.2

69
.1

1.0
12
58

女
性

66
.0

60
.7

14
.5

24
.8

0.5
12
58

正
規

11
.4

24
.6

17
.2

69
.5

0.9
52

8
正
規

63
.1

61
.0

12
.1

26
.7

0.2
52
8

非
正
規

13
.7

22
.6

17
.1

68
.8

1.1
73

0
非
正

規
68
.1

60
.4

16
.3

23
.4

0.7
73
0

うち
未
婚
・離

死
別

19
.0

25
.5

15
.7

67
.3

0.7
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

65
.4

62
.7

19
.6

24
.2

0.0
15
3

非
雇

用
者

10
.4

20
.8

10
.1

73
.1

1.5
32

7
非
雇
用

者
56
.3

49
.5

12
.8

38
.5

0.6
32
7

男
性

8.5
18
.6

4.0
76

.4
1.5

19
9

男
性

52
.3

43
.7

12
.6

42
.7

0.5
19
9

女
性

13
.3

24
.2

19
.5

68
.0

1.6
12

8
女

性
62
.5

58
.6

13
.3

32
.0

0.8
12
8

非
就

業
者

13
.2

24
.7

13
.4

67
.3

2.5
68

1
非
就
業

者
66
.8

62
.0

15
.1

23
.6

1.8
68
1

男
性

17
.6

16
.2

1.4
66

.2
9.5

74
男

性
48
.6

43
.2

14
.9

36
.5

8.1
74

女
性

12
.7

25
.7

14
.8

67
.4

1.6
60

7
女

性
69
.0

64
.3

15
.2

22
.1

1.0
60
7

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
62
　あ

な
た
は
、以

下
の
公
的
な
機
関
・制

度
を利

用
した

こと
が

あ
りま

す
か
。（

い
くつ

で
も）

問
63

　あ
な
た
は
、職

業
資
格

を持
って

い
ま
す
か

。（
第
1種

普
通

自
動
車
免

許
は
除
く）

問
63
-2
　そ

の
資
格

（ひ
とつ

だ
け
）

を取
得
した

時
期
_年

ハ
ロー

ワ
ー

ク（
職

安
）

公
共
の

職
業
訓
練

機
関

教
育
訓
練
・

能
力

開
発

へ
の

助
成

金

い
ず
れ

もな
い

無
回
答

N
持
って

い
る

持
って

い
な

い
無
回
答

合
計

Ｎ
平
均
値

Ｎ

計
53
.1

6.4
5.4

42
.6

2.1
49
70

計
44
.6

53
.2

2.2
10
0.0

49
70

20
01
.5

20
98

若
年

51
.2

5.3
2.6

45
.0

2.6
14
44

若
年

43
.5

54
.1

2.4
10
0.0

14
44

20
06
.0

60
2

男
性

42
.6

5.7
2.4

52
.4

2.9
66

2
男
性

38
.2

58
.9

2.9
10
0.0

66
2

20
07
.1

23
7

女
性

58
.6

4.9
2.8

38
.7

2.3
78

2
女
性

48
.0

50
.0

2.0
10
0.0

78
2

20
05
.3

36
5

壮
年

53
.9

6.8
6.6

41
.5

1.9
35
26

壮
年

45
.0

52
.9

2.1
10
0.0

35
26

19
99
.7

14
96

男
性

40
.4

6.2
5.1

53
.5

2.6
15
21

男
性

44
.7

52
.7

2.6
10
0.0

15
21

20
01
.5

63
2

女
性

64
.1

7.2
7.7

32
.5

1.4
20
05

女
性

45
.2

53
.1

1.7
10
0.0

20
05

19
98
.5

86
4

雇
用

者
49
.7

4.9
2.6

48
.1

0.9
10
94

雇
用
者

44
.6

54
.8

0.6
10
0.0

10
94

20
06
.3

46
7

男
性

42
.5

5.4
2.5

54
.3

1.1
55

8
男

性
39
.8

59
.1

1.1
10
0.0

55
8

20
07
.1

20
9

正
規

37
.4

4.9
1.9

58
.8

1.3
47

3
正
規

39
.3

59
.4

1.3
10
0.0

47
3

20
07
.0

17
5

非
正
規

70
.6

8.2
5.9

29
.4

0.0
85

非
正
規

42
.4

57
.6

0.0
10
0.0

85
20
07
.4

34
女
性

57
.3

4.5
2.6

41
.6

0.7
53

6
女

性
49
.6

50
.2

0.2
10
0.0

53
6

20
05
.6

25
8

正
規

41
.6

2.8
2.8

57
.3

0.4
28

1
正
規

58
.4

41
.3

0.4
10
0.0

28
1

20
06
.3

15
7

非
正
規

74
.5

6.3
2.4

24
.3

1.2
25

5
非
正
規

40
.0

60
.0

0.0
10
0.0

25
5

20
04
.6

10
1

うち
未
婚
・離

死
別

65
.9

5.7
3.3

32
.5

1.6
12

3
うち

未
婚
・離

死
別

37
.4

62
.6

0.0
10
0.0

12
3

20
06
.5

45
非
雇

用
者

44
.9

2.9
1.4

49
.3

2.9
69

非
雇
用
者

42
.0

55
.1

2.9
10
0.0

69
20
04
.9

29
男
性

39
.5

4.7
2.3

53
.5

2.3
43

男
性

32
.6

65
.1

2.3
10
0.0

43
20
06
.1

14
女
性

53
.8

0.0
0.0

42
.3

3.8
26

女
性

57
.7

38
.5

3.8
10
0.0

26
20
03
.8

15
非
就

業
者

63
.2

7.7
3.4

34
.5

1.9
26

1
非
就
業
者

42
.5

55
.2

2.3
10
0.0

26
1

20
05
.1

10
6

男
性

53
.8

11
.5

1.9
40

.4
5.8

52
男

性
32
.7

61
.5

5.8
10
0.0

52
20
09
.1

14
女
性

65
.6

6.7
3.8

33
.0

1.0
20

9
女

性
45
.0

53
.6

1.4
10
0.0

20
9

20
04
.5

92
雇
用

者
51
.2

6.3
7.1

44
.8

0.7
24
84

雇
用
者

47
.7

51
.4

0.8
10
0.0

24
84

20
00
.2

11
17

男
性

40
.2

5.6
5.6

55
.1

0.7
12
26

男
性

46
.5

52
.5

1.0
10
0.0

12
26

20
01
.7

52
7

正
規

37
.3

5.3
5.5

57
.7

0.8
11
23

正
規

47
.2

52
.0

0.8
10
0.0

11
23

20
01
.7

48
9

非
正
規

71
.8

8.7
6.8

27
.2

0.0
10

3
非
正
規

38
.8

58
.3

2.9
10
0.0

10
3

20
02
.5

38
女
性

61
.9

7.0
8.6

34
.8

0.6
12
58

女
性

49
.0

50
.4

0.6
10
0.0

12
58

19
98
.9

59
0

正
規

46
.0

5.7
10

.0
47

.9
0.8

52
8

正
規

58
.9

40
.7

0.4
10
0.0

52
8

19
99
.3

29
3

非
正
規

73
.4

7.9
7.5

25
.3

0.5
73

0
非
正
規

41
.8

57
.4

0.8
10
0.0

73
0

19
98
.5

29
7

うち
未
婚
・離

死
別

74
.5

12
.4

9.2
24

.2
0.0

15
3

うち
未
婚
・離

死
別

36
.6

61
.4

2.0
10
0.0

15
3

20
00
.7

55
非
雇

用
者

42
.2

6.4
3.7

53
.8

1.8
32

7
非
雇
用
者

42
.5

56
.3

1.2
10
0.0

32
7

19
99
.3

13
0

男
性

33
.7

6.5
1.5

61
.8

1.5
19

9
男

性
44
.2

55
.3

0.5
10
0.0

19
9

20
00
.0

84
女
性

55
.5

6.3
7.0

41
.4

2.3
12

8
女

性
39
.8

57
.8

2.3
10
0.0

12
8

19
98
.2

46
非
就

業
者

72
.0

9.1
6.3

25
.7

1.6
68

1
非
就
業
者

38
.5

59
.2

2.3
10
0.0

68
1

19
97
.8

24
9

男
性

74
.3

17
.6

8.1
18

.9
6.8

74
男

性
29
.7

63
.5

6.8
10
0.0

74
20
01
.1

21
女
性

71
.7

8.1
6.1

26
.5

1.0
60

7
女

性
39
.5

58
.6

1.8
10
0.0

60
7

19
97
.5

22
8

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
64
　①

あ
な
た
が
就
職
前
に
、最

後
に
卒

業
（中

退
）し

た
学
校
は
ど
れ
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

中
学
校

高
等
学

校
専
修
学

校
、

各
種
学
校

短
期
大
学

、
高
等
専
門

学
校

大
学

大
学
院

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
2.0

35
.4

16
.7

15
.2

27
.3

2.4
0.9

0.1
10
0.0

49
70

若
年

1.9
29
.8

19
.0

12
.9

32
.3

3.0
0.9

0.2
10
0.0

14
44

男
性

2.1
31
.7

16
.3

7.3
36
.6

4.7
1.2

0.2
10
0.0

66
2

女
性

1.8
28
.1

21
.2

17
.6

28
.8

1.5
0.6

0.3
10
0.0

78
2

壮
年

2.1
37
.7

15
.8

16
.1

25
.2

2.2
0.9

0.1
10
0.0

35
26

男
性

2.7
38
.3

14
.4

4.9
35
.0

3.6
1.1

0.1
10
0.0

15
21

女
性

1.6
37
.4

16
.8

24
.6

17
.8

1.1
0.6

0.0
10
0.0

20
05

雇
用

者
1.3

28
.8

19
.9

11
.7

34
.1

3.4
0.7

0.1
10
0.0

10
94

男
性

1.3
31
.2

17
.6

7.0
36
.9

4.8
1.1

0.2
10
0.0

55
8

正
規

0.8
32
.6

16
.9

6.8
36
.6

5.3
0.8

0.2
10
0.0

47
3

非
正
規

3.5
23
.5

21
.2

8.2
38
.8

2.4
2.4

0.0
10
0.0

85
女
性

1.3
26
.3

22
.4

16
.6

31
.2

1.9
0.4

0.0
10
0.0

53
6

正
規

0.4
17
.4

18
.9

17
.4

42
.3

2.8
0.7

0.0
10
0.0

28
1

非
正
規

2.4
36
.1

26
.3

15
.7

18
.8

0.8
0.0

0.0
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
1.6

30
.1

26
.0

16
.3

24
.4

1.6
0.0

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

5.8
31
.9

14
.5

15
.9

23
.2

5.8
1.4

1.4
10
0.0

69
男
性

7.0
30
.2

11
.6

11
.6

32
.6

4.7
2.3

0.0
10
0.0

43
女
性

3.8
34
.6

19
.2

23
.1

7.7
7.7

0.0
3.8

10
0.0

26
非
就

業
者

3.8
32
.2

17
.2

16
.9

27
.2

0.8
1.5

0.4
10
0.0

26
1

男
性

7.7
34
.6

9.6
5.8

36
.5

3.8
1.9

0.0
10
0.0

52
女
性

2.9
31
.6

19
.1

19
.6

24
.9

0.0
1.4

0.5
10
0.0

20
9

雇
用

者
1.7

38
.0

15
.6

14
.1

27
.5

2.5
0.6

0.0
10
0.0

24
84

男
性

2.1
37
.6

13
.9

4.6
37
.3

3.8
0.7

0.0
10
0.0

12
26

正
規

1.9
35
.9

14
.2

4.5
38
.8

4.1
0.7

0.0
10
0.0

11
23

非
正
規

4.9
56
.3

10
.7

5.8
20
.4

1.0
1.0

0.0
10
0.0

10
3

女
性

1.2
38
.4

17
.2

23
.4

18
.0

1.1
0.6

0.1
10
0.0

12
58

正
規

0.2
32
.2

17
.6

24
.8

22
.7

1.9
0.4

0.2
10
0.0

52
8

非
正
規

1.9
42
.9

17
.0

22
.3

14
.7

0.5
0.7

0.0
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

52
.9

14
.4

19
.0

9.8
0.0

0.0
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

3.4
34
.9

20
.8

14
.1

23
.2

1.8
1.8

0.0
10
0.0

32
7

男
性

4.0
38
.2

18
.6

7.5
27
.1

2.5
2.0

0.0
10
0.0

19
9

女
性

2.3
29
.7

24
.2

24
.2

17
.2

0.8
1.6

0.0
10
0.0

12
8

非
就

業
者

3.1
37
.6

14
.2

24
.8

17
.9

1.3
1.0

0.0
10
0.0

68
1

男
性

9.5
44
.6

13
.5

4.1
23
.0

1.4
4.1

0.0
10
0.0

74
女
性

2.3
36
.7

14
.3

27
.3

17
.3

1.3
0.7

0.0
10
0.0

60
7
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問
64
　②

就
職
後
も含

め
て
、最

後
に
卒
業

した
学
校

は
ど
れ
で
す

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

中
学
校

高
等
学

校
専
修
学

校
、

各
種
学
校

短
期
大
学

、
高
等
専
門

学
校

大
学

大
学
院

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
2.2

22
.5

13
.6

9.9
17
.3

2.1
1.6

30
.9

10
0.0

49
70

若
年

2.4
19
.3

14
.8

8.0
21
.2

2.3
1.5

30
.5

10
0.0

14
44

男
性

2.6
20
.2

12
.1

3.8
21
.5

3.9
1.5

34
.4

10
0.0

66
2

女
性

2.3
18
.4

17
.1

11
.6

21
.0

0.9
1.4

27
.2

10
0.0

78
2

壮
年

2.1
23
.8

13
.1

10
.6

15
.8

2.0
1.7

31
.0

10
0.0

35
26

男
性

2.5
23
.1

10
.6

3.2
21
.2

3.0
1.4

35
.0

10
0.0

15
21

女
性

1.7
24
.3

15
.1

16
.2

11
.6

1.2
1.8

28
.0

10
0.0

20
05

雇
用

者
2.3

18
.0

15
.4

6.6
21
.9

2.7
1.5

31
.6

10
0.0

10
94

男
性

2.3
19
.5

12
.7

3.8
21
.5

4.3
1.4

34
.4

10
0.0

55
8

正
規

2.3
19
.5

12
.3

3.6
21
.6

4.0
1.3

35
.5

10
0.0

47
3

非
正
規

2.4
20
.0

15
.3

4.7
21
.2

5.9
2.4

28
.2

10
0.0

85
女
性

2.2
16
.4

18
.1

9.5
22
.4

1.1
1.5

28
.7

10
0.0

53
6

正
規

0.4
12
.1

14
.9

10
.3

29
.9

1.8
1.4

29
.2

10
0.0

28
1

非
正
規

4.3
21
.2

21
.6

8.6
14
.1

0.4
1.6

28
.2

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
4.9

17
.1

21
.1

7.3
19
.5

0.8
1.6

27
.6

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

5.8
21
.7

14
.5

5.8
14
.5

1.4
1.4

34
.8

10
0.0

69
男
性

7.0
20
.9

11
.6

4.7
18
.6

0.0
0.0

37
.2

10
0.0

43
女
性

3.8
23
.1

19
.2

7.7
7.7

3.8
3.8

30
.8

10
0.0

26
非
就

業
者

2.3
23
.0

13
.0

14
.2

19
.2

0.8
1.5

26
.1

10
0.0

26
1

男
性

1.9
25
.0

5.8
1.9

23
.1

3.8
3.8

34
.6

10
0.0

52
女
性

2.4
22
.5

14
.8

17
.2

18
.2

0.0
1.0

23
.9

10
0.0

20
9

雇
用

者
1.8

23
.1

12
.6

9.1
17
.1

2.2
1.4

32
.8

10
0.0

24
84

男
性

2.2
22
.1

9.6
2.9

23
.2

3.2
1.0

35
.7

10
0.0

12
26

正
規

1.9
21
.3

9.4
2.8

24
.4

3.4
0.8

36
.0

10
0.0

11
23

非
正
規

5.8
31
.1

11
.7

3.9
10
.7

1.0
2.9

33
.0

10
0.0

10
3

女
性

1.4
24
.1

15
.4

15
.0

11
.1

1.2
1.8

29
.9

10
0.0

12
58

正
規

0.6
19
.3

16
.5

15
.9

13
.3

2.5
1.9

30
.1

10
0.0

52
8

非
正
規

2.1
27
.5

14
.7

14
.4

9.6
0.3

1.8
29
.7

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

34
.6

13
.1

13
.1

5.9
0.0

1.3
28
.1

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

2.4
23
.2

16
.2

10
.1

13
.1

1.8
1.5

31
.5

10
0.0

32
7

男
性

2.5
24
.1

15
.6

5.0
13
.6

2.5
2.5

34
.2

10
0.0

19
9

女
性

2.3
21
.9

17
.2

18
.0

12
.5

0.8
0.0

27
.3

10
0.0

12
8

非
就

業
者

2.9
25
.6

14
.0

16
.4

12
.0

1.3
2.6

25
.1

10
0.0

68
1

男
性

8.1
28
.4

14
.9

2.7
9.5

1.4
5.4

29
.7

10
0.0

74
女
性

2.3
25
.2

13
.8

18
.1

12
.4

1.3
2.3

24
.5

10
0.0

60
7
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問
64
-1
-1

 ①
の
学

校
を卒

業
しま

した
か
、そ

れ
とも

中
退

しま
した

か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
64
-1

-2
　①

の
学

校
を卒

業
(中

退
)し

た
問

65
　あ

な
た
は
現
在

、学
校
に
通

って
い
ま
す
か

。（
英
会
話
な
ど
の
習

い
事
は

除
く）

（ひ
とつ

だ
け
）

の
は
い
つ
で
す
か
。_
年

（数
字
を記

入
）

卒
業

中
退

無
回

答
合

計
Ｎ

平
均
値

Ｎ
通
って

い
る

通
って

い
な

い
無
回
答

合
計

Ｎ

計
91
.6

6.4
2.1

10
0.0

49
65

19
96
.4

49
55

計
1.3

97
.1

1.6
10
0.0

49
70

若
年

89
.2

8.8
2.0

10
0.0

14
41

20
03
.5

14
39

若
年

2.1
95
.8

2.1
10
0.0

14
44

男
性

87
.3

10
.9

1.8
10

0.0
66
1

20
03
.7

66
0

男
性

2.0
95
.8

2.3
10
0.0

66
2

女
性

90
.8

7.1
2.2

10
0.0

78
0

20
03
.4

77
9

女
性

2.2
95
.9

1.9
10
0.0

78
2

壮
年

92
.6

5.4
2.1

10
0.0

35
24

19
93
.4

35
16

壮
年

0.9
97
.6

1.4
10
0.0

35
26

男
性

90
.5

7.4
2.0

10
0.0

15
20

19
93
.8

15
14

男
性

0.9
97
.6

1.4
10
0.0

15
21

女
性

94
.1

3.8
2.1

10
0.0

20
04

19
93
.2

20
02

女
性

0.9
97
.6

1.4
10
0.0

20
05

雇
用

者
89
.8

8.0
2.2

10
0.0

10
93

20
03
.8

10
93

雇
用
者

1.3
97
.6

1.1
10
0.0

10
94

男
性

87
.8

10
.2

2.0
10

0.0
55
7

20
03
.7

55
7

男
性

1.1
97
.3

1.6
10
0.0

55
8

正
規

89
.2

8.5
2.3

10
0.0

47
2

20
03
.6

47
2

正
規

0.8
97
.5

1.7
10
0.0

47
3

非
正
規

80
.0

20
.0

0.0
10

0.0
85

20
04
.2

85
非
正

規
2.4

96
.5

1.2
10
0.0

85
女
性

92
.0

5.6
2.4

10
0.0

53
6

20
03
.8

53
6

女
性

1.5
97
.9

0.6
10
0.0

53
6

正
規

95
.4

1.4
3.2

10
0.0

28
1

20
04
.8

28
1

正
規

1.8
97
.9

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

88
.2

10
.2

1.6
10

0.0
25
5

20
02
.8

25
5

非
正

規
1.2

98
.0

0.8
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

90
.2

8.9
0.8

10
0.0

12
3

20
04
.0

12
3

うち
未

婚
・離

死
別

0.8
98
.4

0.8
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

86
.8

13
.2

0.0
10

0.0
68

20
02
.1

68
非
雇
用

者
1.4

92
.8

5.8
10
0.0

69
男
性

86
.0

14
.0

0.0
10

0.0
43

20
02
.7

43
男
性

2.3
93
.0

4.7
10
0.0

43
女
性

88
.0

12
.0

0.0
10

0.0
25

20
01
.2

25
女
性

0.0
92
.3

7.7
10
0.0

26
非
就

業
者

86
.9

11
.2

1.9
10

0.0
26
0

20
02
.7

25
8

非
就
業

者
5.4

93
.9

0.8
10
0.0

26
1

男
性

82
.7

15
.4

1.9
10

0.0
52

20
04
.3

51
男
性

9.6
88
.5

1.9
10
0.0

52
女
性

88
.0

10
.1

1.9
10

0.0
20
8

20
02
.3

20
7

女
性

4.3
95
.2

0.5
10
0.0

20
9

雇
用

者
93
.0

4.9
2.1

10
0.0

24
83

19
93
.5

24
77

雇
用
者

0.8
98
.4

0.8
10
0.0

24
84

男
性

91
.4

6.5
2.0

10
0.0

12
26

19
94
.0

12
21

男
性

0.5
98
.6

0.9
10
0.0

12
26

正
規

92
.2

5.7
2.1

10
0.0

11
23

19
94
.1

11
18

正
規

0.5
98
.8

0.7
10
0.0

11
23

非
正
規

83
.5

15
.5

1.0
10

0.0
10
3

19
92
.9

10
3

非
正

規
0.0

97
.1

2.9
10
0.0

10
3

女
性

94
.6

3.3
2.1

10
0.0

12
57

19
93
.1

12
56

女
性

1.1
98
.3

0.6
10
0.0

12
58

正
規

96
.0

2.5
1.5

10
0.0

52
7

19
93
.6

52
7

正
規

0.9
98
.1

0.9
10
0.0

52
8

非
正
規

93
.6

4.0
2.5

10
0.0

73
0

19
92
.7

72
9

非
正

規
1.2

98
.4

0.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

90
.8

5.2
3.9

10
0.0

15
3

19
92
.4

15
3

うち
未

婚
・離

死
別

1.3
98
.7

0.0
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

87
.2

10
.4

2.4
10

0.0
32
7

19
93
.2

32
6

非
雇
用

者
0.9

97
.6

1.5
10
0.0

32
7

男
性

86
.4

11
.1

2.5
10

0.0
19
9

19
93
.3

19
8

男
性

1.5
98
.0

0.5
10
0.0

19
9

女
性

88
.3

9.4
2.3

10
0.0

12
8

19
93
.0

12
8

女
性

0.0
96
.9

3.1
10
0.0

12
8

非
就

業
者

93
.1

4.8
2.1

10
0.0

68
1

19
93
.2

68
0

非
就
業

者
1.5

96
.6

1.9
10
0.0

68
1

男
性

83
.8

14
.9

1.4
10

0.0
74

19
92
.5

74
男
性

6.8
90
.5

2.7
10
0.0

74
女
性

94
.2

3.6
2.1

10
0.0

60
7

19
93
.3

60
6

女
性

0.8
97
.4

1.8
10
0.0

60
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
66
　あ

な
た
は
、結

婚
して

い
ま
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
66

-1
　あ

な
た
は
今
後

、結
婚
をし

た
い
とお

考
え
で
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

既
婚
（事

実
婚
を含

む
）

未
婚

離
死

別
無
回

答
合

計
Ｎ

した
い

した
くな

い
ど
ちら

とも
い
え
な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
66
.6

27
.8

3.9
1.6

10
0.0

49
70

計
54
.2

9.8
34
.3

1.7
10
0.0

13
82

若
年

49
.7

46
.2

2.1
2.1

10
0.0

14
44

若
年

66
.4

7.5
24
.0

2.1
10
0.0

66
7

男
性

44
.4

52
.3

0.9
2.4

10
0.0

66
2

男
性

62
.1

9.8
26
.0

2.0
10
0.0

34
6

女
性

54
.1

41
.0

3.1
1.8

10
0.0

78
2

女
性

71
.0

5.0
21
.8

2.2
10
0.0

32
1

壮
年

73
.6

20
.3

4.7
1.4

10
0.0

35
26

壮
年

42
.8

11
.9

43
.9

1.4
10
0.0

71
5

男
性

70
.0

26
.4

1.8
1.8

10
0.0

15
21

男
性

43
.8

11
.7

42
.8

1.7
10
0.0

40
2

女
性

76
.3

15
.6

6.9
1.2

10
0.0

20
05

女
性

41
.5

12
.1

45
.4

1.0
10
0.0

31
3

雇
用

者
45
.7

51
.6

2.4
0.3

10
0.0

10
94

雇
用
者

70
.3

7.6
20
.9

1.2
10
0.0

56
5

男
性

48
.7

49
.6

1.1
0.5

10
0.0

55
8

男
性

66
.1

10
.8

22
.4

0.7
10
0.0

27
7

正
規

54
.1

44
.4

0.8
0.6

10
0.0

47
3

正
規

71
.0

8.1
21
.0

0.0
10
0.0

21
0

非
正
規

18
.8

78
.8

2.4
0.0

10
0.0

85
非
正

規
50
.7

19
.4

26
.9

3.0
10
0.0

67
女
性

42
.5

53
.7

3.7
0.0

10
0.0

53
6

女
性

74
.3

4.5
19
.4

1.7
10
0.0

28
8

正
規

34
.2

62
.6

3.2
0.0

10
0.0

28
1

正
規

76
.1

2.3
20
.5

1.1
10
0.0

17
6

非
正
規

51
.8

43
.9

4.3
0.0

10
0.0

25
5

非
正

規
71
.4

8.0
17
.9

2.7
10
0.0

11
2

うち
未
婚
・離

死
別

0.0
91
.1

8.9
0.0

10
0.0

12
3

うち
未
婚

・離
死
別

71
.4

8.0
17
.9

2.7
10
0.0

11
2

非
雇

用
者

53
.6

42
.0

1.4
2.9

10
0.0

69
非
雇
用

者
51
.7

10
.3

31
.0

6.9
10
0.0

29
男
性

46
.5

51
.2

0.0
2.3

10
0.0

43
男

性
54
.5

9.1
31
.8

4.5
10
0.0

22
女
性

65
.4

26
.9

3.8
3.8

10
0.0

26
女

性
42
.9

14
.3

28
.6

14
.3

10
0.0

7
非
就

業
者

69
.0

28
.0

1.1
1.9

10
0.0

26
1

非
就
業

者
42
.5

5.5
45
.2

6.8
10
0.0

73
男
性

3.8
90
.4

0.0
5.8

10
0.0

52
男

性
42
.6

4.3
44
.7

8.5
10
0.0

47
女
性

85
.2

12
.4

1.4
1.0

10
0.0

20
9

女
性

42
.3

7.7
46
.2

3.8
10
0.0

26
雇
用

者
71
.7

22
.6

5.5
0.2

10
0.0

24
84

雇
用
者

43
.6

11
.6

43
.4

1.4
10
0.0

56
2

男
性

73
.7

24
.7

1.5
0.0

10
0.0

12
26

男
性

45
.2

11
.6

41
.3

2.0
10
0.0

30
3

正
規

77
.9

20
.6

1.5
0.0

10
0.0

11
23

正
規

46
.8

10
.4

40
.7

2.2
10
0.0

23
1

非
正
規

28
.2

69
.9

1.9
0.0

10
0.0

10
3

非
正

規
40
.3

15
.3

43
.1

1.4
10
0.0

72
女
性

69
.8

20
.6

9.3
0.3

10
0.0

12
58

女
性

41
.7

11
.6

45
.9

0.8
10
0.0

25
9

正
規

57
.4

31
.8

10
.4

0.4
10

0.0
52

8
正
規

42
.9

8.3
47
.6

1.2
10
0.0

16
8

非
正
規

78
.8

12
.5

8.5
0.3

10
0.0

73
0

非
正

規
39
.6

17
.6

42
.9

0.0
10
0.0

91
うち

未
婚
・離

死
別

0.0
59
.5

40
.5

0.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

39
.6

17
.6

42
.9

0.0
10
0.0

91
非
雇

用
者

77
.4

19
.3

3.1
0.3

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
49
.2

6.3
42
.9

1.6
10
0.0

63
男
性

72
.4

24
.6

3.0
0.0

10
0.0

19
9

男
性

51
.0

4.1
42
.9

2.0
10
0.0

49
女
性

85
.2

10
.9

3.1
0.8

10
0.0

12
8

女
性

42
.9

14
.3

42
.9

0.0
10
0.0

14
非
就

業
者

82
.1

13
.2

2.9
1.8

10
0.0

68
1

非
就
業

者
33
.3

17
.8

47
.8

1.1
10
0.0

90
男
性

21
.6

67
.6

4.1
6.8

10
0.0

74
男

性
28
.0

20
.0

52
.0

0.0
10
0.0

50
女
性

89
.5

6.6
2.8

1.2
10

0.0
60

7
女

性
40
.0

15
.0

42
.5

2.5
10
0.0

40

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
66
-2
　結

婚
した

年
月
_年

（数
字

を記
入

）
問
66
-3

　配
偶
者
（パ

ー
トナ

ー
）の

生
年
月
日

_年

結
婚
した

年

平
均
値

結
婚
年

数

平
均

値

結
婚

年
数

中
央

値

結
婚

年
数

標
準

偏
差

Ｎ
配
偶

者
の

生
年

平
均
値

配
偶
者
の

年
齢

平
均
値

配
偶
者
の

年
齢

中
央
値

配
偶
者
の

年
齢

標
準
偏
差

Ｎ

計
20
02
.6

10
.0

10
5.6

32
42

計
19

74
.0

38
.6

39
6.2

32
30

若
年

20
07
.6

4.9
5

3.2
70
7

若
年

19
80
.4

32
.2

32
4.5

69
9

男
性

20
08
.1

4.5
4

2.9
29
1

男
性

19
81
.9

30
.6

31
3.6

28
5

女
性

20
07
.3

5.2
5

3.3
41
6

女
性

19
79
.3

33
.3

33
4.8

41
4

壮
年

20
01
.2

11
.4

12
5.3

25
35

壮
年

19
72
.2

40
.4

40
5.4

25
31

男
性

20
02
.1

10
.5

11
5.1

10
35

男
性

19
74
.3

38
.3

38
4.8

10
35

女
性

20
00
.6

12
.0

12
5.3

15
00

女
性

19
70
.8

41
.8

42
5.4

14
96

雇
用

者
20
07
.8

4.8
4

3.3
49
3

雇
用
者

19
80
.9

31
.7

32
4.2

48
6

男
性

20
08
.1

4.5
4

2.9
26
9

男
性

19
82
.0

30
.6

31
3.6

26
4

正
規

20
08
.1

4.5
4

3.0
25
4

正
規

19
81
.9

30
.7

31
3.6

24
8

非
正
規

20
07
.7

4.9
5

2.3
15

非
正
規

19
83
.3

29
.1

29
3.1

16
女
性

20
07
.5

5.1
5

3.6
22
4

女
性

19
79
.6

33
.0

33
4.5

22
2

正
規

20
08
.6

3.9
4

3.2
94

正
規

19
80
.2

32
.3

32
4.8

94
非
正
規

20
06
.7

5.9
6

3.7
13
0

非
正
規

19
79
.1

33
.5

33
4.2

12
8

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
うち

未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

20
07
.6

5.0
6

2.7
37

非
雇
用
者

19
79
.7

32
.9

32
4.7

36
男
性

20
08
.1

4.4
5.5

2.7
20

男
性

19
81
.8

30
.8

30
3.9

19
女
性

20
07
.1

5.7
6

2.6
17

女
性

19
77
.4

35
.2

35
4.4

17
非
就

業
者

20
07
.1

5.4
5

3.1
17
7

非
就
業
者

19
79
.2

33
.3

33
5.1

17
7

男
性

20
07
.5

5.5
5.5

6.4
2

男
性

19
81
.0

31
.5

32
4.9

2
女
性

20
07
.1

5.4
5

3.0
17
5

女
性

19
79
.2

33
.4

33
5.1

17
5

雇
用

者
20
01
.3

11
.3

12
5.3

17
35

雇
用
者

19
72
.6

40
.0

40
5.3

17
32

男
性

20
02
.4

10
.2

10
5.1

87
9

男
性

19
74
.4

38
.2

38
4.8

87
9

正
規

20
02
.3

10
.3

11
5.1

85
1

正
規

19
74
.4

38
.2

38
4.7

85
1

非
正
規

20
03
.8

8.8
8.5

4.6
28

非
正
規

19
73
.4

39
.1

40
6.9

28
女
性

20
00
.2

12
.3

13
5.4

85
6

女
性

19
70
.7

41
.9

42
5.1

85
3

正
規

20
01
.4

11
.1

12
6.0

29
5

正
規

19
71
.1

41
.5

41
5.3

29
3

非
正
規

19
99
.6

13
.0

13
5.0

56
1

非
正
規

19
70
.5

42
.1

42
5.0

56
0

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
うち

未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

20
00
.4

12
.1

12
5.3

24
9

非
雇
用
者

19
72
.1

40
.5

40
5.5

24
6

男
性

20
00
.6

12
.0

12
5.3

14
1

男
性

19
73
.7

38
.8

39
4.9

14
0

女
性

20
00
.2

12
.4

12
5.4

10
8

女
性

19
70
.0

42
.6

43
5.6

10
6

非
就

業
者

20
01
.2

11
.4

11
5.1

55
1

非
就
業
者

19
71
.1

41
.5

41
5.7

55
3

男
性

20
01
.3

11
.5

11
5.4

15
男
性

19
74
.1

38
.3

40
6.1

16
女
性

20
01
.2

11
.4

11
5.1

53
6

女
性

19
71
.0

41
.6

41
5.7

53
7

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
66
-4
　配

偶
者
（パ

ー
トナ

ー
）が

、就
職

前
に
、最

後
に
卒
業
（中

退
）し

た
学
校
（ひ

とつ
だ
け
）

中
学
校

高
等
学

校
専
修
学

校
、

各
種
学
校

短
期
大
学

、
高
等
専
門

学
校

大
学

大
学
院

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
2.3

35
.5

14
.8

13
.0

29
.6

3.1
0.2

1.4
10
0.0

33
11

若
年

3.1
33
.9

18
.0

11
.2

27
.5

5.2
0.4

0.8
10
0.0

71
7

男
性

1.0
32
.0

19
.4

21
.4

22
.4

2.4
0.3

1.0
10
0.0

29
4

女
性

4.5
35
.2

17
.0

4.0
31
.0

7.1
0.5

0.7
10
0.0

42
3

壮
年

2.0
36
.0

13
.9

13
.5

30
.2

2.6
0.2

1.6
10
0.0

25
94

男
性

1.3
34
.9

13
.9

25
.4

21
.5

1.2
0.0

1.8
10
0.0

10
64

女
性

2.5
36
.7

13
.9

5.3
36
.3

3.5
0.3

1.5
10
0.0

15
30

雇
用

者
2.8

33
.8

18
.4

13
.6

24
.8

5.0
0.4

1.2
10
0.0

50
0

男
性

1.1
31
.6

19
.1

22
.4

22
.1

2.2
0.4

1.1
10
0.0

27
2

正
規

1.2
30
.1

19
.5

22
.7

23
.0

2.0
0.4

1.2
10
0.0

25
6

非
正
規

0.0
56
.3

12
.5

18
.8

6.3
6.3

0.0
0.0

10
0.0

16
女
性

4.8
36
.4

17
.5

3.1
28
.1

8.3
0.4

1.3
10
0.0

22
8

正
規

0.0
26
.0

12
.5

4.2
40
.6

13
.5

0.0
3.1

10
0.0

96
非
正
規

8.3
43
.9

21
.2

2.3
18
.9

4.5
0.8

0.0
10
0.0

13
2

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

2.7
32
.4

32
.4

5.4
21
.6

5.4
0.0

0.0
10
0.0

37
男
性

0.0
40
.0

20
.0

5.0
30
.0

5.0
0.0

0.0
10
0.0

20
女
性

5.9
23
.5

47
.1

5.9
11
.8

5.9
0.0

0.0
10
0.0

17
非
就

業
者

3.9
34
.4

13
.9

5.6
36
.1

5.6
0.6

0.0
10
0.0

18
0

男
性

0.0
0.0

50
.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

2
女
性

3.9
34
.8

13
.5

5.1
36
.5

5.6
0.6

0.0
10
0.0

17
8

雇
用

者
2.0

37
.3

13
.9

15
.0

27
.9

1.9
0.2

1.9
10
0.0

17
82

男
性

1.3
34
.2

13
.3

25
.2

22
.8

1.3
0.0

1.9
10
0.0

90
4

正
規

0.9
33
.5

13
.4

25
.6

23
.3

1.4
0.0

1.9
10
0.0

87
5

非
正
規

13
.8

55
.2

10
.3

13
.8

6.9
0.0

0.0
0.0

10
0.0

29
女
性

2.7
40
.5

14
.5

4.6
33
.1

2.4
0.3

1.8
10
0.0

87
8

正
規

3.0
39
.3

12
.9

5.0
33
.7

3.3
0.3

2.6
10
0.0

30
3

非
正
規

2.6
41
.2

15
.3

4.3
32
.9

1.9
0.3

1.4
10
0.0

57
5

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
非
雇

用
者

2.0
34
.4

16
.6

18
.6

24
.5

2.0
0.0

2.0
10
0.0

25
3

男
性

0.7
36
.8

18
.8

26
.4

15
.3

0.7
0.0

1.4
10
0.0

14
4

女
性

3.7
31
.2

13
.8

8.3
36
.7

3.7
0.0

2.8
10
0.0

10
9

非
就

業
者

2.1
32
.4

12
.7

6.4
40
.3

5.2
0.2

0.7
10
0.0

55
9

男
性

6.3
56
.3

6.3
25

.0
6.3

0.0
0.0

0.0
10
0.0

16
女
性

2.0
31
.7

12
.9

5.9
41
.3

5.3
0.2

0.7
10
0.0

54
3

若 年 壮 年
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問
66
-5
　配

偶
者
（パ

ー
トナ

ー
）の

現
在
の
就
業

状
態
（ひ

とつ
だ
け
）

問
67

　あ
な
た
の
世
帯
（同

居
者
）は

、あ
な
た
を含

め
て
全
部

で
何
人

で
す
か
。（

数
字
を記

入
）

正
社
員

正
社
員

以
外
の
雇

用
者

雇
用

以
外

の
働
き方

働
い
て
い
な

い
無

回
答

合
計

Ｎ
平
均
値

中
央
値

標
準
偏
差

Ｎ

計
56
.9

17
.2

10
.1

15
.1

0.6
10

0.0
33

11
計

3.7
4

1.4
48
74

若
年

56
.6

16
.0

8.9
18

.0
0.4

10
0.0

71
7

若
年

3.5
3

1.4
14
11

男
性

21
.8

31
.6

3.4
42

.5
0.7

10
0.0

29
4

男
性

3.4
3

1.5
64
5

女
性

80
.9

5.2
12

.8
0.9

0.2
10

0.0
42

3
女
性

3.6
4

1.3
76
6

壮
年

56
.9

17
.6

10
.4

14
.3

0.7
10

0.0
25

94
壮
年

3.8
4

1.4
34
63

男
性

22
.7

36
.6

7.0
33

.3
0.6

10
0.0

10
64

男
性

3.6
4

1.4
14
88

女
性

80
.8

4.4
12

.9
1.2

0.8
10

0.0
15

30
女
性

3.8
4

1.4
19
75

雇
用

者
48
.8

21
.2

5.6
23

.8
0.6

10
0.0

50
0

雇
用
者

3.4
3

1.5
10
88

男
性

22
.1

33
.1

1.1
43

.0
0.7

10
0.0

27
2

男
性

3.4
3

1.5
55
4

正
規

22
.7

32
.4

1.2
43

.0
0.8

10
0.0

25
6

正
規

3.4
3

1.6
46
9

非
正
規

12
.5

43
.8

0.0
43

.8
0.0

10
0.0

16
非
正

規
3.3

3
1.4

85
女
性

80
.7

7.0
11

.0
0.9

0.4
10

0.0
22

8
女
性

3.5
3

1.4
53
4

正
規

83
.3

4.2
10

.4
1.0

1.0
10

0.0
96

正
規

3.3
3

1.4
28
0

非
正
規

78
.8

9.1
11

.4
0.8

0.0
10

0.0
13

2
非
正

規
3.6

4
1.4

25
4

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死
別

3.3
3

1.2
12
2

非
雇

用
者

24
.3

8.1
45

.9
21

.6
0.0

10
0.0

37
非
雇
用

者
3.5

3
1.4

67
男
性

15
.0

10
.0

35
.0

40
.0

0.0
10

0.0
20

男
性

3.5
3

1.6
42

女
性

35
.3

5.9
58

.8
0.0

0.0
10

0.0
17

女
性

3.6
4

1.0
25

非
就

業
者

85
.0

3.3
10

.6
1.1

0.0
10

0.0
18

0
非
就
業

者
3.8

4
1.2

25
6

男
性

50
.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
10

0.0
2

男
性

3.5
3

1.1
49

女
性

85
.4

2.8
10

.7
1.1

0.0
10

0.0
17

8
女
性

3.9
4

1.3
20
7

雇
用

者
52
.7

22
.0

6.3
18

.3
0.7

10
0.0

17
82

雇
用
者

3.7
4

1.4
24
71

男
性

23
.7

38
.1

2.8
35

.0
0.6

10
0.0

90
4

男
性

3.6
4

1.4
12
20

正
規

24
.3

37
.7

2.6
34

.7
0.6

10
0.0

87
5

正
規

3.7
4

1.4
11
17

非
正
規

3.4
48
.3

6.9
41

.4
0.0

10
0.0

29
非
正

規
2.9

3
1.4

10
3

女
性

82
.6

5.5
9.9

1.1
0.9

10
0.0

87
8

女
性

3.8
4

1.4
12
51

正
規

79
.9

6.3
11

.6
1.0

1.3
10

0.0
30

3
正
規

3.6
3

1.5
52
4

非
正
規

84
.0

5.0
9.0

1.2
0.7

10
0.0

57
5

非
正

規
3.9

4
1.4

72
7

うち
未
婚
・離

死
別

-
-

-
-

-
-

-
うち

未
婚

・離
死
別

2.9
3

1.3
15
2

非
雇

用
者

28
.5

15
.8

41
.1

13
.8

0.8
10

0.0
25

3
非
雇
用

者
3.9

4
1.5

32
6

男
性

15
.3

26
.4

34
.0

23
.6

0.7
10

0.0
14

4
男
性

3.9
4

1.6
19
9

女
性

45
.9

1.8
50

.5
0.9

0.9
10

0.0
10

9
女
性

4.0
4

1.5
12
7

非
就

業
者

83
.4

4.3
9.8

2.0
0.5

10
0.0

55
9

非
就
業

者
3.9

4
1.2

66
6

男
性

31
.3

43
.8

0.0
25

.0
0.0

10
0.0

16
男
性

3.2
3

1.3
69

女
性

2.0
31
.7

12
.9

5.9
41
.3

5.3
0.2

女
性

4.0
4

1.2
59
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
67
-1
　同

居
して

い
るの

は
ど
な
た
で
す
か
。（

い
くつ

で
も）

配
偶
者

（パ
ー
ト

ナ
ー
）

自
分
の

子
ど
も

自
分
の
親

配
偶

者
(ﾊ
ﾟｰ
ﾄﾅ

ｰ)
の
親

自
分
ま
た

は
配
偶
者

（パ
ー
ト

ナ
ー
）の

）
祖
父
母

（自
分
ま
た

は
配

偶
者

（パ
ー
ト

ナ
ー

）の
）

兄
弟

姉
妹

そ
の
他

無
回
答

N

計
67
.6

65
.2

29
.7

6.6
3.9

8.8
3.1

0.4
46
01

若
年

53
.1

45
.1

44
.5

4.3
8.2

18
.4

5.2
0.5

13
11

男
性

49
.4

38
.3

51
.0

2.3
9.2

18
.9

6.9
0.5

57
7

女
性

56
.0

50
.4

39
.4

6.0
7.5

18
.0

3.8
0.5

73
4

壮
年

73
.4

73
.3

23
.9

7.5
2.1

5.0
2.2

0.3
32
90

男
性

71
.4

66
.3

31
.5

3.3
2.2

6.5
2.7

0.4
13
85

女
性

74
.9

78
.4

18
.3

10
.5

2.1
3.9

1.9
0.3

19
05

雇
用

者
48
.6

39
.5

49
.0

3.6
7.9

19
.8

5.6
0.6

99
8

男
性

53
.3

41
.6

47
.1

2.2
6.7

16
.8

7.1
0.6

49
3

正
規

59
.4

46
.6

41
.6

2.6
6.7

15
.6

6.3
0.7

41
6

非
正
規

20
.8

14
.3

76
.6

0.0
6.5

23
.4

11
.7

0.0
77

女
性

44
.0

37
.4

50
.9

5.0
9.1

22
.8

4.2
0.6

50
5

正
規

36
.3

29
.7

57
.9

3.1
8.5

25
.1

5.4
0.4

25
9

非
正
規

52
.0

45
.5

43
.5

6.9
9.8

20
.3

2.8
0.8

24
6

うち
未
婚

・離
死

別
0.9

13
.2

87
.7

0.0
17
.5

36
.8

5.3
0.0

11
4

非
雇

用
者

58
.1

48
.4

43
.5

6.5
11
.3

17
.7

4.8
0.0

62
男
性

54
.1

40
.5

51
.4

2.7
18
.9

24
.3

5.4
0.0

37
女
性

64
.0

60
.0

32
.0

12
.0

0.0
8.0

4.0
0.0

25
非
就

業
者

69
.7

66
.5

26
.7

6.8
8.8

12
.7

3.6
0.4

25
1

男
性

4.3
2.1

91
.5

2.1
27
.7

36
.2

6.4
0.0

47
女
性

84
.8

81
.4

11
.8

7.8
4.4

7.4
2.9

0.5
20
4

雇
用

者
71
.4

71
.1

25
.3

7.8
2.3

5.0
2.3

0.3
23
25

男
性

73
.9

68
.1

28
.3

3.6
1.9

5.5
2.2

0.4
11
36

正
規

77
.4

71
.6

25
.3

3.6
1.9

4.8
1.5

0.4
10
52

非
正
規

31
.0

25
.0

65
.5

3.6
2.4

13
.1

10
.7

0.0
84

女
性

69
.0

73
.8

22
.5

11
.9

2.6
4.5

2.4
0.2

11
89

正
規

58
.5

63
.6

33
.5

10
.5

3.7
6.6

2.9
0.0

48
4

非
正
規

76
.3

80
.9

15
.0

12
.8

1.8
3.1

2.0
0.3

70
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

49
.2

60
.0

0.8
1.5

14
.6

5.4
0.8

13
0

非
雇

用
者

75
.1

74
.1

28
.5

5.2
3.6

5.5
2.6

0.6
30
9

男
性

72
.0

69
.4

37
.1

2.7
4.3

6.5
3.2

0.5
18
6

女
性

79
.7

81
.3

15
.4

8.9
2.4

4.1
1.6

0.8
12
3

非
就

業
者

79
.6

80
.8

16
.5

7.3
0.9

4.9
2.0

0.3
65
6

男
性

23
.8

23
.8

73
.0

0.0
0.0

25
.4

9.5
0.0

63
女
性

85
.5

86
.8

10
.5

8.1
1.0

2.7
1.2

0.3
59
3
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問
67
-1
-1

　同
居
して

い
るお

子
様
の
生
年

月
日
_年

問
67
-1

-1
　同

居
して

い
るお

子
様
の
生

年
月
日
_年

長
子
生

年

平
均
値

長
子
年

齢

平
均

値

長
子

年
齢

中
央

値

長
子

年
齢

標
準

偏
差

Ｎ
末
子

生
年

平
均
値

末
子
年
齢

平
均
値

末
子
年
齢

中
央
値

末
子
年
齢

標
準
偏
差

Ｎ

計
20
03
.3

9.3
9

5.4
29
38

計
20

06
.2

6.4
6

4.7
21

16
若
年

20
08
.0

4.6
4

3.2
57
9

若
年

20
10
.2

2.4
2

2.2
34
1

男
性

20
08
.4

4.1
4

2.8
21
7

男
性

20
10
.6

2.0
2

1.8
13
5

女
性

20
07
.7

4.8
5

3.3
36
2

女
性

20
10
.0

2.6
2

2.3
20
6

壮
年

20
02
.1

10
.5

11
5.2

23
59

壮
年

20
05
.4

7.1
7

4.7
17

75
男
性

20
03
.1

9.5
10

4.9
89
6

男
性

20
06
.4

6.2
6

4.4
68
3

女
性

20
01
.5

11
.1

11
5.3

14
63

女
性

20
04
.8

7.7
8

4.7
10

92
雇
用

者
20
07
.9

4.7
4

3.2
38
8

雇
用
者

20
10
.1

2.5
2

2.2
23
0

男
性

20
08
.4

4.1
4

2.9
20
2

男
性

20
10
.6

2.0
2

1.8
12
7

正
規

20
08
.5

4.1
4

2.9
19
1

正
規

20
10
.6

2.0
2

1.8
11
9

非
正
規

20
08
.0

4.6
5

1.7
11

非
正
規

20
11
.3

1.3
1

1.0
8

女
性

20
07
.3

5.3
5

3.5
18
6

女
性

20
09
.4

3.1
2

2.5
10
3

正
規

20
08
.7

4.0
3

3.5
75

正
規

20
09
.9

2.6
1

2.5
36

非
正
規

20
06
.4

6.2
6

3.2
11
1

非
正
規

20
09
.2

3.4
3

2.4
67

うち
未
婚
・離

死
別

20
05
.7

7.0
6

3.0
15

うち
未
婚
・離

死
別

20
06
.8

5.8
7

2.6
4

非
雇

用
者

20
08
.3

4.2
4

2.4
29

非
雇
用
者

20
10
.4

2.3
2

2.1
16

男
性

20
08
.1

4.6
6

2.2
14

男
性

20
09
.9

2.7
3

2.4
7

女
性

20
08
.6

3.9
4

2.6
15

女
性

20
10
.8

1.9
1

2.0
9

非
就

業
者

20
08
.2

4.4
4

3.1
16
2

非
就
業
者

20
10
.5

2.1
2

2.1
95

男
性

20
07
.0

5.0
5

1
男
性

20
10
.0

3.0
3

1
女
性

20
08
.2

4.3
4

3.1
16
1

女
性

20
10
.5

2.1
2

2.1
94

雇
用

者
20
01
.9

10
.7

11
5.1

16
12

雇
用
者

20
05
.1

7.4
7

4.6
12

19
男
性

20
03
.3

9.3
9

4.8
75
7

男
性

20
06
.6

6.0
5

4.2
57
4

正
規

20
03
.3

9.3
10

4.8
73
6

正
規

20
06
.6

6.0
5

4.2
56
1

非
正
規

20
04
.7

7.9
8

4.3
21

非
正
規

20
08
.0

4.5
5

4.0
13

女
性

20
00
.6

12
.0

12
5.1

85
5

女
性

20
03
.9

8.7
9

4.5
64
5

正
規

20
01
.4

11
.2

11
5.6

29
7

正
規

20
04
.0

8.5
8

4.9
21
0

非
正
規

20
00
.2

12
.4

13
4.8

55
8

非
正
規

20
03
.8

8.8
9

4.3
43
5

うち
未
婚
・離

死
別

19
99
.2

13
.4

14
5.5

64
うち

未
婚
・離

死
別

20
02
.5

10
.1

10
4.3

34
非
雇

用
者

20
02
.0

10
.5

11
5.5

22
4

非
雇
用
者

20
05
.2

7.3
7

5.0
17
9

男
性

20
02
.4

10
.1

11
5.4

12
5

男
性

20
05
.3

7.2
7

4.8
99

女
性

20
01
.5

11
.1

11
5.7

99
女
性

20
05
.1

7.5
7

5.2
80

非
就

業
者

20
02
.9

9.8
10

5.3
52
3

非
就
業
者

20
06
.5

6.1
5

4.5
37
7

男
性

20
01
.1

11
.6

12
4.7

14
男
性

20
05
.8

7.0
7

4.5
10

女
性

20
03
.0

9.7
9

5.3
50
9

女
性

20
06
.5

6.0
5

4.5
36
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
68
　家

計
の

主
な
担

い
手
は
ど
な
た
で
す
か

。（
ひ

とつ
だ
け
）

問
68

-1
　あ

な
た
は
、親

か
ら経

済
的
に
独
立

す
るつ

もり
が
あ
りま

す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

自
分

自
分
の

親
配
偶

者
そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ
あ
る

な
い

無
回
答

合
計

Ｎ

計
41
.4

17
.5

37
.1

2.2
1.9

10
0.0

49
70

計
83
.6

15
.6

0.8
10
0.0

86
8

若
年

33
.7

33
.5

27
.6

2.9
2.4

10
0.0

14
44

若
年

86
.8

12
.4

0.8
10
0.0

48
4

男
性

56
.8

37
.0

1.7
1.7

2.9
10

0.0
66

2
男
性

86
.1

13
.5

0.4
10
0.0

24
5

女
性

14
.1

30
.6

49
.5

4.0
1.9

10
0.0

78
2

女
性

87
.4

11
.3

1.3
10
0.0

23
9

壮
年

44
.6

10
.9

41
.0

1.9
1.7

10
0.0

35
26

壮
年

79
.7

19
.5

0.8
10
0.0

38
4

男
性

81
.3

12
.1

2.9
1.6

2.0
10

0.0
15

21
男
性

79
.9

19
.6

0.5
10
0.0

18
4

女
性

16
.7

10
.0

69
.9

2.0
1.4

10
0.0

20
05

女
性

79
.5

19
.5

1.0
10
0.0

20
0

雇
用

者
41
.2

35
.7

19
.2

3.2
0.6

10
0.0

10
94

雇
用
者

87
.7

12
.0

0.3
10
0.0

39
1

男
性

62
.4

33
.0

2.0
1.6

1.1
10

0.0
55

8
男

性
84
.8

14
.7

0.5
10
0.0

18
4

正
規

67
.7

27
.7

1.9
1.5

1.3
10

0.0
47

3
正
規

85
.5

13
.7

0.8
10
0.0

13
1

非
正
規

32
.9

62
.4

2.4
2.4

0.0
10

0.0
85

非
正

規
83
.0

17
.0

0.0
10
0.0

53
女
性

19
.2

38
.6

37
.1

4.9
0.2

10
0.0

53
6

女
性

90
.3

9.7
0.0

10
0.0

20
7

正
規

23
.5

43
.1

27
.8

5.3
0.4

10
0.0

28
1

正
規

90
.9

9.1
0.0

10
0.0

12
1

非
正
規

14
.5

33
.7

47
.5

4.3
0.0

10
0.0

25
5

非
正

規
89
.5

10
.5

0.0
10
0.0

86
うち

未
婚
・離

死
別

23
.6

69
.9

0.0
6.5

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚

・離
死
別

89
.5

10
.5

0.0
10
0.0

86
非
雇

用
者

34
.8

40
.6

21
.7

0.0
2.9

10
0.0

69
非
雇
用

者
82
.1

14
.3

3.6
10
0.0

28
男
性

53
.5

44
.2

0.0
0.0

2.3
10

0.0
43

男
性

89
.5

10
.5

0.0
10
0.0

19
女
性

3.8
34
.6

57
.7

0.0
3.8

10
0.0

26
女

性
66
.7

22
.2

11
.1

10
0.0

9
非
就

業
者

4.2
24
.9

66
.3

2.7
1.9

10
0.0

26
1

非
就
業

者
83
.1

13
.8

3.1
10
0.0

65
男
性

9.6
80
.8

0.0
3.8

5.8
10

0.0
52

男
性

90
.5

9.5
0.0

10
0.0

42
女
性

2.9
11
.0

82
.8

2.4
1.0

10
0.0

20
9

女
性

69
.6

21
.7

8.7
10
0.0

23
雇
用

者
54
.3

11
.1

32
.3

1.9
0.4

10
0.0

24
84

雇
用
者

84
.0

15
.3

0.7
10
0.0

27
5

男
性

85
.8

10
.0

2.4
1.5

0.3
10

0.0
12

26
男

性
88
.5

10
.7

0.8
10
0.0

12
2

正
規

88
.3

7.7
2.3

1.2
0.4

10
0.0

11
23

正
規

87
.4

12
.6

0.0
10
0.0

87
非
正
規

58
.3

34
.0

3.9
3.9

0.0
10

0.0
10

3
非
正

規
91
.4

5.7
2.9

10
0.0

35
女
性

23
.5

12
.2

61
.4

2.4
0.6

10
0.0

12
58

女
性

80
.4

19
.0

0.7
10
0.0

15
3

正
規

33
.9

17
.8

44
.3

3.2
0.8

10
0.0

52
8

正
規

83
.0

16
.0

1.1
10
0.0

94
非
正
規

16
.0

8.1
73

.7
1.8

0.4
10

0.0
73

0
非
正

規
76
.3

23
.7

0.0
10
0.0

59
うち

未
婚
・離

死
別

58
.2

35
.9

0.0
5.9

0.0
10

0.0
15

3
うち

未
婚

・離
死
別

76
.4

23
.6

0.0
10
0.0

55
非
雇

用
者

54
.7

10
.1

33
.3

1.5
0.3

10
0.0

32
7

非
雇
用

者
69
.7

30
.3

0.0
10
0.0

33
男
性

83
.4

12
.1

3.5
1.0

0.0
10

0.0
19

9
男

性
66
.7

33
.3

0.0
10
0.0

24
女
性

10
.2

7.0
79

.7
2.3

0.8
10

0.0
12

8
女

性
77
.8

22
.2

0.0
10
0.0

9
非
就

業
者

6.6
11
.2

78
.4

1.9
1.9

10
0.0

68
1

非
就
業

者
68
.4

30
.3

1.3
10
0.0

76
男
性

25
.7

51
.4

9.5
6.8

6.8
10

0.0
74

男
性

60
.5

39
.5

0.0
10
0.0

38
女
性

4.3
6.3

86
.8

1.3
1.3

10
0.0

60
7

女
性

76
.3

21
.1

2.6
10
0.0

38

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
68
-1
-1

　独
立
の
時
期

に
つ
い
て
、何

か
決
め
て
い
ま
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

問
69

　あ
な
た
の

住
ま
い
は
、以

下
の
うち

ど
れ
で
す
か

。（
ひ
とつ

だ
け
）

具
体
的
な

目
標
時

期
を決

め
て
い

る

条
件
が

整
え
ば
独

立
す
る

特
に
決
め

て
い
な
い

無
回

答
合

計
Ｎ

持
ち家

賃
貸

社
宅
・寮

・
官
舎

そ
の
他

無
回
答

合
計

N

計
10
.1

54
.8

34
.6

0.6
10

0.0
72

6
計

64
.4

26
.3

3.6
3.2

2.6
10
0.0

49
70

若
年

11
.9

55
.0

32
.6

0.5
10

0.0
42

0
若
年

58
.4

31
.6

3.9
2.8

3.3
10
0.0

14
44

男
性

10
.9

55
.5

33
.2

0.5
10

0.0
21

1
男
性

57
.7

31
.1

5.3
2.3

3.6
10
0.0

66
2

女
性

12
.9

54
.5

32
.1

0.5
10

0.0
20

9
女
性

59
.0

32
.0

2.8
3.3

2.9
10
0.0

78
2

壮
年

7.5
54
.6

37
.3

0.7
10

0.0
30

6
壮
年

66
.8

24
.1

3.4
3.4

2.3
10
0.0

35
26

男
性

8.8
51
.7

38
.1

1.4
10

0.0
14

7
男
性

66
.3

23
.9

4.3
2.7

2.8
10
0.0

15
21

女
性

6.3
57
.2

36
.5

0.0
10

0.0
15

9
女
性

67
.2

24
.2

2.7
3.9

1.9
10
0.0

20
05

雇
用

者
10
.2

56
.6

32
.7

0.6
10

0.0
34

3
雇
用
者

60
.2

32
.1

3.7
2.7

1.4
10
0.0

10
94

男
性

8.3
57
.7

33
.3

0.6
10

0.0
15

6
男

性
57
.2

33
.2

5.7
2.2

1.8
10
0.0

55
8

正
規

7.1
53
.6

39
.3

0.0
10

0.0
11

2
正
規

56
.2

33
.4

6.6
1.9

1.9
10
0.0

47
3

非
正
規

11
.4

68
.2

18
.2

2.3
10

0.0
44

非
正

規
62
.4

31
.8

1.2
3.5

1.2
10
0.0

85
女
性

11
.8

55
.6

32
.1

0.5
10

0.0
18

7
女

性
63
.4

31
.0

1.5
3.2

0.9
10
0.0

53
6

正
規

8.2
50
.9

40
.0

0.9
10

0.0
11

0
正
規

65
.5

29
.9

2.1
2.1

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

16
.9

62
.3

20
.8

0.0
10

0.0
77

非
正

規
61
.2

32
.2

0.8
4.3

1.6
10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

16
.9

62
.3

20
.8

0.0
10

0.0
77

うち
未
婚

・離
死
別

69
.9

26
.0

0.0
4.1

0.0
10
0.0

12
3

非
雇

用
者

17
.4

52
.2

30
.4

0.0
10

0.0
23

非
雇
用

者
62
.3

26
.1

5.8
2.9

2.9
10
0.0

69
男
性

17
.6

52
.9

29
.4

0.0
10

0.0
17

男
性

58
.1

27
.9

7.0
4.7

2.3
10
0.0

43
女
性

16
.7

50
.0

33
.3

0.0
10

0.0
6

女
性

69
.2

23
.1

3.8
0.0

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

20
.4

46
.3

33
.3

0.0
10

0.0
54

非
就
業

者
54
.0

33
.3

5.0
3.8

3.8
10
0.0

26
1

男
性

18
.4

47
.4

34
.2

0.0
10

0.0
38

男
性

73
.1

17
.3

0.0
1.9

7.7
10
0.0

52
女
性

25
.0

43
.8

31
.3

0.0
10

0.0
16

女
性

49
.3

37
.3

6.2
4.3

2.9
10
0.0

20
9

雇
用

者
5.6

55
.4

38
.1

0.9
10

0.0
23

1
雇
用
者

68
.1

24
.5

3.5
3.1

0.8
10
0.0

24
84

男
性

5.6
51
.9

40
.7

1.9
10

0.0
10

8
男

性
67
.3

24
.6

5.0
2.3

0.8
10
0.0

12
26

正
規

5.3
48
.7

43
.4

2.6
10

0.0
76

正
規

68
.6

23
.1

5.3
2.1

0.9
10
0.0

11
23

非
正
規

6.3
59
.4

34
.4

0.0
10

0.0
32

非
正

規
53
.4

41
.7

1.0
3.9

0.0
10
0.0

10
3

女
性

5.7
58
.5

35
.8

0.0
10

0.0
12

3
女

性
68
.8

24
.3

2.1
3.9

0.9
10
0.0

12
58

正
規

9.0
50
.0

41
.0

0.0
10

0.0
78

正
規

71
.2

22
.0

2.8
3.0

0.9
10
0.0

52
8

非
正
規

0.0
73
.3

26
.7

0.0
10

0.0
45

非
正

規
67
.1

26
.0

1.5
4.5

0.8
10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

0.0
73
.8

26
.2

0.0
10

0.0
42

うち
未
婚

・離
死
別

47
.1

43
.1

0.0
8.5

1.3
10
0.0

15
3

非
雇

用
者

17
.4

34
.8

47
.8

0.0
10

0.0
23

非
雇
用

者
68
.5

19
.6

3.1
6.4

2.4
10
0.0

32
7

男
性

12
.5

37
.5

50
.0

0.0
10

0.0
16

男
性

70
.4

20
.6

2.5
4.5

2.0
10
0.0

19
9

女
性

28
.6

28
.6

42
.9

0.0
10

0.0
7

女
性

65
.6

18
.0

3.9
9.4

3.1
10
0.0

12
8

非
就

業
者

11
.5

59
.6

28
.8

0.0
10

0.0
52

非
就
業

者
64
.8

26
.1

3.4
3.1

2.6
10
0.0

68
1

男
性

21
.7

60
.9

17
.4

0.0
10

0.0
23

男
性

58
.1

28
.4

0.0
5.4

8.1
10
0.0

74
女
性

3.4
58
.6

37
.9

0.0
10

0.0
29

女
性

65
.6

25
.9

3.8
2.8

2.0
10
0.0

60
7

若 年
若 年

壮 年
壮 年
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問
70
　あ

な
た
の

出
身
地
は
ど
こで

す
か
。

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城

県
秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木

県
群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井

県

計
5.0

1.4
1.6

1.6
1.3

1.4
1.3

2.1
1.9

1.4
4.4

4.0
6.5

5.2
2.8

0.9
1.1

0.8
若
年

5.6
1.7

1.9
1.6

1.2
1.5

1.3
2.0

1.9
1.4

3.7
3.5

6.2
5.2

2.9
0.9

1.2
0.8

男
性

5.4
1.2

2.0
1.2

1.4
1.5

1.7
2.6

2.1
1.4

4.2
3.3

6.2
4.2

2.1
1.4

1.1
0.9

女
性

5.8
2.0

1.8
1.9

1.0
1.5

1.0
1.5

1.8
1.4

3.3
3.7

6.1
6.0

3.6
0.5

1.4
0.6

壮
年

4.8
1.4

1.5
1.6

1.3
1.3

1.3
2.2

1.9
1.4

4.7
4.2

6.7
5.2

2.8
0.9

1.1
0.8

男
性

4.8
1.2

1.5
1.9

0.9
1.4

1.3
2.0

2.0
1.5

4.6
4.6

6.2
4.8

2.8
1.1

1.2
0.5

女
性

4.7
1.4

1.5
1.4

1.6
1.2

1.3
2.3

1.9
1.4

4.7
3.9

7.0
5.4

2.8
0.8

0.9
1.0

雇
用

者
5.5

1.8
2.1

1.5
1.5

1.9
1.6

1.9
2.0

1.5
3.7

3.7
6.0

5.2
2.9

1.0
1.2

0.8
男
性

5.6
1.3

1.8
1.1

1.4
1.8

1.8
2.5

2.0
1.4

4.5
3.8

5.6
4.8

2.2
1.6

1.1
0.9

正
規

5.5
1.3

2.1
1.1

1.3
1.7

1.7
2.5

2.1
1.7

3.8
3.0

5.9
4.4

2.5
1.7

1.3
1.1

非
正
規

5.9
1.2

0.0
1.2

2.4
2.4

2.4
2.4

1.2
0.0

8.2
8.2

3.5
7.1

0.0
1.2

0.0
0.0

女
性

5.4
2.4

2.4
1.9

1.5
2.1

1.3
1.3

2.1
1.5

3.0
3.5

6.5
5.6

3.7
0.4

1.3
0.7

正
規

4.6
2.5

1.8
1.1

1.1
2.5

1.4
1.4

1.1
0.7

4.3
3.6

7.5
4.6

4.3
0.7

1.8
0.4

非
正
規

6.3
2.4

3.1
2.7

2.0
1.6

1.2
1.2

3.1
2.4

1.6
3.5

5.5
6.7

3.1
0.0

0.8
1.2

うち
未
婚

・離
死

別
8.9

3.3
2.4

2.4
3.3

1.6
0.8

0.0
4.9

1.6
2.4

3.3
7.3

6.5
0.8

0.0
0.0

1.6
非
雇

用
者

2.9
0.0

2.9
1.4

1.4
0.0

0.0
5.8

4.3
2.9

2.9
0.0

5.8
2.9

1.4
0.0

4.3
0.0

男
性

4.7
0.0

4.7
0.0

2.3
0.0

0.0
7.0

7.0
0.0

2.3
0.0

9.3
0.0

2.3
0.0

0.0
0.0

女
性

0.0
0.0

0.0
3.8

0.0
0.0

0.0
3.8

0.0
7.7

3.8
0.0

0.0
7.7

0.0
0.0

11
.5

0.0
非
就

業
者

7.3
1.5

0.8
2.3

0.0
0.4

0.8
1.5

1.1
0.8

4.2
4.2

7.3
6.1

3.4
0.8

0.8
0.8

男
性

5.8
1.9

1.9
3.8

0.0
0.0

1.9
0.0

0.0
1.9

3.8
1.9

11
.5

1.9
1.9

0.0
1.9

1.9
女
性

7.7
1.4

0.5
1.9

0.0
0.5

0.5
1.9

1.4
0.5

4.3
4.8

6.2
7.2

3.8
1.0

0.5
0.5

雇
用

者
4.8

1.5
1.6

1.6
1.5

1.3
1.2

2.1
2.0

1.7
4.9

4.2
6.3

5.0
3.2

1.1
1.0

0.9
男
性

5.1
1.4

1.6
2.0

1.0
1.7

1.2
2.0

2.1
1.6

5.1
4.6

5.8
4.9

3.0
1.2

1.2
0.5

正
規

5.0
1.4

1.5
2.1

0.9
1.9

1.2
1.9

2.0
1.7

4.9
5.0

5.7
4.5

3.0
1.2

1.3
0.5

非
正
規

5.8
1.0

2.9
1.0

1.9
0.0

1.0
2.9

3.9
1.0

7.8
1.0

6.8
9.7

2.9
1.9

0.0
0.0

女
性

4.5
1.6

1.6
1.2

2.1
1.0

1.1
2.2

1.8
1.7

4.7
3.8

6.8
5.2

3.4
1.0

0.7
1.3

正
規

2.5
2.3

1.5
1.1

2.5
0.8

1.3
1.9

2.3
1.1

4.7
4.7

7.4
5.5

4.5
1.1

0.8
1.5

非
正
規

6.0
1.1

1.6
1.2

1.8
1.1

1.0
2.5

1.5
2.1

4.7
3.2

6.3
4.9

2.6
0.8

0.7
1.1

うち
未
婚

・離
死

別
3.9

2.6
1.3

0.7
3.3

2.0
0.7

2.0
1.3

1.3
2.0

3.3
8.5

7.8
2.6

0.0
0.0

2.0
非
雇

用
者

3.4
0.9

1.2
1.8

1.2
0.9

1.2
2.4

1.8
0.9

3.1
3.7

9.2
6.7

2.1
0.6

1.2
0.9

男
性

3.0
1.0

1.0
1.5

1.0
0.5

1.0
2.5

1.5
1.5

1.5
5.0

8.5
6.0

2.0
0.5

1.5
1.0

女
性

3.9
0.8

1.6
2.3

1.6
1.6

1.6
2.3

2.3
0.0

5.5
1.6

10
.2

7.8
2.3

0.8
0.8

0.8
非
就

業
者

5.6
1.2

1.5
1.6

0.7
1.5

1.9
2.5

1.9
1.0

4.8
4.6

7.2
5.1

1.6
0.6

1.5
0.4

男
性

6.8
0.0

1.4
1.4

0.0
0.0

4.1
2.7

1.4
0.0

5.4
4.1

8.1
1.4

1.4
1.4

1.4
0.0

女
性

5.4
1.3

1.5
1.6

0.8
1.6

1.6
2.5

2.0
1.2

4.8
4.6

7.1
5.6

1.6
0.5

1.5
0.5
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問
70
　あ

な
た
の

出
身
地
は
ど
こで

す
か
。

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡

県
愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪

府
兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島

県

計
0.8

1.5
2.0

3.4
5.3

1.5
0.9

2.3
5.8

4.3
1.1

0.6
0.4

0.8
1.5

3.0
1.3

0.7
若
年

1.2
1.5

2.0
3.3

5.6
1.3

0.8
2.4

5.2
5.0

1.2
0.3

0.6
0.9

1.1
3.7

1.3
0.6

男
性

1.5
0.9

2.3
3.9

5.4
1.4

0.9
2.0

5.9
4.7

1.2
0.5

0.6
0.8

1.2
4.4

1.2
0.6

女
性

0.9
1.9

1.8
2.8

5.8
1.3

0.8
2.7

4.6
5.2

1.3
0.3

0.6
1.0

1.0
3.1

1.4
0.5

壮
年

0.7
1.5

2.0
3.4

5.2
1.6

0.9
2.2

6.0
4.1

1.0
0.7

0.3
0.8

1.7
2.7

1.4
0.7

男
性

0.6
1.6

1.6
3.2

5.7
1.4

0.6
2.6

5.7
4.0

1.1
0.9

0.7
1.0

1.7
2.8

1.4
0.9

女
性

0.7
1.4

2.2
3.6

4.8
1.8

1.1
1.9

6.3
4.1

1.0
0.5

0.1
0.7

1.7
2.6

1.3
0.6

雇
用

者
1.2

1.6
1.7

3.4
5.3

1.3
0.9

2.5
5.5

4.7
1.3

0.3
0.5

0.8
1.1

3.5
1.6

0.7
男
性

1.4
0.9

2.0
3.6

5.2
1.3

1.1
2.2

5.7
4.8

1.3
0.4

0.7
0.9

1.3
4.3

1.4
0.7

正
規

1.5
0.4

2.1
3.6

5.3
1.5

1.1
1.7

5.7
5.5

1.1
0.4

0.6
1.1

1.3
4.7

1.3
0.8

非
正
規

1.2
3.5

1.2
3.5

4.7
0.0

1.2
4.7

5.9
1.2

2.4
0.0

1.2
0.0

1.2
2.4

2.4
0.0

女
性

0.9
2.2

1.5
3.2

5.4
1.3

0.7
2.8

5.2
4.5

1.3
0.2

0.4
0.7

0.9
2.6

1.7
0.7

正
規

1.8
1.4

1.8
4.3

5.7
1.4

0.7
2.1

6.0
4.6

2.1
0.4

0.0
1.1

1.4
3.2

2.1
0.7

非
正
規

0.0
3.1

1.2
2.0

5.1
1.2

0.8
3.5

4.3
4.3

0.4
0.0

0.8
0.4

0.4
2.0

1.2
0.8

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

3.3
0.8

2.4
4.1

0.8
0.0

5.7
4.9

3.3
0.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.8
2.4

1.6
非
雇

用
者

2.9
1.4

5.8
4.3

10
.1

0.0
0.0

0.0
10

.1
2.9

1.4
1.4

0.0
0.0

1.4
5.8

0.0
0.0

男
性

2.3
0.0

4.7
4.7

9.3
0.0

0.0
0.0

14
.0

4.7
2.3

2.3
0.0

0.0
0.0

2.3
0.0

0.0
女
性

3.8
3.8

7.7
3.8

11
.5

0.0
0.0

0.0
3.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
3.8

11
.5

0.0
0.0

非
就

業
者

0.8
1.1

2.3
3.1

6.1
1.9

0.8
2.7

3.1
7.3

1.1
0.4

1.1
1.5

1.1
4.2

0.8
0.0

男
性

1.9
1.9

3.8
7.7

5.8
3.8

0.0
1.9

1.9
3.8

0.0
0.0

0.0
0.0

1.9
7.7

0.0
0.0

女
性

0.5
1.0

1.9
1.9

6.2
1.4

1.0
2.9

3.3
8.1

1.4
0.5

1.4
1.9

1.0
3.3

1.0
0.0

雇
用

者
0.6

1.5
2.0

3.6
5.2

1.8
0.9

2.1
5.9

4.0
0.8

0.6
0.4

0.9
1.6

2.7
1.5

0.8
男
性

0.5
1.8

1.5
3.3

5.8
1.5

0.7
2.7

5.7
4.1

0.8
0.7

0.7
1.1

1.6
2.9

1.4
1.0

正
規

0.3
1.8

1.5
3.1

6.0
1.6

0.6
2.8

5.5
4.3

0.9
0.8

0.8
1.2

1.7
3.0

1.3
0.9

非
正
規

2.9
1.9

1.0
4.9

3.9
0.0

1.0
1.0

7.8
1.9

0.0
0.0

0.0
0.0

1.0
1.9

1.9
1.9

女
性

0.6
1.3

2.5
4.0

4.5
2.1

1.1
1.6

6.1
4.0

0.7
0.5

0.1
0.8

1.5
2.5

1.7
0.7

正
規

0.8
1.3

2.1
3.8

3.8
2.7

0.6
1.3

5.3
3.4

0.8
0.6

0.2
0.9

1.5
2.3

1.5
0.9

非
正
規

0.5
1.2

2.9
4.1

5.1
1.6

1.5
1.8

6.7
4.4

0.7
0.4

0.0
0.7

1.5
2.7

1.8
0.5

うち
未
婚

・離
死

別
0.7

0.0
2.0

3.3
5.2

0.7
2.6

2.6
5.9

3.3
0.7

0.7
0.0

1.3
0.0

3.3
2.0

0.7
非
雇

用
者

0.6
1.5

2.8
4.0

6.7
1.2

0.3
1.8

5.8
3.7

2.4
0.9

0.6
0.9

1.8
2.8

1.8
0.3

男
性

0.5
1.5

3.0
4.5

7.0
1.0

0.0
2.0

5.5
4.0

2.5
1.5

0.5
1.0

1.5
2.0

2.0
0.5

女
性

0.8
1.6

2.3
3.1

6.3
1.6

0.8
1.6

6.3
3.1

2.3
0.0

0.8
0.8

2.3
3.9

1.6
0.0

非
就

業
者

1.0
1.6

1.5
2.6

4.8
1.5

1.3
2.8

6.9
4.6

1.3
0.7

0.0
0.4

2.2
2.5

0.6
0.4

男
性

2.7
0.0

1.4
0.0

2.7
2.7

1.4
4.1

8.1
4.1

1.4
1.4

0.0
0.0

4.1
2.7

0.0
0.0

女
性

0.8
1.8

1.5
3.0

5.1
1.3

1.3
2.6

6.8
4.6

1.3
0.7

0.0
0.5

2.0
2.5

0.7
0.5
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問
70
　あ

な
た
の

出
身
地
は
ど
こで

す
か
。

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡

県
佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎

県
鹿

児
島
県

沖
縄
県

海
外

無
回
答

合
計

Ｎ

計
0.6

1.5
0.5

3.5
0.9

1.1
1.6

1.8
1.4

1.2
1.4

0.4
1.9

10
0.0

49
70

若
年

0.5
1.1

0.6
3.0

0.8
1.2

1.7
1.8

1.4
1.3

1.4
0.3

2.4
10
0.0

14
44

男
性

0.6
0.6

1.1
2.4

1.1
1.4

1.2
2.3

1.1
1.2

1.2
0.3

2.6
10
0.0

66
2

女
性

0.4
1.5

0.3
3.5

0.6
1.0

2.0
1.4

1.7
1.4

1.5
0.4

2.2
10
0.0

78
2

壮
年

0.7
1.6

0.4
3.7

1.0
1.1

1.6
1.8

1.4
1.2

1.5
0.5

1.6
10
0.0

35
26

男
性

0.8
1.8

0.2
3.4

0.8
1.1

1.4
1.8

1.6
1.1

1.8
0.3

2.0
10
0.0

15
21

女
性

0.6
1.5

0.5
3.9

1.1
1.1

1.6
1.9

1.3
1.2

1.2
0.6

1.3
10
0.0

20
05

雇
用

者
0.6

1.0
0.8

2.6
1.0

1.5
1.4

2.1
1.7

1.3
1.6

0.3
0.5

10
0.0

10
94

男
性

0.7
0.7

1.3
2.2

1.3
1.6

1.1
2.5

1.3
1.1

1.3
0.4

0.7
10
0.0

55
8

正
規

0.6
0.8

1.5
2.3

0.8
1.7

1.1
2.3

1.3
0.8

1.3
0.4

0.8
10
0.0

47
3

非
正
規

1.2
0.0

0.0
1.2

3.5
1.2

1.2
3.5

1.2
2.4

1.2
0.0

0.0
10
0.0

85
女
性

0.6
1.3

0.4
3.0

0.7
1.3

1.7
1.7

2.2
1.5

2.1
0.2

0.4
10
0.0

53
6

正
規

1.1
0.7

0.0
3.6

0.7
0.7

1.8
1.4

0.7
1.4

1.4
0.0

0.4
10
0.0

28
1

非
正
規

0.0
2.0

0.8
2.4

0.8
2.0

1.6
2.0

3.9
1.6

2.7
0.4

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
0.0

3.3
0.0

0.8
0.0

0.8
0.0

4.1
4.1

0.8
3.3

0.8
0.0

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

0.0
0.0

0.0
1.4

0.0
0.0

4.3
0.0

0.0
2.9

1.4
0.0

2.9
10
0.0

69
男
性

0.0
0.0

0.0
2.3

0.0
0.0

4.7
0.0

0.0
2.3

2.3
0.0

2.3
10
0.0

43
女
性

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

3.8
0.0

0.0
3.8

0.0
0.0

3.8
10
0.0

26
非
就

業
者

0.0
1.9

0.0
5.4

0.4
0.4

2.3
1.1

0.4
1.1

0.4
0.8

2.3
10
0.0

26
1

男
性

0.0
0.0

0.0
5.8

0.0
0.0

0.0
1.9

0.0
1.9

0.0
0.0

5.8
10
0.0

52
女
性

0.0
2.4

0.0
5.3

0.5
0.5

2.9
1.0

0.5
1.0

0.5
1.0

1.4
10
0.0

20
9

雇
用

者
0.8

1.7
0.4

3.6
1.1

1.2
1.9

1.9
1.4

1.0
1.5

0.5
0.3

10
0.0

24
84

男
性

0.8
2.0

0.2
3.3

0.9
1.2

1.5
1.7

1.3
1.0

1.6
0.2

0.2
10
0.0

12
26

正
規

0.9
2.0

0.3
3.4

0.9
1.1

1.6
1.8

1.2
1.1

1.5
0.2

0.3
10
0.0

11
23

非
正
規

0.0
1.9

0.0
1.9

1.0
2.9

1.0
1.0

1.9
0.0

2.9
1.0

0.0
10
0.0

10
3

女
性

0.9
1.3

0.5
3.9

1.3
1.1

2.1
2.1

1.4
1.0

1.4
0.7

0.4
10
0.0

12
58

正
規

1.1
0.8

0.4
3.6

1.3
1.3

2.5
3.6

1.1
1.5

0.8
0.4

0.4
10
0.0

52
8

非
正
規

0.7
1.6

0.5
4.1

1.2
1.0

1.9
1.1

1.6
0.7

1.8
1.0

0.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
0.7

2.0
1.3

4.6
0.0

0.7
2.0

2.0
2.6

1.3
3.3

0.0
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

0.6
0.9

0.0
3.7

0.3
0.6

1.5
2.1

3.1
1.5

1.2
0.3

0.6
10
0.0

32
7

男
性

1.0
1.0

0.0
4.0

0.5
0.5

1.5
2.5

3.5
1.5

1.5
0.5

0.5
10
0.0

19
9

女
性

0.0
0.8

0.0
3.1

0.0
0.8

1.6
1.6

2.3
1.6

0.8
0.0

0.8
10
0.0

12
8

非
就

業
者

0.3
1.9

0.7
4.1

0.9
1.2

0.6
1.5

0.9
1.6

1.6
0.6

2.1
10
0.0

68
1

男
性

0.0
0.0

0.0
4.1

0.0
1.4

0.0
1.4

1.4
1.4

5.4
1.4

6.8
10
0.0

74
女
性

0.3
2.1

0.8
4.1

1.0
1.2

0.7
1.5

0.8
1.6

1.2
0.5

1.5
10
0.0

60
7
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問
71
　あ

な
た
は
今

後
、ど

こで
暮
らし

た
い
で
す
か
。（

ひ
とつ

だ
け
）

問
72

　あ
な
た
の
ご
両
親

の
学
歴
（最

終
学
歴

）を
お
答
え
くだ

さい
。（

そ
れ
ぞ

れ
ひ
とつ

ず
つ
）

父
親

現
住
地

出
身
地
（現

住
地
以
外
）

そ
の
他

無
回

答
合

計
Ｎ

義
務
教
育

卒
業
程
度

高
等
学
校

卒
業
程
度

短
期
大

学
・

高
等
専
門

学
校
卒
業

程
度

大
学
卒
業

程
度

、そ
れ

以
上

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
73
.0

16
.6

8.4
2.1

10
0.0

49
70

計
24
.3

44
.7

3.9
21
.3

1.7
4.1

10
0.0

49
70

若
年

62
.7

23
.9

11
.1

2.3
10

0.0
14
44

若
年

13
.0

44
.9

5.0
30
.0

2.1
5.0

10
0.0

14
44

男
性

64
.0

22
.5

10
.9

2.6
10

0.0
66

2
男
性

11
.9

46
.8

4.8
29
.0

2.0
5.4

10
0.0

66
2

女
性

61
.5

25
.1

11
.4

2.0
10

0.0
78

2
女
性

13
.8

43
.4

5.1
30
.8

2.3
4.6

10
0.0

78
2

壮
年

77
.2

13
.6

7.2
2.0

10
0.0

35
26

壮
年

28
.9

44
.6

3.5
17
.7

1.6
3.8

10
0.0

35
26

男
性

77
.1

13
.2

7.2
2.5

10
0.0

15
21

男
性

27
.7

44
.8

3.0
18
.3

1.8
4.3

10
0.0

15
21

女
性

77
.4

13
.8

7.2
1.6

10
0.0

20
05

女
性

29
.8

44
.4

3.9
17
.2

1.3
3.4

10
0.0

20
05

雇
用

者
63
.1

25
.3

11
.2

0.5
10

0.0
10
94

雇
用
者

13
.1

45
.2

4.9
32
.1

1.9
2.7

10
0.0

10
94

男
性

66
.1

22
.9

10
.2

0.7
10

0.0
55

8
男

性
12
.0

48
.6

5.0
29
.6

1.8
3.0

10
0.0

55
8

正
規

67
.4

22
.4

9.3
0.8

10
0.0

47
3

正
規

11
.8

48
.6

4.4
30
.0

1.5
3.6

10
0.0

47
3

非
正
規

58
.8

25
.9

15
.3

0.0
10

0.0
85

非
正
規

12
.9

48
.2

8.2
27
.1

3.5
0.0

10
0.0

85
女
性

59
.9

27
.8

12
.1

0.2
10

0.0
53

6
女

性
14
.2

41
.8

4.9
34
.7

2.1
2.4

10
0.0

53
6

正
規

61
.2

28
.5

10
.3

0.0
10

0.0
28

1
正
規

11
.0

37
.0

5.7
42
.0

1.4
2.8

10
0.0

28
1

非
正
規

58
.4

27
.1

14
.1

0.4
10

0.0
25

5
非
正
規

17
.6

47
.1

3.9
26
.7

2.7
2.0

10
0.0

25
5

うち
未
婚
・離

死
別

49
.6

33
.3

17
.1

0.0
10

0.0
12

3
うち

未
婚
・離

死
別

13
.8

41
.5

2.4
37
.4

0.8
4.1

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

68
.1

17
.4

11
.6

2.9
10

0.0
69

非
雇
用
者

13
.0

40
.6

5.8
24
.6

4.3
11
.6

10
0.0

69
男
性

67
.4

16
.3

14
.0

2.3
10

0.0
43

男
性

11
.6

44
.2

7.0
23
.3

2.3
11
.6

10
0.0

43
女
性

69
.2

19
.2

7.7
3.8

10
0.0

26
女

性
15
.4

34
.6

3.8
26
.9

7.7
11
.5

10
0.0

26
非
就

業
者

64
.4

21
.5

11
.9

2.3
10

0.0
26

1
非
就
業
者

13
.4

48
.3

5.4
24
.9

2.7
5.4

10
0.0

26
1

男
性

50
.0

26
.9

17
.3

5.8
10

0.0
52

男
性

13
.5

38
.5

1.9
32
.7

3.8
9.6

10
0.0

52
女
性

67
.9

20
.1

10
.5

1.4
10

0.0
20

9
女

性
13
.4

50
.7

6.2
23
.0

2.4
4.3

10
0.0

20
9

雇
用

者
78
.5

13
.8

7.0
0.7

10
0.0

24
84

雇
用
者

29
.6

45
.4

3.3
17
.7

1.5
2.5

10
0.0

24
84

男
性

78
.7

13
.5

6.9
0.8

10
0.0

12
26

男
性

27
.7

46
.9

2.7
18
.6

1.7
2.4

10
0.0

12
26

正
規

78
.7

13
.1

7.3
0.9

10
0.0

11
23

正
規

28
.0

46
.5

2.8
18
.8

1.4
2.5

10
0.0

11
23

非
正
規

78
.6

18
.4

2.9
0.0

10
0.0

10
3

非
正
規

25
.2

51
.5

1.0
16
.5

4.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

78
.2

14
.1

7.1
0.6

10
0.0

12
58

女
性

31
.4

44
.0

3.8
16
.9

1.3
2.7

10
0.0

12
58

正
規

76
.7

14
.8

8.1
0.4

10
0.0

52
8

正
規

28
.4

44
.1

4.5
18
.8

1.1
3.0

10
0.0

52
8

非
正
規

79
.3

13
.7

6.3
0.7

10
0.0

73
0

非
正
規

33
.6

43
.8

3.3
15
.5

1.4
2.5

10
0.0

73
0

うち
未
婚
・離

死
別

67
.3

24
.8

7.2
0.7

10
0.0

15
3

うち
未
婚
・離

死
別

37
.3

42
.5

3.9
13
.1

1.3
2.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

78
.9

11
.6

9.2
0.3

10
0.0

32
7

非
雇
用
者

29
.7

38
.8

3.4
23
.9

1.5
2.8

10
0.0

32
7

男
性

77
.4

13
.1

9.5
0.0

10
0.0

19
9

男
性

29
.1

41
.2

4.5
22
.1

1.0
2.0

10
0.0

19
9

女
性

81
.3

9.4
8.6

0.8
10

0.0
12

8
女

性
30
.5

35
.2

1.6
26
.6

2.3
3.9

10
0.0

12
8

非
就

業
者

75
.8

14
.1

7.5
2.6

10
0.0

68
1

非
就
業
者

27
.5

46
.4

4.7
15
.6

1.9
4.0

10
0.0

68
1

男
性

71
.6

12
.2

8.1
8.1

10
0.0

74
男

性
32
.4

32
.4

5.4
9.5

6.8
13
.5

10
0.0

74
女
性

76
.3

14
.3

7.4
2.0

10
0.0

60
7

女
性

26
.9

48
.1

4.6
16
.3

1.3
2.8

10
0.0

60
7

若 年 壮 年

若 年 壮 年
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問
72
　あ

な
た
の

ご
両
親
の
学
歴

（最
終

学
歴
）を

お
答
え
くだ

さい
。（

そ
れ

ぞ
れ

ひ
とつ

ず
つ
）

母
親

義
務

教
育

卒
業

程
度

高
等
学

校
卒
業
程

度

短
期
大

学
・

高
等
専
門

学
校
卒
業

程
度

大
学
卒
業

程
度
、そ

れ
以
上

そ
の
他

無
回
答

合
計

Ｎ

計
20
.9

52
.1

15
.2

6.9
1.5

3.5
10
0.0

49
70

若
年

8.1
51
.2

22
.8

11
.8

1.7
4.3

10
0.0

14
44

男
性

7.4
52
.6

20
.2

13
.3

1.4
5.1

10
0.0

66
2

女
性

8.7
50
.1

24
.9

10
.6

2.0
3.6

10
0.0

78
2

壮
年

26
.1

52
.4

12
.1

4.8
1.4

3.1
10
0.0

35
26

男
性

23
.9

53
.6

11
.4

5.3
1.9

3.9
10
0.0

15
21

女
性

27
.9

51
.4

12
.6

4.5
1.0

2.6
10
0.0

20
05

雇
用

者
7.9

52
.1

23
.8

12
.1

1.8
2.4

10
0.0

10
94

男
性

7.0
54
.3

21
.7

12
.5

1.4
3.0

10
0.0

55
8

正
規

6.1
55
.2

21
.6

12
.5

1.5
3.2

10
0.0

47
3

非
正
規

11
.8

49
.4

22
.4

12
.9

1.2
2.4

10
0.0

85
女
性

8.8
49
.8

25
.9

11
.6

2.2
1.7

10
0.0

53
6

正
規

5.3
45
.6

28
.5

15
.3

2.5
2.8

10
0.0

28
1

非
正
規

12
.5

54
.5

23
.1

7.5
2.0

0.4
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
14
.6

43
.1

30
.1

10
.6

0.8
0.8

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

13
.0

49
.3

13
.0

15
.9

0.0
8.7

10
0.0

69
男
性

16
.3

44
.2

11
.6

18
.6

0.0
9.3

10
0.0

43
女
性

7.7
57
.7

15
.4

11
.5

0.0
7.7

10
0.0

26
非
就

業
者

8.4
52
.1

23
.0

10
.7

1.9
3.8

10
0.0

26
1

男
性

5.8
50
.0

15
.4

19
.2

1.9
7.7

10
0.0

52
女
性

9.1
52
.6

24
.9

8.6
1.9

2.9
10
0.0

20
9

雇
用

者
26
.8

53
.5

11
.8

4.8
1.4

1.9
10
0.0

24
84

男
性

24
.0

55
.1

12
.2

4.6
1.9

2.2
10
0.0

12
26

正
規

23
.7

54
.8

12
.6

4.8
1.8

2.3
10
0.0

11
23

非
正
規

27
.2

58
.3

7.8
2.9

2.9
1.0

10
0.0

10
3

女
性

29
.5

51
.9

11
.3

4.8
0.9

1.6
10
0.0

12
58

正
規

26
.5

53
.8

11
.4

5.3
0.9

2.1
10
0.0

52
8

非
正
規

31
.6

50
.5

11
.2

4.5
0.8

1.2
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
38
.6

49
.7

7.8
2.6

1.3
0.0

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

24
.2

51
.1

11
.9

9.8
1.8

1.2
10
0.0

32
7

男
性

23
.6

54
.8

9.0
11

.1
1.0

0.5
10
0.0

19
9

女
性

25
.0

45
.3

16
.4

7.8
3.1

2.3
10
0.0

12
8

非
就

業
者

26
.1

51
.7

14
.0

3.1
1.3

3.8
10
0.0

68
1

男
性

29
.7

43
.2

6.8
2.7

5.4
12
.2

10
0.0

74
女
性

25
.7

52
.7

14
.8

3.1
0.8

2.8
10
0.0

60
7
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問
73
　年

収
は
、お

お
よそ

ど
の
くら

い
で
す

か
。仕

事
以
外
か
ら得

られ
る収

入
も含

め
て
お
答
え
くだ

さい
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）_①

自
分
自

身

50
万

円
未

満
50
～
10
0

万
円
未

満
10
0～

15
0

万
円
未
満

15
0～

20
0

万
円
未
満

20
0～

25
0

万
円
未
満

25
0～

30
0

万
円

未
満

30
0～

40
0

万
円
未
満

40
0～

50
0

万
円
未
満

50
0～

70
0

万
円
未
満

70
0～

1,0
00

万
円
未
満

1,0
00
～

1,5
00

万
円

未
満

1,5
00

万
 円

以
上

無
回
答

合
計

Ｎ

計
17
.4

8.8
7.5

5.6
7.4

8.4
12
.7

10
.6

9.8
2.8

0.5
0.2

8.2
10
0.0

49
70

若
年

17
.7

7.5
7.6

6.7
10
.1

12
.2

15
.1

10
.3

3.9
0.8

0.1
0.1

7.8
10
0.0

14
44

男
性

7.6
2.1

3.0
6.0

11
.5

13
.6

21
.8

16
.8

7.3
1.8

0.3
0.2

8.2
10
0.0

66
2

女
性

26
.3

12
.0

11
.5

7.3
9.0

11
.0

9.5
4.9

1.2
0.0

0.0
0.0

7.4
10
0.0

78
2

壮
年

17
.3

9.3
7.4

5.1
6.4

6.8
11
.7

10
.7

12
.2

3.7
0.7

0.3
8.5

10
0.0

35
26

男
性

3.5
1.5

2.0
3.0

6.8
7.9

17
.9

18
.2

23
.5

8.0
1.2

0.5
5.8

10
0.0

15
21

女
性

27
.8

15
.2

11
.5

6.7
6.0

5.9
7.0

5.0
3.6

0.3
0.2

0.1
10
.5

10
0.0

20
05

雇
用

者
3.6

8.4
9.4

8.0
12
.9

15
.1

18
.8

13
.2

4.9
0.9

0.2
0.1

4.6
10
0.0

10
94

男
性

1.6
2.0

3.2
6.1

12
.9

14
.2

24
.4

19
.4

8.1
1.8

0.4
0.2

5.9
10
0.0

55
8

正
規

0.4
0.2

0.8
3.8

11
.2

15
.6

27
.1

22
.4

9.3
2.1

0.4
0.2

6.3
10
0.0

47
3

非
正
規

8.2
11
.8

16
.5

18
.8

22
.4

5.9
9.4

2.4
1.2

0.0
0.0

0.0
3.5

10
0.0

85
女
性

5.6
15
.1

15
.9

9.9
12
.9

16
.0

13
.1

6.7
1.7

0.0
0.0

0.0
3.2

10
0.0

53
6

正
規

2.8
0.4

5.0
6.4

17
.4

25
.3

24
.2

12
.1

3.2
0.0

0.0
0.0

3.2
10
0.0

28
1

非
正
規

8.6
31
.4

27
.8

13
.7

7.8
5.9

0.8
0.8

0.0
0.0

0.0
0.0

3.1
10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
4.1

17
.1

30
.9

18
.7

15
.4

7.3
1.6

0.8
0.0

0.0
0.0

0.0
4.1

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

14
.5

13
.0

5.8
10

.1
7.2

14
.5

14
.5

4.3
4.3

2.9
0.0

0.0
8.7

10
0.0

69
男
性

4.7
7.0

2.3
11

.6
9.3

23
.3

14
.0

7.0
7.0

4.7
0.0

0.0
9.3

10
0.0

43
女
性

30
.8

23
.1

11
.5

7.7
3.8

0.0
15
.4

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
7.7

10
0.0

26
非
就

業
者

79
.3

2.7
1.1

1.1
0.0

0.4
0.8

0.8
0.0

0.0
0.0

0.0
13
.8

10
0.0

26
1

男
性

75
.0

0.0
1.9

1.9
0.0

1.9
3.8

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
15
.4

10
0.0

52
女
性

80
.4

3.3
1.0

1.0
0.0

0.0
0.0

1.0
0.0

0.0
0.0

0.0
13
.4

10
0.0

20
9

雇
用

者
3.7

10
.7

9.4
6.1

7.5
8.5

14
.9

14
.0

15
.9

4.5
0.8

0.1
3.9

10
0.0

24
84

男
性

0.7
0.7

1.5
2.9

6.4
8.3

19
.4

20
.2

26
.6

8.6
1.2

0.2
3.3

10
0.0

12
26

正
規

0.5
0.1

0.6
1.8

4.5
7.7

20
.4

21
.2

28
.8

9.3
1.3

0.2
3.5

10
0.0

11
23

非
正
規

1.9
6.8

11
.7

14
.6

27
.2

14
.6

8.7
9.7

2.9
0.0

0.0
1.0

1.0
10
0.0

10
3

女
性

6.8
20
.4

17
.1

9.2
8.6

8.6
10
.6

7.9
5.6

0.6
0.3

0.0
4.5

10
0.0

12
58

正
規

0.8
0.0

4.5
6.6

12
.1

16
.5

22
.2

17
.6

13
.1

1.3
0.8

0.0
4.5

10
0.0

52
8

非
正
規

11
.1

35
.2

26
.2

11
.1

6.0
2.9

2.2
0.8

0.1
0.0

0.0
0.0

4.4
10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
6.5

13
.7

26
.8

22
.9

15
.0

7.2
3.3

1.3
0.0

0.0
0.0

0.0
3.3

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

12
.2

12
.2

6.4
7.0

9.5
7.0

12
.2

8.9
10

.4
5.2

1.2
2.1

5.5
10
0.0

32
7

男
性

4.5
4.0

3.5
5.0

11
.6

7.0
16
.6

13
.6

15
.6

8.5
2.0

2.5
5.5

10
0.0

19
9

女
性

24
.2

25
.0

10
.9

10
.2

6.3
7.0

5.5
1.6

2.3
0.0

0.0
1.6

5.5
10
0.0

12
8

非
就

業
者

70
.2

3.2
0.9

1.0
0.9

0.9
0.4

0.3
0.1

0.0
0.0

0.0
22
.0

10
0.0

68
1

男
性

48
.6

9.5
5.4

1.4
2.7

5.4
2.7

2.7
1.4

0.0
0.0

0.0
20
.3

10
0.0

74
女
性

72
.8

2.5
0.3

1.0
0.7

0.3
0.2

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
22
.2

10
0.0

60
7
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問
73
　年

収
は
、お

お
よそ

ど
の
くら

い
で
す

か
。仕

事
以
外
か
ら得

られ
る収

入
も含

め
て
お
答
え
くだ

さい
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）_②

配
偶
者

50
万

円
未

満
50
～
10
0

万
円
未

満
10
0～

15
0

万
円
未
満

15
0～

20
0

万
円
未
満

20
0～

25
0

万
円
未
満

25
0～

30
0

万
円

未
満

30
0～

40
0

万
円
未
満

40
0～

50
0

万
円
未
満

50
0～

70
0

万
円
未
満

70
0～

1,0
00

万
円
未
満

1,0
00
～

1,5
00

万
円

未
満

1,5
00

万
 円

以
上

無
回
答

合
計

Ｎ

計
15
.4

8.5
4.3

3.3
5.1

7.5
14
.3

13
.0

14
.0

5.1
1.7

0.5
7.2

10
0.0

33
11

若
年

18
.3

5.6
3.9

4.9
7.0

8.9
19
.5

13
.0

8.8
2.6

1.0
0.4

6.1
10
0.0

71
7

男
性

42
.9

12
.9

7.5
6.5

4.4
4.4

6.8
3.1

1.4
0.7

0.0
0.0

9.5
10
0.0

29
4

女
性

1.2
0.5

1.4
3.8

8.7
12
.1

28
.4

19
.9

13
.9

4.0
1.7

0.7
3.8

10
0.0

42
3

壮
年

14
.6

9.3
4.4

2.9
4.6

7.1
12
.9

13
.1

15
.4

5.8
1.9

0.5
7.4

10
0.0

25
94

男
性

33
.6

21
.5

9.3
3.4

3.9
3.9

6.5
4.9

3.2
0.3

0.0
0.2

9.3
10
0.0

10
64

女
性

1.3
0.8

1.0
2.5

5.1
9.3

17
.4

18
.8

23
.9

9.7
3.2

0.8
6.1

10
0.0

15
30

雇
用

者
23
.6

7.4
5.4

5.8
6.2

8.4
16
.8

11
.6

5.8
1.6

0.6
0.0

6.8
10
0.0

50
0

男
性

42
.6

13
.2

8.1
5.9

3.3
4.8

7.0
3.3

1.5
0.7

0.0
0.0

9.6
10
0.0

27
2

正
規

42
.2

12
.5

8.2
5.9

3.5
4.7

7.0
3.5

1.6
0.8

0.0
0.0

10
.2

10
0.0

25
6

非
正
規

50
.0

25
.0

6.3
6.3

0.0
6.3

6.3
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
0.0

16
女
性

0.9
0.4

2.2
5.7

9.6
12
.7

28
.5

21
.5

11
.0

2.6
1.3

0.0
3.5

10
0.0

22
8

正
規

1.0
0.0

0.0
5.2

7.3
8.3

33
.3

26
.0

12
.5

2.1
3.1

0.0
1.0

10
0.0

96
非
正
規

0.8
0.8

3.8
6.1

11
.4

15
.9

25
.0

18
.2

9.8
3.0

0.0
0.0

5.3
10
0.0

13
2

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

29
.7

2.7
0.0

13
.5

16
.2

0.0
10
.8

2.7
10

.8
2.7

2.7
0.0

8.1
10
0.0

37
男
性

50
.0

5.0
0.0

15
.0

15
.0

0.0
5.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
.0

10
0.0

20
女
性

5.9
0.0

0.0
11

.8
17
.6

0.0
17
.6

5.9
23

.5
5.9

5.9
0.0

5.9
10
0.0

17
非
就

業
者

1.1
1.1

0.6
0.6

7.2
12
.2

28
.9

18
.9

16
.7

5.6
1.7

1.7
3.9

10
0.0

18
0

男
性

0.0
50
.0

0.0
0.0

50
.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

2
女
性

1.1
0.6

0.6
0.6

6.7
12
.4

29
.2

19
.1

16
.9

5.6
1.7

1.7
3.9

10
0.0

17
8

雇
用

者
18
.7

10
.8

5.2
3.0

4.8
7.7

13
.1

12
.3

12
.5

3.5
1.0

0.1
7.4

10
0.0

17
82

男
性

35
.6

20
.5

9.1
3.0

3.5
3.8

6.7
5.2

3.3
0.2

0.0
0.0

9.1
10
0.0

90
4

正
規

35
.4

20
.1

9.0
2.9

3.7
3.9

7.0
5.4

3.4
0.2

0.0
0.0

9.0
10
0.0

87
5

非
正
規

41
.4

31
.0

10
.3

6.9
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
10
.3

10
0.0

29
女
性

1.3
0.8

1.1
3.1

6.0
11
.7

19
.7

19
.6

22
.0

6.8
1.9

0.2
5.7

10
0.0

87
8

正
規

2.3
1.0

0.0
2.3

4.3
12
.5

21
.8

20
.8

23
.8

3.6
2.3

0.3
5.0

10
0.0

30
3

非
正
規

0.7
0.7

1.7
3.5

7.0
11
.3

18
.6

19
.0

21
.0

8.5
1.7

0.2
6.1

10
0.0

57
5

うち
未
婚

・離
死

別
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

非
雇

用
者

13
.8

16
.2

6.7
4.7

5.9
6.3

8.3
7.5

8.3
6.3

1.2
3.6

11
.1

10
0.0

25
3

男
性

22
.9

26
.4

10
.4

6.3
6.3

4.9
4.2

2.8
2.1

0.7
0.0

1.4
11
.8

10
0.0

14
4

女
性

1.8
2.8

1.8
2.8

5.5
8.3

13
.8

13
.8

16
.5

13
.8

2.8
6.4

10
.1

10
0.0

10
9

非
就

業
者

1.8
1.6

1.1
1.4

3.4
5.7

14
.3

18
.1

27
.9

13
.1

5.2
0.5

5.9
10
0.0

55
9

男
性

18
.8

37
.5

12
.5

0.0
0.0

6.3
12
.5

6.3
6.3

0.0
0.0

0.0
0.0

10
0.0

16
女
性

1.3
0.6

0.7
1.5

3.5
5.7

14
.4

18
.4

28
.5

13
.4

5.3
0.6

6.1
10
0.0

54
3
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問
73
　年

収
は
、お

お
よそ

ど
の
くら

い
で
す

か
。仕

事
以
外
か
ら得

られ
る収

入
も含

め
て
お
答
え
くだ

さい
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ

とつ
ず
つ
）_③

世
帯
全

体

50
万

円
未

満
50
～
10
0

万
円
未

満
10
0～

15
0

万
円
未
満

15
0～

20
0

万
円
未
満

20
0～

25
0

万
円
未
満

25
0～

30
0

万
円

未
満

30
0～

40
0

万
円
未
満

40
0～

50
0

万
円
未
満

50
0～

70
0

万
円
未
満

70
0～

1,0
00

万
円
未
満

1,0
00
～

1,5
00

万
円

未
満

1,5
00

万
 円

以
上

無
回
答

合
計

Ｎ

計
1.0

1.0
1.3

2.2
3.7

5.5
11
.0

14
.9

22
.7

15
.1

6.1
1.6

13
.8

10
0.0

49
70

若
年

1.3
0.9

1.5
1.5

4.4
7.1

13
.9

15
.2

19
.3

12
.1

5.6
2.3

15
.0

10
0.0

14
44

男
性

0.6
0.9

1.1
1.2

3.9
7.1

12
.7

17
.1

19
.5

11
.3

5.4
2.7

16
.5

10
0.0

66
2

女
性

1.9
0.9

1.8
1.8

4.7
7.0

15
.0

13
.6

19
.2

12
.8

5.8
1.9

13
.7

10
0.0

78
2

壮
年

0.9
1.0

1.2
2.5

3.4
4.9

9.8
14
.7

24
.1

16
.3

6.3
1.3

13
.4

10
0.0

35
26

男
性

0.9
1.0

1.0
1.8

3.2
4.6

9.6
15
.3

25
.9

17
.1

6.2
1.4

12
.1

10
0.0

15
21

女
性

0.8
1.0

1.4
3.1

3.5
5.1

10
.0

14
.3

22
.8

15
.8

6.4
1.3

14
.4

10
0.0

20
05

雇
用

者
0.9

0.6
1.4

1.5
4.0

6.9
12
.7

15
.1

21
.1

13
.8

6.0
2.1

13
.9

10
0.0

10
94

男
性

0.2
0.5

0.5
1.1

3.4
7.3

13
.8

18
.3

21
.3

12
.2

5.2
2.2

14
.0

10
0.0

55
8

正
規

0.0
0.0

0.2
0.6

3.0
7.0

13
.7

18
.4

23
.0

12
.1

5.9
2.1

14
.0

10
0.0

47
3

非
正
規

1.2
3.5

2.4
3.5

5.9
9.4

14
.1

17
.6

11
.8

12
.9

1.2
2.4

14
.1

10
0.0

85
女
性

1.7
0.7

2.2
1.9

4.7
6.3

11
.6

11
.8

20
.9

15
.5

6.9
2.1

13
.8

10
0.0

53
6

正
規

1.4
0.0

1.1
0.4

3.6
5.0

8.5
8.2

24
.9

21
.0

9.3
3.6

13
.2

10
0.0

28
1

非
正
規

2.0
1.6

3.5
3.5

5.9
7.8

14
.9

15
.7

16
.5

9.4
4.3

0.4
14
.5

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
3.3

3.3
5.7

5.7
6.5

8.1
15
.4

8.1
9.8

9.8
5.7

0.8
17
.9

10
0.0

12
3

非
雇

用
者

1.4
2.9

1.4
2.9

5.8
4.3

10
.1

10
.1

15
.9

13
.0

7.2
2.9

21
.7

10
0.0

69
男
性

0.0
4.7

0.0
4.7

4.7
7.0

9.3
9.3

16
.3

14
.0

4.7
4.7

20
.9

10
0.0

43
女
性

3.8
0.0

3.8
0.0

7.7
0.0

11
.5

11
.5

15
.4

11
.5

11
.5

0.0
23
.1

10
0.0

26
非
就

業
者

3.1
1.5

1.9
1.5

5.7
9.2

21
.1

18
.0

14
.2

5.7
3.8

3.1
11
.1

10
0.0

26
1

男
性

5.8
1.9

7.7
0.0

9.6
5.8

5.8
13
.5

5.8
1.9

9.6
7.7

25
.0

10
0.0

52
女
性

2.4
1.4

0.5
1.9

4.8
10
.0

24
.9

19
.1

16
.3

6.7
2.4

1.9
7.7

10
0.0

20
9

雇
用

者
0.4

0.8
1.1

2.4
2.8

4.6
9.8

15
.4

25
.9

17
.8

6.7
1.0

11
.4

10
0.0

24
84

男
性

0.2
0.5

0.6
1.5

2.6
4.3

9.8
16
.3

28
.7

18
.4

6.4
1.0

9.8
10
0.0

12
26

正
規

0.2
0.2

0.4
0.8

1.3
3.6

9.2
16
.7

30
.3

19
.8

6.9
1.0

9.7
10
0.0

11
23

非
正
規

1.0
3.9

2.9
8.7

16
.5

12
.6

16
.5

11
.7

11
.7

2.9
0.0

1.0
10
.7

10
0.0

10
3

女
性

0.5
1.1

1.7
3.3

2.9
4.8

9.8
14
.5

23
.1

17
.3

7.0
1.0

13
.0

10
0.0

12
58

正
規

0.2
0.4

0.4
1.7

2.7
5.1

7.4
8.1

22
.7

23
.9

11
.7

2.1
13
.6

10
0.0

52
8

非
正
規

0.7
1.6

2.6
4.4

3.2
4.7

11
.5

19
.0

23
.4

12
.6

3.6
0.3

12
.5

10
0.0

73
0

うち
未
婚

・離
死

別
2.0

6.5
11
.1

15
.0

10
.5

7.2
5.9

9.2
5.2

3.3
0.7

0.0
23
.5

10
0.0

15
3

非
雇

用
者

0.9
2.8

1.2
3.1

5.2
5.5

6.7
13
.5

17
.1

16
.8

7.6
5.5

14
.1

10
0.0

32
7

男
性

1.0
2.5

1.0
2.5

5.0
5.5

8.0
12
.6

19
.6

17
.1

7.0
4.5

13
.6

10
0.0

19
9

女
性

0.8
3.1

1.6
3.9

5.5
5.5

4.7
14
.8

13
.3

16
.4

8.6
7.0

14
.8

10
0.0

12
8

非
就

業
者

2.6
1.0

1.8
2.9

4.8
6.0

12
.0

13
.8

22
.3

11
.5

4.6
0.6

16
.0

10
0.0

68
1

男
性

10
.8

5.4
8.1

5.4
9.5

8.1
13
.5

10
.8

4.1
1.4

2.7
0.0

20
.3

10
0.0

74
女
性

1.6
0.5

1.0
2.6

4.3
5.8

11
.9

14
.2

24
.5

12
.7

4.8
0.7

15
.5

10
0.0

60
7
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問
74
　預

貯
金
額
は
、お

お
よそ

ど
の
くら

い
で
す
か
。（

そ
れ

ぞ
れ
ひ
とつ

ず
つ
）_①

自
分
自
身

ま
った

くな
い

10
万
円

未
満

10
万
～
50

万
円
未
満

50
万
～
10

0
万
円
未
 満

10
0万

～
50
0万

円
未

満

50
0万

～
1,0

00
万

円
未

満
1,0

00
万

 円
以
上

わ
か
らな

い
無
回

答
合
計

Ｎ

計
22
.8

10
.0

12
.4

10
.3

21
.2

6.0
3.5

6.7
7.0

10
0.0

49
70

若
年

22
.3

11
.7

14
.8

11
.6

21
.5

4.3
1.0

6.0
6.9

10
0.0

14
44

男
性

23
.6

12
.8

15
.1

10
.9

18
.4

3.9
0.8

6.8
7.7

10
0.0

66
2

女
性

21
.2

10
.7

14
.6

12
.1

24
.0

4.6
1.2

5.4
6.1

10
0.0

78
2

壮
年

23
.0

9.3
11
.4

9.8
21
.2

6.7
4.5

7.0
7.1

10
0.0

35
26

男
性

24
.6

9.7
9.7

8.5
20
.4

6.6
5.8

7.8
7.0

10
0.0

15
21

女
性

21
.8

9.1
12
.7

10
.8

21
.7

6.8
3.5

6.5
7.1

10
0.0

20
05

雇
用

者
20
.6

11
.6

15
.2

12
.2

23
.0

4.5
1.0

6.8
5.2

10
0.0

10
94

男
性

22
.4

12
.9

15
.4

11
.6

19
.4

4.3
0.7

7.2
6.1

10
0.0

55
8

正
規

21
.1

12
.7

14
.6

11
.2

20
.9

4.7
0.8

7.2
6.8

10
0.0

47
3

非
正
規

29
.4

14
.1

20
.0

14
.1

10
.6

2.4
0.0

7.1
2.4

10
0.0

85
女
性

18
.7

10
.3

14
.9

12
.7

26
.9

4.7
1.3

6.3
4.3

10
0.0

53
6

正
規

10
.0

5.3
12
.1

11
.7

39
.5

7.5
2.1

8.5
3.2

10
0.0

28
1

非
正
規

28
.2

15
.7

18
.0

13
.7

12
.9

1.6
0.4

3.9
5.5

10
0.0

25
5

うち
未
婚

・離
死

別
22
.0

15
.4
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は
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お
よそ

ど
の
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な
た
の
世

帯
に
は
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金
が
あ
りま

す
か
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くつ

で
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模

住
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の
支
払
い

が
あ
る
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以
外
の

借
金
が
あ
る

借
金

は
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指
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